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諮問第３１８３号 

令和６年８月２３日 

情報通信行政・郵政行政審議会 

会長 相田 仁 殿 

総務大臣 松本 剛明 

諮  問  書 

電気通信事業法（昭和59年法律第86号。以下「法」という。）第

33条第４項第１号イ、ロ及びホ、同条第５項、第34条第１項、第36

条第１項並びに第109条第３項の規定による省令委任事項を定める

ため、別紙のとおり電気通信事業法施行規則（昭和60年郵政省令第

25号）等の一部を改正することとしたい。 

ついては、法第169条第４号の規定に基づき、上記のことについて

諮問する。 

（公印・契印省略） 
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電気通信事業法施⾏規則等の⼀部改正について
－固定電話網のＩＰ網への移⾏後の接続料算定に係る規定の整備等 －

概 要

令和６年８⽉23⽇
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主な改正の概要 1

① ＩＰ網への移⾏後におけるメタルＩＰ電話、ワイヤレス固定電話及び
ひかり電話の接続料算定⽅法

• ワイヤレス固定電話の発着信に係る機能に関する規定を整備する。
• メタルＩＰ電話、ワイヤレス固定電話及びひかり電話を同⼀の接続料として算
定するに当たって、接続ルート切替後のメタルＩＰ電話、ワイヤレス固定電話
及びひかり電話の発着信に係る機能を単⼀の法定機能（組合せ適⽤接続
機能）として規定を整備する。

• 当該法定機能に係る接続料の算定⽅法に関する規定を整備する。
• ワイヤレス固定電話の接続料原価の算定に関する特例規定を整備する。

■ 第⼀種指定電気通信設備接続料規則（平成12年郵政省令第
64号）の⼀部改正

■ 接続料規則の⼀部を改正する省令（平成17年総務省令第14
号）の⼀部改正

② 接続料算定に⽤いる通信量等の扱い
• メタルＩＰ電話の固有の設備※に係る接続料に関し、令和７年１⽉１⽇以
降も、引き続き、前年度下期と当年度上期の通信量等の合算値を接続料
算定に⽤いる⼊⼒値とするため、所要の規定の整備を⾏う。

③ 東⻄均⼀接続料の扱い
• メタルＩＰ電話の固有の設備※に係る接続料に関し、令和７年１⽉１⽇以
降も、引き続き、ＮＴＴ東⽇本・⻄⽇本の接続料を均⼀とするため、所要の
規定の整備を⾏う。

○ 施⾏⽇ 令和７年１⽉１⽇から施⾏ ※⼀部規定（総務⼤⾂による通知等）は公布⽇に施⾏

■ 東⽇本電信電話株式会社の⻄⽇本電信電話株式会社に対す
る⾦銭の交付に関する省令（平成15年総務省令第119号）の
⼀部改正

④ 東⻄均⼀接続料の扱い
• メタルＩＰ電話の固有の設備※に係る接続料に関し、令和７年１⽉１⽇以
降も、引き続き、ＮＴＴ東⽇本からＮＴＴ⻄⽇本に対して⾦銭の交付を⾏
うこととするため、所要の規定の整備を⾏う。

⑤ ＩＰ網への移⾏に伴い、PSTNに係る法定機能や接続料算定⽅法等に関する規定の削除等
• ＩＰ網への移⾏に伴い、ＰＳＴＮに係る電気通信設備の機能に関する規定を削除する。
• 第８次ＰＳＴＮ-ＬＲＩＣモデルによる接続料算定⽅法等に関する規定を削除する。

■ その他

○ 令和５年10⽉、「ＩＰ網への移⾏後の⾳声接続料の在り⽅」について情報通信審議会へ諮問。同審議会において、ＩＰ網への移⾏後における⾳声接
続料の在り⽅について審議を実施。
○ 現⾏の接続料の算定は令和４年度から令和６年12⽉31⽇までを適⽤期間としていることから、令和７年１⽉１⽇以降の接続料算定等について、情報
通信審議会からの答申（令和６年６⽉答申）を踏まえ、所要の規定の整備を⾏う。

※ メタル収容装置、新変換装置及び新変換装置〜中継ルータ間の伝送路
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ひかり電話メタルＩＰ電話 ワイヤレス固定電話

光回線メタル回線

◎
他事業者

接続⽤ルータ

ＧＷルータ

メタル収容装置

新変換装置

中継ルータ

収容ルータ

TA ONU等

携帯
電話網

ワイヤレス
固定電話⽤
ＳＩＰサーバ、
FAXサーバ

SBC
ENUMサーバ
DNSサーバ

ＳＩＰサーバ

省令改正案の内容 2

メタル回線収容機能
（第４条の表２の項の機能 端末系交換機能） 端末系ルータ交換機能

（第４条の表２の項の機能 端末系交換機能）

⼀般中継系ルータ交換伝送機能
（第４条の表６の２の項の機能 ルーティング伝送機能）

Ｂ︓⼀般中継系ルータ交換伝送機能【新設】
（第４条の表６の２の項の機能 ルーティング伝送機能）

■ＩＰ網への移⾏後におけるワイヤレス固定電話に係る接続料の算定⽅法に関する規定の整備 【改正後の接続料規則第２条、第４条、第18条の3、
改正後の接続会計規則第２条、別表第１及び別表第２】

 第⼀種指定ワイヤレス固定電話⽤設備である接続⽤ルータ（A）、接続⽤ルータと中継ルータとを繋ぐ伝送路設備（Ｂ）、ＳＩＰサーバ及びＦＡＸ
サーバ（Ｃ）について、これらの設備に係る⽤語、機能を新たに定義する。

① ＩＰ網への移⾏後におけるメタルＩＰ電話、ワイヤレス固定電話及びひかり電話の接続料算定⽅法

⼀般中継系ルータ接続伝送機能
（第４条の表６の２の項の機能

ルーティング伝送機能）

Ｃ︓ワイヤレス固定電話⽤制御等機能【新設】
（第４条の表９の５の項の機能）

各要素機能と第４条の表との関係

Ａ︓ワイヤレス固定電話交換機能【新設】
（第４条の表２の項の機能 端末系交換機能）
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省令改正案の内容 3

■ メタルＩＰ電話、ワイヤレス固定電話及びひかり電話の発着信に係る機能を単⼀の法定機能（組合せ適⽤接続機能）として規定 【改正
後の接続料規則第４条、接続料規則第４条の２の追加】

■ 組合せ適⽤接続機能に係る接続料の算定⽅法を規定 【接続料規則第１８条の３の２第１項及び第２項の追加】

 メタルＩＰ電話、ワイヤレス固定電話及びひかり電話ごとに、通信路を設定する機能及び通信路を保持する機能に係る設備の接続料を算定し、相互接
続トラヒックにおける割合に基づいて加重平均することによって算定することを新たに定める。

メタルＩＰ電話、ワイヤレス固定電話及び
ひかり電話で同⼀の接続料

（①＋④ʼ）メタルＩＰ電話に係る設備
（②＋④ʼʼ）ワイヤレス固定電話に係る設備
（③＋④ʼʼʼ）ひかり電話に係る設備
の各接続料を算定し、相互接続トラヒックにおける割
合に基づいて加重平均する。

※メタルＩＰ電話、ワイヤレス固定電話及びひかり電話を同⼀の接続料とするため

ひかり電話メタルＩＰ電話 ワイヤレス固定電話

光回線メタル回線

◎
他事業者

接続⽤ルータ

ＧＷルータ

メタル収容装置

新変換装置

中継ルータ

収容ルータ

TA ONU等

携帯
電話網

ワイヤレス
固定電話⽤
SＩＰサーバ、
FAXサーバ

SBC
ENUMサーバ
DNSサーバ

SＩＰサーバ

① ②

④ʼ ④ʼʼ ④ʼʼʼ

③

実際の通信路においては、メタルＩＰ電話、ワイヤレ
ス固定電話及びひかり電話において、SＩＰサーバ、

SBC、ENUMサーバ、DNSサーバは、共通
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省令改正案の内容 4

○ 接続料規則第４条
固定電話網のＩＰ網への移⾏後、メタルＩＰ電話、ワイヤレス固定電話及びひかり電話を同⼀の接続料とするた
め、メタルＩＰ電話、ワイヤレス固定電話及びひかり電話の発着信に係る機能を単⼀の法定機能（組合せ適⽤接
続機能）として規定する。

メタルＩＰ電話、ワイヤレス固定電話及びひかり電話で同⼀の接続料

改 正 案（下線部分を追加）

第４条 法定機能は、次の表の上欄及び中欄
に定める機能及び組合せ適⽤接続機能（次
条に定める機能をいう。以下この条において同
じ。）とし、それぞれの法定機能に対応した設
備等を同表の下欄に掲げる対象設備（組合
せ適⽤接続機能については、次条各号に掲げ
る機能に対応する同表の下欄に掲げる対象
設備とする。）及びこれの附属設備並びにこ
れらを設置する⼟地及び施設（以下「対象設
備等」という。）とする。

ひかり電話メタルＩＰ電話 ワイヤレス固定電話

光回線メタル回線

◎
他事業者

接続⽤ルータ

ＧＷルータ

メタル収容装置

新変換装置

中継ルータ

収容ルータ

TA ONU等

携帯
電話網

ワイヤレス
固定電話⽤
SＩＰサーバ、
FAXサーバ

SBC
ENUMサーバ
DNSサーバ

SＩＰサーバ

ＩＰ網への移⾏後の設備構成
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省令改正案の内容 5

改 正 案（下線部分を新設）

第４条の２ 組合せ適⽤接続機能は、次の各号に掲げる設備により提供する当該各号に定める機能を⽤いて、
第⼀種指定電気通信設備によりメタルインターネットプロトコル電話⽤設備、インターネットプロトコルを⽤いた総
合デジタル通信⽤設備、第⼀種指定ワイヤレス固定電話⽤設備若しくはインターネットプロトコル電話⽤設備で
ある固定端末系伝送路設備の⼀端に接続される端末設備から発信する通信⼜は当該端末設備に着信する
通信の交換及び伝送を⾏う機能をいう。
⼀ メタルインターネットプロトコル電話⽤設備⼜はインターネットプロトコルを⽤いた総合デジタル通信⽤設備で
ある固定端末系電話⽤設備である固定端末系伝送路設備の⼀端に接続される端末設備から発信する通
信⼜は当該端末設備に着信する通信の交換及び伝送に⽤いるもの 前条の表⼆の項の機能（メタル回線
収容機能に限る。）、五の項の機能、六の⼆の項の機能及び九の項から九の四の項までの機能

⼆ 第⼀種指定ワイヤレス固定電話⽤設備である固定端末系伝送路設備の⼀端に接続される端末設備から
発信する通信⼜は当該端末設備に着信する通信の交換及び伝送に⽤いるもの 前条の表⼆の項の機能
（ワイヤレス固定電話交換機能に限る。）、五の項の機能、六の⼆の項の機能（⼀般中継系ルータ交換
伝送機能及び⼀般県間中継系ルータ交換伝送機能に限る。）及び九の項から九の五の項までの機能

三 インターネットプロトコル電話⽤設備である固定端末系伝送路設備の⼀端に接続される端末設備から発信
する通信⼜は当該端末設備に着信する通信の交換及び伝送に⽤いるもの 前条の表⼆の項の機能（端末
系ルータ交換機能及び⼀般収容ルータ優先パケット識別機能に限る。）、五の項の機能、六の⼆の項の機
能（⼀般中継系ルータ交換伝送機能及び⼀般県間中継系ルータ交換伝送機能に限る。）及び九の項か
ら九の四の項までの機能

○ 接続料規則第４条の２の追加
組合せ適⽤接続機能に係る接続料の算定⽅法を規定するため、メタルＩＰ電話、ワイヤレス固定電話及びひかり
電話ごとに、通信路を設定する機能及び通信路を保持する機能を規定する。また、それぞれに含まれる要素機能は、
第４条の表の法定機能で構成される。
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省令改正案の内容 6

改 正 案（下線部分を新設）

第18条の３の２ 組合せ適⽤接続機能に係る接続料は、通信路を設定する機能及び通信路を保持する機能の別に、
第四条の⼆各号の設備に係る費⽤をそれぞれ当該各号の設備に係る需要で除したものを、当該各号の設備に係る
需要（他の電気通信事業者に係る需要に限る。）により加重平均することにより算定するものとする。

２ 前項の場合において、通信路を設定する機能の接続料は通信回数を単位として、通信路を保持する機能の接続
料は通信時間を単位としてそれぞれ設定するものとする。

○ 接続料規則第18条の３の２第１項及び第２項の追加
組合せ適⽤接続機能に係る接続料を算定するため、具体的な接続料算定⽅法（メタルＩＰ電話、ワイヤレス固
定電話及びひかり電話ごとに、通信路を設定する機能及び通信路を保持する機能に係る設備の接続料を算定し、
相互接続トラヒックにおける割合に基づいて加重平均すること）を規定する。

組合せ適⽤接続機能に係る接続料（通信回数及び通信時間単位それぞれについて算定）
＝ （メタルＩＰ電話に係る設備の固有部分の接続料 ＋ Ａ） × （メタルＩＰ電話の相互接続トラヒック／相互接続トラヒック※）
＋ （ワイヤレス固定電話に係る設備の固有部分の接続料 ＋ Ａ） × （ワイヤレス固定電話の相互接続トラヒック／相互接続トラヒック※）
＋ （ひかり電話に係る設備の固有部分の接続料 ＋ Ａ） × （ひかり電話の相互接続トラヒック／相互接続トラヒック※）

※ 相互接続トラヒック＝メタルＩＰ電話の相互接続トラヒック＋ワイヤレス固定電話の相互接続トラヒック＋ひかり電話の相互接続トラヒック

Ａ ＝ 関⾨系ルータ交換機能の接続料（時間⽐例）
＋ ⼀般中継系ルータ交換伝送機能の接続料（時間⽐例）
＋ ⼀般県間中継系ルータ交換伝送機能の接続料（時間⽐例）
＋ ＳＩＰサーバ機能の接続料（回数⽐例）
＋ ＳＩＰ信号変換機能の接続料（回数⽐例）
＋ 番号管理機能の接続料（回数⽐例）
＋ ドメイン名管理機能の接続料（回数⽐例）
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第18条の３の２第３項 第⼀項の組合せ適⽤接続機能に係る接続
料の算定において、メタルＩＰ電話接続機能（他の電気通信事業
者の電気通信設備を関⾨系ルータで接続する場合における第⼀種
指定電気通信設備により通信の交換及び伝送並びに信号の編集
を⾏う部分機能 （第⼀種指定メタル回線収容装置を経由する通
信に係るものに限る。）をいう。以下同じ。）及びワイヤレス固定電
話接続機能（他の電気通信事業者の電気通信設備を関⾨系
ルータで接続する場合における第⼀種指定電気通信設備により通
信の交換及び伝送並びに信号の編集を⾏う部分機能 （第⼀種指
定ワイヤレス固定電話⽤設備を経由する通信に係るものに限る。）
をいう。以下同じ。）に係る原価及び利潤の総額が、第⼀種指定ワ
イヤレス固定電話⽤設備である固定端末系伝送路設備の⼀端に
接続される端末設備（以下この項において「算定対象端末設備」と
いう。）の数及び当該算定対象端末設備から発信する通信⼜は当
該算定対象設備に着信する通信の通信量等をメタルＩＰ電話接
続機能に係る算定対象端末設備の数及び通信量等に合算すること
により算定した場合のメタルＩＰ電話接続機能に係る原価及び利
潤の総額を上回る場合、メタルＩＰ電話接続機能の接続料の算定
においては、算定対象端末設備の数及び当該端末設備から発信す
る通信⼜は当該算定対象端末設備に着信する通信の通信量等を
当該機能に係る算定対象端末設備の数及び通信量等に合算した
値を⽤いるものとし、かつ、ワイヤレス固定電話接続機を加重平均の
対象としないものとする。

省令改正案の内容 7
■ ワイヤレス固定電話の接続料原価の算定に関する特例規定を整備 【接続料規則第18条の３の２第３項の追加、改正省令附則第４条】

 Ａ及びＢの⽐較を⾏い、ＡがＢを上回る場合には、Ｂの接続料原価とすることを規定（接続料規則第18条の３の２第３項）
○ Ａ︓ワイヤレス固定電話及びメタルＩＰ電話の接続料原価の合計
○ Ｂ︓ワイヤレス固定電話が導⼊されていないと仮定※した場合のメタルＩＰ電話の接続料原価
 ワイヤレス固定電話導⼊当初においては、ＡがＢを上回ると⾒込まれることから、令和10年３⽉31⽇までの間は、上記⽐較を省略し、
導⼊済みのワイヤレス固定電話がメタルＩＰ電話であると仮定した場合の接続料原価とすることを規定（改正省令附則第４条）

改 正 案（下線部分を新設）

※導⼊済みのワイヤレス固定電話
をメタルＩＰ電話であると仮定

Ａ Ｂ

9



省令改正案の内容 8

② 接続料算定に⽤いる通信量等の扱い
■ メタルＩＰ電話の固有の設備※に係る接続料に関し、前年度下期と当年度上期の通信量等の合算値の使⽤を継続 【改正後の平成17年改正
省令附則第12項、改正省令附則第５条】
 メタルＩＰ電話固有部分の接続料算定に⽤いる通信量等について、前年度下期と当年度上期の通信量等の合算値を使⽤することとする措置の期限
を、令和10年３⽉31⽇まで延⻑する。

③、④ 東⻄均⼀接続料の扱い
■ メタルＩＰ電話の固有の設備※に係る接続料に関し、ＮＴＴ東⽇本・⻄⽇本の接続料の均⼀化を継続 【改正後の平成17年改正省令附則第
15項】
 メタルＩＰ電話固有部分に係る接続料がＮＴＴ東⽇本・⻄⽇本において同額となるよう、当該機能に係る接続料の原価及び利潤並びに通信量等を
両事業者で合算して接続料を算定することとする措置の期限を、令和10年３⽉31⽇まで延⻑する。

■ ＮＴＴ東⽇本からＮＴＴ⻄⽇本に対する⾦銭の交付を継続 【改正後の東⽇本電信電話株式会社の⻄⽇本電信電話株式会社に対する⾦銭の交付に
関する省令第２条】
 メタルＩＰ電話の固有の設備※に係る接続料に関し、ＮＴＴ東⽇本からＮＴＴ⻄⽇本に対して⾦銭の交付を⾏うこととする措置の期限を、令和10年
３⽉31⽇まで延⻑する。

⑤ ＩＰ網への移⾏に伴い、ＰＳＴＮに係る法定機能や接続料算定⽅法等に関する規定の削除等
■ ＩＰ網への移⾏に伴い、ＰＳＴＮに係る電気通信設備の機能に関する規定を削除 【施⾏規則第23条の４、第24条の５、接続会計規則第２条、
接続料規則第２条、第４条、第５条、第15条、第16条、⾦銭の交付に関する省令第３条、平成17年改正省令附則第15項の⼀部を削除】
 ＩＰ網への移⾏に伴い、関連する⽤語、機能を削除する。

■ ＩＰ網への移⾏に伴い、第８次ＰＳＴＮ-ＬＲＩＣモデルによる接続料算定⽅法等を削除 【接続料規則別表第１の１、別表第１の２、別表第
２の１、別表第２の２、別表第３、別表第４の１、別表第４の２、別表第４の３、別表第５、別表第６様式第１第２、別表第７、別表第８の⼀部を削除】
 第８次ＰＳＴＮ-ＬＲＩＣモデルによる接続料算定を⾏わないことから、関連する表を削除する。

■ ＰＳＴＮに係る電気通信設備の機能に関する規定を施⾏規則、接続会計規則及び接続料規則から削除したことによる⽤語の定義 【改正
後の第⼀種算定規則第13条、別表第４】

※ メタル収容装置、新変換装置及び新変換装置〜中継ルータ間の伝送路
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今後のスケジュール（案） 9

令和６年８⽉23⽇
• 情報通信⾏政・郵政⾏政審議会（電気通信事業部会）に対して、電気通信事業法施⾏規則等の⼀部を改正する省令案を諮
問

令和６年８⽉24⽇〜同年９⽉24⽇
• 電気通信事業法施⾏規則等の⼀部を改正する省令案の意⾒募集
令和６年９⽉下旬以降
• 電気通信事業法施⾏規則等の⼀部を改正する省令案の再意⾒募集
令和６年10⽉下旬以降
• 意⾒募集の結果を踏まえた接続委員会における審議
令和６年11⽉上旬以降
• 情報通信⾏政・郵政⾏政審議会（電気通信事業部会）から、電気通信事業法施⾏規則等の⼀部を改正する省令案の答申
答申後速やかに
• 電気通信事業法施⾏規則等の⼀部を改正する省令の公布

（参考） 改正省令公布後
• 総務⼤⾂からＮＴＴ東⽇本・⻄⽇本へ接続料算定に⽤いる資産及び費⽤の整理の⼿順を通知
• ＮＴＴ東⽇本・⻄⽇本から接続約款の変更認可申請（令和７年度接続料）
• 情報通信⾏政・郵政⾏政審議会（電気通信事業部会）に対して諮問、意⾒募集
• 情報通信⾏政・郵政⾏政審議会（電気通信事業部会）からの答申
• ＮＴＴ東⽇本・⻄⽇本の接続約款の変更を認可

11



ＩＰ網への移行後の音声接続料の在り方 答申

概 要

令和６年６月17日

参考
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答申案の構成 11

第１章 はじめに

第２章 メタルＩＰ電話、ワイヤレス固定電話、ひかり電話の接続料の算定方法

第３章 ＬＲＩＣモデルにおけるメタルＩＰ電話の加入者回線の取扱い

第４章 東西均一接続料の扱い

第５章 接続料算定方法の適用期間

第６章 その他の検討事項

第７章 おわりに
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ＩＰ網への移行後の音声接続料の在り方 12

１．諮問概要

・ 東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社（以下「ＮＴＴ東日本・西日本」という。）が提供す

る加入電話については、公衆交換電話網（以下「ＰＳＴＮ」という。）の設備（中継交換機・信号交換機）が、令

和７年頃に維持限界を迎える中で、令和４年度以降、ＰＳＴＮからＩＰ網へ疎通ルートの切替えが進められている。

・ 情報通信審議会答申「ＩＰ網への移行の段階を踏まえた接続制度の在り方 最終答申」（令和３年９月）では、

ＩＰ網への移行後の音声接続料について、「ＩＰ網への移行後、第一種指定電気通信設備制度の下で、メタルＩＰ

電話とひかり電話の接続料は同一の接続料として算定することが適当」とされたところである。

・ また、情報通信審議会答申「固定電話を巡る環境変化等を踏まえたユニバーサルサービス交付金制度等

の在り方」（令和４年９月）では、「電話網のＩＰ網への移行後、ワイヤレス固定電話の接続料は、メタルＩＰ電話及

びひかり電話と同一の接続料として算定することが適当」とされたところであり、これらを踏まえ、具体的な算定

方法について検討を行う必要がある。

・ 以上により、ＩＰ網へ移行後の音声接続料の在り方について、情報通信審議会に諮問するもの。

２．答申を希望する時期

令和６年５月目途

14



（参考）固定電話網のＩＰ網への移行スケジュール 13

令和元年度
（２０１９年度）

令和２年度
（２０２０年度）

令和３年度
（２０２１年度）

令和４年度
（２０２２年度）

令和５年度
（２０２３年度）

令和６年度
（２０２４年度）

令和７年度
（２０２５年度）

ひかり電話の
相互接続
（東西間接続試験）

加入電話着の接続ルート切替

加入電話発の接続ルート切替

①ひかり電話接続
ルート切替開始

・2021年１月
（東西間接続試験開始）

・2021年５月
（東西間接続開始）

加入電話・INSネットの
料金・提供条件の
一部変更

2024年１月

ＰＯＩビル環境構築等

出典： ＮＴＴ東日本・西日本資料を基に総務省が作成

④接続ルート
切替完了
2025年１月

②加入電話着の接
続ルート切替開始
2022年6月

NTT東西の
IP相互接続を開始
他事業者とのIP相互接続を開始

③加入電話発の接
続ルート切替開始
2024年１月

① ひかり電話のＩＰ相互接続は令和３年１月よりＮＴＴ東日本・西日本間において接続試験を開始し、同年５月

より接続を開始。他事業者とのＩＰ相互接続についても順次開始している状況。

② 加入電話着は令和４年６月から接続ルート切替を開始。

③ 加入電話発は令和６年１月から接続ルート切替を開始。
（令和６年１月にＮＴＴ東日本・西日本の加入電話・ＩＮＳネットの料金・提供条件の一部変更を実施（契約の移行は伴わない）。）

④ 令和７年１月にＩＰ網への接続ルート切替が完了する予定。
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（参考）固定電話網のＩＰ網への移行方法 14

光

IP網PSTN

メタル

PSTN接続

ひかり電話加⼊電話等

サーバ
SIP
サーバ*

変換装置

◎

信号
交換機

ＧＷ
ルータ

IP接続
◎

中継ルータ

収容ルータ

中継
交換機

加⼊者
交換機

相互接続
交換機

他事業者

光メタル

IP網

ひかり電話メタルIP電話
（加⼊電話等）

IP接続

ＧＷ
ルータ

◎

SIP
サーバ*

中継ルータ

他事業者

収容ルータ
メタル
収容装置

変換装置

加⼊電話等

メタル

PSTN IP網

光

PSTN接続

ひかり電話

サーバ
SIP
サーバ*

変換装置

◎

信号
交換機

ＧＷ
ルータ

◎

中継ルータ

収容ルータ

変換装置

IP接続
相互接続
交換機

中継
交換機

加⼊者
交換機

他事業者

加⼊電話等

メタル

PSTN IP網

光

PSTN接続

ひかり電話

サーバ
SIP
サーバ*

変換装置

◎

信号
交換機

ＧＷ
ルータ

◎

中継ルータ

収容ルータ

変換装置

IP接続
相互接続
交換機

中継
交換機

加⼊者
交換機

他事業者

① ひかり電話発着の接続ルート切替
（令和3年1月～令和6年12月）

② 加入電話着の接続ルート切替
（令和4年6月～令和6年12月）

③ 加入電話発の接続ルート切替
（令和6年1月～令和6年12月）

④ 接続ルート切替後
（令和7年1月～）

IP網

光

PSTN

メタル

PSTN接続

ひかり電話加⼊電話等

SIP
サーバ*

変換装置

相互接続
交換機

◎

信号
交換機

中継
交換機

中継ルータ

他事業者

加⼊者
交換機 収容ルータ

接続ルート切替前
（～令和2年12月）
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（参考）情報通信審議会答申「ＩＰ網への移行の段階を踏まえた接続制度の在り方 最終答申」
（令和３年９月）抜粋 ＩＰ網へ移行後の一種指定設備制度に基づく音声接続料 15

＜ＩＰ網へ移行後の一種指定設備制度に基づく音声接続料＞

○ ＩＰ網移行後のメタルＩＰ電話とひかり電話の接続料は同一の接続料として算定することが適当。

○ その算定方法について、メタル収容装置及び変換装置により提供されるメタルＩＰ電話の収容に係る機能等の接続料原価算定に

は、引き続きＬＲＩＣ方式を適用することが適当。

○ また、ＮＧＮを用いて提供される機能部分については、当面は現在の考え方を踏襲して実際費用方式による原価算定を行うことと

しつつも、ＮＴＴ東日本・西日本による効率化努力をモニタリングしていくことが必要。

メタル回線 光回線 光回線メタル回線

ひかり電話メタルIP電話

◎

制御系設備

サーバ
SIP
サーバ

他事業者

現在

IP網への移⾏で
新たに設置する
設備

ＩＰ網への移行後

ひかり電話加⼊電話等

IP網PSTN
サーバ
SIP
サーバ

収容ルータ

装置
変換
装置

中継ルータ

他事業者◎
◎

DNSサーバ

SBC
ENUMサーバ
DNSサーバ

メタル
収容装置※

変換装置

収容ルータ

ＧＷルータ

中継ルータ

IP網

※現在の加入者交換機を転用

ＬＲＩＣ方式に
より原価算定

同一の接続料として算定

加入電話の
接続料として算定

将来原価方式に
より原価算定

ひかり電話の
接続料として算定

将来原価方式に
より原価算定

交換機
信号
交換機

加⼊者交換機

中継
交換機

相互接続
交換機

ＬＲＩＣ方式に
より原価算定
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（参考）情報通信審議会「固定電話を巡る環境変化等を踏まえたユニバーサルサービス
交付金制度等の在り方」答申（令和４年９月）抜粋 固定電話の接続料の設定方法 16

メタルIＰ電話、ワイヤレス固定電話、ひかり電話で単一の接続料加入電話、ワイヤレス固定電話で
単一の接続料

ひかり電話の接続料

○ 電話網のＩＰ網への移行後、ワイヤレス固定電話は、携帯電話網を通じて、メタルＩＰ電話及びひかり電話と同様にＮＧＮに収容さ

れ、他事業者との相互接続点もメタルＩＰ電話及びひかり電話の相互接続点と同一となる等、接続料原価の範囲となる設備の多く

をメタルＩＰ電話及びひかり電話と共有し、両電話と類似した設備構成をとる。また、ワイヤレス固定電話は、メタルＩＰ電話及びひか

り電話と同様に０ＡＢ-Ｊ番号を使用し、両電話と類似した品質で提供される。これらの点を踏まえると、ワイヤレス固定電話の接続

料は、メタルＩＰ電話及びひかり電話と同一の接続料として算定することが適当。

○ 電話網のＩＰ網への移行期間中、ワイヤレス固定電話の接続料は、加入電話/メタルＩＰ電話と同一の接続料として算定することが適当。
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ＩＰ網への移行後の音声接続料の在り方に関する論点 17

論点１ メタルＩＰ電話、ワイヤレス固定電話、ひかり電話の接続料の算定方法

・メタルＩＰ電話、ワイヤレス固定電話、ひかり電話の接続料を、同一の接続料として算定する場合、どのような方法が考えられるか。
・ＩＰ網への移行過程（令和４年４月～令和６年12月）における加入電話・メタルＩＰ電話の音声接続料の例（ＰＳＴＮ－ＬＲＩＣモデルとＩＰ－ＬＲＩＣモデ

ルによる算定値をトラヒック比で加重平均）を参考に、トラヒック割合等を踏まえて加重平均をとることが考えられるか。

論点２ ＬＲＩＣモデルにおけるメタルＩＰ電話の加入者回線の取扱い（アクセス回線の光回線代替）

・ＬＲＩＣモデルにおけるメタル回線の光回線への置き換えについて、どのように考えるか。
・今後のメタル回線維持に係るＮＴＴ東日本・西日本の対応や接続料の動向等を踏まえた検討が必要ではないか。

論点３ 東西均一接続料の扱い

・メタルＩＰ電話の接続料を東西別とすべきか、あるいは、引き続き、東西均一とすべきか。
・接続料が本来は東西別で設定されるべきものであることを念頭に、東西別接続料への是正について検討する必要があるのでは
ないか。
・ひかり電話の接続料との加重平均等により算定する「同一の接続料」が、東西別となることについてどう考えるか。

論点４ 接続料算定方法の適用期間

・ＩＰ網へ移行後の接続料算定方法の適用期間について、どのように考えるか。
・環境変化への柔軟な対応を可能とする観点から次期適用期間についても、これまでと同程度とすることが考えられるか。

論点５ その他検討を要する事項

・上記の他、ＩＰ網への移行後の音声接続料の在り方について検討を要する事項はあるか。
→ＮＴＴ東日本・西日本から以下の事項について提案（第67回接続政策委員会（11/1））があった。
- ワイヤレス固定電話の導入有無による接続料原価の比較
- ＬＲＩＣモデルの運用プロセスの簡素化
- 四半期単位の実績トラヒックのホームページ開示義務の見直し
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検討結果の概要① メタルＩＰ電話、ワイヤレス固定電話、ひかり電話の接続料の算定方法 18

＜同一の接続料の算定方法＞

○ メタルＩＰ電話、ワイヤレス固定電話及びひかり電話の接続料について同一の接続料を算定するに当たって、これ

らに係る設備の固有部分については、各接続料を算定し、相互接続トラヒックにおける割合に基づいて加重平均す

る方法が適当であり、それに共通部分の接続料を加えることによって同一の接続料を算定することが適当。この際、

通信回数単位の接続料については通信回数比で、通信時間単位の接続料については通信時間比で加重平均す

ることが適当。

＜接続料原価の算定方法＞

○ メタルＩＰ電話の固有設備（メタル収容装置及び新変換装置）の接続料の算定については、第９次ＩＰ－ＬＲＩＣモデ

ルの「メタル収容装置（メタル回線収容機能）」及び「メタル収容装置～中継ルータ間の伝送路（一般中継系ルータ

接続伝送機能）」の部分を適用することが適当。

○ ＮＧＮを用いて提供される機能の部分については、令和３年答申における整理を引き続き踏襲することが必要。

＜ワイヤレス固定電話の扱い＞

○ 今般検討した接続料算定方法の適用期間については、固定電話網のＩＰ網への移行期間中と同様に、接続料原

価の比較を省略し、ワイヤレス固定電話が導入されていないと仮定（※）して接続料原価を算定することが適当。

※導入済みのワイヤレス固定電話がメタルＩＰ電話であると仮定
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メタルＩＰ電話・ワイヤレス固定電話・ひかり電話の「同一の接続料」の算定方法

メタルIＰ電話、ワイヤレス固定電話、
ひかり電話で単一の接続料

①メタルＩＰ電話に係る設備の固有部分

②ワイヤレス固定電話に係る設備の固
有部分

③ひかり電話に係る設備の固有部分
④共通部分
の各接続料を算定し、

①②③について、相互接続トラヒックに
おける割合に基づいて加重平均し、
それに④を加える。

① ② ③

④

19
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ワイヤレス固定電話が導入されていないと仮定した接続料原価の算定

接続料原価の比較を省略して、接続料原価を決定

ワイヤレス固定電話及びメタルＩＰ電話
の接続料原価の合計 （紫色枠内）

ワイヤレス固定電話が導入されていないと仮定した場合のメタルＩＰ電話
の接続料原価 （紫色枠内）

20
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検討結果の概要② 21

＜ＬＲＩＣモデルにおけるメタルＩＰ電話の加入者回線の取扱い＞

○ 今般検討した接続料算定方法の適用期間においては、第９次ＩＰ－ＬＲＩＣモデルの適用に当たり、実際に設置さ

れている回線種別（メタル回線）に基づき接続料を算定することが妥当。

○ その上で、ＬＲＩＣモデルにおける光回線への置き換えについては、今後のメタル回線の在り方に係る検討状況等

を注視しつつ、仮に置き換えを行った場合のユニバーサルサービス制度への影響等も含めて検討を継続することが

適当。

＜東西均一接続料の扱い＞

○ ＮＴＴ東日本・西日本の各々の業務区域における第一種指定電気通信設備との接続に関する接続料は、個別に

算定・設定されることが原則。一方、これまで、加入電話／メタルＩＰ電話の接続料においては、利用者料金の地域

格差が生じることへの懸念から東西均一接続料の維持に係る社会的要請があるとして、ＮＴＴ東日本とＮＴＴ西日本

の接続料について同額とする扱いが採られてきた。

○ 今般の試算のように接続料の東西格差が継続することが見込まれる中で、東西別接続料とした場合には、接続

事業者を含めて大きな影響が生じるおそれがあることから、現行制度の趣旨も踏まえ、今般検討した接続料算定方

法の適用期間においては、メタルＩＰ電話固有部分について東西均一接続料を継続することが適当。

○ 接続料が本来は東西別で設定されるべきものであることを踏まえ、メタルＩＰ電話固有部分の接続料における東西

別接続料への是正について、引き続き検討を行っていくことが必要。
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東西均一接続料の扱いに係る試算結果 22

東日本 西日本 東西差（西/東）

①メタルＩＰ電話（固有部分） 6.12 6.12 1.00倍

②ワイヤレス固定電話（固有部分） - - -

③ひかり電話（固有部分） 0.07 0.06 0.91倍

④共通部分 1.10 1.23 1.11倍

同一接続料（①②③の加重平均額＋④） 3.78 3.90 1.03倍

○令和５年度認可接続料に基づく試算（第67回接続政策委員会 ＮＴＴ東日本・西日本説明資料）

○上記試算において「①メタルＩＰ電話（固有部分）」の接続料を「東西均一」とした場合の試算
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検討結果の概要③ 23

＜接続料算定方法の適用期間＞

○ 接続料算定方法の適用期間は、環境の変化に柔軟な対応を可能とする観点から、従来と同様に３年間とするこ

とが考えられ、接続料の改定が概ね事業年度単位を基本として行われてきたことから、令和７年１月から令和10年

３月までの３年３か月とすることが適当。

○ 令和７年１月から同年３月までの接続料については、令和６年４月から同年12月までに適用される接続料を暫定的

に適用した上で、令和７年度の接続料の改定と合わせて、令和７年１月から令和８年３月までの１年３か月分の接続料

を算定し、令和７年１月から同年３月までの分は遡及精算することもやむを得ない。なお、接続事業者の予見可能性

の観点から、令和６年12月までにＮＴＴ東日本・西日本から接続事業者に対し、接続料に係る予測値の開示等が行わ

れることが望ましい。

＜その他の検討事項＞

○ ＬＲＩＣモデルの入力値の見直しの扱いについては、今般のＮＴＴ東日本・西日本の提案内容を含め、総務省にお

いて毎年度の見直しの必要性について検討することとし、詳細な検討を要する場合には、長期増分費用モデル研

究会等において行うことが適当。

○ ＮＴＴ東日本・西日本が総務省の要請に基づき実施している、実績トラヒックの四半期単位の開示については、開

示頻度を「年度単位」とし、開示内容についても「年度単位」とすることが適当。
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○
総
務
省
令
第

号

電
気
通
信
事
業
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
六
号
）
及
び
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

五
十
九
年
法
律
第
八
十
五
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の

よ
う
に
定
め
る
。

令
和

年

月

日

総
務
大
臣

松
本

剛
明

電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
年
郵
政
省
令
第
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に

二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
対
象
規
定
を
改
正
後
欄

に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改
め
、
対
象
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て

い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
と
の
接
続
に
関
す
る
接
続
約
款
の
認
可
の
基
準
）

（
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
と
の
接
続
に
関
す
る
接
続
約
款
の
認
可
の
基
準
）

第
二
十
三
条
の
四

法
第
三
十
三
条
第
四
項
第
一
号
イ
の
総
務
省
令
で
定
め
る
箇
所
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
二
十
三
条
の
四

［
同
上
］

［
一
～
五

略
］

［
一
～
五

同
上
］

六

削
除

六

第
一
種
指
定
市
内
交
換
局
に
お
い
て
、
第
一
種
指
定
市
内
伝
送
路
設
備
又
は
第
一
種
指
定
中
継
系
伝
送
路

設
備
と
第
一
種
指
定
端
末
系
交
換
等
設
備
と
の
間
に
設
置
さ
れ
る
伝
送
装
置

［
七
・
八

略
］

［
七
・
八

同
上
］

九

削
除

九

第
一
種
指
定
中
継
交
換
局
に
お
い
て
、
第
一
種
指
定
中
継
系
伝
送
路
設
備
又
は
当
該
第
一
種
指
定
中
継
系

交
換
等
設
備
の
設
置
さ
れ
る
都
道
府
県
の
区
域
と
異
な
る
都
道
府
県
の
区
域
に
設
置
さ
れ
て
い
る
第
一
種
指

定
中
継
系
交
換
等
設
備
間
の
伝
送
路
設
備
と
第
一
種
指
定
中
継
系
交
換
等
設
備
と
の
間
に
設
置
さ
れ
る
伝
送

装
置

［
十
・
十
一

略
］

［
十
・
十
一

同
上
］

［
削
る
］

十
二

信
号
用
中
継
交
換
機
（
電
気
通
信
役
務
の
制
御
又
は
端
末
の
認
証
等
を
行
う
た
め
の
信
号
（
以
下
単
に

「
信
号
」
と
い
う
。
）
の
交
換
を
行
う
設
備
を
い
う
。
）
の
設
置
の
場
所
と
同
一
の
建
物
内
に
設
置
さ
れ
る
信

号
用
伝
送
装
置
並
び
に
第
一
種
指
定
市
内
交
換
局
及
び
第
一
種
指
定
中
継
交
換
局
に
設
置
さ
れ
る
信
号
用
伝

送
装
置

２

法
第
三
十
三
条
第
四
項
第
一
号
ホ
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

［
同
上
］

［
一
・
一
の
二

略
］

［
一
・
一
の
二

同
上
］

一
の
三

関
門
系
ル
ー
タ
（
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
接
続
料
規
則
（
平
成
十
二
年
郵
政
省
令
第
六
十
四
号

）
第
二
条
第
二
項
第
六
号
の
二
に
規
定
す
る
関
門
系
ル
ー
タ
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）
の
増

設
に
係
る
基
準
又
は
条
件
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
基
準
又
は
条
件
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項

一
の
三

関
門
系
ル
ー
タ
（
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
接
続
料
規
則
第
二
条
第
二
項
第
六
号
の
二
に
規
定
す

る
関
門
系
ル
ー
タ
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
増
設
に
係
る
基
準
又
は
条
件
が
あ
る
場
合
に

お
け
る
当
該
基
準
又
は
条
件
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項

［
二
～
九

略
］

［
二
～
九

同
上
］

十

削
除

十

番
号
ポ
ー
タ
ビ
リ
テ
ィ
機
能
（
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
接
続
料
規
則
第
四
条
の
表
二
の
項
に
規
定
す

る
も
の
を
い
う
。）
の
接
続
料
に
つ
い
て
、
同
令
第
十
五
条
の
二
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
と
き
は
、
固
定
端

末
系
伝
送
路
設
備
を
直
接
収
容
す
る
交
換
等
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
が
当
該
機
能
の
接
続
料
を

負
担
す
べ
き
電
気
通
信
事
業
者
か
ら
当
該
機
能
の
接
続
料
の
額
に
相
当
す
る
金
額
を
取
得
し
、
当
該
機
能
の

接
続
料
を
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
に
支
払
う
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
に

必
要
な
事
項

［
十
の
二
～
十
二

略
］

［
十
の
二
～
十
二

同
上
］

［
３

略
］

［
３

同
上
］

（
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
の
基
準
等
）

（
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
の
基
準
等
）

第
二
十
三
条
の
九
の
二

［
略
］

第
二
十
三
条
の
九
の
二

［
同
上
］

［
２

略
］

［
２

同
上
］
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３

法
第
三
十
四
条
第
一
項
の
当
該
電
気
通
信
事
業
者
が
当
該
電
気
通
信
役
務
を
提
供
す
る
た
め
に
設
置
す
る
電

気
通
信
設
備
で
あ
つ
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

３

［
同
上
］

一

符
号
（
電
気
通
信
役
務
の
制
御
又
は
端
末
の
認
証
等
を
行
う
た
め
の
信
号
（
以
下
単
に
「
信
号
」
と
い
う

。）
を
除
く
。
）
、
音
響
若
し
く
は
影
像
の
交
換
又
は
編
集
の
機
能
を
有
す
る
電
気
通
信
設
備
（
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
「
交
換
設
備
」
と
い
う
。
）
で
あ
つ
て
次
に
掲
げ
る
も
の

一

符
号
（
信
号
を
除
く
。
）
、
音
響
若
し
く
は
影
像
の
交
換
又
は
編
集
の
機
能
を
有
す
る
電
気
通
信
設
備
（
以

下
こ
の
項
に
お
い
て
「
交
換
設
備
」
と
い
う
。
）
で
あ
つ
て
次
に
掲
げ
る
も
の

［
イ
・
ロ

略
］

［
イ
・
ロ

同
上
］

［
二
～
四

略
］

［
二
～
四

同
上
］

（
届
出
を
要
し
な
い
機
能
）

（
届
出
を
要
し
な
い
機
能
）

第
二
十
四
条
の
五

法
第
三
十
六
条
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
機
能
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
二
十
四
条
の
五

［
同
上
］

［
一
～
四

略
］

［
一
～
四

同
上
］

五

公
衆
電
話
機
に
よ
り
提
供
さ
れ
る
電
気
通
信
役
務
に
関
す
る
料
金
を
即
時
に
収
納
す
る
た
め
の
機
能
（
第

一
種
指
定
メ
タ
ル
回
線
収
容
装
置
（
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
接
続
料
規
則
第
二
条
第
二
項
第
一
号
の
二

に
規
定
す
る
第
一
種
指
定
メ
タ
ル
回
線
収
容
装
置
を
い
う
。
第
七
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
公
衆
電
話
機
と
の

間
の
信
号
の
伝
送
交
換
に
係
る
機
能
に
限
る
。
）

五

公
衆
電
話
機
に
よ
り
提
供
さ
れ
る
電
気
通
信
役
務
に
関
す
る
料
金
を
即
時
に
収
納
す
る
た
め
の
機
能
（
第

一
種
指
定
加
入
者
交
換
機
と
公
衆
電
話
機
と
の
間
の
信
号
の
伝
送
交
換
に
係
る
機
能
に
限
る
。）

［
六

略
］

［
六

同
上
］

七

第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
の
提
供
す
る
電
気
通
信
役
務
の
利
用
者
が
、

端
末
設
備
か
ら
利
用
条
件
を
設
定
し
又
は
変
更
す
る
た
め
の
機
能
（
他
の
電
気
通
信
事
業
者
と
の
接
続
に
関

す
る
条
件
を
設
定
し
又
は
変
更
す
る
た
め
の
機
能
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
、
そ
の
機
能
の
提
供
が
第
一
種
指
定

メ
タ
ル
回
線
収
容
装
置
以
外
の
電
気
通
信
設
備
を
用
い
ず
に
可
能
と
な
る
も
の

七

第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
の
提
供
す
る
電
気
通
信
役
務
の
利
用
者
が
、

端
末
設
備
か
ら
利
用
条
件
を
設
定
し
又
は
変
更
す
る
た
め
の
機
能
（
他
の
電
気
通
信
事
業
者
と
の
接
続
に
関

す
る
条
件
を
設
定
し
又
は
変
更
す
る
た
め
の
機
能
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
、
そ
の
機
能
の
提
供
が
第
一
種
指
定

加
入
者
交
換
機
以
外
の
電
気
通
信
設
備
を
用
い
ず
に
可
能
と
な
る
も
の

［
八

略
］

［
八

同
上
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。
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（
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
接
続
会
計
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
接
続
会
計
規
則
（
平
成
九
年
郵
政
省
令
第
九
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る

改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。 
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改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 
（
用
語
） 

（
用
語
） 

第
二
条 

こ
の
省
令
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
電
気
通
信
事
業
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
及
び
電
気
通

信
事
業
会
計
規
則
（
昭
和
六
十
年
郵
政
省
令
第
二
十
六
号
）
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。 

第
二
条 

［
同
上
］ 

２ 

こ
の
省
令
の
規
定
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
次
の
定
義
に
従
う
も
の
と
す
る
。 

２ 

［
同
上
］ 

［
一
～
四 

略
］ 

［
一
～
四 

同
上
］ 

五 

「
一
般
第
一
種
指
定
設
備
」
と
は
、
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
接
続
料
規
則
（
平
成
十
二
年
郵
政
省

令
第
六
十
四
号
。
以
下
「
接
続
料
規
則
」
と
い
う
。
）
第
四
条
の
表
二
の
項
（
端
末
系
ル
ー
タ
交
換
機
能
及

び
一
般
収
容
ル
ー
タ
優
先
パ
ケ
ッ
ト
識
別
機
能
に
限
る
。
）
、
五
の
項
、
六
の
二
の
項
、
六
の
三
の
項
及
び

九
の
項
か
ら
九
の
五
の
項
ま
で
の
機
能
（
以
下
別
表
第
二
に
お
い
て
「
端
末
系
ル
ー
タ
交
換
機
能
等
」
と

い
う
。
）
に
係
る
設
備
、
接
続
料
規
則
第
二
条
第
二
項
第
一
号
の
三
に
規
定
す
る
第
一
種
指
定
ワ
イ
ヤ
レ
ス

固
定
電
話
用
設
備
（
固
定
端
末
系
伝
送
路
設
備
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
並
び
に
接
続
料
規
則
第
四
条
に
規

定
す
る
対
象
設
備
等
以
外
の
一
般
第
一
種
指
定
ル
ー
タ
（
接
続
料
規
則
第
二
条
第
二
項
第
六
号
に
規
定
す

る
一
般
第
一
種
指
定
ル
ー
タ
を
い
う
。
）
及
び
そ
の
附
属
設
備
を
い
う
。 

五 

「
一
般
第
一
種
指
定
設
備
」
と
は
、
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
接
続
料
規
則
（
平
成
十
二
年
郵
政
省

令
第
六
十
四
号
。
以
下
「
接
続
料
規
則
」
と
い
う
。
）
第
四
条
の
表
二
の
項
（
端
末
系
ル
ー
タ
交
換
機
能
及

び
一
般
収
容
ル
ー
タ
優
先
パ
ケ
ッ
ト
識
別
機
能
に
限
る
。
）
、
五
の
項
（
関
門
系
ル
ー
タ
交
換
機
能
に
限
る

。
）
、
五
の
二
の
項
、
六
の
二
の
項
、
六
の
三
の
項
及
び
九
の
項
か
ら
九
の
四
の
項
ま
で
の
機
能
（
以
下
別

表
第
二
に
お
い
て
「
端
末
系
ル
ー
タ
交
換
機
能
等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
設
備
、
接
続
料
規
則
第
二
条
第
二

項
第
一
号
の
三
に
規
定
す
る
第
一
種
指
定
ワ
イ
ヤ
レ
ス
固
定
電
話
用
設
備
（
固
定
端
末
系
伝
送
路
設
備
で

あ
る
も
の
を
除
く
。
）
並
び
に
接
続
料
規
則
第
四
条
に
規
定
す
る
対
象
設
備
等
以
外
の
一
般
第
一
種
指
定
ル

ー
タ
及
び
そ
の
附
属
設
備
を
い
う
。 

[

六
・
七 

略]
 

[

六
・
七 

同
上]

 

別
表

第
一

〔
第
２

条
・

第
６
条

・
第

７
条
・

第
８
条

〕
 

勘
 

 
定

 
 

科
 

 
目

 
 

表
 

資
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

産
 

科
 

 
 

 
目
 

款
（

原
価

部
門
）

 
項

 

 
 

 
１

 
電
気

通
信
事

業
固

定

資
産
 

⑴
有

形
固

定
資
産

 

 

  第
一

種
指

定
設
備

管
理

部
門

 

              

  １
 

一
般

第
一
種

指
定

設
備

 

一
般

第
一

種
指
定

収
容

ル
ー
タ

（
端
末

系
ル

ー
タ

交
換

機
能

及
び
一

般
収

容
ル
ー

タ
優
先

パ
ケ

ッ
ト

識
別

機
能

に
係
る

も
の

に
限
る

。
）

 

一
般

第
一

種
指
定

中
継

ル
ー
タ

 

一
般

第
一

種
指
定

県
間

中
継
ル

ー
タ

 

一
般

第
一

種
指
定

ワ
イ

ヤ
レ
ス

固
定
電

話
用

収
容

ル
ー

タ
 

一
般

第
一

種
指
定

ワ
イ

ヤ
レ
ス

固
定
電

話
用

制
御

等
設

備
 

Ｓ
Ｉ

Ｐ
サ

ー
バ

 

セ
ッ

シ
ョ

ン
ボ
ー

ダ
コ

ン
ト
ロ

ー
ラ

 

Ｅ
Ｎ

Ｕ
Ｍ

サ
ー
バ

 

Ｉ
Ｐ

電
話

用
Ｄ
Ｎ

Ｓ
サ

ー
バ

 

ゲ
ー

ト
ウ

ェ
イ
ル

ー
タ

 

別
表

第
一

〔
第
２

条
・

第
６
条

・
第

７
条
・

第
８
条

〕
 

勘
 

 
定

 
 
科

 
 

目
 
 

表
 

資
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
産

 

科
 

 
 

 
目

 
款

（
原
価

部
門
）

 
項

 

 
 

 
１

 
電
気

通
信
事

業
固

定

資
産

 

⑴
有

形
固

定
資
産

 

 

  第
一

種
指

定
設
備

管
理

部
門

 

              

  １
 

一
般

第
一
種

指
定

設
備

 

一
般

第
一

種
指
定

収
容

ル
ー
タ

（
端
末

系
ル

ー
タ

交
換

機
能

及
び
一

般
収

容
ル
ー

タ
優
先

パ
ケ

ッ
ト

識
別

機
能

に
係
る

も
の

に
限
る

。
）

 

一
般

第
一

種
指
定

中
継

ル
ー
タ

 

一
般

第
一

種
指
定

県
間

中
継
ル

ー
タ

 

    Ｓ
Ｉ

Ｐ
サ

ー
バ

 

セ
ッ

シ
ョ

ン
ボ
ー

ダ
コ

ン
ト
ロ

ー
ラ

 

Ｅ
Ｎ

Ｕ
Ｍ

サ
ー
バ

 

Ｉ
Ｐ

電
話

用
Ｄ
Ｎ

Ｓ
サ

ー
バ

 

ゲ
ー

ト
ウ

ェ
イ
ル

ー
タ
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メ
デ

ィ
ア

ゲ
ー
ト

ウ
ェ

イ
 

一
般

第
一

種
指
定

収
容

ル
ー
タ

（
端
末

系
ル

ー
タ

交
換

機
能

及
び
一

般
収

容
ル
ー

タ
優
先

パ
ケ

ッ
ト

識
別

機
能

に
係
る

も
の

を
除
く

。
）

 

網
終

端
装

置
（
Ｉ

Ｐ
―

Ｖ
Ｐ
Ｎ

サ
ー
ビ

ス
に

係
る

も
の

）
 

網
終

端
装

置
（
イ

ン
タ

ー
ネ
ッ

ト
接
続

サ
ー

ビ
ス

に
係

る
も

の
）

 

収
容

イ
ー

サ
ネ
ッ

ト
ス

イ
ッ
チ

（
同
等

の
機

能
を

有
す

る
ル

ー
タ
を

含
む

。
）

 

中
継

イ
ー

サ
ネ
ッ

ト
ス

イ
ッ
チ

（
同
等

の
機

能
を

有
す

る
ル

ー
タ
を

含
む

。
）

 

ゲ
ー

ト
ウ

ェ
イ
ス

イ
ッ

チ
（
同

等
の
機

能
を

有
す

る
ル

ー
タ

を
含
む

。
）

 

伝
送

路
 

（
何

）
 

２
 

特
別

第
一
種

指
定

設
備

 

端
末

系
伝

送
路
（

電
気

信
号
の

伝
送
に

係
る

も

の
）

 

主
配

線
盤

（
電
気

信
号

の
伝
送

に
係
る

も
の

）
 

端
末

系
伝

送
路
（

光
信

号
の
伝

送
に
係

る
も

の
）

 

主
配

線
盤

（
光
信

号
の

伝
送
に

係
る
も

の
）

 

公
衆

電
話

設
備

 

端
末

系
交

換
設
備

（
主

と
し
て

音
声
伝

送
役

務
の

提
供

に
用

い
ら
れ

る
も

の
）

 

端
末

系
交

換
設
備

（
主

と
し
て

デ
ー
タ

伝
送

役
務

の
提

供
に

用
い
ら

れ
る

も
の
）

 

端
末

系
交

換
設
備

～
端

末
系
又

は
中
継

系
交

換
設

備
伝

送
路

（
主
と

し
て

音
声
伝

送
役
務

の
提

供
に

用
い

ら
れ

る
も
の

）
 

端
末

系
交

換
設
備

～
端

末
系
又

は
中
継

系
交

換
設

備
伝

送
路

（
主
と

し
て

デ
ー
タ

伝
送
役

務
の

提
供

に
用

い
ら

れ
る
も

の
）

 

端
末

系
交

換
設
備

～
端

末
系
又

は
中
継

系
交

換
設

備
伝

送
路

（
主
と

し
て

デ
ー
タ

伝
送
役

務
の

提
供

に
用

い
ら

れ
る
も

の
の

う
ち
、

ル
ー

タ
及
び

伝
送

路
に

よ
り

通
信
の

交
換

及
び
伝

送
を
行

う
機

能
に

                                     

メ
デ

ィ
ア

ゲ
ー
ト

ウ
ェ

イ
 

一
般

第
一

種
指
定

収
容

ル
ー
タ

（
端
末

系
ル

ー
タ

交
換

機
能

及
び
一

般
収

容
ル
ー

タ
優
先

パ
ケ

ッ
ト

識
別

機
能

に
係
る

も
の

を
除
く

。
）

 

網
終

端
装

置
（
Ｉ

Ｐ
―

Ｖ
Ｐ
Ｎ

サ
ー
ビ

ス
に

係
る

も
の

）
 

網
終

端
装

置
（
イ

ン
タ

ー
ネ
ッ

ト
接
続

サ
ー

ビ
ス

に
係

る
も

の
）

 

収
容

イ
ー

サ
ネ
ッ

ト
ス

イ
ッ
チ

（
同
等

の
機

能
を

有
す

る
ル

ー
タ
を

含
む

。
）

 

中
継

イ
ー

サ
ネ
ッ

ト
ス

イ
ッ
チ

（
同
等

の
機

能
を

有
す

る
ル

ー
タ
を

含
む

。
）

 

ゲ
ー

ト
ウ

ェ
イ
ス

イ
ッ

チ
（
同

等
の
機

能
を

有
す

る
ル

ー
タ

を
含
む

。
）

 

伝
送

路
 

（
何

）
 

２
 

特
別

第
一
種

指
定

設
備

 

端
末

系
伝

送
路
（

電
気

信
号
の

伝
送
に

係
る

も

の
）
 

主
配

線
盤

（
電
気

信
号

の
伝
送

に
係
る

も
の

）
 

端
末

系
伝

送
路
（

光
信

号
の
伝

送
に
係

る
も

の
）

 

主
配

線
盤

（
光
信

号
の

伝
送
に

係
る
も

の
）

 

公
衆

電
話

設
備

 

端
末

系
交

換
設
備

（
主

と
し
て

音
声
伝

送
役

務
の

提
供

に
用

い
ら
れ

る
も

の
）

 

端
末

系
交

換
設
備

（
主

と
し
て

デ
ー
タ

伝
送

役
務

の
提

供
に

用
い
ら

れ
る

も
の
）

 

端
末

系
交

換
設
備

～
端

末
系
又

は
中
継

系
交

換
設

備
伝

送
路

（
主
と

し
て

音
声
伝

送
役
務

の
提

供
に

用
い

ら
れ

る
も
の

）
 

端
末

系
交

換
設
備

～
端

末
系
又

は
中
継

系
交

換
設

備
伝

送
路

（
主
と

し
て

デ
ー
タ

伝
送
役

務
の

提
供

に
用

い
ら

れ
る
も

の
）

 

端
末

系
交

換
設
備

～
端

末
系
又

は
中
継

系
交

換
設

備
伝

送
路

（
主
と

し
て

デ
ー
タ

伝
送
役

務
の

提
供

に
用

い
ら

れ
る
も

の
の

う
ち
、

ル
ー
タ

及
び

伝
送

路
に

よ
り

通
信
の

交
換

及
び
伝

送
を
行

う
機

能
に
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                        第
一

種
指

定
設
備

利
用

部
門

 

支
援

設
備

（
補
助

部
門

）
 

全
般

管
理

（
補
助

部
門

）
 

係
る

も
の

）
 

中
継

系
交

換
設
備

（
主

と
し
て

音
声
伝

送
役

務
の

提
供

に
用

い
ら
れ

る
も

の
）

 

中
継

系
交

換
設
備

（
主

と
し
て

デ
ー
タ

伝
送

役
務

の
提

供
に

用
い
ら

れ
る

も
の
）

 

信
号

網
設

備
 

番
号

案
内

デ
ー
タ

ベ
ー

ス
及
び

番
号
案

内
設

備
 

専
用

加
入

者
線
装

置
モ

ジ
ュ
ー

ル
 

専
用

加
入

者
線
装

置
モ

ジ
ュ
ー

ル
の
う

ち
、

光
信

号
電

気
信

号
変
換

機
能

に
係
る

も
の

 

専
用

線
ノ

ー
ド
装

置
 

専
用

加
入

者
線
装

置
モ

ジ
ュ
ー

ル
～
専

用
線

ノ
ー

ド
装

置
伝

送
路

 

専
用

線
ノ

ー
ド
装

置
～

専
用
線

ノ
ー
ド

装
置

伝
送

路
又

は
相

互
接
続

点
伝

送
路

 

（
何

）
 

建
物
 

土
地

 

構
築

物
 

機
械

及
び

装
置

 

車
両

及
び

船
舶

 

工
具

、
器

具
及
び

備
品

 

休
止

設
備

 

建
設

仮
勘

定
 

［
略

］
 

［
略

］
 

［
略

］
 

［
略

］
 

 

                        第
一

種
指

定
設
備

利
用

部
門

 

支
援

設
備

（
補
助

部
門

）
 

全
般

管
理

（
補
助

部
門

）
 

係
る

も
の

）
 

中
継

系
交

換
設
備

（
主

と
し
て

音
声
伝

送
役

務
の

提
供

に
用

い
ら
れ

る
も

の
）

 

中
継

系
交

換
設
備

（
主

と
し
て

デ
ー
タ

伝
送

役
務

の
提

供
に

用
い
ら

れ
る

も
の
）

 

信
号

網
設

備
 

番
号

案
内

デ
ー
タ

ベ
ー

ス
及
び

番
号
案

内
設

備
 

専
用

加
入

者
線
装

置
モ

ジ
ュ
ー

ル
 

専
用

加
入

者
線
装

置
モ

ジ
ュ
ー

ル
の
う

ち
、

光
信

号
電

気
信

号
変
換

機
能

に
係
る

も
の

 

専
用

線
ノ

ー
ド
装

置
 

専
用

加
入

者
線
装

置
モ

ジ
ュ
ー

ル
～
専

用
線

ノ
ー

ド
装

置
伝

送
路

 

専
用

線
ノ

ー
ド
装

置
～

専
用
線

ノ
ー
ド

装
置

伝
送

路
又

は
相

互
接
続

点
伝

送
路

 

（
何

）
 

建
物
 

土
地
 

構
築

物
 

機
械

及
び

装
置

 

車
両

及
び

船
舶

 

工
具

、
器

具
及
び

備
品

 

休
止

設
備

 

建
設

仮
勘

定
 

［
同

左
］
 

［
同

左
］
 

［
同

左
］
 

［
同

左
］

 
 

費
 

 
 

 
 
 

 
 

用
 

営
 

 
業

 
 
費

 
 

用
 

費
 

 
 

 
 
 

 
 

用
 

営
 

 
業

 
 
費

 
 

用
 

［
表

略
］

 
［

表
同
左

］
 

収
 

 
 

 
 
 

 
 

益
 

営
 

 
業

 
 
収

 
 

益
 

収
 

 
 

 
 
 

 
 

益
 

営
 

 
業

 
 
収

 
 

益
 

［
表

略
］

 
［

表
同
左

］
 

［
（注） 

略
］

 
［

（注） 
同

左
］

 
別

表
第
二

〔
第
６

条
・

第
８
条

〕
 

別
表

第
二

〔
第
６

条
・

第
８
条

〕
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接
続

会
計

財
務
諸

表
様

式
 

接
続

会
計

財
務
諸

表
様

式
 

［
様

式
第

１
～
様

式
第

３
 
略

］
 

［
様

式
第

１
～

様
式

第
３

 
同

左
］

 
様

式
第

３
の

２
 

様
式

第
３

の
２

 

固
定

資
産

帰
属
明

細
表

(一
般

第
一

種
指

定
設
備

再
掲

) 
固

定
資
産

帰
属
明

細
表

(一
般

第
一

種
指

定
設
備

再
掲

) 
（

単
位

 
円

）
 

（
単

位
 

円
）
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一般第一種指定設備計 

 

 

 

 

 

 

 

 

［略］ 

［略］ 

一般第一種指定県間中継ルータ 

一般第一種指定ワイヤレス固定電話用収容ルータ 

一般第一種指定ワイヤレス固定電話用制御等設備 

［略］ 

一般収容ルータ優先パケット識別機能に係るものを除く。）

一般第一種指定収容ルータ（端末系ルータ交換機能及び 

［略］ 

機械設備 

公
衆

電
話

機
械

設
備
 ［

略
］

 
 

 
 

 
 

［
略

］
 

 
 

 
 

 

［
略

］
 

 
 

 
 

 

市
内

機
械

設
備

 ［
略

］
 

 
 

 
 

 

［
略

］
 

 
 

 
 

 

［
略

］
 

 
 

 
 

 

市
外

機
械

設
備

 ［
略

］
 

 
 

 
 

 

［
略

］
 

 
 

 
 

 

［
略

］
 

 
 

 
 

 

電
報

機
械

設
備
 ［

略
］

 
 

 
 

 
 

［
略

］
 

 
 

 
 

 

［
略

］
 

 
 

 
 

 

伝
送

機
械

設
備
 ［

略
］

 
 

 
 

 
 

［
略

］
 

 
 

 
 

 

［
略

］
 

 
 

 
 

 

無
線

機
械

設
備

 ［
略

］
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一般第一種指定設備計 

 

 

 

 

 

 

 

 

［同左］ 
［同左］ 

一般第一種指定県間中継ルータ 

［同左］ 

一般収容ルータ優先パケット識別機能に係るものに限る。） 

一般第一種指定収容ルータ（端末系ルータ交換機能及び 

［同左］ 

機械設備 

公
衆

電
話

機
械

設
備
 ［

同
左
］

  
 

 

［
同

左
］

  
 

 

［
同

左
］

  
 

 

市
内

機
械

設
備

 ［
同

左
］

  
 

 

［
同

左
］

  
 

 

［
同

左
］

  
 

 

市
外

機
械

設
備

 ［
同

左
］

  
 

 

［
同

左
］

  
 

 

［
同

左
］

  
 

 

電
報

機
械

設
備
 ［

同
左
］

  
 

 

［
同

左
］

  
 

 

［
同

左
］

  
 

 

伝
送

機
械

設
備

 ［
同

左
］

  
 

 

［
同

左
］

  
 

 

［
同

左
］

  
 

 

無
線

機
械

設
備

 ［
同

左
］
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［
略

］
 

 
 

 
 

 
 

 
 

［
略

］
 

 
 

 
 

 
 

 
 

電
力

設
備

 ［
略

］
 

 
 

 
 

 

［
略

］
 

 
 

 
 

 
 

［
略

］
 

 
 

 
 

 

電
話

番
号

案
内

設
備
 ［

略
］

 
 

 
 

 
 

［
略

］
 

 
 

 
 

 

［
略

］
 

 
 

 
 

 

監
視

設
備

 ［
略

］
 

 
 

 
 

 

［
略

］
 

 
 

 
 

 

［
略

］
 

 
 

 
 

 

（
何

）
 ［

略
］

 
 

 
 

 
 

［
略

］
 

 
 

 
 

 

［
略

］
 

 
 

 
 

 

空
中

線
設

備
 ［

略
］

 
 

 
 

 
 

［
略

］
 

 
 

 
 

 

［
略

］
 

 
 

 
 

 

通
信

衛
星

設
備
 ［

略
］

 
 

 
 

 
 

［
略

］
 

 
 

 
 

 

［
略

］
 

 
 

 
 

 

端
末

設
備
 ［

略
］

 
 

 
 

 
 

［
略

］
 

 
 

 
 

 

［
略

］
 

 
 

 
 

 

線路設備 

市
内

線
路

設
備

 ［
略

］
 

 
 

 
 

 

［
略

］
 

 
 

 
 

 

［
略

］
 

 
 

 
 

 

市
外

線
路

設
備

 ［
略

］
 

 
 

 
 

 

［
略

］
 

 
 

 
 

 

［
略

］
 

 
 

 
 

 

 

土
木

設
備
 

 

［
略

］
 

 
 

 
 

 

［
略

］
 

 
 

 
 

 

［
略

］
 

 
 

 
 

 

海
底

線
設

備
 ［

略
］

 
 

 
 

 
 

［
略

］
 

 
 

 
 

 
 

 
 

［
略

］
 

 
 

 
 

 
 

［
同

左
］

  
 

 
 

 
 

［
同

左
］

  
 

 
 

 
 

電
力

設
備

 ［
同

左
］

  
 

 

［
同

左
］

  
 

 

［
同

左
］

  
 

 

電
話

番
号

案
内

設
備
 ［

同
左
］

  
 

 

［
同

左
］

  
 

 

［
同

左
］

  
 

 

監
視

設
備

 ［
同

左
］

  
 

 

［
同

左
］

  
 

 

［
同

左
］

  
 

 

（
何

）
 ［

同
左
］

  
 

 

［
同

左
］

  
 

 

［
同

左
］

  
 

 

空
中

線
設

備
 ［

同
左
］

  
 

 

［
同

左
］

  
 

 

［
同

左
］

  
 

 

通
信

衛
星

設
備
 ［

同
左
］

  
 

 

［
同

左
］

  
 

 

［
同

左
］

  
 

 

端
末

設
備
 ［

同
左
］

  
 

 

［
同

左
］

  
 

 

［
同

左
］

  
 

 

線路設備 

市
内

線
路

設
備

 ［
同

左
］

  
 

 

［
同

左
］

  
 

 

［
同

左
］

  
 

 

市
外

線
路

設
備

 ［
同

左
］

  
 

 

［
同

左
］

  
 

 

［
同

左
］

  
 

 

 

土
木

設
備
 

 

［
同

左
］

  
 

 

［
同

左
］

  
 

 

［
同

左
］

  
 

 

海
底

線
設

備
 ［

同
左
］

  
 

 

［
同

左
］

  
 

 
 

 

［
同

左
］
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建
物
 ［

略
］

 
 

 
 

 
 

 
 

 

［
略

］
 

 
 

 
 

 

［
略

］
 

 
 

 
 

 
 

 
 

構
築

物
 ［

略
］

 
 

 
 

 
 

［
略

］
 

 
 

 
 

 

［
略

］
 

 
 

 
 

 

機
械

及
び

装
置
 ［

略
］

 
 

 
 

 
 

［
略

］
 

 
 

 
 

 

［
略

］
 

 
 

 
 

 

車
両

及
び

船
舶
 ［

略
］

 
 

 
 

 
 

［
略

］
 

 
 

 
 

 

［
略

］
 

 
 

 
 

 

工
具

、
器

具
及

び
備

品
 ［

略
］

 
 

 
 

 
 

［
略

］
 

 
 

 
 

 

［
略

］
 

 
 

 
 

 

休
止

設
備
 ［

略
］

 
 

 
 

 
 

［
略

］
 

 
 

 
 

 

［
略

］
 

 
 

 
 

 

土
地
 ［

略
］

 
 

 
 

 
 

［
略

］
 

 
 

 
 

 

［
略

］
 

 
 

 
 

 

建
設

仮
勘

定
 ［

略
］

 
 

 
 

 
 

［
略

］
 

 
 

 
 

 

［
略

］
 

 
 

 
 

 

無
形

固
定

資
産
 ［

略
］

 
 

 
 

 
 

［
略

］
 

 
 

 
 

 

［
略

］
 

 
 

 
 

 

設
備
区
分
ご
と
の
固
定
資
産
合
計

 ［
略

］
 

 
 

 
 

 

［
略

］
 

 
 

 
 

 

［
略

］
 

 
 

 
 

 
 

建
物
 ［

同
左
］

  
 

 
 

 
 

［
同

左
］

  
 

 
 

［
同

左
］

  
 

 
 

 

構
築

物
 ［

同
左
］

  
 

 

［
同

左
］

  
 

 

［
同

左
］

  
 

 

機
械

及
び

装
置
 ［

同
左
］

  
 

 

［
同

左
］

  
 

 

［
同

左
］

  
 

 

車
両

及
び

船
舶
 ［

同
左
］

  
 

 

［
同

左
］

  
 

 

［
同

左
］

  
 

 

工
具

、
器

具
及

び
備

品
 ［

同
左
］

  
 

 

［
同

左
］

  
 

 

［
同

左
］

  
 

 

休
止

設
備
 ［

同
左
］

  
 

 

［
同

左
］

  
 

 

［
同

左
］

  
 

 

土
地
 ［

同
左
］

  
 

 

［
同

左
］

  
 

 

［
同

左
］

  
 

 

建
設

仮
勘

定
 ［

同
左
］

  
 

 

［
同

左
］

  
 

 

［
同

左
］

  
 

 

無
形

固
定

資
産
 ［

同
左
］

  
 

 

［
同

左
］

  
 

 

［
同

左
］

  
 

 

設
備
区
分

ご
と

の
固
定

資
産
合

計
 ［

同
左
］

  
 

 

［
同

左
］

  
 

 

［
同

左
］

  
 

 
 

［
（注） 

略
］
 

［
（注） 

同
左

］
 

［
様

式
第

４
 
略

］
 

［
様

式
第

４
 

同
左

］
 

様
式

第
４

の
２
 

様
式

第
４

の
２

 

設
備

区
分

別
費
用

明
細

表
（
一

般
第
一

種
指

定
設
備

再
掲

）
 

設
備

区
分

別
費
用

明
細

表
（
一

般
第
一

種
指

定
設
備

再
掲

）
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（
単

位
 

円
）

 
（

単
位

 
円

）
 

 

一般第一種指定設備計 

 

［略］ 

［略］ 

一般第一種指定県間中継ルータ 

一般第一種指定ワイヤレス固定電話用収容ルータ 

一般第一種指定ワイヤレス固定電話用制御等設備 

［略］ 

営
業

費
 

 
 

 
 

 
う

ち
貸

倒
損

失
 

 
 

 
 

運
用

費
 

 
 

 
 

施
設

保
全

費
 

 
 

 
 

共
通

費
 

 
 

 
 

管
理

費
 

 
 

 
 

試
験

研
究

費
及

び
研

究
費

償
却

 
 

 
 

 

減
価

償
却

費
 

 
 

 
 

固
定

資
産

除
却

費
 

 
 

 
 

 
う

ち
除

却
損

 
 

 
 

 

通
信

設
備

使
用

料
 

 
 

 
 

租
税

公
課

 
 

 
 

 

合
 

 
 

 
 
 

 
 

 
計
 

 
 

 
 

（
単

位
 

％
）

 

直
 

課
 

 
 

 
 

 
 

 

活
動

基
準

帰
属
 

 
 

 
 

配
賦

 
 

 
 

 
 

 

一般第一種指定設備計 

 

［同左］ 

［同左］ 

一般第一種指定県間中継ルータ 

［同左］ 

営
業

費
 

 
 

 
う

ち
貸

倒
損

失
 

 
 

運
用

費
 

 
 

施
設

保
全

費
 

 
 

共
通

費
 

 
 

管
理

費
 

 
 

試
験

研
究

費
及

び
研

究
費

償
却

 
 

 

減
価

償
却

費
 

 
 

固
定

資
産

除
却

費
 

 
 

 
う

ち
除

却
損

 
 

 

通
信

設
備

使
用

料
 

 
 

租
税

公
課

 
 

 

合
 

 
 

 
 

 
 
 

 
計
 

 
 

（
単

位
 

％
）
 

直
 

課
 

 
 

 
 

 
 

 

活
動

基
準

帰
属
 

 
 

 
 

配
賦
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［
（注） 

略
］
 

［
（注） 

同
左

］
 

備
考 
表
中
の
［ 

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。 

38



 
（
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
接
続
料
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
三
条 
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
接
続
料
規
則
（
平
成
十
二
年
郵
政
省
令
第
六
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
（
下
線
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
付
し
又

は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分

の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
（
二
重
下
線
を
含
む
。

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
付
し
た
規
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
標

記
部
分
が
同
一
の
も
の
は
当
該
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改
め
、
そ
の
標
記
部
分
が
異
な
る
も

の
は
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規

定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定

で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
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改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 

目
次 

目
次 

［
第
一
章 
略
］ 

［
第
一
章 

同
上
］ 

第
二
章 

法
定
機
能
の
内
容
等
（
第
四
条
―
第
五
条
） 

第
二
章 

法
定
機
能
の
内
容
等
（
第
四
条
・
第
五
条
） 

［
第
三
章
・
第
四
章 
略
］ 

［
第
三
章
・
第
四
章 

同
上
］ 

第
五
章 

接
続
料
設
定
（
第
十
四
条
―
第
十
八
条
の
三
の
二
） 

第
五
章 

接
続
料
設
定
（
第
十
四
条
―
第
十
八
条
の
三
） 

［
第
六
章
～
第
八
章 

略
］ 

［
第
六
章
～
第
八
章 

同
上
］ 

附
則 

附
則 

（
用
語
） 

（
用
語
） 

第
二
条 

こ
の
省
令
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
電
気
通
信
事
業
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
及
び
電
気
通
信

事
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
年
郵
政
省
令
第
二
十
五
号
）
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。 

第
二
条 

［
同
上
］ 

２ 

こ
の
省
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

２ 

［
同
上
］ 

一 

削
除 

一 

第
一
種
指
定
加
入
者
交
換
機 

メ
タ
ル
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
電
話
用
設
備
以
外
の
ア
ナ
ロ
グ
電
話

用
設
備
又
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
を
用
い
た
総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
用
設
備
以
外
の
総
合
デ
ジ
タ
ル
通

信
用
設
備
で
あ
る
第
一
種
指
定
端
末
系
交
換
等
設
備
を
い
う
。 

［
一
の
二
・
一
の
三 

略
］ 

［
一
の
二
・
一
の
三 

同
上
］ 

二 

削
除 

二 

第
一
種
指
定
中
継
交
換
機 

主
と
し
て
音
声
伝
送
役
務
の
提
供
に
用
い
ら
れ
る
第
一
種
指
定
中
継
系
交
換
等

設
備
を
い
う
。 

三 

削
除 

三 

第
一
種
指
定
中
継
伝
送
路
設
備
等 

第
一
種
指
定
中
継
系
伝
送
路
設
備
、
同
一
の
建
物
に
設
置
さ
れ
て
い
る

第
一
種
指
定
加
入
者
交
換
機
と
第
一
種
指
定
中
継
交
換
機
と
の
間
に
設
置
さ
れ
る
中
継
系
伝
送
路
設
備
、
第
一

種
指
定
加
入
者
交
換
機
と
他
の
電
気
通
信
事
業
者
の
電
気
通
信
設
備
と
の
間
に
設
置
さ
れ
る
中
継
系
伝
送
路
設

備
及
び
第
一
種
指
定
中
継
交
換
機
と
他
の
電
気
通
信
事
業
者
の
電
気
通
信
設
備
と
の
間
に
設
置
さ
れ
る
中
継
系

伝
送
路
設
備
を
い
う
。 

［
四 

略
］ 

［
四 

同
上
］ 

四
の
二 

一
般
第
一
種
指
定
ワ
イ
ヤ
レ
ス
固
定
電
話
用
収
容
ル
ー
タ 

第
一
種
指
定
端
末
系
交
換
等
設
備
に
該

当
す
る
ル
ー
タ
で
あ
っ
て
、
第
一
種
指
定
ワ
イ
ヤ
レ
ス
固
定
電
話
用
設
備
で
あ
る
も
の
を
い
う
。 

［
新
設
］ 

［
五
～
六
の
二 

略
］ 
［
五
～
六
の
二 

同
上
］ 

六
の
三 

メ
デ
ィ
ア
ゲ
ー
ト
ウ
ェ
イ 

他
の
電
気
通
信
事
業
者
の
電
気
通
信
設
備
を
関
門
系
ル
ー
タ
で
接
続
す

る
場
合
に
お
い
て
音
声
信
号
と
パ
ケ
ッ
ト
の
相
互
間
の
変
換
を
行
う
装
置
を
い
う
。 

六
の
三 

メ
デ
ィ
ア
ゲ
ー
ト
ウ
ェ
イ 

他
の
電
気
通
信
事
業
者
の
電
気
通
信
設
備
を
関
門
交
換
機
又
は
関
門
系
ル

ー
タ
で
接
続
す
る
場
合
に
お
い
て
音
声
信
号
と
パ
ケ
ッ
ト
の
相
互
間
の
変
換
を
行
う
装
置
を
い
う
。 

［
七
～
九
の
四 

略
］ 

［
七
～
九
の
四 

同
上
］ 

九
の
五 

一
般
第
一
種
指
定
ワ
イ
ヤ
レ
ス
固
定
電
話
用
制
御
等
設
備 

電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
第
二
十
三

条
の
二
第
四
項
第
三
号
の
設
備
（
第
一
種
指
定
ワ
イ
ヤ
レ
ス
固
定
電
話
用
設
備
に
限
る
。）
で
あ
っ
て
、
一
般

第
一
種
指
定
ワ
イ
ヤ
レ
ス
固
定
電
話
用
収
容
ル
ー
タ
と
連
携
し
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
に
よ
り
パ

［
新
設
］ 
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ケ
ッ
ト
の
伝
送
の
制
御
、
固
定
端
末
系
伝
送
路
設
備
の
認
証
等
を
行
う
機
能
を
有
す
る
も
の
又
は
フ
ァ
ク
シ

ミ
リ
呼
の
制
御
を
行
う
機
能
を
有
す
る
も
の
を
い
う
。 

十 

削
除 

十 

関
門
交
換
機 

第
一
種
指
定
中
継
交
換
等
設
備
と
他
の
電
気
通
信
事
業
者
の
電
気
通
信
設
備
と
を
接
続
す
る

場
合
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
設
備
の
間
に
設
置
さ
れ
る
第
一
種
指
定
中
継
交
換
機
で
あ
っ
て
、
通
信
路
を
設
定
す

る
機
能
、
接
続
料
の
精
算
に
係
る
情
報
を
送
信
す
る
機
能
及
び
発
信
者
の
電
気
通
信
番
号
を
転
送
す
る
機
能
を

提
供
す
る
も
の
を
い
う
。 

十
一 

削
除 

十
一 

信
号
用
伝
送
路
設
備 

信
号
の
伝
送
を
行
う
設
備
を
い
う
。 

［
十
二
～
十
五 

略
］ 

［
十
二
～
十
五 

同
上
］ 

（
法
定
機
能
の
区
分
、
内
容
及
び
対
象
設
備
等
） 

（
法
定
機
能
の
区
分
、
内
容
及
び
対
象
設
備
等
） 

第
四
条 

法
定
機
能
は
、
次
の
表
の
上
欄
及
び
中
欄
に
定
め
る
機
能
及
び
次
条
に
定
め
る
組
合
せ
適
用
接
続
機
能

（
以
下
こ
の
条
及
び
第
十
八
条
の
三
の
二
に
お
い
て
単
に
「
組
合
せ
適
用
接
続
機
能
」
と
い
う
。）
と
し
、
そ
れ

ぞ
れ
の
法
定
機
能
に
対
応
し
た
設
備
等
を
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
対
象
設
備
（
組
合
せ
適
用
接
続
機
能
に
つ
い

て
は
、
次
条
各
号
に
掲
げ
る
機
能
に
対
応
す
る
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
対
象
設
備
と
す
る
。
）
及
び
こ
れ
の
附
属

設
備
並
び
に
こ
れ
ら
を
設
置
す
る
土
地
及
び
施
設
（
以
下
「
対
象
設
備
等
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。 

第
四
条 

法
定
機
能
は
、
次
の
表
の
上
欄
及
び
中
欄
に
定
め
る
機
能
と
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
法
定
機
能
に
対
応
し
た
設

備
等
を
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
対
象
設
備
及
び
こ
れ
の
附
属
設
備
並
び
に
こ
れ
ら
を
設
置
す
る
土
地
及
び
施
設
（

以
下
「
対
象
設
備
等
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。 

 

機
能
の
区
分 

内
容 

対
象
設
備 

［
一 

略
］ 

二 

端
末
系

交
換
機
能 

［
略
］ 

［
略
］ 

［
略
］ 

ワ
イ
ヤ
レ
ス

固
定
電
話
交

換
機
能 

                

一
般
第
一
種
指
定
ワ
イ
ヤ
レ
ス

固
定
電
話
収
容
ル
ー
タ
に
よ
り

、
通
信
の
交
換
を
行
う
機
能 

一
般
第
一
種
指
定
ワ
イ
ヤ
レ
ス

固
定
電
話
用
収
容
ル
ー
タ 

 

 

機
能
の
区
分 

内
容 

対
象
設
備 

［
一 

同
上
］ 

二 

端
末
系

交
換
機
能 

［
同
上
］ 

［
同
上
］ 

［
同
上
］ 

加
入
者
交
換

機
能 

第
一
種
指
定
加
入
者
交
換
機
に

よ
り
通
信
の
交
換
を
行
う
機
能

（
こ
の
項
の
加
入
者
交
換
機
専

用
ト
ラ
ン
ク
ポ
ー
ト
機
能
及
び

加
入
者
交
換
機
共
用
ト
ラ
ン
ク

ポ
ー
ト
機
能
を
除
く
。） 

第
一
種
指
定
加
入
者
交
換
機
（

第
一
種
指
定
端
末
系
伝
送
路
設

備
、
第
一
種
指
定
中
継
系
伝
送

路
設
備
等
及
び
信
号
用
伝
送
装

置
と
の
そ
れ
ぞ
れ
の
間
に
設
置

さ
れ
る
伝
送
装
置
等
を
含
む
。） 

信
号
制
御
交

換
機
能 

第
一
種
指
定
加
入
者
交
換
機
に

お
い
て
特
定
の
電
気
通
信
番
号

を
識
別
し
、
信
号
用
伝
送
路
設

備
を
介
し
て
伝
送
さ
れ
る
信
号

に
よ
り
当
該
第
一
種
指
定
加
入

者
交
換
機
を
制
御
す
る
機
能 

番
号
ポ
ー
タ

ビ
リ
テ
ィ
機

能 

番
号
ポ
ー
タ
ビ
リ
テ
ィ
を
実
現

す
る
た
め
、
第
一
種
指
定
加
入

者
交
換
機
に
お
い
て
、
第
一
種

指
定
端
末
系
伝
送
路
設
備
を
識

別
す
る
た
め
の
電
気
通
信
番
号

に
よ
り
、
他
の
電
気
通
信
事
業

者
が
設
置
す
る
交
換
等
設
備
に
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［
三
―
三
の
三 

略
］ 

四 

削
除 

 

        

直
接
収
容
さ
れ
た
固
定
端
末
系

伝
送
路
設
備
（
そ
の
一
端
が
特

定
の
場
所
に
設
置
さ
れ
る
利
用

者
の
電
気
通
信
設
備
に
接
続
さ

れ
る
伝
送
路
設
備
を
い
う
。
）
又

は
当
該
他
の
電
気
通
信
事
業
者

が
設
置
す
る
交
換
等
設
備
を
識

別
す
る
機
能 

加
入
者
交
換

機
専
用
ト
ラ

ン
ク
ポ
ー
ト

機
能 

特
定
の
電
気
通
信
事
業
者
に
係

る
通
信
を
専
ら
伝
送
す
る
第
一

種
指
定
中
継
系
伝
送
路
設
備
等

を
第
一
種
指
定
加
入
者
交
換
機

に
収
容
す
る
装
置
に
お
い
て
、

当
該
第
一
種
指
定
中
継
系
伝
送

路
設
備
等
を
介
し
て
伝
送
さ
れ

る
信
号
を
編
集
す
る
機
能 

加
入
者
交
換

機
共
用
ト
ラ

ン
ク
ポ
ー
ト

機
能 

第
一
種
指
定
加
入
者
交
換
機
と

第
一
種
指
定
中
継
交
換
機
と
の

間
に
設
置
さ
れ
る
第
一
種
指
定

中
継
系
伝
送
路
設
備
等
（
特
定

の
電
気
通
信
事
業
者
に
係
る
通

信
を
専
ら
伝
送
す
る
も
の
を
除

く
。
）
を
第
一
種
指
定
加
入
者
交

換
機
に
収
容
す
る
装
置
に
お
い

て
、
当
該
第
一
種
指
定
中
継
系

伝
送
路
設
備
等
を
介
し
て
伝
送

さ
れ
る
信
号
を
編
集
す
る
機
能 

［
三
―
三
の
三 

同
上
］ 

四 

市
内
伝
送
機
能 

第
一
種
指
定
加
入
者
交
換
機
間

の
通
信
を
伝
送
す
る
機
能 

第
一
種
指
定
加
入
者
交
換
機
と

第
一
種
指
定
中
継
交
換
機
と
の

間
に
設
置
さ
れ
る
第
一
種
指
定

中
継
系
伝
送
路
設
備
（
第
一
種

指
定
中
継
系
伝
送
路
設
備
の
両

端
に
対
向
し
て
設
置
さ
れ
る
伝

送
装
置
等
を
含
む
。
）
及
び
第
一

種
指
定
中
継
交
換
機
（
第
一
種

指
定
市
内
伝
送
路
設
備
、
第
一
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五 

関
門
系
ル
ー
タ
交
換
機
能 

                             

他
の
電
気
通
信
事
業
者
の
電
気

通
信
設
備
を
関
門
系
ル
ー
タ
で

接
続
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該

関
門
系
ル
ー
タ
に
よ
り
通
信
の

交
換
を
行
う
機
能 

関
門
系
ル
ー
タ 

   

   

  

種
指
定
中
継
系
伝
送
路
設
備
又

は
信
号
用
伝
送
装
置
と
の
間
に

設
置
さ
れ
る
伝
送
装
置
等
を
含

む
。
） 

五 

中
継
系

交
換
機
能 

関
門
系
ル
ー

タ
交
換
機
能 

他
の
電
気
通
信
事
業
者
の
電
気

通
信
設
備
を
関
門
系
ル
ー
タ
で

接
続
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該

関
門
系
ル
ー
タ
に
よ
り
通
信
の

交
換
を
行
う
機
能 

関
門
系
ル
ー
タ 

中
継
交
換
機

能 

第
一
種
指
定
中
継
交
換
機
に
よ

り
通
信
の
交
換
を
行
う
機
能
（

こ
の
項
の
中
継
交
換
機
専
用
ト

ラ
ン
ク
ポ
ー
ト
機
能
及
び
中
継

交
換
機
共
用
ト
ラ
ン
ク
ポ
ー
ト

機
能
を
除
く
。） 

第
一
種
指
定
中
継
交
換
機
（
第

一
種
指
定
中
継
系
伝
送
路
設
備

等
及
び
信
号
用
伝
送
装
置
と
の

そ
れ
ぞ
れ
の
間
に
設
置
さ
れ
る

伝
送
装
置
等
を
含
む
。） 

中
継
交
換
機

専
用
ト
ラ
ン

ク
ポ
ー
ト
機

能 

特
定
の
電
気
通
信
事
業
者
に
係

る
通
信
を
専
ら
伝
送
す
る
第
一

種
指
定
中
継
系
伝
送
路
設
備
等

を
第
一
種
指
定
中
継
交
換
機
に

収
容
す
る
装
置
に
お
い
て
、
当

該
第
一
種
指
定
中
継
系
伝
送
路

設
備
等
を
介
し
て
伝
送
さ
れ
る

信
号
を
編
集
す
る
機
能 

中
継
交
換
機

共
用
ト
ラ
ン

ク
ポ
ー
ト
機

能 

第
一
種
指
定
加
入
者
交
換
機
と

第
一
種
指
定
中
継
交
換
機
と
の

間
に
設
置
さ
れ
る
第
一
種
指
定

中
継
系
伝
送
路
設
備
等
（
特
定

の
電
気
通
信
事
業
者
に
係
る
通

信
を
専
ら
伝
送
す
る
も
の
を
除

く
。
）
を
第
一
種
指
定
中
継
交
換

機
に
収
容
す
る
装
置
に
お
い
て

、
当
該
第
一
種
指
定
中
継
系
伝

送
路
設
備
等
を
介
し
て
伝
送
さ

れ
る
信
号
を
編
集
す
る
機
能 

五
の
二 

音
声
パ
ケ
ッ
ト
変
換

機
能 

他
の
電
気
通
信
事
業
者
の
電
気

通
信
設
備
を
関
門
交
換
機
で
接

続
す
る
場
合
に
お
け
る
音
声
信

関
門
交
換
機
接
続
用
メ
デ
ィ
ア

ゲ
ー
ト
ウ
ェ
イ
（
メ
デ
ィ
ア
ゲ

ー
ト
ウ
ェ
イ
の
う
ち
、
他
の
電
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六 

中
継
伝

送
機
能 

                              

一
般
光
信
号

中
継
伝
送
機

能 

第
一
種
指
定
中
継
系
伝
送
路
設

備
等
（
光
信
号
伝
送
用
の
回
線

（
第
一
種
指
定
中
継
系
伝
送
路

設
備
等
の
両
端
に
対
向
し
て
設

置
さ
れ
る
伝
送
装
置
等
（
波
長

分
割
多
重
装
置
を
含
む
。
）
を
除

く
。
）
に
限
る
。
）
に
よ
り
通
信

を
伝
送
す
る
機
能 

 

第
一
種
指
定
中
継
系
伝
送
路
設

備
等
（
光
信
号
伝
送
用
の
回
線

（
中
継
系
伝
送
路
設
備
の
両
端

に
対
向
し
て
設
置
さ
れ
る
伝
送

装
置
等
（
波
長
分
割
多
重
装
置

を
含
む
。
）
を
除
く
。
）
に
限
る

。） 

                         

号
と
パ
ケ
ッ
ト
の
相
互
間
の
変

換
を
行
う
機
能 

気
通
信
事
業
者
の
電
気
通
信
設

備
を
関
門
交
換
機
で
接
続
す
る

場
合
に
お
い
て
音
声
信
号
と
パ

ケ
ッ
ト
の
相
互
間
の
変
換
を
行

う
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。） 

六 

中
継
伝

送
機
能 

 

中
継
伝
送
共

用
機
能 

第
一
種
指
定
加
入
者
交
換
機
と

第
一
種
指
定
中
継
交
換
機
と
の

間
に
設
置
さ
れ
る
第
一
種
指
定

中
継
系
伝
送
路
設
備
等
（
第
一

種
指
定
中
継
系
伝
送
路
設
備
等

の
両
端
に
対
向
し
て
設
置
さ
れ

る
伝
送
装
置
等
を
含
む
。
）
に
よ

り
通
信
を
伝
送
す
る
機
能
（
特

定
の
電
気
通
信
事
業
者
に
係
る

通
信
を
専
ら
伝
送
す
る
機
能
を

除
く
。 

第
一
種
指
定
中
継
系
伝
送
路
設

備
等
で
あ
っ
て
、
第
一
種
指
定

加
入
者
交
換
機
と
第
一
種
指
定

中
継
交
換
機
と
の
間
に
設
置
さ

れ
る
も
の
（
第
一
種
指
定
中
継

系
伝
送
路
設
備
等
の
両
端
に
対

向
し
て
設
置
さ
れ
る
伝
送
装
置

等
を
含
む
。
）
及
び
第
一
種
指
定

加
入
者
交
換
機
又
は
第
一
種
指

定
中
継
交
換
機
と
他
の
電
気
通

信
事
業
者
の
電
気
通
信
設
備
と

の
間
に
設
置
さ
れ
る
も
の
（
第

一
種
指
定
加
入
者
交
換
機
又
は

第
一
種
指
定
中
継
交
換
機
と
他

の
電
気
通
信
事
業
者
の
電
気
通

信
設
備
と
の
間
に
設
置
さ
れ
る

伝
送
装
置
等
を
含
む
。） 

中
継
伝
送
専

用
機
能 

第
一
種
指
定
加
入
者
交
換
機
と

第
一
種
指
定
中
継
交
換
機
と
の

間
に
設
置
さ
れ
る
第
一
種
指
定

中
継
系
伝
送
路
設
備
等
（
第
一

種
指
定
中
継
系
伝
送
路
設
備
等

の
両
端
に
対
向
し
て
設
置
さ
れ

る
伝
送
装
置
等
を
含
む
。
）
に
よ

り
通
信
を
伝
送
す
る
機
能
と
同

等
の
も
の
で
、
特
定
の
電
気
通

信
事
業
者
に
係
る
通
信
を
専
ら

伝
送
す
る
機
能 

中
継
交
換
機

接
続
伝
送
専

用
機
能 

第
一
種
指
定
中
継
交
換
機
と
他

の
電
気
通
信
事
業
者
の
電
気
通

信
設
備
と
の
間
に
設
置
さ
れ
る

中
継
系
伝
送
路
設
備
（
第
一
種

指
定
中
継
交
換
機
と
他
の
電
気

通
信
事
業
者
の
電
気
通
信
設
備

と
の
間
に
設
置
さ
れ
る
伝
送
装

置
等
を
含
む
。
）
に
よ
り
当
該
他

の
電
気
通
信
事
業
者
に
係
る
通

信
を
専
ら
伝
送
す
る
機
能
（
中
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[

略]
 

[
略]

 
[

略]
 

六
の
二 

ル

ー

テ
ィ
ン

グ
伝
送
機

能 

                     

[

略]
 

[
略]

 
[

略]
 

一
般
中
継
系

ル
ー
タ
交
換

伝
送
機
能 

一
般
第
一
種
指
定
中
継
系
ル
ー

タ
設
備
等
（
関
門
系
ル
ー
タ
以

外
の
一
般
第
一
種
指
定
中
継
ル

ー
タ
、
関
門
系
ル
ー
タ
と
関
門

系
ル
ー
タ
以
外
の
一
般
第
一
種

指
定
中
継
ル
ー
タ
と
の
間
に
設

置
さ
れ
る
第
一
種
指
定
中
継
系

伝
送
路
設
備
、
関
門
系
ル
ー
タ

以
外
の
一
般
第
一
種
指
定
中
継

ル
ー
タ
と
一
般
第
一
種
指
定
収

容
ル
ー
タ
と
の
間
に
設
置
さ
れ

る
第
一
種
指
定
中
継
系
伝
送
路

設
備
及
び
関
門
系
ル
ー
タ
以
外

の
一
般
第
一
種
指
定
中
継
ル
ー

タ
と
一
般
第
一
種
指
定
ワ
イ
ヤ

レ
ス
固
定
電
話
用
収
容
ル
ー
タ

と
の
間
に
設
置
さ
れ
る
第
一
種

指
定
中
継
系
伝
送
路
設
備
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
り
通
信

の
交
換
及
び
伝
送
を
行
う
機
能

（
特
定
の
パ
ケ
ッ
ト
に
つ
い
て

優
先
的
に
通
信
の
交
換
又
は
伝

送
を
行
う
機
能
を
含
む
。
） 

一
般
第
一
種
指
定
中
継
系
ル
ー

タ
設
備
等 

                     

 

［
略
］ 

［
略
］ 

［
略
］ 

[

六
の
三
・
七 

略]
 

八 

削
除 

継
伝
送
専
用
機
能
を
除
く
。
） 

一
般
光
信
号

中
継
伝
送
機

能 

第
一
種
指
定
中
継
系
伝
送
路
設

備
等
（
光
信
号
伝
送
用
の
回
線

（
第
一
種
指
定
中
継
系
伝
送
路

設
備
等
の
両
端
に
対
向
し
て
設

置
さ
れ
る
伝
送
装
置
等
（
波
長

分
割
多
重
装
置
を
含
む
。
）
を
除

く
。
）
に
限
る
。
）
に
よ
り
通
信

を
伝
送
す
る
機
能 

第
一
種
指
定
中
継
系
伝
送
路
設

備
等
（
光
信
号
伝
送
用
の
回
線

（
中
継
系
伝
送
路
設
備
の
両
端

に
対
向
し
て
設
置
さ
れ
る
伝
送

装
置
等
（
波
長
分
割
多
重
装
置

を
含
む
。
）
を
除
く
。
）
に
限
る

。） 

［
同
上
］ 

［
同
上
］ 

［
同
上
］ 

六
の
二 

ル

ー

テ
ィ
ン

グ
伝
送
機

能 

［
同
上
］ 

［
同
上
］ 

［
同
上
］ 

一
般
中
継
系

ル
ー
タ
交
換

伝
送
機
能 

一
般
第
一
種
指
定
中
継
系
ル
ー

タ
設
備
等
（
関
門
系
ル
ー
タ
以

外
の
一
般
第
一
種
指
定
中
継
ル

ー
タ
、
関
門
系
ル
ー
タ
又
は
関

門
交
換
機
接
続
用
メ
デ
ィ
ア
ゲ

ー
ト
ウ
ェ
イ
と
関
門
系
ル
ー
タ

以
外
の
一
般
第
一
種
指
定
中
継

ル
ー
タ
と
の
間
に
設
置
さ
れ
る

第
一
種
指
定
中
継
系
伝
送
路
設

備
及
び
関
門
系
ル
ー
タ
以
外
の

一
般
第
一
種
指
定
中
継
ル
ー
タ

と
一
般
第
一
種
指
定
収
容
ル
ー

タ
と
の
間
に
設
置
さ
れ
る
第
一

種
指
定
中
継
系
伝
送
路
設
備
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
り
通

信
の
交
換
及
び
伝
送
を
行
う
機

能
（
特
定
の
パ
ケ
ッ
ト
に
つ
い

て
優
先
的
に
通
信
の
交
換
又
は

伝
送
を
行
う
機
能
を
含
む
。
） 

    

一
般
第
一
種
指
定
中
継
系
ル
ー

タ
設
備
等 

［
同
上
］ 

［
同
上
］ 

［
同
上
］ 

［
六
の
三
・
七 
同
上
］ 

八 

信
号
伝
送
機
能 

信
号
用
伝
送
路
設
備
及
び
信
号

信
号
用
伝
送
路
設
備
及
び
信
号
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  [

九
～
九
の
三 

略]
 

九
の
四 
ド
メ
イ
ン
名
管
理
機 

能 

入
力
さ
れ
た
ド
メ
イ
ン
名
の
一

部
又
は
全
部
に
対
応
し
て
ア
イ

・
ピ
ー
・
ア
ド
レ
ス
を
出
力
す

る
機
能 

Ｉ
Ｐ
電
話
用
Ｄ
Ｎ
Ｓ
サ
ー
バ 

九
の
五 

ワ
イ
ヤ
レ
ス
固
定
電

話
用
制
御
等
機
能 

第
一
種
指
定
ワ
イ
ヤ
レ
ス
固
定

電
話
用
設
備
と
連
携
し
て
、
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
に

よ
る
パ
ケ
ッ
ト
の
伝
送
の
制
御

又
は
固
定
端
末
系
伝
送
路
設
備

の
認
証
等
を
行
う
機
能 

一
般
第
一
種
指
定
ワ
イ
ヤ
レ
ス

固
定
電
話
用
制
御
等
設
備 

［
十
～
十
四 

略
］ 

 
 

 

用
中
継
交
換
機
に
よ
り
信
号
を

伝
送
交
換
す
る
機
能 

用
中
継
交
換
機 

［
九
～
九
の
三 

同
上
］ 

九
の
四 

ド
メ
イ
ン
名
管
理
機 

能 

 

入
力
さ
れ
た
ド
メ
イ
ン
名
の
一

部
又
は
全
部
に
対
応
し
て
ア
イ

・
ピ
ー
・
ア
ド
レ
ス
を
出
力
す

る
機
能 

      

Ｉ
Ｐ
電
話
用
Ｄ
Ｎ
Ｓ
サ
ー
バ 

［
十
～
十
四 

同
上
］ 

 

備
考 

備
考 

［
一 

略
］ 

［
一 

同
上
］ 

［
削
る
］ 

二 

表
二
の
項
の
加
入
者
交
換
機
能
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
機
能
を
含
む
も
の
と
す
る
。 

 
 

 
 

 

イ 

事
業
者
が
他
の
電
気
通
信
事
業
者
の
利
用
者
料
金
を
回
収
し
、
当
該
利
用
者
料
金
か
ら
他
の
電
気
通
信
事

業
者
が
事
業
者
に
支
払
う
べ
き
接
続
料
を
相
殺
し
精
算
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
利
用
者
料
金
と
接
続
料

と
を
分
離
し
て
計
算
す
る
機
能 

 
 

 
 

 

ロ 

第
一
種
指
定
加
入
者
交
換
機
と
他
の
電
気
通
信
事
業
者
の
交
換
設
備
と
の
間
の
伝
送
路
設
備
を
用
い
て
伝

送
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
に
第
一
種
指
定
中
継
交
換
機
を
経
由
し
て
当
該
第
一
種
指
定
加
入
者
交
換
機
と

当
該
他
の
電
気
通
信
事
業
者
の
交
換
設
備
と
の
間
で
伝
送
を
行
う
こ
と
を
可
能
と
す
る
機
能 

二 

表
六
の
項
の
機
能
は
、
対
象
設
備
が
事
業
者
の
建
物
内
に
設
置
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
も
の
と
建
物
外
に

設
置
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
も
の
と
で
区
分
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

三 

表
六
の
項
の
機
能
（
中
継
伝
送
共
用
機
能
を
除
く
。）
は
、
対
象
設
備
が
事
業
者
の
建
物
内
に
設
置
さ
れ
る

場
合
に
お
け
る
も
の
と
建
物
外
に
設
置
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
も
の
と
で
区
分
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

第
四
条
の
二 

組
合
せ
適
用
接
続
機
能
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
設
備
に
よ
り
提
供
す
る
当
該
各
号
に
定
め
る
機

能
を
用
い
て
、
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
に
よ
り
メ
タ
ル
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
電
話
用
設
備
、
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
を
用
い
た
総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
用
設
備
、
第
一
種
指
定
ワ
イ
ヤ
レ
ス
固
定
電
話
用

設
備
若
し
く
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
電
話
用
設
備
で
あ
る
固
定
端
末
系
伝
送
路
設
備
の
一
端
に
接
続

さ
れ
る
端
末
設
備
か
ら
発
信
す
る
通
信
又
は
当
該
端
末
設
備
に
着
信
す
る
通
信
の
交
換
及
び
伝
送
を
行
う
機
能

を
い
う
。 

 

一 

メ
タ
ル
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
電
話
用
設
備
又
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
を
用
い
た
総
合

デ
ジ
タ
ル
通
信
用
設
備
で
あ
る
固
定
端
末
系
電
話
用
設
備
で
あ
る
固
定
端
末
系
伝
送
路
設
備
の
一
端
に
接
続

さ
れ
る
端
末
設
備
か
ら
発
信
す
る
通
信
又
は
当
該
端
末
設
備
に
着
信
す
る
通
信
の
交
換
及
び
伝
送
に
用
い
る

も
の 

前
条
の
表
二
の
項
の
機
能
（
メ
タ
ル
回
線
収
容
機
能
に
限
る
。
）、
五
の
項
の
機
能
、
六
の
二
の
項
の

機
能
及
び
九
の
項
か
ら
九
の
四
の
項
ま
で
の
機
能 

［
新
設
］ 
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二 
第
一
種
指
定
ワ
イ
ヤ
レ
ス
固
定
電
話
用
設
備
で
あ
る
固
定
端
末
系
伝
送
路
設
備
の
一
端
に
接
続
さ
れ
る
端

末
設
備
か
ら
発
信
す
る
通
信
又
は
当
該
端
末
設
備
に
着
信
す
る
通
信
の
交
換
及
び
伝
送
に
用
い
る
も
の 

前

条
の
表
二
の
項
の
機
能
（
ワ
イ
ヤ
レ
ス
固
定
電
話
交
換
機
能
に
限
る
。
）、
五
の
項
の
機
能
、
六
の
二
の
項
の

機
能
（
一
般
中
継
系
ル
ー
タ
交
換
伝
送
機
能
及
び
一
般
県
間
中
継
系
ル
ー
タ
交
換
伝
送
機
能
に
限
る
。）
及
び

九
の
項
か
ら
九
の
五
の
項
ま
で
の
機
能 

 

三 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
電
話
用
設
備
で
あ
る
固
定
端
末
系
伝
送
路
設
備
の
一
端
に
接
続
さ
れ
る
端

末
設
備
か
ら
発
信
す
る
通
信
又
は
当
該
端
末
設
備
に
着
信
す
る
通
信
の
交
換
及
び
伝
送
に
用
い
る
も
の 

前

条
の
表
二
の
項
の
機
能
（
端
末
系
ル
ー
タ
交
換
機
能
及
び
一
般
収
容
ル
ー
タ
優
先
パ
ケ
ッ
ト
識
別
機
能
に
限

る
。
）
、
五
の
項
の
機
能
、
六
の
二
の
項
の
機
能
（
一
般
中
継
系
ル
ー
タ
交
換
伝
送
機
能
及
び
一
般
県
間
中
継

系
ル
ー
タ
交
換
伝
送
機
能
に
限
る
。）
及
び
九
の
項
か
ら
九
の
四
の
項
ま
で
の
機
能 

（
法
第
三
十
三
条
第
五
項
機
能
） 

（
法
第
三
十
三
条
第
五
項
機
能
） 

第
五
条 

法
第
三
十
三
条
第
五
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
機
能
（
以
下
「
法
第
三
十
三
条
第
五
項
機
能
」
と
い
う

。）
は
、
第
四
条
の
表
二
の
項
の
機
能
（
メ
タ
ル
回
線
収
容
機
能
に
限
る
。
）
及
び
六
の
二
の
項
の
機
能
（
一
般

中
継
系
ル
ー
タ
接
続
伝
送
機
能
に
限
る
。
）
と
す
る
。 

第
五
条 

法
第
三
十
三
条
第
五
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
機
能
（
以
下
「
法
第
三
十
三
条
第
五
項
機
能
」
と
い
う
。

）
は
、
前
条
の
表
二
の
項
の
機
能
（
メ
タ
ル
回
線
収
容
機
能
、
加
入
者
交
換
機
能
（
同
表
備
考
二
の
イ
に
掲
げ
る

機
能
を
除
く
。
）、
加
入
者
交
換
機
専
用
ト
ラ
ン
ク
ポ
ー
ト
機
能
及
び
加
入
者
交
換
機
共
用
ト
ラ
ン
ク
ポ
ー
ト
機
能

に
限
る
。）
、
四
の
項
の
機
能
、
五
の
項
の
機
能
（
中
継
交
換
機
能
、
中
継
交
換
機
専
用
ト
ラ
ン
ク
ポ
ー
ト
機
能
及

び
中
継
交
換
機
共
用
ト
ラ
ン
ク
ポ
ー
ト
機
能
に
限
る
。
）
、
六
の
項
の
機
能
（
中
継
伝
送
共
用
機
能
、
中
継
伝
送
専

用
機
能
及
び
中
継
交
換
機
接
続
伝
送
専
用
機
能
に
限
る
。
）、
六
の
二
の
項
の
機
能
（
一
般
中
継
系
ル
ー
タ
接
続
伝

送
機
能
に
限
る
。
）
及
び
八
の
項
の
機
能
と
す
る
。 

（
メ
タ
ル
回
線
収
容
機
能
の
接
続
料
） 

（
端
末
系
交
換
機
能
等
の
接
続
料
） 

第
十
五
条 

第
四
条
の
表
二
の
項
の
機
能
（
メ
タ
ル
回
線
収
容
機
能
に
限
る
。
）
の
接
続
料
は
、
少
な
く
と
も
、
通

信
路
を
設
定
す
る
機
能
及
び
通
信
路
を
保
持
す
る
機
能
の
別
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
機
能
に
関
連
す
る
部
分
の
費
用

が
対
象
設
備
等
の
費
用
に
対
し
て
占
め
る
比
率
等
を
勘
案
し
て
設
定
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
合
理
的
な

理
由
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

第
十
五
条 

第
四
条
の
表
二
の
項
の
機
能
（
メ
タ
ル
回
線
収
容
機
能
、
加
入
者
交
換
機
能
及
び
信
号
制
御
交
換
機
能

に
限
る
。）
及
び
五
の
項
の
中
継
交
換
機
能
の
接
続
料
は
、
少
な
く
と
も
、
通
信
路
を
設
定
す
る
機
能
及
び
通
信

路
を
保
持
す
る
機
能
の
別
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
機
能
に
関
連
す
る
部
分
の
費
用
が
対
象
設
備
等
の
費
用
に
対
し
て
占

め
る
比
率
等
を
勘
案
し
て
設
定
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
合
理
的
な
理
由
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で

な
い
。 

［
２
・
３ 

略
］ 

［
２
・
３ 

同
上
］ 

［
削
る
］ 

（
番
号
ポ
ー
タ
ビ
リ
テ
ィ
機
能
の
接
続
料
） 

第
十
五
条
の
二 

第
四
条
の
表
二
の
項
の
番
号
ポ
ー
タ
ビ
リ
テ
ィ
機
能
の
接
続
料
は
、
当
該
機
能
に
よ
り
通
信
路
が

変
更
さ
れ
た
通
信
の
回
数
を
単
位
と
し
て
設
定
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
固
定
端
末
系
伝
送
路
設
備
を
直
接

収
容
す
る
交
換
等
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
が
当
該
機
能
の
接
続
料
を
負
担
す
べ
き
電
気
通
信
事
業
者

か
ら
当
該
機
能
の
接
続
料
の
額
に
相
当
す
る
金
額
を
取
得
し
当
該
機
能
の
接
続
料
を
事
業
者
に
支
払
う
こ
と
に
合

理
的
な
理
由
が
あ
り
、
そ
の
支
払
い
が
確
保
さ
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
回
数
に
代
え
て
、
当
該
機
能
に
係
る
第
一

種
指
定
端
末
系
伝
送
路
設
備
を
識
別
す
る
た
め
の
電
気
通
信
番
号
の
数
を
単
位
と
し
て
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
る

。 

（
一
般
中
継
系
ル
ー
タ
接
続
伝
送
機
能
の
接
続
料
） 

（
市
内
伝
送
機
能
等
の
接
続
料
） 

第
十
六
条 

第
四
条
の
表
六
の
二
の
項
の
機
能
（
一
般
中
継
系
ル
ー
タ
接
続
伝
送
機
能
に
限
る
。
）
の
接
続
料
は
、

通
信
時
間
を
単
位
と
し
て
設
定
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
合
理
的
な
理
由
が
あ
る
と
き
は
、

第
十
六
条 

第
四
条
の
表
二
の
項
の
機
能
（
加
入
者
交
換
機
専
用
ト
ラ
ン
ク
ポ
ー
ト
機
能
及
び
加
入
者
交
換
機
共
用

ト
ラ
ン
ク
ポ
ー
ト
機
能
に
限
る
。
）
、
四
の
項
の
機
能
、
五
の
項
の
機
能
（
中
継
交
換
機
専
用
ト
ラ
ン
ク
ポ
ー
ト
機

47



別
表

第
１

の
１
（

第
６
条

関
係

）
 

対
象
設

備
に
係

る
設
備

区
分

 
別

表
第
１

の
１
（

第
６
条

関
係

）
 

対
象
設

備
に
係

る
設
備

区
分

 

［
削

る
］

 
第

１
表

 

 
対

 
象

 
設

 
備

 
設

 
 
 

 
 

備
 

 
 

 
 

区
 
 

 
 

 
分
 

第
一

種
指

定
端
末

系
伝

送
路

設
備

（
加
入

者
側

主
配

線
盤

 
第

一
種
指

定
端
末

系
伝
送

路
設

備
に
属

す
る

部
分
に

限
る

。
 

距
離
そ
の
他
の
単
位
を
組
み
合
わ
せ
て
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

能
及
び
中
継
交
換
機
共
用
ト
ラ
ン
ク
ポ
ー
ト
機
能
に
限
る
。
）
、
六
の
項
の
機
能
（
中
継
伝
送
専
用
機
能
、
中
継
伝

送
共
用
機
能
及
び
中
継
交
換
機
接
続
伝
送
専
用
機
能
に
限
る
。
）
及
び
六
の
二
の
項
の
一
般
中
継
系
ル
ー
タ
接
続

伝
送
機
能
の
接
続
料
は
、
通
信
時
間
を
単
位
と
し
て
設
定
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
合
理
的
な

理
由
が
あ
る
と
き
は
、
距
離
そ
の
他
の
単
位
を
組
み
合
わ
せ
て
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
Ｓ
Ｉ
Ｐ
サ
ー
バ
機
能
等
に
係
る
接
続
料
） 

（
Ｓ
Ｉ
Ｐ
サ
ー
バ
機
能
等
に
係
る
接
続
料
） 

第
十
八
条
の
三 

第
四
条
の
表
九
の
項
か
ら
九
の
五
の
項
ま
で
の
機
能
に
係
る
接
続
料
は
、
通
信
回
数
を
単
位
と

し
て
設
定
す
る
も
の
と
す
る
。 

第
十
八
条
の
三 

第
四
条
の
表
九
の
項
か
ら
九
の
四
の
項
ま
で
の
機
能
に
係
る
接
続
料
は
、
通
信
回
数
を
単
位
と
し

て
設
定
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
組
合
せ
適
用
接
続
機
能
に
係
る
接
続
料
） 
 

第
十
八
条
の
三
の
二 

組
合
せ
適
用
接
続
機
能
に
係
る
接
続
料
は
、
通
信
路
を
設
定
す
る
機
能
及
び
通
信
路
を
保

持
す
る
機
能
の
別
に
、
第
四
条
の
二
各
号
の
設
備
に
係
る
費
用
を
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
の
設
備
に
係
る
需
要
で

除
し
た
も
の
を
、
当
該
各
号
の
設
備
に
係
る
需
要
（
他
の
電
気
通
信
事
業
者
に
係
る
需
要
に
限
る
。
）
に
よ
り
加

重
平
均
す
る
こ
と
に
よ
り
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。 

［
新
設
］ 

 

２ 

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
通
信
路
を
設
定
す
る
機
能
の
接
続
料
は
通
信
回
数
を
単
位
と
し
て
、
通
信
路
を
保

持
す
る
機
能
の
接
続
料
は
通
信
時
間
を
単
位
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
設
定
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

３ 

第
一
項
の
組
合
せ
適
用
接
続
機
能
に
係
る
接
続
料
の
算
定
に
お
い
て
、
メ
タ
ル
Ｉ
Ｐ
電
話
接
続
機
能
（
他
の

電
気
通
信
事
業
者
の
電
気
通
信
設
備
を
関
門
系
ル
ー
タ
で
接
続
す
る
場
合
に
お
け
る
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設

備
に
よ
り
通
信
の
交
換
及
び
伝
送
並
び
に
信
号
の
編
集
を
行
う
部
分
機
能 

（
第
一
種
指
定
メ
タ
ル
回
線
収
容
装

置
を
経
由
す
る
通
信
に
係
る
も
の
に
限
る
。）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
ワ
イ
ヤ
レ
ス
固
定
電
話
接
続
機
能

（
他
の
電
気
通
信
事
業
者
の
電
気
通
信
設
備
を
関
門
系
ル
ー
タ
で
接
続
す
る
場
合
に
お
け
る
第
一
種
指
定
電
気

通
信
設
備
に
よ
り
通
信
の
交
換
及
び
伝
送
並
び
に
信
号
の
編
集
を
行
う
部
分
機
能 
（
第
一
種
指
定
ワ
イ
ヤ
レ
ス

固
定
電
話
用
設
備
を
経
由
す
る
通
信
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
原
価
及
び
利
潤

の
総
額
が
、
第
一
種
指
定
ワ
イ
ヤ
レ
ス
固
定
電
話
用
設
備
で
あ
る
固
定
端
末
系
伝
送
路
設
備
の
一
端
に
接
続
さ

れ
る
端
末
設
備
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
算
定
対
象
端
末
設
備
」
と
い
う
。
）
の
数
及
び
当
該
算
定
対
象
端
末

設
備
か
ら
発
信
す
る
通
信
又
は
当
該
算
定
対
象
設
備
に
着
信
す
る
通
信
の
通
信
量
等
を
メ
タ
ル
Ｉ
Ｐ
電
話
接
続

機
能
に
係
る
算
定
対
象
端
末
設
備
の
数
及
び
通
信
量
等
に
合
算
す
る
こ
と
に
よ
り
算
定
し
た
場
合
の
メ
タ
ル
Ｉ

Ｐ
電
話
接
続
機
能
に
係
る
原
価
及
び
利
潤
の
総
額
を
上
回
る
場
合
、
メ
タ
ル
Ｉ
Ｐ
電
話
接
続
機
能
の
接
続
料
の

算
定
に
お
い
て
は
、
算
定
対
象
端
末
設
備
の
数
及
び
当
該
端
末
設
備
か
ら
発
信
す
る
通
信
又
は
当
該
算
定
対
象

端
末
設
備
に
着
信
す
る
通
信
の
通
信
量
等
を
当
該
機
能
に
係
る
算
定
対
象
端
末
設
備
の
数
及
び
通
信
量
等
に
合

算
し
た
値
を
用
い
る
も
の
と
し
、
か
つ
、
ワ
イ
ヤ
レ
ス
固
定
電
話
接
続
機
能
を
加
重
平
均
の
対
象
と
し
な
い
も

の
と
す
る
。 
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終
端

装
置

及
び
第

一
種

指
定

端
末

系
交
換

等
設

備
と

の
間

等
に
設

置
さ

れ
る

伝
送

装
置
等

を
除

く
。

）
 

光
ケ

ー
ブ

ル
成

端
架
 

第
一

種
指

定
端
末

系
伝
送

路
設

備
に
属

す
る

部
分
に

限
る

。
 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ

ル
 

加
入

者
側

終
端
装

置
～
き

線
点

遠
隔
収

容
装

置
間
に

設
置

す
る

も
の

 

加
入

者
側

終
端
装

置
～
局

設
置

簡
易
遠

隔
収

容
装
置

間
に

設
置

す
る
も

の
 

加
入

者
側

終
端
装

置
～
局

設
置

遠
隔
収

容
装

置
間
に

設
置

す
る

も
の

 

加
入

者
側

終
端
装

置
～
加

入
者

交
換
機

間
（

き
線
点

遠
隔

収
容

装
置
、

局
設
置

簡
易

遠
隔
収

容
装

置
又
は

局
設

置
遠

隔
収
容

装
置
を

経
由

し
な
い

場
合

に
限
る

。
）

に
設

置
す
る

も
の

 

 
 

加
入

系
光

ケ
ー

ブ
ル
 

き
線

点
遠

隔
収
容

装
置
～

加
入

者
交
換

機
間

に
設
置

す
る

も
の

（
局
設

置
簡
易

遠
隔

収
容
装

置
設

置
局
～

加
入

者
交

換
機
設

置
局
間

及
び

局
設
置

遠
隔

収
容
装

置
設

置
局

～
加
入

者
交
換

機
設

置
局
間

に
設

置
す
る

も
の

を
除

く
。
）

 

 
 

加
入

系
電

柱
 

加
入

者
側

終
端
装

置
～
局

設
置

簡
易
遠

隔
収

容
装
置

間
に

設
置

す
る
も

の
 

加
入

者
側

終
端
装

置
～
局

設
置

遠
隔
収

容
装

置
間
に

設
置

す
る

も
の

 

加
入

者
側

終
端
装

置
～
加

入
者

交
換
機

間
に

設
置
す

る
も

の
（

局
設
置

簡
易
遠

隔
収

容
装
置

設
置

局
～
加

入
者

交
換

機
設
置

局
間
及

び
局

設
置
遠

隔
収

容
装
置

設
置

局
～

加
入
者

交
換
機

設
置

局
間
に

設
置

す
る
も

の
を

除
く

。
）

 

 
 

加
入

系
管

路
 

加
入

者
側

終
端
装

置
～
局

設
置

簡
易
遠

隔
収

容
装
置

間
に

設
置

す
る
も

の
 

加
入

者
側

終
端
装

置
～
局

設
置

遠
隔
収

容
装

置
間
に

設
置

す
る

も
の

 

加
入

者
側

終
端
装

置
～
加

入
者

交
換
機

間
に

設
置
す

る
も

の
（

局
設
置

簡
易
遠

隔
収

容
装
置

設
置

局
～
加

入
者

交
換

機
設
置

局
間
及

び
局

設
置
遠

隔
収

容
装
置

設
置

局
～

加
入
者

交
換
機

設
置

局
間
に

設
置

す
る
も

の
を

除
く

。
）

 

 
 

加
入

系
中

口
径

加
入

者
側

終
端
装

置
～
局

設
置

簡
易
遠

隔
収

容
装
置
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管
路
 

間
に

設
置

す
る
も

の
 

加
入

者
側

終
端
装

置
～
局

設
置

遠
隔
収

容
装

置
間
に

設
置

す
る

も
の

 

加
入

者
側

終
端
装

置
～
加

入
者

交
換
機

間
に

設
置
す

る
も

の
（

局
設
置

簡
易
遠

隔
収

容
装
置

設
置

局
～
加

入
者

交
換

機
設
置

局
間
及

び
局

設
置
遠

隔
収

容
装
置

設
置

局
～

加
入
者

交
換
機

設
置

局
間
に

設
置

す
る
も

の
を

除
く

。
）

 

 
 

加
入

系
共

同
溝

 
加

入
者
側

終
端
装

置
～
局

設
置

簡
易
遠

隔
収

容
装
置

間
に

設
置

す
る
も

の
 

加
入

者
側

終
端
装

置
～
局

設
置

遠
隔
収

容
装

置
間
に

設
置

す
る

も
の

 

加
入

者
側

終
端
装

置
～
加

入
者

交
換
機

間
に

設
置
す

る
も

の
（

局
設
置

簡
易
遠

隔
収

容
装
置

設
置

局
～
加

入
者

交
換

機
設
置

局
間
及

び
局

設
置
遠

隔
収

容
装
置

設
置

局
～

加
入
者

交
換
機

設
置

局
間
に

設
置

す
る
も

の
を

除
く

。
）

 

 
 

加
入

系
と

う
道

 
加

入
者
側

終
端
装

置
～
局

設
置

簡
易
遠

隔
収

容
装
置

間
に

設
置

す
る
も

の
 

加
入

者
側

終
端
装

置
～
局

設
置

遠
隔
収

容
装

置
間
に

設
置

す
る

も
の

 

加
入

者
側

終
端
装

置
～
加

入
者

交
換
機

間
に

設
置
す

る
も

の
（

局
設
置

簡
易
遠

隔
収

容
装
置

設
置

局
～
加

入
者

交
換

機
設
置

局
間
及

び
局

設
置
遠

隔
収

容
装
置

設
置

局
～

加
入
者

交
換
機

設
置

局
間
に

設
置

す
る
も

の
を

除
く

。
）

 

 
 

電
線

共
同

溝
 

加
入

者
側

終
端
装

置
～
局

設
置

簡
易
遠

隔
収

容
装
置

間
に

設
置

す
る
も

の
 

加
入

者
側

終
端
装

置
～
局

設
置

遠
隔
収

容
装

置
間
に

設
置

す
る

も
の

 

加
入

者
側

終
端
装

置
～
加

入
者

交
換
機

間
に

設
置
す

る
も

の
（

局
設
置

簡
易
遠

隔
収

容
装
置

設
置

局
～
加

入
者

交
換

機
設
置

局
間
及

び
局

設
置
遠

隔
収

容
装
置

設
置

局
～

加
入
者

交
換
機

設
置

局
間
に

設
置

す
る
も

の
を

除
く

。
）

 

 
 

自
治

体
管

路
 

加
入

者
側

終
端
装

置
～
局

設
置

簡
易
遠

隔
収

容
装
置
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間
に

設
置

す
る
も

の
 

加
入

者
側

終
端
装

置
～
局

設
置

遠
隔
収

容
装

置
間
に

設
置

す
る

も
の

 

加
入

者
側

終
端
装

置
～
加

入
者

交
換
機

間
に

設
置
す

る
も

の
（

局
設
置

簡
易
遠

隔
収

容
装
置

設
置

局
～
加

入
者

交
換

機
設
置

局
間
及

び
局

設
置
遠

隔
収

容
装
置

設
置

局
～

加
入
者

交
換
機

設
置

局
間
に

設
置

す
る
も

の
を

除
く

。
）

 

 
 

情
報

ボ
ッ

ク
ス

 
加

入
者
側

終
端
装

置
～
局

設
置

簡
易
遠

隔
収

容
装
置

間
に

設
置

す
る
も

の
 

加
入

者
側

終
端
装

置
～
局

設
置

遠
隔
収

容
装

置
間
に

設
置

す
る

も
の

 

加
入

者
側

終
端
装

置
～
加

入
者

交
換
機

間
に

設
置
す

る
も

の
（

局
設
置

簡
易
遠

隔
収

容
装
置

設
置

局
～
加

入
者

交
換

機
設
置

局
間
及

び
局

設
置
遠

隔
収

容
装
置

設
置

局
～

加
入
者

交
換
機

設
置

局
間
に

設
置

す
る
も

の
を

除
く

。
）

 

 
 

総
合

デ
ジ

タ
ル

通
信

局
内

回
線

終
端

装
置

 

加
入

者
側

終
端
装

置
～
き

線
点

遠
隔
収

容
装

置
間
に

設
置

す
る

も
の

 

加
入

者
側

終
端
装

置
～
局

設
置

簡
易
遠

隔
収

容
装
置

間
に

設
置

す
る
も

の
 

加
入

者
側

終
端
装

置
～
局

設
置

遠
隔
収

容
装

置
間
に

設
置

す
る

も
の

 

加
入

者
側

終
端
装

置
～
加

入
者

交
換
機

間
（

き
線
点

遠
隔

収
容

装
置
、

局
設
置

簡
易

遠
隔
収

容
装

置
又
は

局
設

置
遠

隔
収
容

装
置
を

経
由

し
な
い

場
合

に
限
る

。
）

に
設

置
す
る

も
の

 

第
一

種
指

定
加
入

者
交

換
機

（
第

一
種
指

定
端

末
系

伝
送

路
設
備

、
第

一
種

指
定

中
継
系

伝
送

路
設

備
等

及
び
信

号
用

伝
送

装
置

と
の
そ

れ
ぞ

れ
の

間
に

設
置
さ

れ
る

伝
送

装
置

等
を
含

む
。

）
 

加
入

者
交

換
機

 
ア

ナ
ロ
グ

局
内
回

線
収
容

部
、

総
合
デ

ジ
タ

ル
通
信

局
内

回
線

終
端
装

置
、
ア

ナ
ロ

グ
・
デ

ジ
タ

ル
回
線

共
通

部
及

び
加
入

者
交
換

回
線

収
容
装

置
を

除
く
。

 

加
入

者
交

換
回

線
収

容
装

置
 

 

局
設

置
遠

隔
収

容
装

置
 

ア
ナ

ロ
グ

局
内
回

線
収
容

部
、

総
合
デ

ジ
タ

ル
通
信

局
内

回
線

終
端
装

置
及
び

ア
ナ

ロ
グ
・

デ
ジ

タ
ル
回

線
共

通
部

を
除
く

。
 

消
防

警
察

ト
ラ
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ン
ク
 

 
 

警
察

消
防

用
回

線
集

約
装

置
 

 

 
 

光
ケ

ー
ブ

ル
成

端
架
 

第
一

種
指

定
加
入

者
交
換

機
に

属
す
る

部
分

（
中
継

系
光

ケ
ー

ブ
ル
（

局
設
置

遠
隔

収
容
装

置
～

加
入
者

交
換

機
間

及
び
加

入
者
交

換
機

～
中
継

交
換

機
間
に

設
置

す
る

も
の
）

を
収
容

す
る

も
の
）

に
限

る
。

 

 
 

伝
送

装
置

 
局

設
置
遠

隔
収
容

装
置
～

加
入

者
交
換

機
間

に
設
置

す
る

も
の

 

 
 

中
間

中
継

伝
送

装
置
 

局
設

置
遠

隔
収
容

装
置
～

加
入

者
交
換

機
間

に
設
置

す
る

も
の

 

 
 

ク
ロ

ッ
ク

供
給

装
置
 

局
設

置
遠

隔
収
容

装
置

 

加
入

者
交

換
機

 

局
設

置
遠

隔
収
容

装
置
～

加
入

者
交
換

機
間

に
設
置

す
る

も
の

 

 
 

中
継

系
光

ケ
ー

ブ
ル
 

局
設

置
遠

隔
収
容

装
置
～

加
入

者
交
換

機
間

に
設
置

す
る

も
の

 

 
 

海
底

光
ケ

ー
ブ

ル
 

局
設

置
遠

隔
収
容

装
置
～

加
入

者
交
換

機
間

に
設
置

す
る

も
の

 

 
 

海
底

中
間

中
継

伝
送

装
置

 

局
設

置
遠

隔
収
容

装
置
～

加
入

者
交
換

機
間

に
設
置

す
る

も
の

 

 
 

無
線

伝
送

装
置

 
局

設
置
遠

隔
収
容

装
置
～

加
入

者
交
換

機
間

に
設
置

す
る

も
の

 

 
 

無
線

ア
ン

テ
ナ

 
局

設
置
遠

隔
収
容

装
置
～

加
入

者
交
換

機
間

に
設
置

す
る

も
の

 

 
 

無
線

鉄
塔

 
局

設
置
遠

隔
収
容

装
置
～

加
入

者
交
換

機
間

に
設
置

す
る

も
の

 

 
 

衛
星

通
信

設
備

 
局

設
置
遠

隔
収
容

装
置
～

加
入

者
交
換

機
間

に
設
置

す
る

も
の

 

 
 

中
継

系
電

柱
 

局
設

置
遠

隔
収
容

装
置
～

加
入

者
交
換

機
間

に
設
置

す
る

も
の

 

 
 

中
継

系
管

路
 

局
設

置
遠

隔
収
容

装
置
～

加
入

者
交
換

機
間

に
設
置

す
る

も
の

 

 
 

中
継

系
中

口
径

局
設

置
遠

隔
収
容

装
置
～

加
入

者
交
換

機
間

に
設
置
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管
路
 

す
る

も
の

 

 
 

中
継

系
共

同
溝

 
局

設
置
遠

隔
収
容

装
置
～

加
入

者
交
換

機
間

に
設
置

す
る

も
の

 

 
 

中
継

系
と

う
道

 
局

設
置
遠

隔
収
容

装
置
～

加
入

者
交
換

機
間

に
設
置

す
る

も
の

 

 
第

一
種
指

定
加
入

者

交
換

機
に

係
る
設

備

区
分

の
う

ち
、
回

線

数
の

増
減

に
応
じ

て

当
該

設
備

に
係
る

費

用
が

増
減

す
る
も

の
 

ア
ナ

ロ
グ

局
内

回
線

収
容

部
 

加
入

者
側

終
端
装

置
～
き

線
点

遠
隔
収

容
装

置
間
に

設
置

す
る

も
の

 

加
入

者
側

終
端
装

置
～
局

設
置

簡
易
遠

隔
収

容
装
置

間
に

設
置

す
る
も

の
 

加
入

者
側

終
端
装

置
～
局

設
置

遠
隔
収

容
装

置
間
に

設
置

す
る

も
の

 

加
入

者
側

終
端
装

置
～
加

入
者

交
換
機

間
（

き
線
点

遠
隔

収
容

装
置
、

局
設
置

簡
易

遠
隔
収

容
装

置
又
は

局
設

置
遠

隔
収
容

装
置
を

経
由

し
な
い

場
合

に
限
る

。
）

に
設

置
す
る

も
の

 

 
 

ア
ナ

ロ
グ

・
デ

ジ
タ

ル
回

線
共

通
部
 

加
入

者
側

終
端
装

置
～
き

線
点

遠
隔
収

容
装

置
間
に

設
置

す
る

も
の

 

加
入

者
側

終
端
装

置
～
局

設
置

簡
易
遠

隔
収

容
装
置

間
に

設
置

す
る
も

の
 

加
入

者
側

終
端
装

置
～
局

設
置

遠
隔
収

容
装

置
間
に

設
置

す
る

も
の

 

加
入

者
側

終
端
装

置
～
加

入
者

交
換
機

間
（

き
線
点

遠
隔

収
容

装
置
、

局
設
置

簡
易

遠
隔
収

容
装

置
又
は

局
設

置
遠

隔
収
容

装
置
を

経
由

し
な
い

場
合

に
限
る

。
）

に
設

置
す
る

も
の

 

 
 

局
設

置
簡

易
遠

隔
収

容
装

置
 

ア
ナ

ロ
グ

局
内
回

線
収
容

部
、

総
合
デ

ジ
タ

ル
通
信

局
内

回
線

終
端
装

置
及
び

ア
ナ

ロ
グ
・

デ
ジ

タ
ル
回

線
共

通
部

を
除
く

。
 

 
 

き
線

点
遠

隔
収

容
装

置
 

ア
ナ

ロ
グ

局
内
回

線
収
容

部
、

総
合
デ

ジ
タ

ル
通
信

局
内

回
線

終
端
装

置
及
び

ア
ナ

ロ
グ
・

デ
ジ

タ
ル
回

線
共

通
部

を
除
く

。
 

 
 

加
入

者
系

半
固

定
パ

ス
伝

送
装

置
 

 

 
 

主
配

線
盤

 
第

一
種
指

定
加
入

者
交
換

機
に

属
す
る

部
分

に
限
る

。
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光
ケ

ー
ブ

ル
成

端
架
 

第
一

種
指

定
加
入

者
交
換

機
に

属
す
る

部
分

の
う
ち

、
加

入
系

光
ケ
ー

ブ
ル
及

び
中

継
系
光

ケ
ー

ブ
ル
（

き
線

点
遠

隔
収
容

装
置
～

加
入

者
交
換

機
間

の
う
ち

、
局

設
置

簡
易
遠

隔
収
容

装
置

設
置
局

～
加

入
者
交

換
機

設
置

局
間
及

び
局
設

置
遠

隔
収
容

装
置

設
置
局

～
加

入
者

交
換
機

設
置
局

間
に

設
置
す

る
も

の
並
び

に
局

設
置

簡
易
遠

隔
収
容

装
置

～
加
入

者
交

換
機
間

に
設

置
す

る
も
の

に
限
る

。
）

を
収
容

す
る

も
の

 

 
 

中
間

中
継

伝
送

装
置
 

き
線

点
遠

隔
収
容

装
置
～

加
入

者
交
換

機
間

の
う
ち

、
局

設
置

簡
易
遠

隔
収
容

装
置

設
置
局

～
加

入
者
交

換
機

設
置

局
間
及

び
局
設

置
遠

隔
収
容

装
置

設
置
局

～
加

入
者

交
換
機

設
置
局

間
に

設
置
す

る
も

の
 

局
設

置
簡

易
遠
隔

収
容
装

置
～

加
入
者

交
換

機
間
に

設
置

す
る

も
の

 

 
 

ク
ロ

ッ
ク

供
給

装
置
 

き
線

点
遠

隔
収
容

装
置
～

加
入

者
交
換

機
間

の
う
ち

、
局

設
置

簡
易
遠

隔
収
容

装
置

設
置
局

～
加

入
者
交

換
機

設
置

局
間
及

び
局
設

置
遠

隔
収
容

装
置

設
置
局

～
加

入
者

交
換
機

設
置
局

間
に

設
置
す

る
も

の
 

局
設

置
簡

易
遠
隔

収
容
装

置
～

加
入
者

交
換

機
間
に

設
置

す
る

も
の

 

 
 

中
継

系
光

ケ
ー

ブ
ル
 

き
線

点
遠

隔
収
容

装
置
～

加
入

者
交
換

機
間

の
う
ち

、
局

設
置

簡
易
遠

隔
収
容

装
置

設
置
局

～
加

入
者
交

換
機

設
置

局
間
及

び
局
設

置
遠

隔
収
容

装
置

設
置
局

～
加

入
者

交
換
機

設
置
局

間
に

設
置
す

る
も

の
 

局
設

置
簡

易
遠
隔

収
容
装

置
～

加
入
者

交
換

機
間
に

設
置

す
る

も
の

 

 
 

海
底

光
ケ

ー
ブ

ル
 

き
線

点
遠

隔
収
容

装
置
～

加
入

者
交
換

機
間

の
う
ち

、
局

設
置

簡
易
遠

隔
収
容

装
置

設
置
局

～
加

入
者
交

換
機

設
置

局
間
及

び
局
設

置
遠

隔
収
容

装
置

設
置
局

～
加

入
者

交
換
機

設
置
局

間
に

設
置
す

る
も

の
 

局
設

置
簡

易
遠
隔

収
容
装

置
～

加
入
者

交
換

機
間
に

設
置

す
る

も
の

 

 
 

海
底

中
間

中
継

伝
送

装
置

 

き
線

点
遠

隔
収
容

装
置
～

加
入
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局
設

置
簡

易
遠
隔

収
容
装

置
～

加
入
者

交
換

機
間
に

設
置

す
る

も
の

 

 
 

中
継

系
中

口
径

管
路
 

き
線

点
遠

隔
収
容

装
置
～

加
入

者
交
換

機
間

の
う
ち

、
局

設
置

簡
易
遠

隔
収
容

装
置

設
置
局

～
加

入
者
交

換
機

設
置

局
間
及

び
局
設

置
遠

隔
収
容

装
置

設
置
局

～
加

入
者

交
換
機

設
置
局

間
に

設
置
す

る
も

の
 

局
設

置
簡

易
遠
隔

収
容
装

置
～

加
入
者

交
換

機
間
に

設
置

す
る

も
の

 

 
 

中
継

系
共

同
溝

 
き

線
点
遠

隔
収
容

装
置
～

加
入

者
交
換

機
間

の
う
ち

、
局

設
置

簡
易
遠

隔
収
容

装
置

設
置
局

～
加

入
者
交

換
機

設
置

局
間
及

び
局
設

置
遠

隔
収
容

装
置

設
置
局

～
加

入
者

交
換
機

設
置
局

間
に

設
置
す

る
も

の
 

局
設

置
簡

易
遠
隔

収
容
装

置
～

加
入
者

交
換

機
間
に

設
置

す
る

も
の

 

 
 

中
継

系
と

う
道

 
き

線
点
遠

隔
収
容

装
置
～

加
入

者
交
換

機
間

の
う
ち

、
局

設
置

簡
易
遠

隔
収
容

装
置

設
置
局

～
加

入
者
交

換
機

設
置

局
間
及

び
局
設

置
遠

隔
収
容

装
置

設
置
局

～
加

入
者

交
換
機

設
置
局

間
に

設
置
す

る
も

の
 

局
設

置
簡

易
遠
隔

収
容
装

置
～

加
入
者

交
換

機
間
に

設
置

す
る

も
の

 

第
一

種
指

定
中
継

交
換

機
（

第
一

種
指
定

中
継

系
伝

送
路

設
備
等

及
び

信
号

用
伝

送
装
置

と
の

そ
れ

ぞ
れ

の
間
に

設
置

さ
れ

る
伝

送
装
置

等
を

含
む

。
）

 

中
継

交
換

機
 

中
継

交
換

回
線
収

容
装
置

を
除

く
。

 

中
継

交
換

回
線

収
容

装
置

 

 

ク
ロ

ッ
ク

供
給

装
置
 

中
継

交
換

機
 

光
ケ

ー
ブ

ル
成

端
架
 

中
継

交
換

機
に
属

す
る
部

分
に

限
る
。

 

第
一

種
指

定
中
継

系
伝

送
路

設
備

等
で
あ

っ
て

、
第

一
種

指
定
加

入
者

交
換

機
と

第
一
種

指
定

中
継

交
換

機
と
の

間
に

設
置

さ
れ

る
も
の

（
第

一
種

指
定

中
継
系

伝
送

路
設

備
等

の
両
端

に
対

伝
送

装
置

 
加

入
者
交

換
機
～

中
継
交

換
機

間
に
設

置
す

る
も
の

 

中
継

交
換

機
間
及

び
中
継

交
換

機
～
相

互
接

続
点
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に
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置
す

る
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中
間

中
継

伝
送

装
置
 

加
入

者
交

換
機
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中
継
交

換
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に
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置
す
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の

 

中
継

交
換
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交
換
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互
接

続
点
間

に
設

置
す
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置
 

加
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換
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中
継

交
換

機
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及
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中
継

交
換

機
～
相

互
接

続
点
間
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向
し

て
設

置
さ
れ

る
伝

送
装

置
等

を
含
む

。
）

及
び

第
一

種
指
定

加
入

者
交

換
機

又
は
第

一
種

指
定

中
継

交
換
機

と
他

の
電

気
通

信
事
業

者
の

電
気

通
信

設
備
と

の
間

に
設

置
さ

れ
る
も

の
（

第
一

種
指

定
加
入

者
交

換
機

又
は

第
一
種

指
定

中
継

交
換

機
と
他

の
電

気
通

信
事

業
者
の

電
気

通
信

設
備

と
の
間

に
設

置
さ

れ
る

伝
送
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置
等
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含

む
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光
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中
継

交
換

機
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及
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継

交
換

機
～
相
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続
点
間

に
設

置
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る
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信
号

用
伝

送
路
設

備
及

び
信

号
用

中
継
交

換
機

 

信
号

用
中

継
交

換
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対
 

象
 

設
 
備
 

設
 

 
 

 
備
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分
 

［
略

］
 

 
 

 

対
 

象
 

設
 

備
 

設
 

 
 

 
 

備
 

 
 

 
 

区
 
 

 
 

 
分
 

［
同

左
］

 
 

 
 

別
表

第
１

の
２
（

第
６

条
関
係

）
 

附
属
設

備
等
に

係
る
設

備
等

区
分

 
別

表
第
１

の
２
（

第
６
条

関
係

）
 

附
属
設

備
等
に

係
る
設

備
等

区
分

 

［
削

る
］

 
第

１
表

 

 
附

 
属

 
設

 
備

 
等

 
設

 
 
 

備
 
 

 
等
 

 
 

区
 
 

 
分
 

空
調

設
備

 
空

調
設
備

 

電
力

設
備

 
整

流
装
置

 

直
流

変
換

電
源
装

置
 

交
流

無
停

電
電
源

装
置

 

蓄
電

池
 

受
電

装
置

 

発
電

装
置

 

小
規

模
局

用
電
源

装
置

 

可
搬

型
発

動
発
電

機
 

機
械

室
建

物
 

機
械

室
建

物
 

機
械

室
土

地
 

機
械

室
土

地
 

監
視

設
備

 
総

合
監
視

 

加
入

者
交

換
機

 

中
継

交
換

機
 

伝
送

無
線

機
械

 

市
外

線
路

 

市
内

線
路

 

共
通

用
建

物
 

共
通

用
建

物
 

共
通

用
土

地
 

共
通

用
土

地
 

構
築

物
 

構
築

物
 

機
械

及
び

装
置

 
機

械
及
び

装
置

 

車
両

 
車

両
 

工
具

、
器

具
及
び

備
品

 
工

具
、
器

具
及
び

備
品
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無
形

固
定

資
産

 
交

換
機
ソ

フ
ト
ウ

ェ
ア

 

そ
の

他
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無
形
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産
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等
 

設
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等
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分
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略
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附
 

属
 

設
 

備
 

等
 

設
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等
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分
 

［
同

左
］

 
 

 

別
表

第
２

の
１
（

第
６

条
関
係

）
 

正
味
固

定
資
産

価
額
算

定
方

法
 

別
表

第
２

の
１
（

第
６
条

関
係

）
 

正
味
固

定
資
産

価
額
算

定
方

法
 

［
削

る
］
 

第
１

表
 

 
定

額
法
正

味
固
定

資
産
価

額
＝

Σ
ｎ
＝
１
～

経
済
的
耐
用
年
数
（

定
額

法
正

味
固
定

資
産
価

額
（
ｎ

）
）

÷
経
済

的
耐
用

年
数
 

定
額

法
正

味
固
定

資
産
価

額
（

ｎ
）
＝

（
期

首
定
額

法
正
味

固
定

資
産
価

額
（
ｎ

）
＋
期

末
定
額

法
正
味

固

定
資

産
価

額
（
ｎ

）
）
÷

２
 

期
首

定
額

法
正
味

固
定
資

産
価

額
（
ｎ

）
＝

Ｍ
Ａ
Ｘ

｛
投
資

額
－

（
（
投

資
額
－

最
低
残

存
価
額

）
÷

法

定
耐

用
年

数
）
×

（
ｎ

－
１
）

、
最

低
残

存
価

額
｝

 

期
末

定
額

法
正
味

固
定
資

産
価

額
（
ｎ

）
＝

Ｍ
Ａ
Ｘ

｛
投
資

額
－

（
（
投

資
額
－

最
低
残

存
価
額

）
÷

法

定
耐

用
年

数
）
×

ｎ
、

最
低
残

存
価

額
｝

 

定
率

法
正

味
固
定

資
産
価

額
＝

Σ
ｎ
＝
１
～

経
済
的
耐
用
年
数
（

定
率

法
正

味
固
定

資
産
価

額
（
ｎ

）
）

÷
経
済

的
耐
用

年
数
 

定
率

法
正

味
固
定

資
産
価

額
（

ｎ
）
＝

（
期

首
定
率

法
正
味

固
定

資
産
価

額
（
ｎ

）
＋
期

末
定
率

法
正
味

固

定
資

産
価

額
（
ｎ

）
）
÷

２
 

期
首

定
率

法
正
味

固
定
資

産
価

額
（
ｎ

）
＝

Ｍ
Ａ
Ｘ

｛
投
資

額
×

（
１

－
償
却
率

）
ｎ
－

１
、

投
資

額
×
最

低
残

存
率

｝
 

期
末

定
率

法
正
味

固
定
資

産
価

額
（
ｎ

）
＝

Ｍ
Ａ
Ｘ

｛
投
資

額
×

（
１

－
償
却
率

）
ｎ
、

投
資

額
×

最
低

残
存

率
｝

 

償
却

率
＝

１
－
（

残
存
率

）
１
÷
法
定
耐
用
年

数
 

残
存

率
＝

0
.
1と

す
る
。

 

な
お

、
投

資
額
は

、
次
の

設
備

区
分
ご

と
に

定
め
る

算
定
方

法
に

よ
り
算

出
す
る

。
 

 
設

備
区
分

 
算

 
 
 

 
 
 

定
 
 

 
 

 
 
方

 
 

 
 
 

 
法
 

加
入

者
交

換
機

 

１
 

交
換

機
の
設

置
基
準

 

⑴
 

局
ご

と
に

、
ア

ナ
ロ

グ
電

話
・

総
合
デ

ジ
タ

ル
通

信
サ

ー
ビ

ス
の

局
別
総
収

容
回

線
数

（
以

下
「

局
別

収
容
回

線
数

」
と

い
う
。

）
か

ら
当

該
局
の

き
線

点
遠

隔
収

容

装
置

収
容

回
線

数
を

除
い
た

回
線

数
が

１
万
２

千
回

線
を

超
え
る

局
に

は
加

入
者

交

換
機

を
設

置
す

る
。

そ
れ
以

外
の

局
に

は
局
設

置
遠

隔
収

容
装
置

又
は

局
設

置
簡

易

遠
隔

収
容

装
置
を

設
置
す

る
。

 

 
⑵

 
単

位
料

金
区

域
内
に

１
局

も
加

入
者
交

換
機

が
設

置
さ

れ
ず

、
か

つ
、
単
位

料
金

区
域

内
の

局
別

収
容

回
線
数

の
合

計
が

１
万
２

千
回

線
を

超
え
る

場
合

に
は

、
単

位
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料
金

区
域

内
の

１
局

の
局
設

置
遠

隔
収

容
装
置

又
は

局
設

置
簡
易

遠
隔

収
容

装
置

を

加
入

者
交

換
機
に

置
き
換

え
る

。
 

 
２

 
局
設

置
遠
隔

収
容
装

置
及

び
局
設

置
簡

易
遠
隔

収
容
装

置
の

帰
属
先

交
換
機

の
決
定

 

 
⑴

 
単

位
料

金
区

域
内
に

１
局

も
加

入
者
交

換
機

が
設

置
さ

れ
ず

、
か

つ
、
単
位

料
金

区
域

内
の

局
別

収
容

回
線
数

の
合

計
が

１
万
２

千
回

線
を

超
え
な

い
場

合
に

は
、

隣

接
単

位
料

金
区

域
の

加
入
者

交
換

機
設

置
局
に

当
該

単
位

料
金
区

域
の

全
て

の
局

設

置
遠

隔
収

容
装
置

及
び
局

設
置

簡
易
遠

隔
収

容
装
置

を
帰
属

さ
せ

る
。

 

 
⑵

 
単

位
料

金
区

域
内
に

加
入

者
交

換
機
設

置
局

が
１

局
の

み
の

場
合

、
そ
の
加

入
者

交
換

機
設

置
局

に
当

該
単
位

料
金

区
域

の
全
て

の
局

設
置

遠
隔
収

容
装

置
及

び
局

設

置
簡

易
遠

隔
収
容

装
置
を

帰
属

さ
せ
る

。
 

 
⑶

 
単

位
料

金
区

域
内
に

複
数

の
加

入
者
交

換
機

設
置

局
が

あ
る

場
合

、
局
設
置

遠
隔

収
容

装
置

及
び

局
設

置
簡
易

遠
隔

収
容

装
置
ご

と
に

、
局

設
置
遠

隔
収

容
装

置
設

置

局
～

加
入

者
交

換
機

設
置
局

間
又

は
局

設
置
簡

易
遠

隔
収

容
装
置

設
置

局
～

加
入

者

交
換

機
設

置
局

間
の

伝
送
路

距
離

を
考

慮
し
て

局
設

置
遠

隔
収
容

装
置

及
び

局
設

置

簡
易

遠
隔

収
容
装

置
の
帰

属
先

を
決
定

す
る

。
 

 
３

 
設
備

量
の
算

定
 

 
加

入
者

交
換

機
設

置
局

ご
と

に
、

次
の

各
方
法

に
よ

り
求

め
た
加

入
者

交
換

機
の

ユ

ニ
ッ

ト
数

の
う
ち

最
大
の

も
の

を
当
該

局
の

加
入
者

交
換
機

ユ
ニ

ッ
ト
数

と
す
る

。
 

な
お

、
２

以
上

の
加

入
者
交

換
機

を
設

置
す
る

こ
と

と
指

定
さ
れ

た
加

入
者

交
換

機

設
置

局
に

あ
っ

て
は

、
以

下
の

⑴
か

ら
⑷
の

方
法

に
よ

り
求

め
た

加
入

者
交

換
機

の
ユ

ニ
ッ

ト
数

の
う
ち

最
大
の

も
の

が
１
で

あ
る

と
き
は

、
こ
れ

を
２

と
み
な

す
。

 

 
⑴

 
ア

ナ
ロ

グ
電

話
・
総

合
デ

ジ
タ

ル
通
信

サ
ー

ビ
ス

別
の

発
着

信
呼

量
に
各
役

務
の

収
容

回
線

数
を

乗
じ

た
も
の

を
個

別
の

最
繁
時

呼
量

と
し

、
そ
の

最
繁

時
呼

量
の

合

計
を

当
該

局
の

最
繁

時
呼
量

と
し

、
最

繁
時
呼

量
を

加
入

者
交
換

機
の

最
大

処
理

最

繁
時

呼
量

で
除

し
た

も
の
（

１
に

満
た

な
い
端

数
は

、
切

り
上
げ

る
も

の
と

す
る

。

）
 

 
⑵

 
ア

ナ
ロ

グ
電

話
・
総

合
デ

ジ
タ

ル
通
信

サ
ー

ビ
ス

別
の

最
繁

時
呼

量
を
各
役

務
の

平
均

保
留

時
間

及
び

呼
完
了

率
で

除
し

た
も
の

を
個

別
の

最
繁
時

総
呼

数
と

し
、

そ

の
最

繁
時

総
呼

数
の

合
計
を

当
該

局
の

最
繁
時

総
呼

数
と

し
、
最

繁
時

総
呼

数
を

加

入
者

交
換

機
の

最
大

処
理
最

繁
時

総
呼

数
で
除

し
た

も
の

（
１
に

満
た

な
い

端
数

は

、
切

り
上

げ
る
も

の
と
す

る
。

）
 

 
⑶

 
局

別
収

容
回

線
数
の

合
計

を
加

入
者
交

換
機

回
線

収
容

率
で

除
し

た
も
の
を

当
該

局
の

加
入

者
交

換
機

端
子
数

と
し

、
加

入
者
交

換
機

端
子

数
を
加

入
者

交
換

機
の

最

大
収

容
回

線
数

及
び

混
在
収

容
時

効
率

低
下
係

数
で

除
し

た
も
の

（
１

に
満

た
な

い

端
数

は
、

切
り
上

げ
る
も

の
と

す
る
。

）
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⑷

 
加

入
者

交
換

機
設
置

局
の

中
継

交
換
機

対
向

パ
ス

数
、

加
入

者
交

換
機
接
続

呼
中

継
パ

ス
数

、
局

設
置

遠
隔
収

容
装

置
対

向
5
2Ｍ

パ
ス

数
の

合
計
を

当
該

局
の

加
入

者

交
換

機
中

継
イ

ン
タ

フ
ェ
ー

ス
数

と
し

、
加
入

者
交

換
機

中
継
イ

ン
タ

フ
ェ

ー
ス

数

を
加

入
者

交
換

機
の

最
大
搭

載
中

継
イ

ン
タ
フ

ェ
ー

ス
数

で
除
し

た
も

の
（

１
に

満

た
な

い
端

数
は
、

切
り
上

げ
る

も
の
と

す
る

。
）

 

 
４

 
投
資

額
の
算

定
 

 
次

の
算

定
式

に
よ

り
、

前
項

の
規

定
に

基
づ
き

局
ご

と
に

算
定
し

た
ユ

ニ
ッ

ト
数

等

を
用

い
て

局
ご

と
加

入
者

交
換

機
投

資
額
を

求
め

、
全

て
の

局
の

局
ご

と
加
入
者

交
換

機
投

資
額

を
合
算

し
、
加

入
者

交
換
機

投
資

額
を
算

定
す
る

。
 

 
局

ご
と

加
入

者
交

換
機
投

資
額

 

＝
加

入
者

交
換
機

ユ
ニ
ッ

ト
数

 

×
加

入
者

交
換
機

ユ
ニ

ッ
ト
当

た
り

単
価

 

＋
回

線
共

通
投
資

額
 

＋
加

入
者

交
換
機

直
収
電

話
端

子
数

 

×
加

入
者

交
換
機

直
収

ア
ナ
ロ

グ
電

話
回

線
単

価
 

＋
加

入
者

交
換
機

直
収
総

合
デ

ジ
タ
ル

通
信

端
子
数

 

×
加

入
者

交
換
機

直
収

総
合
デ

ジ
タ

ル
通

信
回

線
単

価
 

＋
最

繁
時

総
呼
数

 

×
最

繁
時

総
呼
数

単
価

 

＋
最

繁
時

呼
量
投

資
額

 

＋
対

向
局

設
置
遠

隔
収
容

装
置

ユ
ニ
ッ

ト
数

 

×
局

設
置

遠
隔
収

容
装

置
対
向

基
本

部
単
価

 

＋
局

設
置

遠
隔
収

容
装
置

対
向

1
.
5Ｍ

パ
ス
数

 

×
局

設
置

遠
隔
収

容
装

置
対
向

1
.
5Ｍ

パ
ス
単

価
 

＋
加

入
者

交
換
機

中
継

5
2
Ｍ
パ

ス
数

 

×
加

入
者

交
換
機

中
継

5
2
Ｍ
パ

ス
単

価
 

局
設

置
遠

隔
収

容
装

置
 

１
 

局
設

置
遠
隔

収
容
装

置
の

設
置
基

準
 

局
ご

と
に

、
局

別
収

容
回
線

数
か

ら
当

該
局
の

き
線

点
遠

隔
収
容

装
置

収
容

回
線

数

を
除

い
た

回
線

数
が

１
万

２
千

回
線

を
超
え

な
い

局
の

う
ち

、
次

に
掲

げ
る
条
件

の
い

ず
れ

に
も

該
当

す
る

局
に

は
局

設
置

簡
易
遠

隔
収

容
装

置
を

、
そ

れ
以

外
の
局
に

は
局

設
置

遠
隔

収
容
装

置
を
設

置
す

る
。

 

 
ア

 
局

に
収

容
さ

れ
る
回

線
に

、
メ

タ
ル
電

話
回

線
、

低
速

専
用

線
、

高
速
メ
タ

ル
専

用
線

及
び

光
地

域
Ｉ

Ｐ
回
線

（
当

該
光

地
域
Ｉ

Ｐ
回

線
が

当
該
局

～
加

入
者

交
換

機

設
置

局
間

に
設

置
さ

れ
る
伝

送
装

置
を

メ
タ
ル

電
話

回
線

、
低
速

専
用

線
又

は
高

速

メ
タ

ル
専

用
線
と

共
用
し

な
い

場
合
に

限
る

。
）
以

外
の
回

線
を

含
ま
な

い
こ
と

。
 

 
イ

 
メ

タ
ル

電
話

回
線
数

が
局

設
置

簡
易
遠

隔
収

容
装

置
の

最
大

収
容

電
話
回
線

数
に
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回
線

収
容

率
を
乗

じ
た
値

以
下

で
あ
る

こ
と

。
 

 
ウ

 
低

速
専

用
線

回
線
数

が
局

設
置

簡
易
遠

隔
収

容
装

置
の

最
大

収
容

低
速
専
用

回
線

数
に

回
線

収
容
率

を
乗
じ

た
値

以
下
で

あ
る

こ
と
。

 

 
エ

 
高

速
メ

タ
ル

専
用
線

回
線

数
が

局
設
置

簡
易

遠
隔

収
容

装
置

の
最

大
収
容
高

速
メ

タ
ル

専
用

回
線
数

に
回
線

収
容

率
を
乗

じ
た

値
以
下

で
あ
る

こ
と

。
 

 
２

 
設
備

量
の
算

定
 

 
局

設
置

遠
隔

収
容

装
置

設
置

局
ご

と
に

、
収
容

回
線

数
に

局
設
置

遠
隔

収
容

装
置

の

回
線

収
容

率
、

混
在

収
容

時
効

率
低

下
係
数

を
考

慮
し

て
局

ご
と

収
容

回
線
数
を

算
定

す
る

。
 

 
３

 
投
資

額
の
算

定
 

 
局

ご
と

局
設

置
遠

隔
収
容

装
置

投
資
額

 

＝
局

設
置

遠
隔
収

容
装
置

ユ
ニ

ッ
ト
投

資
額

 

＋
局

設
置

遠
隔
収

容
装
置

収
容

ア
ナ
ロ

グ
電

話
端
子

数
 

×
局

設
置

遠
隔
収

容
装

置
ア
ナ

ロ
グ

電
話

端
子

単
価

 

＋
局

設
置

遠
隔
収

容
装
置

収
容

総
合
デ

ジ
タ

ル
通
信

端
子
数

 

×
局

設
置

遠
隔
収

容
装

置
総
合

デ
ジ

タ
ル

通
信

回
線

単
価

 

＋
回

線
収

容
部
投

資
額

 

＋
中

継
イ

ン
タ
フ

ェ
ー
ス

部
投

資
額

 

局
設

置
簡

易
遠

隔
収

容
装

置
 

１
 

設
備

量
の
算

定
 

局
設

置
簡

易
遠
隔

収
容
装

置
の

ユ
ニ
ッ

ト
数

を
１
と

す
る
。

 

２
 

投
資

額
の
算

定
 

 
次

の
⑴

及
び

⑵
の

算
定

式
に

よ
り

、
前

項
の
規

定
に

基
づ

く
局
ご

と
の

ユ
ニ

ッ
ト

数

を
用

い
て

求
め

た
局

ご
と

局
設

置
簡

易
遠
隔

収
容

装
置

投
資

額
の

う
ち

最
小
の
も

の
を

当
該

局
の

局
設

置
簡

易
遠

隔
収

容
装

置
投
資

額
と

し
て

、
全

て
の

局
の

局
ご
と
局

設
置

簡
易

遠
隔

収
容

装
置

投
資

額
を

合
算

し
、
局

設
置

簡
易

遠
隔

収
容

装
置

投
資
額
を

算
定

す
る

。
 

 
⑴

 
局
ご

と
局
設

置
簡
易

遠
隔

収
容
装

置
投

資
額

 

 
＝

（
局
設

置
簡
易

遠
隔
収

容
装

置
ユ
ニ

ッ
ト

数
 

×
局

設
置

簡
易
遠

隔
収

容
装
置

ユ
ニ

ッ
ト

単
価

 

＋
専

用
線

ユ
ニ
ッ

ト
単
価

）
 

×
（

局
設

置
簡
易

遠
隔

収
容
装

置
収

容
電
話

回
線
数

 

÷
（

局
設

置
簡
易

遠
隔

収
容
装

置
収

容
電

話
回

線
数

 

＋
局

設
置

簡
易
遠

隔
収
容

装
置

収
容
専

用
回

線
数
）

）
 

＋
局

設
置

簡
易
遠

隔
収
容

装
置

収
容
ア

ナ
ロ

グ
電
話

回
線
数

 

×
局

設
置

簡
易
遠

隔
収

容
装
置

ア
ナ

ロ
グ

電
話

回
線

単
価
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＋
局

設
置

簡
易

遠
隔

収
容

装
置

収
容

総
合

デ
ジ

タ
ル

通
信
サ

ー
ビ

ス
回

線

数
 

×
局

設
置

簡
易

遠
隔

収
容

装
置

総
合

デ
ジ

タ
ル

通
信

サ
ー

ビ
ス

回
線

単

価
＋

回
線

収
容
部

投
資
額

 

 
⑵

 
局
ご

と
局
設

置
簡
易

遠
隔

収
容
装

置
投

資
額

 

 
＝

局
設
置

簡
易
遠

隔
収
容

装
置

ユ
ニ
ッ

ト
数

 

×
局

設
置

簡
易
遠

隔
収

容
装
置

ユ
ニ

ッ
ト

単
価

 

＋
局

設
置

簡
易
遠

隔
収
容

装
置

収
容
ア

ナ
ロ

グ
電
話

回
線
数

 

×
局

設
置

簡
易
遠

隔
収

容
装
置

ア
ナ

ロ
グ

電
話

回
線

単
価

 

＋
局

設
置

簡
易

遠
隔

収
容

装
置

収
容

総
合

デ
ジ

タ
ル

通
信
サ

ー
ビ

ス
回

線

数
 

×
局

設
置

簡
易

遠
隔

収
容

装
置

総
合

デ
ジ

タ
ル

通
信

サ
ー

ビ
ス

回
線

単

価
 

＋
回

線
収

容
部
投

資
額

 

き
線

点
遠

隔
収

容
装

置
 

１
 

回
線

数
の
算

定
 

国
勢

調
査

の
調
査

区
ご
と

の
各

サ
ー
ビ

ス
の

回
線
数

を
次
に

よ
り

算
定
す

る
。

 

な
お

、
各

（
県

、
調

査
区
）

に
つ

き
、

世
帯
自

県
案

分
率

、
就
業

者
自

県
案

分
率

を

算
定

す
る

。
県
境

の
調
査

区
以

外
で
は

、
自

県
案
分

率
は
１

と
な

る
。

 

 
世

帯
自

県
案

分
率

（
県
、

調
査

区
）

 

＝
世

帯
数

（
県
、

調
査
区

）
÷

総
世

帯
数

（
調

査
区

）
 

 
就

業
者

自
県

案
分

率
（
県

、
調

査
区
）

 

＝
就

業
者

数
（
県

、
調
査

区
）

÷
総

就
業

者
数

（
調

査
区

）
 

 
⑴

 
住
宅

用
加
入

電
話
回

線
数

 

＝
局

ご
と

住
宅
用

加
入
電

話
契

約
回
線

数
 

÷
調

査
区

ご
と
世

帯
数

の
局
ご

と
合

計
 

×
調

査
区

ご
と
の

世
帯

数
 

×
世

帯
自

県
案
分

率
 

 
⑵

 
事
務

用
加
入

電
話
回

線
数

 

＝
局

ご
と

事
務
用

加
入
電

話
契

約
回
線

数
 

÷
調

査
区

ご
と
就

業
者

数
の
局

ご
と

合
計

 

×
調

査
区

ご
と
の

就
業

者
数

 

×
就

業
者

自
県
案

分
率

 

 
⑶

 
住
宅

用
第
一

種
総
合

デ
ジ

タ
ル
通

信
サ

ー
ビ
ス

回
線
数

 

＝
単

位
料

金
区

域
別

住
宅

用
第
一

種
総

合
デ

ジ
タ

ル
通

信
サ

ー
ビ

ス
契

約
回

線
数
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÷
調

査
区

ご
と
世

帯
数

の
単
位

料
金

区
域

別
合

計
 

×
調

査
区

ご
と
の

世
帯

数
 

×
世

帯
自

県
案
分

率
 

 
⑷

 
事
務

用
第
一

種
総
合

デ
ジ

タ
ル
通

信
サ

ー
ビ
ス

回
線
数

 

＝
単

位
料

金
区

域
別

事
務

用
第
一

種
総

合
デ

ジ
タ

ル
通

信
サ

ー
ビ

ス
契

約
回

線
数
 

÷
調

査
区

ご
と
就

業
者

数
の
単

位
料

金
区
域

別
合
計

 

×
調

査
区

ご
と
の

就
業

者
数

 

×
就

業
者

自
県
案

分
率

 

 
⑸

 
第
二

種
総
合

デ
ジ
タ

ル
通

信
サ
ー

ビ
ス

回
線
数

 

＝
単

位
料

金
区
域

別
第
二

種
総

合
デ
ジ

タ
ル

通
信
サ

ー
ビ
ス

契
約

回
線
数

 

÷
調

査
区

ご
と
就

業
者

数
の
単

位
料

金
区
域

別
合
計

 

×
調

査
区

ご
と
の

就
業

者
数

 

×
就

業
者

自
県
案

分
率

 

 
⑹

 
第
一

種
公
衆

電
話
回

線
数

 

＝
単

位
料

金
区
域

別
第
一

種
公

衆
電
話

実
績

回
線
数

 

÷
単

位
料

金
区
域

内
調

査
区
数

 

×
世

帯
自

県
案
分

率
 

 
⑺

 
第
一

種
デ
ジ

タ
ル
公

衆
電

話
回
線

数
 

＝
単

位
料

金
区
域

別
第
一

種
デ

ジ
タ
ル

公
衆

電
話
実

績
回
線

数
 

÷
単

位
料

金
区
域

内
調

査
区
数

 

×
世

帯
自

県
案
分

率
 

 
⑻

 
第
二

種
公
衆

電
話
回

線
数

 

＝
単

位
料

金
区
域

別
第
二

種
公

衆
電
話

実
績

回
線
数

 

÷
調

査
区

ご
と
就

業
者

数
の
単

位
料

金
区
域

別
合
計

 

×
調

査
区

ご
と
就

業
者

数
 

×
就

業
者

自
県
案

分
率

 

 
⑼

 
第
二

種
デ
ジ

タ
ル
公

衆
電

話
回
線

数
 

＝
単

位
料

金
区
域

別
第
二

種
デ

ジ
タ
ル

公
衆

電
話
実

績
回
線

数
 

÷
調

査
区

ご
と
就

業
者

数
の
単

位
料

金
区
域

別
合
計

 

×
調

査
区

ご
と
就

業
者

数
 

×
就

業
者

自
県
案

分
率

 

 
⑽

 
低
速

専
用
線

二
線
式

回
線

数
 

＝
単

位
料

金
区
域

別
低
速

専
用

線
実
績

回
線

数
 

×
（

県
別

低
速
専

用
線

二
線
式

実
績

回
線
数

 

÷
（

県
別

低
速
専

用
線

二
線
式

実
績

回
線
数
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＋
県

別
低

速
専
用

線
四
線

式
実

績
回
線

数
）

）
 

÷
調

査
区

ご
と
就

業
者

数
の
単

位
料

金
区

域
別

合
計

 

×
調

査
区

ご
と
就

業
者

数
 

×
就

業
者

自
県
案

分
率

 

 
⑾

 
低
速

専
用
線

四
線
式

回
線

数
 

＝
単

位
料

金
区
域

別
低
速

専
用

線
実
績

回
線

数
 

×
（

県
別

低
速
専

用
線

四
線
式

実
績

回
線
数

 

÷
（

県
別

低
速
専

用
線

二
線
式

実
績

回
線
数

 

＋
県

別
低

速
専
用

線
四
線

式
実

績
回
線

数
）

）
 

÷
調

査
区

ご
と
就

業
者

数
の
単

位
料

金
区
域

別
合
計

 

×
調

査
区

ご
と
就

業
者

数
 

×
就

業
者

自
県
案

分
率

 

 
⑿

 
高
速

メ
タ
ル

専
用
線

回
線

数
 

＝
単

位
料

金
区
域

別
高
速

専
用

線
実
績

回
線

数
 

×
（

県
別

高
速
メ

タ
ル

専
用
線

実
績

回
線
数

 

÷
（

県
別

高
速
メ

タ
ル

専
用
線

実
績

回
線
数

 

＋
県

別
高

速
光
専

用
線
実

績
回

線
数
）

）
 

÷
調

査
区

ご
と
就

業
者

数
の
単

位
料

金
区
域

別
合
計

 

×
調

査
区

ご
と
就

業
者

数
 

×
就

業
者

自
県
案

分
率

 

 
⒀

 
高
速

光
専
用

線
回
線

数
 

＝
単

位
料

金
区
域

別
高
速

専
用

線
実
績

回
線

数
 

×
（

県
別

高
速
光

専
用

線
実
績

回
線

数
 

÷
（

県
別

高
速
メ

タ
ル

専
用
線

実
績

回
線
数

 

＋
県

別
高

速
光
専

用
線
実

績
回

線
数
）

）
 

÷
調

査
区

ご
と
就

業
者

数
の
単

位
料

金
区
域

別
合
計

 

×
調

査
区

ご
と
就

業
者

数
×

就
業

者
自

県
案

分
率

 

 
２

 
き
線

点
～
局

間
伝
送

路
経

路
の
選

択
 

 
局

ご
と

に
、

当
該

局
の

収
容

区
域

内
の

需
要
の

存
在

す
る

調
査
区

ご
と

に
き

線
点

を

設
定

す
る

も
の
と

し
、
き

線
点

～
局
間

伝
送

路
経
路

は
次
の

基
準

に
よ
り

決
定
す

る
。

 

 
⑴

 
局
を

起
点
と

し
、
東

西
南

北
の
四

方
に

向
け
て

敷
設
す

る
。

 

 
⑵

 
局
を

起
点
と

し
、
±

4
5°

の
傾

き
の
範

囲
ご

と
に
収

容
す

る
。

 

 
⑶

 
±

4
5
°

の
線

上
に

存
在

す
る

調
査
区

に
つ

い
て

は
、
局

を
中

心
に

反
時
計
回

り
に

境
界

線
を

設
定
す

る
。

 

 
⑷

 
局

を
中

心
に

東
西
南

北
に

敷
設

す
る
伝

送
路

と
、

こ
れ

と
直

交
し

て
調
査
区

の
中
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心
を

通
る

よ
う
に

敷
設
す

る
伝

送
路
を

設
置

す
る
。

 

 
⑸

 
伝

送
路

経
路

選
択
に

お
い

て
は

、
道
路

密
度

・
道

路
延

長
デ

ー
タ

を
考
慮
し

、
道

路
沿

い
の

経
路
を

選
択
す

る
。

 

 
⑹

 
調
査

区
ご
と

の
回
線

数
を

考
慮
し

、
伝

送
路
経

路
は
適

宜
集

約
化
す

る
。

 

 
３

 
設
備

構
成
選

択
 

 
き

線
点

～
局

間
伝

送
路

ご
と

に
、

次
の

組
合
せ

の
中

か
ら

、
設
備

管
理

運
営

費
（

減

価
償

却
費

と
施

設
保

全
費

の
合

計
を

い
う
。

以
下

こ
の

項
に

お
い

て
同

じ
。
）
が

最
も

低
く

な
る

組
合

せ
を

選
択

す
る

。
た

だ
し
、

ケ
ー

ブ
ル

の
荷

重
制

限
及

び
伝
送
距

離
制

限
に

よ
り

、
選
択

不
可
能

な
も

の
は
除

く
。

 

 
⑴

 
架
空

メ
タ
ル

ケ
ー
ブ

ル
及

び
架
空

光
ケ

ー
ブ
ル

を
設
置

す
る

。
 

 
⑵

 
架
空

光
ケ
ー

ブ
ル
及

び
き

線
点
遠

隔
収

容
装
置

を
設
置

す
る

。
 

 
⑶

 
地
下

メ
タ
ル

ケ
ー
ブ

ル
及

び
地
下

光
ケ

ー
ブ
ル

を
設
置

す
る

。
 

 
⑷

 
地
下

光
ケ
ー

ブ
ル
及

び
き

線
点
遠

隔
収

容
装
置

を
設
置

す
る

。
 

 
４

 
設
備

量
の
算

定
 

 
⑴

 
き

線
点

遠
隔

収
容
装

置
を

設
置

す
る
き

線
点

ご
と

に
、

ア
か

ら
ウ

ま
で
に
よ

り
求

め
た

き
線

点
遠

隔
収

容
装
置

の
ユ

ニ
ッ

ト
数
の

う
ち

最
大

の
も
の

を
当

該
き

線
点

の

き
線

点
遠

隔
収
容

装
置
ユ

ニ
ッ

ト
数
と

す
る

。
 

 
ア

 
メ

タ
ル

電
話

回
線
数

を
き

線
点

遠
隔
収

容
装

置
最

大
収
容

電
話

回
線

数
で
除

し

た
も

の
 

 
イ

 
低

速
専

用
線

回
線
数

を
き

線
点

遠
隔
収

容
装

置
最

大
収
容

低
速

専
用

回
線
数

で

除
し

た
も

の
 

 
ウ

 
高

速
メ

タ
ル

専
用
線

回
線

数
を

き
線
点

遠
隔

収
容

装
置
最

大
収

容
高

速
メ
タ

ル

専
用

回
線

数
で
除

し
た
も

の
 

 
⑵

 
局

ご
と

に
、

当
該
局

に
収

容
さ

れ
る
き

線
点

の
、

⑴
で

算
定

し
た

き
線
点
ご

と
の

き
線

点
遠

隔
収

容
装

置
ユ
ニ

ッ
ト

数
の

合
計
を

、
当

該
局

の
き
線

点
遠

隔
収

容
装

置

ユ
ニ

ッ
ト

数
と

し
、

き
線
点

ご
と

の
き

線
点
遠

隔
収

容
装

置
収
容

回
線

数
の

合
計

を

、
当

該
局

の
き
線

点
遠
隔

収
容

装
置
収

容
回

線
数
と

す
る
。

 

 
５

 
投
資

額
の
算

定
 

 
次

の
算

定
式

（
⑴

、
⑵

）
に

よ
り

、
前

項
の
規

定
に

基
づ

き
局
ご

と
に

算
定

し
た

ユ

ニ
ッ

ト
数

等
を

用
い

て
求

め
た

局
ご

と
き
線

点
遠

隔
収

容
装

置
投

資
額

の
う
ち
最

小
の

も
の

を
当

該
局

の
き

線
点

遠
隔

収
容

装
置
投

資
額

と
し

て
全

て
の

局
の

局
ご
と
き

線
点

遠
隔

収
容

装
置
投

資
額
を

合
算

し
、
き

線
点

遠
隔
収

容
装
置

投
資

額
を
算

定
す
る

。
 

 
⑴

 
局
ご

と
き
線

点
遠
隔

収
容

装
置
投

資
額

 

＝
（

局
ご

と
き
線

点
遠
隔

収
容

装
置
ユ

ニ
ッ

ト
数
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×
き

線
点

遠
隔
収

容
装

置
ユ
ニ

ッ
ト

単
価

 

＋
局

ご
と

専
用
線

収
容
装

置
ユ

ニ
ッ
ト

数
 

×
専

用
線

ユ
ニ
ッ

ト
単

価
）

 

×
（

局
ご

と
き
線

点
遠

隔
収
容

装
置

収
容

回
線

数
 

÷
（

局
ご

と
き
線

点
遠

隔
収
容

装
置

収
容

回
線

数
 

＋
局

ご
と

専
用
線

遠
隔
収

容
装

置
収
容

回
線

数
）
）

 

＋
局

ご
と

き
線
点

遠
隔
収

容
装

置
収
容

回
線

数
 

×
き

線
点

遠
隔
収

容
装

置
回
線

単
価

 

＋
局

ご
と

き
線
点

遠
隔
収

容
装

置
収
容

ア
ナ

ロ
グ
電

話
回
線

数
 

×
き

線
点

遠
隔
収

容
装

置
ア
ナ

ロ
グ

電
話

回
線

単
価

 

＋
き

線
点

遠
隔
収

容
装
置

収
容

総
合
デ

ジ
タ

ル
通
信

サ
ー
ビ

ス
回

線
数

 

×
き

線
点

遠
隔
収

容
装

置
総
合

デ
ジ

タ
ル

通
信

サ
ー

ビ
ス

回
線
単

価
 

 
⑵

 
局
ご

と
き
線

点
遠
隔

収
容

装
置
投

資
額

 

＝
局

ご
と

き
線
点

遠
隔
収

容
装

置
ユ
ニ

ッ
ト

数
 

×
き

線
点

遠
隔
収

容
装

置
ユ
ニ

ッ
ト

単
価

 

＋
局

ご
と

き
線
点

遠
隔
収

容
装

置
収
容

回
線

数
 

×
き

線
点

遠
隔
収

容
装

置
回
線

単
価

 

＋
局

ご
と

き
線
点

遠
隔
収

容
装

置
収
容

ア
ナ

ロ
グ
電

話
回
線

数
 

×
き

線
点

遠
隔
収

容
装

置
ア
ナ

ロ
グ

電
話

回
線

単
価

 

＋
き

線
点

遠
隔
収

容
装
置

収
容

総
合
デ

ジ
タ

ル
通
信

サ
ー
ビ

ス
回

線
数

 

×
き

線
点

遠
隔
収

容
装

置
総
合

デ
ジ

タ
ル

通
信

サ
ー

ビ
ス

回
線
単

価
 

加
入

者
系

半
固

定
パ

ス
伝

送
装

置
 

１
 

設
備

量
の
算

定
 

⑴
 

加
入

者
交

換
機

設
置

局
ご

と
に

、
ア
か

ら
ウ

ま
で

に
よ

り
求

め
た

加
入
者
系

半
固

定
パ

ス
伝

送
装

置
の

必
要
台

数
の

う
ち

最
大
の

も
の

を
当

該
局
の

加
入

者
系

半
固

定

パ
ス

伝
送

装
置
台

数
と
す

る
。

 

 
ア

 
当

該
局

に
帰

属
す
る

局
設

置
簡

易
遠
隔

収
容

装
置

数
及
び

き
線

点
遠

隔
収
容

装

置
数

を
加

入
者

系
半

固
定
パ

ス
伝

送
装

置
局
外

側
イ

ン
タ

フ
ェ

ー
ス

装
置

最
大
収

容
シ

ス
テ

ム
数

で
除

し
た
も

の
（

１
に

満
た
な

い
端

数
は

、
切

り
上

げ
る

も
の
と

す
る

。
）

を
、

加
入

者
系
半

固
定

パ
ス

伝
送
装

置
局

外
側

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
装
置

最
大

搭
載

数
で

除
し

た
も
の

（
１

に
満

た
な
い

端
数

は
、

切
り

上
げ

る
も

の
と
す

る
。

）
 

 
イ

 
当

該
局

に
帰

属
す
る

局
設

置
簡

易
遠
隔

収
容

装
置

及
び
き

線
点

遠
隔

収
容
装

置

に
収

容
さ

れ
る

ア
ナ

ロ
グ
回

線
数

を
加

入
者
系

半
固

定
パ

ス
伝

送
装

置
イ

ン
タ
フ

ェ
ー

ス
装

置
当

た
り

ア
ナ
ロ

グ
最

大
収

容
回
線

数
で

除
し

た
も

の
（

１
に

満
た
な

い
端

数
は

、
切

り
上

げ
る
も

の
と

す
る

。
）
を

、
加

入
者

系
半

固
定

パ
ス

伝
送
装

置
局

内
イ

ン
タ

フ
ェ

ー
ス
装

置
最

大
収

容
シ
ス

テ
ム

数
で

除
し

た
も

の
（

１
に
満
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た
な

い
端

数
は

、
切

り
上
げ

る
も

の
と

す
る
。

）
を

、
加

入
者

系
半

固
定

パ
ス
伝

送
装

置
局

内
イ

ン
タ

フ
ェ
ー

ス
装

置
最

大
搭
載

数
で

除
し

た
も

の
（

１
に

満
た
な

い
端

数
は

、
切
り

上
げ
る

も
の

と
す
る

。
）

 

 
ウ

 
当

該
局

の
加

入
者
系

半
固

定
パ

ス
伝
送

装
置

総
合

デ
ジ
タ

ル
通

信
サ

ー
ビ
ス

専

用
装

置
シ

ス
テ

ム
数

（
当
該

局
に

帰
属

す
る
局

設
置

簡
易

遠
隔

収
容

装
置

及
び
き

線
点

遠
隔

収
容

装
置

に
収
容

さ
れ

る
総

合
デ
ジ

タ
ル

通
信

サ
ー

ビ
ス

回
線

数
を
加

入
者

系
半

固
定

パ
ス

伝
送
装

置
１

シ
ス

テ
ム
当

た
り

総
合

デ
ジ

タ
ル

通
信

サ
ー
ビ

ス
最

大
収

容
回

線
数

で
除
し

た
も

の
（

１
に
満

た
な

い
端

数
は

、
切

り
上

げ
る
も

の
と

す
る

。
）

、
当

該
局
に

帰
属

す
る

局
設
置

簡
易

遠
隔

収
容

装
置

及
び

き
線
点

遠
隔

収
容

装
置

に
収

容
さ
れ

る
低

速
専

用
回
線

数
を

加
入

者
系

半
固

定
パ

ス
伝
送

装
置

１
シ

ス
テ

ム
当

た
り
低

速
専

用
線

最
大
収

容
回

線
数

で
除

し
た

も
の

（
１
に

満
た

な
い

端
数

は
、

切
り
上

げ
る

も
の

と
す
る

。
）

及
び

当
該

局
に

帰
属

す
る
局

設
置

簡
易

遠
隔

収
容

装
置
及

び
き

線
点

遠
隔
収

容
装

置
に

収
容

さ
れ

る
高

速
専
用

回
線

数
を

加
入

者
系

半
固
定

パ
ス

伝
送

装
置
１

シ
ス

テ
ム

当
た

り
高

速
専

用
線
最

大
収

容
回

線
数

で
除

し
た
も

の
（

１
に

満
た
な

い
端

数
は

、
切

り
上

げ
る

も
の
と

す
る

。
）

を
合

計
し

た
も
の

。
）

を
加

入
者
系

半
固

定
パ

ス
伝

送
装

置
総

合
デ
ジ

タ
ル

通
信

サ
ー

ビ
ス

・
専
用

線
用

装
置

最
大
収

容
シ

ス
テ

ム
数

で
除

し
た

も
の
（

１
に

満
た

な
い

端
数

は
、
切

り
上

げ
る

も
の
と

す
る

。
）

を
、

加
入

者
系

半
固
定

パ
ス

伝
送

装
置

総
合

デ
ジ
タ

ル
通

信
サ

ー
ビ
ス

・
専

用
線

装
置

最
大

搭
載

数
で
除

し
た

も
の

（
１
に

満
た
な

い
端

数
は
、

切
り

上
げ
る

も
の
と

す
る

。
）

 

 
⑵

 
⑴

の
台

数
に

、
当
該

局
に

帰
属

す
る

局
設

置
簡

易
遠
隔

収
容

装
置

及
び
き
線

点
遠

隔
収

容
装

置
に

収
容

さ
れ
る

回
線

数
か

ら
専
用

役
務

に
係

る
も
の

を
除

い
た

比
率

を

乗
じ

た
も

の
を
加

入
者
系

半
固

定
パ
ス

伝
送

装
置
架

数
と
す

る
。

 

 
２

 
投
資

額
の
算

定
 

 
次

の
算

定
式

に
よ

り
、

局
ご

と
加

入
者

系
半
固

定
パ

ス
伝

送
装
置

投
資

額
を

求
め

、

全
て

の
局

の
局

ご
と

加
入

者
系

半
固

定
パ
ス

伝
送

装
置

投
資

額
を

合
算

し
、
加
入

者
系

半
固

定
パ

ス
伝
送

装
置
投

資
額

を
算
定

す
る

。
 

 
局

ご
と

加
入

者
系

半
固
定

パ
ス

伝
送
装

置
投

資
額

 

＝
加

入
者

系
半
固

定
パ
ス

伝
送

装
置
架

数
 

×
加

入
者

系
半
固

定
パ

ス
伝
送

装
置

１
架

当
た

り
単

価
 

＋
帰

属
す

る
き
線

点
遠
隔

収
容

装
置
に

収
容

さ
れ
る

回
線
数

 

×
加

入
者

系
半
固

定
パ

ス
伝
送

装
置

回
線

当
た

り
単

価
 

消
防

警
察

ト
ラ

ン
ク

 

１
 

設
備

量
の
算

定
 

⑴
 

加
入

者
交

換
機

設
置

局
ご

と
に

、
当
該

局
が

２
万

回
線

未
満

の
局

別
収
容
回

線
数

を
収

容
す

る
場

合
は

、
当
該

局
の

消
防

警
察
ト

ラ
ン

ク
の

必
要
設

備
量

は
２

と
す

る

。
２

万
回

線
以

上
の

場
合
は

、
当

該
回

線
数
か

ら
２

万
を

引
い
た

後
、

１
万

で
除

し
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た
商

（
１

に
満

た
な

い
端
数

は
、

切
り

上
げ
る

も
の

と
す

る
。
）

に
２

を
加

え
た

値

を
当

該
局

の
消

防
警

察
ト
ラ

ン
ク

必
要

数
と
す

る
。

さ
ら

に
当
該

局
に

異
行

政
収

容

対
応

回
線

が
存

在
す

る
場
合

に
は

、
異

行
政
収

容
先

ご
と

に
消
防

警
察

ト
ラ

ン
ク

必

要
数

を
１

ず
つ
加

算
す
る

も
の

と
す
る

。
 

 
⑵

 
局

設
置

遠
隔

収
容
装

置
設

置
局

又
は
局

設
置

簡
易

遠
隔

収
容

装
置

設
置
局
ご

と
に

、
消

防
警

察
ト

ラ
ン

ク
の
必

要
設

備
量

を
２
と

す
る

。
さ

ら
に
当

該
局

に
異

行
政

収

容
対

応
回

線
が

存
在

す
る
場

合
に

は
、

異
行
政

収
容

先
ご

と
に
消

防
警

察
ト

ラ
ン

ク

必
要

数
を

１
ず
つ

加
算
す

る
も

の
と
す

る
。

 

 
⑶

 
加

入
者

交
換

機
設
置

局
ご

と
に

、
当
該

局
の

消
防

警
察

ト
ラ

ン
ク

必
要
数
及

び
当

該
局

に
帰

属
す

る
全

て
の
局

設
置

遠
隔

収
容
装

置
設

置
局

及
び
局

設
置

簡
易

遠
隔

収

容
装

置
設

置
局

の
消

防
警
察

ト
ラ

ン
ク

必
要
数

を
加

え
た

も
の
を

当
該

局
の

消
防

警

察
ト

ラ
ン

ク
数
と

す
る
。

 

 
⑷

 
加

入
者

交
換

機
設
置

局
ご

と
に

、
当
該

局
の

消
防

警
察

ト
ラ

ン
ク

数
を
消
防

警
察

ト
ラ

ン
ク

搭
載

架
最

大
搭
載

数
で

除
し

た
商
（

１
に

満
た

な
い
端

数
は

、
切

り
上

げ

る
も

の
と

す
る
。

）
を
当

該
局

の
消
防

警
察

ト
ラ
ン

ク
架
数

と
す

る
。

 

 
２

 
投
資

額
の
算

定
 

 
次

の
算

定
式

に
よ

り
、

前
項

の
規

定
に

基
づ
き

算
定

し
た

消
防
警

察
ト

ラ
ン

ク
数

及

び
消

防
警

察
ト

ラ
ン

ク
架

数
を

用
い

て
局
ご

と
消

防
警

察
ト

ラ
ン

ク
投

資
額
を
求

め
、

全
て

の
局

の
局

ご
と

消
防

警
察

ト
ラ

ン
ク
投

資
額

を
合

算
し

、
消

防
警

察
ト
ラ
ン

ク
投

資
額

を
算

定
す
る

。
 

 
局

ご
と

消
防

警
察

ト
ラ
ン

ク
投

資
額

 

＝
消

防
警

察
ト
ラ

ン
ク
数

 

×
消

防
警

察
ト
ラ

ン
ク

単
価

 

＋
消

防
警

察
ト
ラ

ン
ク
架

数
 

×
消

防
警

察
ト
ラ

ン
ク

搭
載
架

単
価

 

警
察

消
防

用
回

線
集

約
装

置
 

１
 

設
備

量
の
算

定
 

警
察

消
防

用
回

線
集

約
装
置

の
割

付
対

象
と
し

て
指

定
さ

れ
た
加

入
者

交
換

機
設

置

局
ご

と
に

、
以
下

の
手
順

で
警

察
消
防

用
回

線
集
約

装
置
の

台
数

を
算
定

す
る
。

 

 
⑴

 
受

付
台

収
容

局
に
設

定
さ

れ
た

専
用
線

回
線

数
を

、
当

該
受

付
台

収
容
局
に

対
す

る
割

付
対

象
と

し
て

指
定
さ

れ
た

加
入

者
交
換

機
設

置
局

ご
と
に

、
必

要
と

な
る

専

用
線

回
線

数
の

算
定

を
し
て

割
付

処
理

を
行
い

、
割

り
付

け
ら
れ

た
専

用
線

回
線

数

を
当

該
加

入
者
交

換
機
設

置
局

の
総
割

付
回

線
数
と

す
る
。

 

 
⑵

 
当

該
局

の
消

防
警
察

ト
ラ

ン
ク

数
が
総

割
付

回
線

数
以

下
の

場
合

に
は
、
当

該
局

の
警

察
消

防
用

回
線

集
約
装

置
数

を
０

と
す
る

。
総

割
付

回
線
数

を
超

え
る

場
合

に

は
、

当
該

局
の

総
割

付
回
線

数
を

警
察

消
防
用

回
線

集
約

装
置
最

大
収

容
回

線
数

で
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除
し

た
商

（
１

に
満

た
な
い

端
数

は
、

切
り
上

げ
る

も
の

と
す
る

。
）

を
、

当
該

局

の
警

察
消

防
用
回

線
集
約

装
置

数
と
す

る
。

 

 
⑶

 
当

該
局

の
警

察
消
防

用
回

線
集

約
装
置

数
を

警
察

消
防

用
回

線
集

約
装
置
搭

載
架

最
大

搭
載

数
で

除
し

た
商
（

１
に

満
た

な
い
端

数
は

、
切

り
上
げ

る
も

の
と

す
る

。

）
を

当
該

局
の
警

察
消
防

用
回

線
集
約

装
置

架
数
と

す
る
。

 

 
２

 
投
資

額
の
算

定
 

 
次

の
算

定
式

に
よ

り
、

前
項

の
規

定
に

基
づ
き

算
定

し
た

警
察
消

防
用

回
線

集
約

装

置
数

及
び

警
察

消
防

用
回

線
集

約
装

置
架
数

を
用

い
て

割
付

対
象

局
ご

と
警
察
消

防
用

回
線

集
約

装
置

投
資

額
を

求
め

、
全

て
の
割

付
対

象
局

の
割

付
対

象
局

ご
と
警
察

消
防

用
回

線
集

約
装

置
投

資
額

を
合

算
し

、
警
察

消
防

用
回

線
集

約
装

置
投

資
額
を
算

定
す

る
。

 

 
割

付
対

象
局

ご
と

警
察
消

防
用

回
線
集

約
装

置
投
資

額
 

＝
警

察
消

防
用
回

線
集
約

装
置

数
 

×
警

察
消

防
用
回

線
集

約
装
置

単
価

 

＋
警

察
消

防
用
回

線
集
約

装
置

架
数

 

×
警

察
消

防
用
回

線
集

約
装
置

搭
載

架
単

価
 

主
配

線
盤

 
１

 
設
備

量
の
算

定
 

 
⑴

 
局

ご
と

に
、

当
該
局

に
直

接
メ

タ
ル
回

線
で

収
容

さ
れ

る
回

線
数

に
き
線
回

線
予

備
率

分
を

加
算

し
た

も
の
（

１
に

満
た

な
い
端

数
は

、
切

り
上
げ

る
も

の
と

す
る

。

）
を

主
配

線
盤
の

端
子
数

と
す

る
。

 

 
⑵

 
⑴

の
端

子
数

を
主
配

線
盤

架
当

た
り
回

線
数

で
除

し
た

も
の

（
１

に
満
た
な

い
端

数
は

、
切

り
上
げ

る
も
の

と
す

る
。
）

を
主

配
線
盤

の
架
数

と
す

る
。

 

 
２

 
投
資

額
の
算

定
 

 
次

の
算

定
式

に
よ

り
、

前
項

の
規

定
に

基
づ
き

算
定

し
た

端
子
数

及
び

架
数

を
用

い

て
局

ご
と

主
配

線
盤

投
資

額
を

求
め

、
全
て

の
局

の
局

ご
と

主
配

線
盤

投
資
額
を

合
算

し
、

主
配

線
盤
投

資
額
を

算
定

す
る
。

 

 
局

ご
と

主
配

線
盤

投
資
額

 

＝
主

配
線

盤
電
話

架
数

 

×
主

配
線

盤
架
当

た
り

単
価

 

＋
主

配
線

盤
電
話

端
子
数

 

×
主

配
線

盤
端
子

当
た

り
単
価

 

光
ケ

ー
ブ

ル
成

端
架

 

１
 

設
備

量
の
算

定
 

⑴
 

局
ご

と
に

、
当

該
局

に
直

接
光

回
線
で

収
容

さ
れ

る
回

線
数

に
回

線
当
た
り

心
線

数
を

乗
じ

て
き

線
回

線
予
備

率
分

を
加

算
し
た

も
の

、
当

該
局
に

帰
属

す
る

き
線

点

遠
隔

収
容

装
置

数
に

き
線
点

遠
隔

収
容

装
置
当

た
り

心
線

数
を
乗

じ
た

も
の

に
光

予
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備
心

線
数

を
加

算
し

た
も
の

及
び

中
継

系
電
話

用
心

線
数

の
合
計

を
光

ケ
ー

ブ
ル

成

端
架

心
線

数
と
す

る
。

 

 
⑵

 
⑴

の
心

線
数

を
光
ケ

ー
ブ

ル
成

端
架
（

大
型

）
架

当
た

り
心

線
数

で
除
し
た

も
の

（
１

に
満

た
な

い
端

数
は
、

切
り

捨
て

る
も
の

と
す

る
。

）
を
光

ケ
ー

ブ
ル

成
端

架

（
大

型
）

架
数

と
す

る
。
光

ケ
ー

ブ
ル

成
端
架

（
大

型
）

架
当
た

り
心

線
数

に
光

ケ

ー
ブ

ル
成

端
架

（
大

型
）
架

数
を

乗
じ

た
も
の

を
、

光
ケ

ー
ブ
ル

成
端

架
（

大
型

）

心
線

数
と

す
る
。

 

 
⑶

 
⑴

の
光

ケ
ー

ブ
ル
成

端
架

心
線

数
か
ら

⑵
で

求
め

た
光

ケ
ー

ブ
ル

成
端
架
（

大
型

）
心

線
数

を
引

い
た

も
の
を

光
ケ

ー
ブ

ル
成
端

架
残

り
心

線
数
と

し
、

こ
の

心
線

数

が
光

ケ
ー

ブ
ル

成
端

架
（
中

型
）

架
当

た
り
心

線
数

よ
り

多
け
れ

ば
光

ケ
ー

ブ
ル

成

端
架

（
大

型
）

に
収

容
す
る

こ
と

と
す

る
。
光

ケ
ー

ブ
ル

成
端
架

（
小

型
２

）
架

当

た
り

心
線

数
よ

り
多

く
、
光

ケ
ー

ブ
ル

成
端
架

（
中

型
）

架
当
た

り
心

線
数

以
下

な

ら
ば

光
ケ

ー
ブ

ル
成

端
架
（

中
型

）
に

収
容
す

る
こ

と
と

す
る
。

光
ケ

ー
ブ

ル
成

端

架
（

小
型

１
）

架
当

た
り
心

線
数

よ
り

多
く
、

光
ケ

ー
ブ

ル
成
端

架
（

小
型

２
）

架

当
た

り
心

線
数

以
下

な
ら
ば

光
ケ

ー
ブ

ル
成
端

架
（

小
型

２
）
に

収
容

す
る

こ
と

と

す
る

。
光

ケ
ー

ブ
ル

成
端
架

（
小

型
１

）
架
当

た
り

心
線

数
以
下

な
ら

ば
光

ケ
ー

ブ

ル
成

端
架

（
小
型

１
）
に

収
容

す
る
こ

と
と

す
る
。

 

 
⑷

 
⑶

の
結

果
、

光
ケ
ー

ブ
ル

成
端

架
残
り

心
線

数
を

光
ケ

ー
ブ

ル
成

端
架
（
大

型
）

に
収

容
す

る
場

合
に

は
、
光

ケ
ー

ブ
ル

成
端
架

（
大

型
）

架
数
に

１
を

加
え

、
光

ケ

ー
ブ

ル
成

端
架

（
大

型
）
心

線
数

に
光

ケ
ー
ブ

ル
成

端
架

残
り
心

線
数

を
加

え
る

も

の
と

す
る

。
 

 
⑸

 
⑶

の
結

果
、

光
ケ
ー

ブ
ル

成
端

架
残
り

心
線

数
を

光
ケ

ー
ブ

ル
成

端
架
（
中

型
）

に
収

容
す

る
場

合
に

は
、
光

ケ
ー

ブ
ル

成
端
架

（
中

型
）

架
数
を

１
と

し
、

光
ケ

ー

ブ
ル

成
端

架
残
り

心
線
数

を
光

ケ
ー
ブ

ル
成

端
架
（

中
型
）

心
線

数
と
す

る
。

 

 
⑹

 
⑶

の
結

果
、

光
ケ
ー

ブ
ル

成
端

架
残
り

心
線

数
を

光
ケ

ー
ブ

ル
成

端
架
（
小

型
２

）
に

収
容

す
る

場
合

に
は
、

光
ケ

ー
ブ

ル
成
端

架
（

小
型

２
）
架

数
を

１
と

し
、

光

ケ
ー

ブ
ル

成
端

架
残

り
心
線

数
を

光
ケ

ー
ブ
ル

成
端

架
（

小
型
２

）
心

線
数

と
す

る

。
 

 
⑺

 
⑶

の
結

果
、

光
ケ
ー

ブ
ル

成
端

架
残
り

心
線

数
を

光
ケ

ー
ブ

ル
成

端
架
（
小

型
１

）
に

収
容

す
る

場
合

に
は
、

光
ケ

ー
ブ

ル
成
端

架
（

小
型

１
）
架

数
を

１
と

し
、

光

ケ
ー

ブ
ル

成
端

架
残

り
心
線

数
を

光
ケ

ー
ブ
ル

成
端

架
（

小
型
１

）
心

線
数

と
す

る

。
 

 
２

 
投
資

額
の
算

定
 

 
次

の
算

定
式

に
よ

り
、

前
項

の
規

定
に

基
づ
き

算
定

し
た

心
線
数

及
び

架
数

を
用

い

て
局

ご
と

光
ケ

ー
ブ

ル
成

端
架

投
資

額
を
求

め
、

全
て

の
局

の
局

ご
と

光
ケ
ー
ブ

ル
成

端
架

投
資

額
を
合

算
し
、

光
ケ

ー
ブ
ル

成
端

架
投
資

額
を
算

定
す

る
。
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局

ご
と
光

ケ
ー
ブ

ル
成
端

架
投

資
額

 

＝
光

ケ
ー

ブ
ル
成

端
架
（

大
型

）
架
数

 

×
光

ケ
ー

ブ
ル
成

端
架

（
大
型

）
架

当
た

り
単

価
 

＋
光

ケ
ー

ブ
ル
成

端
架
（

大
型

）
心
線

数
 

×
光

ケ
ー

ブ
ル
成

端
架

（
大
型

）
心

線
当

た
り

単
価

 

＋
光

ケ
ー

ブ
ル
成

端
架
（

中
型

）
架
数

 

×
光

ケ
ー

ブ
ル
成

端
架

（
中
型

）
架

当
た

り
単

価
 

＋
光

ケ
ー

ブ
ル
成

端
架
（

中
型

）
心
線

数
 

×
光

ケ
ー

ブ
ル
成

端
架

（
中
型

）
心

線
当

た
り

単
価

 

＋
光

ケ
ー

ブ
ル
成

端
架
（

小
型

２
）
架

数
 

×
光

ケ
ー

ブ
ル
成

端
架

（
小
型

２
）

架
当

た
り

単
価

 

＋
光

ケ
ー

ブ
ル
成

端
架
（

小
型

２
）
心

線
数

 

×
光

ケ
ー

ブ
ル
成

端
架

（
小
型

２
）

心
線

当
た

り
単

価
 

＋
光

ケ
ー

ブ
ル
成

端
架
（

小
型

１
）
架

数
 

×
光

ケ
ー

ブ
ル
成

端
架

（
小
型

１
）

架
当

た
り

単
価

 

＋
光

ケ
ー

ブ
ル
成

端
架
（

小
型

１
）
心

線
数

 

×
光

ケ
ー

ブ
ル
成

端
架

（
小
型

１
）

心
線

当
た

り
単

価
 

伝
送

装
置

 
１

 
局

設
置

遠
隔

収
容
装

置
～

加
入

者
交

換
機

間
に

設
置

す
る

伝
送

装
置

の
設
備

量
の

算

定
 

 
⑴

 
局

設
置

遠
隔

収
容
装

置
設

置
局

ご
と
に

、
次

の
手

順
で

伝
送

装
置

の
台
数
を

算
定

す
る

。
 

 
ア

 
局

設
置

遠
隔

収
容
装

置
設

置
局

ご
と
に

、
当

該
局

に
直
接

収
容

さ
れ

る
ア
ナ

ロ

グ
回

線
で

収
容

さ
れ

る
回
線

数
を

、
局

設
置
遠

隔
収

容
装

置
集

線
率

、
伝

送
装
置

収
容

率
及

び
チ

ャ
ネ

ル
切

上
単

位
（

1
.
5
Ｍ

）
で

除
し

て
、

多
重

変
換

装
置

1
.
5Ｍ

パ
ス

数
を

算
定

す
る

（
１
に

満
た

な
い

端
数
は

、
切

り
上

げ
る

も
の

と
す

る
。
）

。
 

 
イ

 
局

設
置

遠
隔

収
容
装

置
設

置
局

ご
と
に

、
当

該
局

に
直
接

収
容

さ
れ

る
総
合

デ

ジ
タ

ル
通

信
サ

ー
ビ

ス
回
線

数
を

、
局

設
置
遠

隔
収

容
装

置
集

線
率

、
伝

送
装
置

収
容

率
及

び
総

合
デ

ジ
タ
ル

通
信

サ
ー

ビ
ス
６

Ｍ
パ

ス
収

容
回

線
数

で
除

し
て
、

多
重

変
換

装
置

６
Ｍ

パ
ス
数

を
算

定
す

る
（
１

に
満

た
な

い
端

数
は

、
切

り
上
げ

る
も

の
と

す
る
。

）
。

 

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
総

合
デ

ジ
タ

ル
通

信
サ

ー
ビ

ス
回

線
数

は
、

第
一

種
総

合
デ

ジ
タ

ル
通

信
サ

ー
ビ
ス

回
線

数
及

び
第
二

種
総

合
デ

ジ
タ

ル
通

信
サ

ー
ビ
ス

回
線

数
に

第
二

種
総

合
デ
ジ

タ
ル

通
信

サ
ー
ビ

ス
換

算
係

数
を

乗
じ

た
も

の
の
合

計
の

回
線

数
と
す

る
。

 

 
ウ

 
局

設
置

遠
隔

収
容
装

置
設

置
局

ご
と
に

、
当

該
局

に
直
接

収
容

さ
れ

る
低
速

専
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用
線

回
線

数
、

高
速

メ
タ
ル

専
用

線
回

線
数
及

び
高

速
光

専
用

線
回

線
数

を
伝
送

装
置

収
容

率
及

び
６

Ｍ
パ
ス

収
容

回
線

数
で
除

し
て

、
６

Ｍ
パ

ス
数

を
そ

れ
ぞ
れ

求
め

、
そ

の
合

計
を

多
重
変

換
装

置
専

用
６
Ｍ

パ
ス

数
と

す
る

（
１

に
満

た
な
い

端
数

は
、

切
り
上

げ
る
も

の
と

す
る
。

）
。

 

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
６

Ｍ
パ

ス
収

容
回

線
数

は
、

低
速

専
用

、
高

速
メ

タ
ル

専
用

及
び

高
速
光

専
用
の

別
に

そ
れ
ぞ

れ
対

応
し
た

数
値
を

用
い

る
。

 

 
エ

 
局

設
置

遠
隔

収
容
装

置
設

置
局

ご
と
に

、
当

該
局

に
直
接

収
容

さ
れ

る
Ａ
Ｔ

Ｍ

専
用

線
回

線
数

、
Ａ

Ｔ
Ｍ
デ

ー
タ

伝
送

回
線
数

、
Ａ

Ｄ
Ｓ

Ｌ
地

域
Ｉ

Ｐ
回

線
数
及

び
光

地
域

Ｉ
Ｐ

回
線

数
を
そ

れ
ぞ

れ
の

回
線
当

た
り

速
度

で
乗

じ
、

伝
送

装
置
収

容
率

及
び

６
Ｍ

パ
ス

あ
た
り

速
度

で
除

し
て
、

そ
れ

ぞ
れ

の
伝

送
設

備
共

用
比
率

を
乗

じ
た

上
で

６
Ｍ

パ
ス
数

を
そ

れ
ぞ

れ
求
め

、
そ

の
合

計
を

多
重

変
換

装
置
デ

ー
タ

系
６

Ｍ
パ

ス
数

と
す
る

（
１

に
満

た
な
い

端
数

は
、

切
り

上
げ

る
も

の
と
す

る
。

）
。

 

 
オ

 
イ

、
ウ

及
び

エ
で
算

定
し

た
多

重
変
換

装
置

６
Ｍ

パ
ス
数

、
多

重
変

換
装
置

専

用
６

Ｍ
パ

ス
数

及
び

多
重
変

換
装

置
デ

ー
タ
系

６
Ｍ

パ
ス

数
の

合
計

並
び

に
ア

の

多
重

変
換

装
置

1
.
5
Ｍ

パ
ス

数
を

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
当

た
り

ハ
イ

ウ
ェ

イ
数

で
除

し
て

、
６

Ｍ
イ

ン
タ

フ
ェ

ー
ス

数
及

び
1.

5
Ｍ

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
数

を
算

定
す

る

（
１

に
満

た
な
い

端
数
は

、
切

り
上
げ

る
も

の
と
す

る
。
）

。
 

 
カ

 
イ

、
ウ

及
び

エ
で
算

定
し

た
多

重
変
換

装
置

６
Ｍ

パ
ス
数

、
多

重
変

換
装
置

専

用
６

Ｍ
パ

ス
数

及
び

多
重
変

換
装

置
デ

ー
タ
系

６
Ｍ

パ
ス

数
の

合
計

に
チ

ャ
ネ
ル

切
上

単
位

（
６

Ｍ
）

を
乗

じ
た

も
の

及
び

ア
の

多
重

変
換

装
置

1.
5
Ｍ

パ
ス

数
に

チ
ャ

ネ
ル

切
上

単
位

（
1
.5

Ｍ
）

を
乗

じ
た

も
の

の
合

計
を

チ
ャ

ネ
ル

切
上

単
位

（
5
2
Ｍ

）
で

除
し

て
、

多
重

変
換

装
置

5
2
Ｍ
パ

ス
数

を
算

定
す

る
（

１
に

満
た
な

い
端

数
は

、
切
り

上
げ
る

も
の

と
す
る

。
）

。
 

 
キ

 
カ

で
算

定
し

た
多
重

変
換

装
置

5
2
Ｍ
パ

ス
数

を
３

で
除
し

て
（

１
に

満
た
な

い

端
数

は
、

切
り

捨
て

る
も

の
と

す
る

。
）

、
多

重
変

換
装

置
1
5
6
Ｍ

イ
ン

タ
フ

ェ

ー
ス

数
を

算
定
す

る
。

 

こ
の

際
に

生
じ

た
剰

余
の

数
を

多
重

変
換

装
置

5
2
Ｍ

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
数

と
す

る
。
 

 
ク

 
カ

で
算

定
し

た
多
重

変
換

装
置

5
2
Ｍ
パ

ス
数

を
３

で
除
し

た
商

（
１

に
満
た

な

い
端

数
は

、
切

り
上

げ
る
も

の
と

す
る

。
）
を

多
重

変
換

装
置

ユ
ニ

ッ
ト

数
と
す

る
。

ま
た

、
多

重
変

換
装
置

ユ
ニ

ッ
ト

数
を
多

重
変

換
装

置
架

当
た

り
ユ

ニ
ッ
ト

数
で

除
し

た
も

の
を

多
重
変

換
装

置
架

数
と
す

る
（

１
に

満
た

な
い

端
数

は
、
切

り
上

げ
る

も
の
と

す
る
。

）
。

 

 
⑵

 
加
入

者
交
換

機
設
置

局
ご

と
に
以

下
の

手
順
で

伝
送
装

置
の

台
数
を

算
定
す

る
。

 

 
ア

 
当

該
局

に
帰

属
す

る
局

設
置

遠
隔

収
容

装
置

設
置

局
の

多
重

変
換

装
置

15
6
Ｍ
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イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
数

及
び
多

重
変

換
装

置
5
2Ｍ

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
数

そ
れ

ぞ
れ
の

合
計

を
当

該
局

の
多

重
変

換
装

置
15

6
Ｍ

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
数

及
び

多
重

変
換

装

置
5
2
Ｍ
イ

ン
タ
フ

ェ
ー
ス

数
と

す
る
。

 

 
イ

 
当

該
局

に
帰

属
す
る

局
設

置
遠

隔
収
容

装
置

設
置

局
の
多

重
変

換
装

置
5
2Ｍ

パ

ス
数

の
合

計
を

３
で

除
し
た

商
（

１
に

満
た
な

い
端

数
は

、
切

り
上

げ
る

も
の
と

す
る

。
）

を
多
重

変
換
装

置
ユ

ニ
ッ
ト

数
と

す
る
。

 

 
ウ

 
当

該
局

の
多

重
変
換

装
置

ユ
ニ

ッ
ト
数

を
多

重
変

換
装
置

架
当

た
り

ユ
ニ
ッ

ト

数
で

除
し

た
も

の
（

１
に
満

た
な

い
端

数
は
、

切
り

上
げ

る
も

の
と

す
る

。
）
を

多
重

変
換

装
置
架

数
と
す

る
。

 

 
２

 
加
入

者
交
換

機
～
中

継
交

換
機
間

に
設

置
す
る

伝
送
装

置
の

設
備
量

の
算
定

 

 
加

入
者

交
換

機
～

中
継

交
換

機
間

伝
送

路
ご
と

に
、

次
の

手
順
で

伝
送

装
置

の
種

類

ご
と

の
台

数
を
算

定
す
る

。
 

 
⑴

 
伝
送

装
置
の

組
合
せ

は
次

の
と
お

り
と

す
る
。

 

 
ア

 
加

入
者

交
換

機
設
置

局
に

多
重

変
換
装

置
を

設
置

し
、
中

継
交

換
機

設
置
局

に

多
重

変
換

装
置
を

設
置
す

る
。

 

 
イ

 
加

入
者

交
換

機
設

置
局

に
高

速
終

端
中

継
伝

送
装

置
（

1
5
6
Ｍ

）
を

設
置

し
、

中
継

交
換

機
設
置

局
に
高

速
終

端
中
継

伝
送

装
置
（

1
5
6Ｍ

）
を
設

置
す

る
。

 

 
ウ

 
加

入
者

交
換

機
設

置
局

に
高

速
終

端
中

継
伝

送
装

置
（

6
0
0
Ｍ

）
を

設
置

し
、

中
継

交
換

機
設
置

局
に
高

速
終

端
中
継

伝
送

装
置
（

6
0
0Ｍ

）
を
設

置
す

る
。

 

 
エ

 
加

入
者

交
換

機
設

置
局

に
高

速
終

端
中

継
伝

送
装

置
（

2
.
4
Ｇ

）
を

設
置

し
、

中
継

交
換

機
設
置

局
に
高

速
終

端
中
継

伝
送

装
置
（

2
.
4Ｇ

）
を
設

置
す

る
。

 

 
オ

 
加

入
者

交
換

機
設

置
局

に
高

速
終

端
中

継
伝

送
装

置
（

1
5
6
Ｍ

）
を

設
置

し
、

中
継

交
換

機
設
置

局
に
ク

ロ
ス

コ
ネ
ク

ト
装

置
を
設

置
す
る

。
 

 
カ

 
加

入
者

交
換

機
設

置
局

に
高

速
終

端
中

継
伝

送
装

置
（

6
0
0
Ｍ

）
を

設
置

し
、

中
継

交
換

機
設

置
局

に
高

速
終

端
中

継
伝

送
装

置
（

6
00

Ｍ
）

及
び

ク
ロ

ス
コ

ネ

ク
ト

装
置

を
設
置

す
る
。

 

 
キ

 
加

入
者

交
換

機
設

置
局

に
高

速
終

端
中

継
伝

送
装

置
（

2
.
4
Ｇ

）
を

設
置

し
、

中
継

交
換

機
設

置
局

に
高

速
終

端
中

継
伝

送
装

置
（

2
.4

Ｇ
）

及
び

ク
ロ

ス
コ

ネ

ク
ト

装
置

を
設
置

す
る
。

 

 
ク

 
加

入
者

交
換

機
設
置

局
及

び
中

継
交
換

機
設

置
局

に
分
岐

挿
入

伝
送

装
置
を

設

置
す

る
。

 

 
⑵

 
加

入
者

交
換

機
の
設

備
量

か
ら

、
⑴
の

ア
か

ら
エ

ま
で

の
組

合
せ

ご
と
の
伝

送
装

置
の

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
数
、

ユ
ニ

ッ
ト

数
、
架

数
、

必
要

中
間
中

継
伝

送
装

置
数

等

を
算

定
し

、
投
資

額
が
最

も
低

く
な
る

組
合

せ
を
選

択
す
る

。
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⑶

 
中

継
交

換
機

が
２
台

以
上

の
場

合
又
は

当
該

局
に

相
互

接
続

点
が

設
置
さ
れ

る
場

合
に

ク
ロ

ス
コ

ネ
ク

ト
装
置

を
設

置
す

る
こ
と

と
し

、
⑴

の
オ
、

カ
及

び
キ

の
組

合

せ
ご

と
の

伝
送

装
置

の
イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
数
、

ユ
ニ

ッ
ト

数
、
架

数
、

必
要

中
間

中

継
伝

送
装

置
数
等

を
算
定

し
、

投
資
額

が
最

も
低
く

な
る
組

合
せ

を
選
択

す
る
。

 

 
⑷

 
⑵

及
び

⑶
で

選
択
さ

れ
た

組
合

せ
と
⑴

の
ク

を
比

較
し

、
投

資
額

が
最
も
低

く
な

る
も

の
を

選
択
す

る
。

 

 
３

 
１

及
び

２
の

規
定
に

基
づ

き
算

定
し

た
設

備
量

か
ら

、
当

該
設

備
を

共
有
す

る
専

用

線
回

線
等

（
低

速
専

用
線

回
線

数
、

高
速
メ

タ
ル

専
用

線
回

線
数

、
高

速
光
専
用

線
回

線
数

、
Ａ

Ｔ
Ｍ

専
用

線
回

線
数

、
Ａ

Ｔ
Ｍ
デ

ー
タ

伝
送

回
線

数
、

Ａ
Ｄ

Ｓ
Ｌ
地
域

Ｉ
Ｐ

回
線

数
及

び
光

地
域

Ｉ
Ｐ

回
線

数
）

に
係
る

設
備

量
を

、
そ

れ
ぞ

れ
の

パ
ス
数
の

比
率

に
基

づ
い

て
控
除

す
る
。

 

 
４

 
投
資

額
の
算

定
 

 
次

の
算

定
式

に
よ

り
、

前
３

項
の

規
定

に
基
づ

き
算

定
し

た
伝
送

装
置

の
種

類
別

の

架
数

等
を

用
い
て

伝
送
装

置
投

資
額
を

算
定

す
る
。

 

 
局

ご
と

伝
送

装
置

投
資
額

＝
多

重
変
換

装
置

投
資
額

 

＋
高

速
終

端
中
継

伝
送
装

置
投

資
額

 

＋
ク

ロ
ス

コ
ネ
ク

ト
装
置

投
資

額
 

＋
分

岐
挿

入
伝
送

装
置
投

資
額

 

 
局

ご
と

多
重

変
換

装
置
投

資
額

 

＝
多

重
変

換
装
置

架
数

 

×
多

重
変

換
装
置

架
・

共
通
部

当
た

り
単

価
 

＋
多

重
変

換
装
置

ユ
ニ
ッ

ト
数

 

×
多

重
変

換
装
置

ユ
ニ

ッ
ト
当

た
り

単
価

 

＋
多

重
変

換
装
置

1
.
5Ｍ

イ
ン
タ

フ
ェ

ー
ス
数

 

×
多

重
変

換
装

置
1
.
5
Ｍ

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
当

た
り

単

価
 

＋
多

重
変

換
装
置

２
Ｍ
イ

ン
タ

フ
ェ
ー

ス
数

 

×
多

重
変

換
装
置

２
Ｍ

イ
ン
タ

フ
ェ

ー
ス

当
た

り
単

価
 

＋
多

重
変

換
装
置

６
Ｍ
イ

ン
タ

フ
ェ
ー

ス
数

 

×
多

重
変

換
装
置

６
Ｍ

イ
ン
タ

フ
ェ

ー
ス
当

た
り
単

価
 

＋
多

重
変

換
装
置

８
Ｍ
イ

ン
タ

フ
ェ
ー

ス
数

 

×
多

重
変

換
装
置

８
Ｍ

イ
ン
タ

フ
ェ

ー
ス
当

た
り
単

価
 

＋
多

重
変

換
装
置

5
2
Ｍ
イ

ン
タ

フ
ェ
ー

ス
数

 

×
多

重
変

換
装
置

5
2Ｍ

イ
ン
タ

フ
ェ

ー
ス
当

た
り
単

価
 

＋
多

重
変

換
装
置

1
5
6Ｍ

イ
ン
タ

フ
ェ

ー
ス
数

 

×
多

重
変

換
装

置
1
5
6
Ｍ

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
当

た
り

単
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価
 

 
局

ご
と

高
速

終
端

中
継
伝

送
装

置
投
資

額
 

＝
高

速
終

端
中
継

伝
送
装

置
架

数
 

×
高

速
終

端
中
継

伝
送

装
置
架

・
共

通
部

当
た

り
単

価
 

＋
高

速
終

端
中
継

伝
送
装

置
ユ

ニ
ッ
ト

数
 

×
高

速
終

端
中
継

伝
送

装
置
ユ

ニ
ッ

ト
当

た
り

単
価

 

＋
高

速
終

端
中
継

伝
送
装

置
局

内
イ
ン

タ
フ

ェ
ー
ス

数
 

×
高

速
終

端
中

継
伝

送
装

置
局

内
イ

ン
タ

フ
ェ

ー
ス

当
た

り
単

価
 

＋
高

速
終

端
中
継

伝
送
装

置
局

間
イ
ン

タ
フ

ェ
ー
ス

数
 

×
高

速
終

端
中
継

伝
送

装
置
局

間
イ

ン
タ

フ
ェ

ー
ス

単
価

 

 
局

ご
と

ク
ロ

ス
コ

ネ
ク
ト

装
置

投
資
額

 

＝
ク

ロ
ス

コ
ネ
ク

ト
装
置

基
本

架
数

 

×
ク

ロ
ス

コ
ネ
ク

ト
装

置
基
本

架
当

た
り

単
価

 

＋
ク

ロ
ス

コ
ネ
ク

ト
装
置

接
続

架
数

 

×
ク

ロ
ス

コ
ネ
ク

ト
装

置
接
続

架
当

た
り

単
価

 

＋
ク

ロ
ス

コ
ネ
ク

ト
装
置

増
設

リ
ン
ク

数
 

×
ク

ロ
ス

コ
ネ
ク

ト
装

置
増
設

リ
ン

ク
当

た
り

単
価

 

＋
ク

ロ
ス

コ
ネ
ク

ト
装
置

空
間

ス
イ
ッ

チ
ユ

ニ
ッ
ト

数
 

×
ク

ロ
ス

コ
ネ
ク

ト
装

置
空
間

ス
イ

ッ
チ

ユ
ニ

ッ
ト

当
た

り
単
価

 

＋
ク

ロ
ス

コ
ネ
ク

ト
装
置

局
内

5
2
Ｍ
イ

ン
タ

フ
ェ
ー

ス
数

 

×
ク

ロ
ス

コ
ネ
ク

ト
装

置
局
内

5
2Ｍ

イ
ン
タ

フ
ェ
ー

ス
当

た
り
単

価
 

＋
ク

ロ
ス

コ
ネ
ク

ト
装
置

局
内

1
5
6Ｍ

イ
ン
タ

フ
ェ

ー
ス
数

 

×
ク

ロ
ス

コ
ネ

ク
ト

装
置

局
内

1
5
6
Ｍ

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
当

た
り

単

価
 

＋
ク

ロ
ス

コ
ネ
ク

ト
装
置

局
外

イ
ン
タ

フ
ェ

ー
ス
数

 

×
ク

ロ
ス

コ
ネ
ク

ト
装

置
局
外

イ
ン

タ
フ
ェ

ー
ス
当

た
り

単
価

 

＋
ク

ロ
ス

コ
ネ
ク

ト
装
置

ユ
ニ

ッ
ト
数

 

×
ク

ロ
ス

コ
ネ
ク

ト
装

置
ユ
ニ

ッ
ト

単
価

 

 
局

ご
と

分
岐

挿
入

伝
送
装

置
投

資
額

 

＝
分

岐
挿

入
伝
送

装
置
シ

ス
テ

ム
数

 

×
分

岐
挿

入
伝
送

装
置

シ
ス
テ

ム
当

た
り
単

価
 

＋
分

岐
挿

入
伝
送

装
置
局

内
イ

ン
タ
フ

ェ
ー

ス
数

 

×
分

岐
挿

入
伝

送
装

置
局

内
イ

ン
タ

フ
ェ

ー
ス

当
た

り
単

価
 

中
間

中
継

１
 

局
設

置
簡

易
遠

隔
収

容
装

置
設

置
局

～
加

入
者

交
換

機
設

置
局

間
に

設
置
す

る
中

間
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伝
送

装
置

 
中

継
伝
送

装
置
の

設
備
量

の
算

定
 

 
局

設
置

簡
易

遠
隔

収
容

装
置

設
置

局
ご

と
に
、

局
設

置
簡

易
遠
隔

収
容

装
置

設
置

局

～
加

入
者

交
換

機
設

置
局

間
里

程
を

中
間
中

継
伝

送
装

置
平

均
距

離
で

除
し
た
も

の
か

ら
２

を
減

じ
た

も
の

（
１

に
満

た
な

い
端
数

は
、

切
り

上
げ

る
も

の
と

す
る
。
）

に
、

当
該

局
に

帰
属

す
る

き
線

点
遠

隔
収

容
装
置

数
と

当
該

局
に

設
置

さ
れ

る
局
設
置

簡
易

遠
隔

収
容

装
置

数
の

合
計

を
乗

じ
た

も
の
を

、
当

該
局

の
中

間
中

継
伝

送
装
置
数

と
し

、
中

間
中

継
伝

送
装

置
数

を
架

当
た

り
台
数

及
び

中
間

中
継

伝
送

装
置

架
収
容
率

で
除

し
た

も
の

を
、
当

該
局
の

中
間

中
継
伝

送
装

置
架
数

と
す
る

。
 

 
２

 
局

設
置

遠
隔

収
容
装

置
設

置
局

～
加

入
者

交
換

機
設

置
局

間
に

設
置

す
る
中

間
中

継

伝
送

装
置

の
設
備

量
の
算

定
 

 
局

設
置

遠
隔

収
容

装
置

設
置

局
ご

と
に

、
次
の

⑴
及

び
⑵

の
手
順

で
求

め
た

中
間

中

継
伝

送
装

置
数

及
び

中
間

中
継

伝
送

装
置
架

数
の

合
計

を
、

当
該

局
の

中
間
中
継

伝
送

装
置

数
及

び
中
間

中
継
伝

送
装

置
架
数

と
す

る
。

 

 
⑴

 
局

設
置

遠
隔

収
容
装

置
設

置
局

ご
と
に

、
多

重
変

換
装

置
（

5
2
Ｍ

）
及
び
多

重
変

換
装

置
（

15
6
Ｍ

）
に

つ
き

、
局

設
置

遠
隔

収
容

装
置

設
置

局
～

加
入

者
交

換
機

設

置
局

間
里

程
を

中
間

中
継
伝

送
装

置
平

均
距
離

で
除

し
た

も
の
か

ら
２

を
減

じ
た

も

の
（

１
に

満
た

な
い

端
数
は

、
切

り
上

げ
る
も

の
と

す
る

。
）
に

、
当

該
局

に
設

置

す
る

多
重

変
換

装
置

イ
ン
タ

フ
ェ

ー
ス

数
を
乗

じ
た

も
の

を
当
該

局
の

中
間

中
継

伝

送
装

置
数

と
し

、
中

間
中
継

伝
送

装
置

数
を
架

当
た

り
台

数
及
び

中
間

中
継

伝
送

装

置
架

収
容

率
で
除

し
た
も

の
を

、
当
該

局
の

中
間
中

継
伝
送

装
置

架
数
と

す
る
。

 

 
⑵

 
局

設
置

遠
隔

収
容
装

置
設

置
局

ご
と
に

、
局

設
置

遠
隔

収
容

装
置

設
置
局
～

加
入

者
交

換
機

設
置

局
間

里
程
を

中
間

中
継

伝
送
装

置
平

均
距

離
で
除

し
た

も
の

か
ら

２

を
減

じ
た

も
の

（
１

に
満
た

な
い

端
数

は
、
切

り
上

げ
る

も
の
と

す
る

。
）

に
、

当

該
局

に
帰

属
す

る
き

線
点
遠

隔
収

容
装

置
数
を

乗
じ

た
も

の
を
、

当
該

局
の

中
間

中

継
伝

送
装

置
数

と
し

、
中
間

中
継

伝
送

装
置
数

を
架

当
た

り
台
数

及
び

中
間

中
継

伝

送
装

置
架

収
容

率
で

除
し
た

も
の

を
、

当
該
局

の
中

間
中

継
伝
送

装
置

架
数

と
す

る

。
 

 
３

 
加

入
者

交
換

機
設
置

局
～

中
継

交
換

機
設

置
局

間
に

設
置

す
る

中
間

中
継
伝

送
装

置

の
設

備
量

の
算
定

 

 
加

入
者

交
換

機
設

置
局

ご
と

に
、

次
の

⑴
及
び

⑵
の

手
順

で
求
め

た
中

間
中

継
伝

送

装
置

数
及

び
中

間
中

継
伝

送
装

置
架

数
の
合

計
を

、
当

該
局

の
中

間
中

継
伝
送
装

置
数

及
び

中
間

中
継
伝

送
装
置

架
数

と
す
る

。
 

 
⑴

 
加

入
者

交
換

機
設
置

局
ご

と
に

、
多
重

変
換

装
置

（
5
2
Ｍ

）
及

び
多

重
変
換

装
置

（
1
5
6
Ｍ

）
に

つ
き

、
多

重
変

換
装

置
局

間
イ

ン
タ

フ
ェ

ー
ス

数
を

２
で

除
し

た
も

の
に

、
加

入
者

交
換

機
設
置

局
～

中
継

交
換
機

設
置

局
間

里
程
を

中
間

中
継

伝
送

装

置
平

均
距

離
で

除
し

た
も
の

か
ら

２
を

減
じ
た

も
の

（
１

に
満
た

な
い

端
数

は
、

切
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り
上

げ
る

も
の

と
す

る
。
）

を
乗

じ
た

も
の
を

中
間

中
継

伝
送
装

置
数

と
し

、
中

間

中
継

伝
送

装
置

数
を

架
当
た

り
台

数
及

び
中
間

中
継

伝
送

装
置
架

収
容

率
で

除
し

た

も
の

を
、

中
間
中

継
伝
送

装
置

架
数
と

す
る

。
 

 
⑵

 
加

入
者

交
換

機
設

置
局

ご
と

に
、

高
速

終
端

中
継

伝
送

装
置

（
1
5
6
Ｍ

）
、

高
速

終
端

中
継

伝
送

装
置

（
60

0
Ｍ

）
及

び
高

速
終
端

中
継

伝
送

装
置

（
2
.
4
Ｇ

）
に
つ

き

、
高

速
終

端
中

継
伝

送
装
置

局
間

イ
ン

タ
フ
ェ

ー
ス

数
を

２
で
除

し
た

も
の

に
、

加

入
者

交
換

機
設

置
局

～
中
継

交
換

機
設

置
局
間

里
程

を
中

間
中
継

伝
送

装
置

平
均

距

離
で

除
し

た
も

の
か

ら
２
を

減
じ

た
も

の
（
１

に
満

た
な

い
端
数

は
、

切
り

上
げ

る

も
の

と
す

る
。

）
を

乗
じ
た

も
の

の
合

計
を
中

間
中

継
伝

送
装
置

数
と

し
、

中
間

中

継
伝

送
装

置
数

を
架

当
た
り

台
数

及
び

中
間
中

継
伝

送
装

置
架
収

容
率

で
除

し
た

も

の
を

、
中

間
中
継

伝
送
装

置
架

数
と
す

る
。

 

 
４

 
中

継
交

換
機

設
置
局

～
中

継
交

換
機

設
置

局
間

に
設

置
す

る
中

間
中

継
伝
送

装
置

の

設
備

量
の

算
定

 

 
中

継
交

換
機

設
置

局
（

当
該

局
の

上
位

に
中
継

交
換

機
設

置
局
が

存
在

す
る

局
に

限

る
。

）
ご

と
に

、
高

速
終

端
中

継
伝

送
装

置
（

1
56

Ｍ
）

、
高

速
終

端
中

継
伝

送
装

置

（
6
0
0
Ｍ

）
及

び
高

速
終

端
中

継
伝

送
装
置

（
2
.
4
Ｇ

）
に
つ

き
、

高
速

終
端
中
継

伝
送

装
置

局
間

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
数

を
２

で
除
し

た
も

の
に

、
中

継
交

換
機

設
置
局
～

中
継

交
換

機
設

置
局

間
里

程
を

中
間

中
継

伝
送
装

置
平

均
距

離
で

除
し

た
も

の
か
ら
２

を
減

じ
た

も
の

（
１

に
満

た
な

い
端

数
は

、
切
り

上
げ

る
も

の
と

す
る

。
）

を
乗
じ
た

も
の

の
合

計
を

当
該

局
の

中
間

中
継

伝
送

装
置
数

と
し

、
中

間
中

継
伝

送
装

置
数
を
架

当
た

り
台

数
及

び
中

間
中

継
伝

送
装

置
架

収
容
率

で
除

し
た

も
の

を
、

当
該

局
の
中
間

中
継

伝
送

装
置

架
数
と

す
る
。

 

 
５

 
投
資

額
の
算

定
 

 
次

の
算

定
式

に
よ

り
、

前
４

項
の

規
定

に
基
づ

き
算

定
し

た
中
間

中
継

伝
送

装
置

数

及
び

中
間

中
継

伝
送

装
置

架
数

を
用

い
て
局

ご
と

中
間

中
継

伝
送

装
置

投
資
額
を

求
め

、
全

て
の

局
の

局
ご

と
中

間
中

継
伝

送
装
置

投
資

額
を

合
算

し
、

中
間

中
継
伝
送

装
置

投
資

額
を

算
定
す

る
。

 

 
局

ご
と

中
間

中
継

伝
送
装

置
投

資
額

 

＝
中

間
中

継
伝
送

装
置
架

数
 

×
中

間
中

継
伝
送

装
置

架
・
共

通
部

当
た

り
単

価
 

＋
中

間
中

継
伝
送

装
置
数

 

×
中

間
中

継
伝
送

装
置

単
価

 

ク
ロ

ッ
ク

供
給

装
置

 

１
 

設
備

量
の
算

定
 

⑴
 

局
設

置
簡

易
遠

隔
収

容
装

置
設

置
局
ご

と
に

、
当

該
局

の
被

ク
ロ

ッ
ク
供
給

装
置

数
（

当
該

局
に

設
置

さ
れ
る

無
線

伝
送

装
置
の

う
ち

変
復

調
回
線

切
替

装
置

架
数

及

び
無

線
送

受
信

装
置

架
数
並

び
に

衛
星

通
信
設

備
の

う
ち

Ｔ
Ｄ
Ｍ

Ａ
装

置
架

数
、

衛

78



星
送

受
信

装
置

架
数

及
び
衛

星
回

線
制

御
装
置

架
数

を
合

計
し
た

も
の

）
を

ク
ロ

ッ

ク
供

給
装

置
架

当
た

り
最
大

ク
ロ

ッ
ク

分
配
数

で
除

し
た

も
の
を

、
ク

ロ
ッ

ク
供

給

装
置

架
収

容
率
で

除
し
た

も
の

を
ク
ロ

ッ
ク

供
給
装

置
架
数

と
す

る
。

 

 
⑵

 
局

設
置

遠
隔

収
容
装

置
設

置
局

ご
と
に

、
当

該
局

の
被

ク
ロ

ッ
ク

供
給
装
置

数
（

局
設

置
遠

隔
収

容
装

置
の
台

数
、

多
重

変
換
装

置
の

架
数

、
無
線

伝
送

装
置

の
う

ち

変
復

調
回

線
切

替
装

置
架
数

及
び

無
線

送
受
信

装
置

架
数

並
び
に

衛
星

通
信

設
備

の

う
ち

Ｔ
Ｄ

Ｍ
Ａ

装
置

架
数
、

衛
星

送
受

信
装
置

架
数

及
び

衛
星
回

線
制

御
装

置
架

数

を
合

計
し

た
も

の
。

）
を
ク

ロ
ッ

ク
供

給
装
置

架
当

た
り

最
大
ク

ロ
ッ

ク
分

配
数

で

除
し

た
も

の
を

、
ク

ロ
ッ
ク

供
給

装
置

架
収
容

率
で

除
し

た
も
の

を
ク

ロ
ッ

ク
供

給

装
置

架
数

と
す
る

。
 

 
⑶

 
加

入
者

交
換

機
設
置

局
ご

と
に

、
当
該

局
の

被
ク

ロ
ッ

ク
供

給
装

置
数
（
当

該
局

に
帰

属
す

る
局

設
置

遠
隔
収

容
装

置
設

置
局
と

の
間

で
設

置
す
る

多
重

変
換

装
置

の

架
数

、
加

入
者

系
半

固
定
パ

ス
伝

送
装

置
の
架

数
、

多
重

変
換
装

置
の

架
数

、
高

速

終
端

中
継

伝
送

装
置

の
架
数

、
分

岐
挿

入
伝
送

装
置

の
架

数
及
び

加
入

者
交

換
機

の

ユ
ニ

ッ
ト

数
、

無
線

伝
送
装

置
の

う
ち

変
復
調

回
線

切
替

装
置
架

数
及

び
無

線
送

受

信
装

置
架

数
並

び
に

衛
星
通

信
設

備
の

う
ち
Ｔ

Ｄ
Ｍ

Ａ
装

置
架
数

、
衛

星
送

受
信

装

置
架

数
及

び
衛

星
回

線
制
御

装
置

架
数

を
合
計

し
た

も
の

。
）
を

ク
ロ

ッ
ク

供
給

装

置
架

当
た

り
最

大
ク

ロ
ッ
ク

分
配

数
で

除
し
た

も
の

を
、

ク
ロ
ッ

ク
供

給
装

置
架

収

容
率

で
除

し
た
も

の
を
ク

ロ
ッ

ク
供
給

装
置

架
数
と

す
る
。

 

 
⑷

 
中

継
交

換
機

設
置
局

ご
と

に
、

当
該
局

の
被

ク
ロ

ッ
ク

供
給

装
置

数
（
多
重

変
換

装
置

の
架

数
、

高
速

終
端
中

継
伝

送
装

置
の
架

数
、

分
岐

挿
入
伝

送
装

置
の

架
数

、

中
継

交
換

機
の

ユ
ニ

ッ
ト
数

、
ク

ロ
ス

コ
ネ
ク

ト
装

置
基

本
架
数

及
び

ク
ロ

ス
コ

ネ

ク
ト

装
置

増
設

架
数

、
無
線

伝
送

装
置

の
う
ち

変
復

調
回

線
切
替

装
置

架
数

及
び

無

線
送

受
信

装
置

架
数

並
び
に

衛
星

通
信

設
備
の

う
ち

Ｔ
Ｄ

Ｍ
Ａ
装

置
架

数
、

衛
星

送

受
信

装
置

架
数

及
び

衛
星
回

線
制

御
装

置
架
数

を
合

計
し

た
も
の

。
）

を
ク

ロ
ッ

ク

供
給

装
置

架
当

た
り

最
大
ク

ロ
ッ

ク
分

配
数
で

除
し

た
も

の
を
、

ク
ロ

ッ
ク

供
給

装

置
架

収
容

率
で
除

し
た
も

の
を

ク
ロ
ッ

ク
供

給
装
置

架
数
と

す
る

。
 

 
２

 
投
資

額
の
算

定
 

 
次

の
算

定
式

に
よ

り
、

前
項

の
規

定
に

基
づ
き

算
定

し
た

被
ク
ロ

ッ
ク

供
給

装
置

数

及
び

架
数

を
用

い
て

局
ご

と
ク

ロ
ッ

ク
供
給

装
置

投
資

額
を

求
め

、
全

て
の
局
の

局
ご

と
ク

ロ
ッ

ク
供

給
装

置
投

資
額

を
合

算
し
、

ク
ロ

ッ
ク

供
給

装
置

投
資

額
を
算
定

す
る

。
 

 
局

ご
と

ク
ロ

ッ
ク

供
給
装

置
投

資
額

 

＝
ク

ロ
ッ

ク
供
給

装
置
架

数
 

×
ク

ロ
ッ

ク
供
給

装
置

架
・
共

通
部

単
価

 

＋
ク

ロ
ッ

ク
供
給

装
置
被

ク
ロ

ッ
ク
供

給
装

置
数
÷

４
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×
ク

ロ
ッ

ク
供
給

装
置

供
給
ク

ロ
ッ

ク
単
価

 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ

ル
 

１
 

配
線

設
備
と

し
て
設

置
す

る
メ
タ

ル
ケ

ー
ブ
ル

の
設
備

量
の

算
定

 

⑴
 

き
線

点
か

ら
先

の
配

線
設

備
の

算
定
に

当
た

っ
て

は
、

回
線

需
要

の
分
布
を

も
と

に
、

あ
ら

か
じ

め
準

備
さ
れ

た
配

線
パ

タ
ー
ン

の
中

か
ら

最
も
適

切
な

も
の

を
選

択

し
、

配
線

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ
ル

の
亘

長
k
m
を

算
定

す
る

。
ケ

ー
ブ
ル

の
対

数
、

条
数

は

、
回

線
需

要
数

を
勘

案
し
て

算
定

す
る

。
当
該

ケ
ー

ブ
ル

対
数
、

条
数

を
用

い
て

、

必
要

と
な

る
メ
タ

ル
ケ
ー

ブ
ル

の
延
長

k
m、

対
k
mを

算
定
す

る
。

 

 
⑵

 
架

空
メ

タ
ル

ケ
ー
ブ

ル
及

び
地

下
メ
タ

ル
ケ

ー
ブ

ル
の

延
長

k
m
、

対
k
mは

、
加

入

者
交

換
機

、
局

設
置

遠
隔
収

容
装

置
又

は
局
設

置
簡

易
遠

隔
収
容

装
置

を
設

置
す

る

局
ご

と
に

与
え

ら
れ

た
配
線

地
下

比
率

を
基
に

算
定

す
る

。
た
だ

し
、

２
⑶

に
お

い

て
全

て
の

き
線

架
空

ケ
ー
ブ

ル
を

地
中

化
し
て

も
局

ご
と

ケ
ー
ブ

ル
地

中
化

率
に

達

し
な

い
場

合
は
、

配
線
架

空
ケ

ー
ブ
ル

の
追

加
地
中

化
処
理

を
行

う
。

 

 
⑶

 
ビ
ル

引
込
ケ

ー
ブ
ル

に
つ

い
て
は

、
回

線
の
需

要
密
度

を
勘

案
し
て

算
定
す

る
。

 

 
２

 
き
線

設
備
と

し
て
設

置
す

る
メ
タ

ル
ケ

ー
ブ
ル

の
設
備

量
の

算
定

 

 
⑴

 
加

入
者

交
換

機
、
局

設
置

遠
隔

収
容
装

置
又

は
局

設
置

簡
易

遠
隔

収
容
装
置

を
設

置
す

る
局

か
ら

き
線

点
ま
で

の
間

の
き

線
設
備

の
算

定
に

当
た
っ

て
は

、
需

要
の

分

布
に

合
わ

せ
て
適

切
な
き

線
亘

長
k
mを

算
定

す
る
。

 

 
⑵

 
⑴

に
よ

り
き

線
亘
長

が
確

定
し

た
後
、

伝
送

路
ご

と
に

次
の

組
合

せ
の
中
か

ら
、

設
備

管
理

運
営

費
（

減
価
償

却
費

と
施

設
保
全

費
の

合
計

を
い
う

。
以

下
こ

の
項

に

お
い

て
同

じ
。

）
が

最
も
低

く
な

る
組

合
せ
を

選
択

す
る

。
た
だ

し
、

ケ
ー

ブ
ル

の

荷
重

制
限

及
び
伝

送
路
距

離
制

限
に
よ

り
、

選
択
不

可
能
な

も
の

は
除
く

。
 

 
ア

 
架

空
メ

タ
ル

ケ
ー
ブ

ル
及

び
架
空

光
ケ

ー
ブ
ル

を
設
置

す
る

。
 

 
イ

 
架

空
光

ケ
ー

ブ
ル
及

び
き

線
点
遠

隔
収

容
装
置

を
設
置

す
る

。
 

 
ウ

 
地

下
メ

タ
ル

ケ
ー
ブ

ル
及

び
地
下

光
ケ

ー
ブ
ル

を
設
置

す
る

。
 

 
エ

 
地

下
光

ケ
ー

ブ
ル
及

び
き

線
点
遠

隔
収

容
装
置

を
設
置

す
る

。
 

 
⑶

 
局

ご
と

ケ
ー

ブ
ル
地

中
化

率
に

達
す
る

ま
で

、
架

空
ケ

ー
ブ

ル
を

地
下
ケ
ー

ブ
ル

に
置

き
換

え
る

。
置

換
え
を

行
う

ケ
ー

ブ
ル
は

、
加

入
者

交
換
機

、
局

設
置

遠
隔

収

容
装

置
又

は
局

設
置

簡
易
遠

隔
収

容
装

置
を
設

置
す

る
局

か
ら
近

い
も

の
で

あ
り

、

か
つ

敷
設

条
数
が

多
い
も

の
を

優
先
す

る
こ

と
と
す

る
。

 

 
⑷

 
⑶

に
よ

り
、

架
空
ケ

ー
ブ

ル
か

ら
地
下

ケ
ー

ブ
ル

に
置

き
換

え
ら

れ
た
ケ
ー

ブ
ル

に
つ

い
て

は
、

当
該

区
間
を

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ
ル

、
光

ケ
ー

ブ
ル
の

い
ず

れ
を

使
用

す

る
方

が
設

備
管

理
運

営
費
が

よ
り

低
く

な
る
か

を
比

較
し

、
よ
り

安
価

な
も

の
を

選

択
す

る
こ

と
と
す

る
。

 

 
⑸

 
伝

送
路

の
各

区
間
に

お
け

る
必

要
対
数

、
条

数
は

、
需

要
数

を
勘

案
し
て
算

定
し
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、
メ

タ
ル

ケ
ー
ブ

ル
延
長

k
m、

対
k
mの

算
定

に
使
用

す
る
。

 

 
３

 
投
資

額
の
算

定
 

 
前

項
の

規
定

に
基

づ
き

算
定

し
た

設
備

量
を
基

に
、

加
入

者
が
収

容
さ

れ
る

全
て

の

局
ご

と
に

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ

ル
対

k
m
及

び
メ
タ

ル
ケ

ー
ブ

ル
延

長
k
m
の

合
計

を
求
め

、
次

の
算

定
式

に
よ

り
、

局
ご

と
の

メ
タ

ル
ケ
ー

ブ
ル

投
資

額
を

算
定

し
、

全
て
の
局

の
局

ご
と

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ

ル
投

資
額

を
合

算
し
て

、
メ

タ
ル

ケ
ー

ブ
ル

投
資

額
を
算
定

す
る

。
こ

の
場

合
、
局

が
属
す

る
都

道
府
県

の
単

価
を
使

用
す
る

。
 

 
局

ご
と

種
別

ご
と

メ
タ
ル

ケ
ー

ブ
ル
投

資
額

 

＝
当

該
種

別
架
空

メ
タ
ル

ケ
ー

ブ
ル
対

k
m 

×
当

該
種

別
架
空

メ
タ

ル
ケ
ー

ブ
ル

対
k
m単

価
 

＋
当

該
種

別
架
空

メ
タ
ル

ケ
ー

ブ
ル
延

長
km 

×
当

該
種

別
架
空

メ
タ

ル
ケ
ー

ブ
ル

延
長

km
単

価
 

＋
当

該
種

別
地
下

メ
タ
ル

ケ
ー

ブ
ル
対

k
m 

×
当

該
種

別
地
下

メ
タ

ル
ケ
ー

ブ
ル

対
k
m単

価
 

＋
当

該
種

別
地
下

メ
タ
ル

ケ
ー

ブ
ル
延

長
km 

×
当

該
種

別
地
下

メ
タ

ル
ケ
ー

ブ
ル

延
長

km
単

価
 

加
入

系
光

ケ
ー

ブ
ル

 

１
 

配
線

設
備
に

設
置
す

る
光

ケ
ー
ブ

ル
の

設
備
量

の
算
定

 

⑴
 

き
線

点
か

ら
先

の
配

線
設

備
の

算
定
に

あ
た

っ
て

は
、

あ
ら

か
じ

め
準
備
さ

れ
た

配
線

パ
タ

ー
ン

を
適

用
し
、

配
線

光
ケ

ー
ブ
ル

の
亘

長
k
m
を

算
定

す
る

。
ケ

ー
ブ

ル

の
心

数
、

条
数

は
、

回
線
需

要
数

を
勘

案
し
て

算
定

す
る

。
当
該

ケ
ー

ブ
ル

心
数

、

条
数

を
用

い
て
、

光
ケ
ー

ブ
ル

の
延
長

k
m、

心
k
mを

算
定
す

る
。

 

 
⑵

 
架

空
光

ケ
ー

ブ
ル
及

び
地

下
光

ケ
ー
ブ

ル
の

延
長

k
mは

、
加

入
者

交
換
機
、

局
設

置
遠

隔
収

容
装

置
又

は
局
設

置
簡

易
遠

隔
収
容

装
置

を
設

置
す
る

局
ご

と
に

与
え

ら

れ
た

配
線

地
下

比
率

を
基
に

算
定

す
る

。
た
だ

し
、

２
⑶

に
お
い

て
全

て
の

き
線

架

空
ケ

ー
ブ

ル
を

地
中

化
し
て

も
局

ご
と

ケ
ー
ブ

ル
地

中
化

率
に
達

し
な

い
場

合
は

、

配
線

架
空

ケ
ー
ブ

ル
の
追

加
地

中
化
処

理
を

行
う
。

 

 
２

 
き
線

設
備
に

設
置
す

る
光

ケ
ー
ブ

ル
の

設
備
量

の
算
定

 

 
⑴

 
加

入
者

交
換

機
、
局

設
置

遠
隔

収
容
装

置
又

は
局

設
置

簡
易

遠
隔

収
容
装
置

を
設

置
す

る
局

か
ら

き
線

点
ま
で

の
間

の
き

線
設
備

の
算

定
に

当
た
っ

て
は

、
需

要
の

分

布
に

合
わ

せ
て
適

切
な
き

線
亘

長
k
mを

算
定

す
る
。

 

 
⑵

 
⑴

に
よ

り
き

線
亘
長

k
m
が

確
定

し
た
後

、
伝

送
路

ご
と

に
次

の
組

合
せ
の
中

か
ら

、
設

備
管

理
運

営
費

（
減
価

償
却

費
と

施
設
保

全
費

の
合

計
を
い

う
。

以
下

こ
の

項

に
お

い
て

同
じ

。
）

が
最
も

低
く

な
る

組
合
せ

を
選

択
す

る
。
た

だ
し

、
ケ

ー
ブ

ル

の
荷

重
制

限
及
び

伝
送
路

距
離

制
限
に

よ
り

、
選
択

不
可
能

な
も

の
は
除

く
。

 

 
ア

 
架

空
メ

タ
ル

ケ
ー
ブ

ル
及

び
架
空

光
ケ

ー
ブ
ル

を
設
置

す
る

。
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イ

 
架
空

光
ケ
ー

ブ
ル
及

び
き

線
点
遠

隔
収

容
装
置

を
設
置

す
る

。
 

 
ウ

 
地

下
メ

タ
ル

ケ
ー
ブ

ル
及

び
地
下

光
ケ

ー
ブ
ル

を
設
置

す
る

。
 

 
エ

 
地

下
光

ケ
ー

ブ
ル
及

び
き

線
点
遠

隔
収

容
装
置

を
設
置

す
る

。
 

 
⑶

 
局

ご
と

ケ
ー

ブ
ル
地

中
化

率
に

達
す
る

ま
で

、
架

空
ケ

ー
ブ

ル
を

地
下
ケ
ー

ブ
ル

に
置

き
換

え
る

。
置

換
え
を

行
う

ケ
ー

ブ
ル
は

、
加

入
者

交
換
機

、
局

設
置

遠
隔

収

容
装

置
又

は
局

設
置

簡
易
遠

隔
収

容
装

置
を
設

置
す

る
局

か
ら
近

い
も

の
で

あ
り

、

か
つ

、
敷

設
条
数

が
多
い

も
の

を
優
先

す
る

こ
と
と

す
る
。

 

 
⑷

 
⑶

に
よ

り
、

架
空
ケ

ー
ブ

ル
か

ら
地
下

ケ
ー

ブ
ル

に
置

き
換

え
ら

れ
た
ケ
ー

ブ
ル

に
つ

い
て

は
、

当
該

区
間
を

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ
ル

、
光

ケ
ー

ブ
ル
の

い
ず

れ
が

設
備

管

理
運

営
費

が
よ

り
低

く
な
る

か
を

比
較

し
、
よ

り
安

価
な

も
の
を

選
択

す
る

こ
と

と

す
る

。
 

 
⑸

 
伝

送
路

の
各

区
間
に

お
け

る
必

要
心
数

、
条

数
は

、
需

要
数

を
勘

案
し
て
算

定
し

、
光

ケ
ー

ブ
ル
延

長
k
m、

心
km

の
算
定

に
使

用
す
る

。
 

 
３

 
投
資

額
の
算

定
 

 
前

項
の

規
定

に
基

づ
き

算
定

し
た

設
備

量
を
基

に
、

加
入

者
が
収

容
さ

れ
る

全
て

の

局
ご

と
に

光
ケ

ー
ブ

ル
心

k
m
及

び
光

ケ
ー
ブ

ル
延

長
k
m
の
合

計
を

求
め

、
次
の
算

定
式

に
よ

り
、

局
ご

と
の

光
ケ

ー
ブ

ル
投

資
額
を

算
定

し
、

全
て

の
局

の
局

ご
と
光
ケ

ー
ブ

ル
投

資
額

を
合

算
し

て
光

ケ
ー

ブ
ル

投
資
額

を
算

定
す

る
。

こ
の

場
合

、
局
が
属

す
る

都
道

府
県

の
単
価

を
使
用

す
る

。
 

 
局

ご
と

光
ケ

ー
ブ

ル
投
資

額
 

＝
加

入
系

架
空
光

ケ
ー
ブ

ル
心

k
m 

×
加

入
系

架
空
光

ケ
ー

ブ
ル
心

k
m単

価
 

＋
加

入
系

架
空
光

ケ
ー
ブ

ル
延

長
k
m 

×
加

入
系

架
空
光

ケ
ー

ブ
ル
延

長
km

単
価
 

＋
加

入
系

地
下
光

ケ
ー
ブ

ル
心

k
m 

×
加

入
系

地
下
光

ケ
ー

ブ
ル
心

k
m単

価
 

＋
加

入
系

地
下
光

ケ
ー
ブ

ル
延

長
k
m 

×
加

入
系

地
下
光

ケ
ー

ブ
ル
延

長
km

単
価
 

中
継

系
光

ケ
ー

ブ
ル

 

１
 

局
設

置
簡

易
遠

隔
収

容
装

置
設

置
局

～
加

入
者

交
換

機
設

置
局

間
に

設
置
す

る
光

ケ

ー
ブ

ル
設

備
量
の

算
定

 

 
局

設
置

簡
易

遠
隔

収
容

装
置

設
置

局
ご

と
に
、

当
該

局
に

帰
属
す

る
き

線
点

遠
隔

収

容
装

置
ユ

ニ
ッ

ト
数

及
び

当
該

局
に

設
置
す

る
局

設
置

簡
易

遠
隔

収
容

装
置
ユ
ニ

ッ
ト

数
を

勘
案

し
、
必

要
な
光

ケ
ー

ブ
ル
設

備
量

を
算
定

す
る
。

 

 
２

 
局

設
置

遠
隔

収
容
装

置
設

置
局

～
加

入
者

交
換

機
設

置
局

間
に

設
置

す
る
光

ケ
ー

ブ

ル
設

備
量

の
算
定
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局

設
置

遠
隔

収
容

装
置

設
置

局
ご

と
に

、
当
該

局
に

帰
属

す
る
き

線
点

遠
隔

収
容

装

置
ユ

ニ
ッ

ト
数

及
び

当
該

局
に

必
要

と
な
る

多
重

変
換

装
置

数
を

勘
案

し
、
必
要

な
光

ケ
ー

ブ
ル

設
備
量

を
算
定

す
る

。
 

 
３

 
交
換

機
設
置

局
間
に

設
置

す
る
光

ケ
ー

ブ
ル
設

備
量
の

算
定

 

 
網

構
成

（
交

換
機

設
置

局
間

の
伝

送
路

の
構
成

）
ご

と
に

、
必
要

と
な

る
伝

送
装

置

の
量

を
勘

案
し

、
必

要
な

ケ
ー

ブ
ル

設
備
量

を
算

定
し

、
交

換
機

設
置

局
ご
と
に

必
要

と
な

る
伝

送
容
量

に
応
じ

て
設

備
量
を

帰
属

す
る
。

 

 
４

 
投
資

額
の
算

定
 

 
前

項
の

規
定

に
基

づ
き

算
定

し
た

設
備

量
を
基

に
、

局
ご

と
に
光

ケ
ー

ブ
ル

心
k
m
及

び
光

ケ
ー

ブ
ル

延
長

k
mの

合
計

を
求

め
、
次

の
算

定
式

に
よ

り
、

局
ご

と
光
ケ
ー

ブ
ル

投
資

額
を

算
定

し
、

全
て

の
局

の
局

ご
と
の

光
ケ

ー
ブ

ル
投

資
額

を
合

算
し
て
光

ケ
ー

ブ
ル

投
資

額
を
算

定
す
る

。
 

 
局

ご
と

光
ケ

ー
ブ

ル
投
資

額
 

＝
中

継
系

架
空
光

ケ
ー
ブ

ル
心

k
m 

×
中

継
系

架
空
光

ケ
ー

ブ
ル
心

k
m単

価
 

＋
中

継
系

架
空
光

ケ
ー
ブ

ル
延

長
k
m 

×
中

継
系

架
空
光

ケ
ー

ブ
ル
延

長
km

単
価
 

＋
中

継
系

地
下
光

ケ
ー
ブ

ル
心

k
m 

×
中

継
系

地
下
光

ケ
ー

ブ
ル
心

k
m単

価
 

＋
中

継
系

地
下
光

ケ
ー
ブ

ル
延

長
k
m 

×
中

継
系

地
下
光

ケ
ー

ブ
ル
延

長
km

単
価
 

海
底

光
ケ

ー
ブ

ル
 

１
 

設
備

量
の
算

定
 

区
間

設
備

と
し

て
海

底
光
ケ

ー
ブ

ル
が

指
定
さ

れ
て

い
る

局
間
の

海
底

光
ケ

ー
ブ

ル

設
備

量
を

以
下
の

手
順
で

算
定

す
る
。

 

 
⑴

 
当

該
局

間
里

程
が
海

底
中

間
中

継
伝
送

装
置

最
大

中
継

距
離

を
超

え
る
場
合

、
当

該
区

間
は

有
中

継
海

底
光
ケ

ー
ブ

ル
を

使
用
す

る
こ

と
と

し
、
当

該
局

間
の

通
信

量

を
勘

案
し

て
算

定
し

た
必
要

心
線

数
を

有
中
継

海
底

光
ケ

ー
ブ
ル

最
大

規
格

心
線

数

で
除

し
た

も
の

（
１

に
満
た

な
い

端
数

は
、
切

り
上

げ
る

も
の
と

す
る

。
）

を
当

該

局
間

の
有

中
継

海
底

光
ケ
ー

ブ
ル

条
数

と
す
る

。
当

該
局

間
の
有

中
継

海
底

光
ケ

ー

ブ
ル

条
数

よ
り

１
を

減
じ
た

条
数

に
有

中
継
海

底
光

ケ
ー

ブ
ル
最

大
規

格
心

線
数

を

乗
じ

た
も

の
を

有
中

継
海
底

光
ケ

ー
ブ

ル
最
大

規
格

心
線

心
線
数

と
す

る
。

こ
れ

に

更
に

当
該

局
間

里
程

を
乗
じ

た
も

の
を

有
中
継

海
底

光
ケ

ー
ブ
ル

最
大

規
格

心
線

心

k
m
と

す
る

。
ま

た
、

必
要
心

線
数

か
ら

有
中
継

海
底

光
ケ

ー
ブ
ル

最
大

規
格

心
線

心

線
数

を
引

い
た

も
の

の
直
近

上
位

の
規

格
心
線

数
を

有
中

継
海
底

光
ケ

ー
ブ

ル
残

り

心
線

数
と

し
、

こ
れ

に
当
該

局
間

里
程

を
乗
じ

た
も

の
を

有
中
継

海
底

光
ケ

ー
ブ

ル

残
り

心
線

心
k
mと

す
る
。
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⑵

 
当

該
局

間
里

程
が
海

底
中

間
中

継
伝
送

装
置

最
大

中
継

距
離

以
下

の
場
合
、

当
該

区
間

は
無

中
継

海
底

光
ケ
ー

ブ
ル

を
使

用
す
る

こ
と

と
し

、
当
該

局
間

の
通

信
量

を

勘
案

し
て

算
定

し
た

必
要
心

線
数

を
無

中
継
海

底
光

ケ
ー

ブ
ル
最

大
規

格
心

線
数

で

除
し

た
も

の
（

１
に

満
た
な

い
端

数
は

、
切
り

上
げ

る
も

の
と
す

る
。

）
を

当
該

局

間
の

無
中

継
海

底
光

ケ
ー
ブ

ル
条

数
と

す
る

。
当

該
局

間
の

無
中

継
海

底
光

ケ
ー

ブ

ル
条

数
よ

り
１

を
減

じ
た
条

数
に

、
無

中
継
海

底
光

ケ
ー

ブ
ル
最

大
規

格
心

線
数

を

乗
じ

た
も

の
を

、
無

中
継
海

底
光

ケ
ー

ブ
ル
最

大
規

格
心

線
心
線

数
と

す
る

。
こ

れ

に
更

に
当

該
局

間
里

程
を
乗

じ
た

も
の

を
無
中

継
海

底
光

ケ
ー
ブ

ル
最

大
規

格
心

線

心
k
m
と

す
る

。
ま

た
、

必
要

心
線

数
か

ら
無
中

継
海

底
光

ケ
ー
ブ

ル
最

大
規

格
心

線

心
線

数
を

引
い

た
も

の
の
直

近
上

位
の

規
格
心

線
数

を
無

中
継
海

底
光

ケ
ー

ブ
ル

残

り
心

線
数

と
し

、
こ

れ
に
当

該
局

間
里

程
を
乗

じ
た

も
の

を
無
中

継
海

底
光

ケ
ー

ブ

ル
残

り
心

線
心

k
m
と

す
る

。
 

 
⑶

 
⑴

及
び

⑵
で

算
定
し

た
海

底
光

ケ
ー
ブ

ル
の

設
備

量
は

、
当

該
区

間
の
両
端

の
各

局
で

二
分

の
一
ず

つ
に
案

分
す

る
。

 

 
２

 
投
資

額
の
算

定
 

 
局

ご
と

に
、

前
項

の
規

定
に

基
づ

き
算

定
し
た

有
中

継
海

底
光
ケ

ー
ブ

ル
心

k
m及

び

無
中

継
海

底
光

ケ
ー

ブ
ル

心
k
m
を

そ
れ

ぞ
れ

合
計

し
、

以
下

の
算

定
式

に
よ
り
、

局
ご

と
の

有
中

継
海

底
光

ケ
ー

ブ
ル

投
資

額
及
び

無
中

継
海

底
光

ケ
ー

ブ
ル

投
資
額
を

そ
れ

ぞ
れ

算
定

し
、

全
て

の
局

の
局

ご
と

有
中
継

海
底

光
ケ

ー
ブ

ル
投

資
額

と
無
中
継

海
底

光
ケ

ー
ブ

ル
投
資

額
を
合

算
し

て
、
海

底
光

ケ
ー
ブ

ル
投
資

額
を

算
定
す

る
。

 

 
局

ご
と

有
中

継
海

底
光
ケ

ー
ブ

ル
投
資

額
 

＝
有

中
継

海
底
光

ケ
ー
ブ

ル
心

k
m 

×
有

中
継

海
底
光

ケ
ー

ブ
ル
心

k
m単

価
 

＋
有

中
継

海
底
光

ケ
ー
ブ

ル
延

長
k
m 

×
有

中
継

海
底
光

ケ
ー

ブ
ル
延

長
km

単
価
 

局
ご

と
無

中
継
海

底
光
ケ

ー
ブ

ル
投
資

額
 

＝
無

中
継

海
底
光

ケ
ー
ブ

ル
心

k
m 

×
無

中
継

海
底
光

ケ
ー

ブ
ル
心

k
m単

価
 

＋
無

中
継

海
底
光

ケ
ー
ブ

ル
延

長
k
m 

×
無

中
継

海
底
光

ケ
ー

ブ
ル
延

長
km

単
価
 

海
底

中
間

中
継

伝
送

装
置

 

１
 

設
備

量
の
算

定
 

区
間

設
備

と
し

て
海

底
光
ケ

ー
ブ

ル
が

指
定
さ

れ
て

い
る

局
間
で

有
中

継
海

底
光

ケ

ー
ブ

ル
を

使
用

す
る

場
合

、
局

間
里

程
を
海

底
中

間
中

継
伝

送
装

置
最

大
中
継
距

離
で

除
し

た
も

の
（

１
に

満
た

な
い

端
数

は
、
切

り
捨

て
る

も
の

と
す

る
。

）
を
区
間

中
継

数
と

す
る

。
こ

れ
に

有
中

継
海

底
光

ケ
ー
ブ

ル
条

数
を

乗
じ

た
も

の
を

当
該
局
間

の
海

底
中

間
中

継
伝
送

装
置
数

と
す

る
。
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２

 
投
資

額
の
算

定
 

 
次

の
算

定
式

に
よ

り
、

前
項

の
規

定
に

基
づ
き

算
定

し
た

海
底
中

間
中

継
伝

送
装

置

数
を

用
い

て
局

ご
と

の
海

底
中

間
中

継
伝
送

装
置

投
資

額
を

求
め

、
全

て
の
局
の

局
ご

と
海

底
中

間
中

継
伝

送
装

置
投

資
額

を
合
算

し
、

海
底

中
間

中
継

伝
送

装
置
投
資

額
を

算
定

す
る

。
 

 
局

ご
と

海
底

中
間

中
継
伝

送
装

置
投
資

額
 

＝
海

底
中

間
中
継

伝
送
装

置
数

 

×
海

底
中

間
中
継

伝
送

装
置
単

価
 

＋
海

底
中

間
中
継

伝
送
装

置
用

給
電
装

置
数

 

×
海

底
中

間
中
継

伝
送

装
置
用

給
電

装
置

単
価

 

無
線

伝
送

装
置

 

１
 

設
備

量
の
算

定
 

区
間

設
備

と
し

て
無

線
通
信

が
指

定
さ

れ
て
い

る
区

間
の

両
端
の

局
ご

と
に

、
無

線

伝
送

装
置

設
備
量

を
以
下

の
手

順
で
算

定
す

る
。

 

 
⑴

 
当

該
局

間
の

通
信
量

を
勘

案
し

て
求
め

ら
れ

た
5
2
Ｍ
パ

ス
数

を
変

復
調
回
線

切
替

装
置

ユ
ニ

ッ
ト

当
た

り
最
大

収
容

5
2
Ｍ

パ
ス
数

で
除

し
た

も
の
（

１
に

満
た

な
い

端

数
は

、
切

り
上

げ
る

も
の
と

す
る

。
）

を
、
変

復
調

回
線

切
替
装

置
ユ

ニ
ッ

ト
数

と

す
る

。
 

 
⑵

 
⑴

で
算

定
し

た
変
復

調
回

線
切

替
装
置

ユ
ニ

ッ
ト

数
を

変
復

調
回

線
切
替
装

置
架

当
た

り
ユ

ニ
ッ

ト
数

で
除
し

た
も

の
（

１
に
満

た
な

い
端

数
は
、

切
り

上
げ

る
も

の

と
す

る
。

）
を
、

変
復
調

回
線

切
替
装

置
架

数
と
す

る
。

 

 
⑶

 
当

該
局

間
の

通
信
量

を
勘

案
し

て
求
め

ら
れ

た
5
2
Ｍ
パ

ス
数

を
無

線
送
受
信

装
置

ユ
ニ

ッ
ト

当
た

り
最

大
収
容

5
2
Ｍ

パ
ス

数
で
除

し
た

も
の

（
１
に

満
た

な
い

端
数

は

、
切

り
上

げ
る
も

の
と
す

る
。

）
を
、

無
線

送
受
信

装
置
ユ

ニ
ッ

ト
数
と

す
る
。

 

 
⑷

 
⑶

で
算

定
し

た
無
線

送
受

信
装

置
ユ
ニ

ッ
ト

数
を

無
線

送
受

信
装

置
架
当
た

り
ユ

ニ
ッ

ト
数

で
除

し
た

も
の
（

１
に

満
た

な
い
端

数
は

、
切

り
上
げ

る
も

の
と

す
る

。

）
を

、
無

線
送
受

信
装
置

架
数

と
す
る

。
 

 
⑸

 
⑴

～
⑷

で
算

定
し
た

各
設

備
量

は
、
当

該
区

間
の

両
端

の
各

局
に

そ
れ
ぞ
れ

そ
の

ま
ま

の
量

を
割
り

付
け
る

も
の

と
す
る

。
 

 
２

 
投
資

額
の
算

定
 

 
局

ご
と

に
、

前
項

の
規

定
に

基
づ

き
算

定
し
た

変
復

調
回

線
切
替

装
置

ユ
ニ

ッ
ト

数

等
を

用
い

て
次

の
算

定
式

に
よ

り
、

局
ご
と

無
線

伝
送

装
置

投
資

額
を

算
定
し
、

全
て

の
局

の
局

ご
と

無
線

伝
送

装
置

投
資

額
を
合

算
し

、
無

線
伝

送
装

置
投

資
額
を
算

定
す

る
。

 

 
局

ご
と

無
線

伝
送

装
置
投

資
額

 

＝
変

復
調

回
線
切

替
装
置

ユ
ニ

ッ
ト
数
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×
変

復
調

回
線
切

替
装

置
ユ
ニ

ッ
ト

単
価

 

＋
変

復
調

回
線
切

替
装
置

架
数

 

×
変

復
調

回
線
切

替
装

置
架
・

共
通

部
単

価
 

＋
無

線
送

受
信
装

置
ユ
ニ

ッ
ト

数
 

×
無

線
送

受
信
装

置
ユ

ニ
ッ
ト

単
価

 

＋
無

線
送

受
信
装

置
架
数

 

×
無

線
送

受
信
装

置
架

単
価

 

無
線

ア
ン

テ
ナ

 

１
 

設
備

量
の
算

定
 

区
間

設
備

と
し

て
無

線
通
信

が
指

定
さ

れ
て
い

る
区

間
の

両
端
の

局
ご

と
に

、
無

線

通
信

が
指

定
さ

れ
て

い
る

経
路

数
の

合
計
に

経
路

当
た

り
ア

ン
テ

ナ
数

を
乗
じ
た

も
の

を
、

当
該

局
の
ア

ン
テ
ナ

数
と

す
る
。

 

 
２

 
投
資

額
の
算

定
 

 
局

ご
と

に
、

前
項

の
規

定
に

基
づ

き
算

定
し
た

ア
ン

テ
ナ

数
を
用

い
て

次
の

算
定

式

に
よ

り
、

局
ご

と
ア

ン
テ

ナ
投

資
額

を
算
定

し
、

全
て

の
局

の
局

ご
と

ア
ン
テ
ナ

投
資

額
を

合
算

し
、
無

線
ア
ン

テ
ナ

投
資
額

を
算

定
す
る

。
 

 
局

ご
と

ア
ン

テ
ナ

投
資
額

 

＝
ア

ン
テ

ナ
数
×

ア
ン

テ
ナ
単

価
 

無
線

鉄
塔

 
１

 
設
備

量
の
算

定
 

 
区

間
設

備
と

し
て

無
線

通
信

が
指

定
さ

れ
て
い

る
区

間
の

両
端
の

局
ご

と
に

、
当

該

局
が

無
線

単
独

局
に

該
当

す
る

場
合

、
ア
ン

テ
ナ

数
を

最
大

ア
ン

テ
ナ

搭
載
数
で

除
し

た
も

の
（

１
に

満
た

な
い

端
数

は
、

切
り
上

げ
る

も
の

と
す

る
。

）
を

、
当
該
局

の
地

上
設

置
用

鉄
塔

数
と

し
、

当
該

局
が

無
線
併

設
局

に
該

当
す

る
場

合
、

ア
ン
テ
ナ

数
を

最
大

ア
ン

テ
ナ

搭
載

数
で

除
し

た
も

の
（
１

に
満

た
な

い
端

数
は

、
切

り
上
げ
る

も
の

と
す

る
。

）
を
、

当
該
局

の
屋

上
設
置

用
鉄

塔
数
と

す
る
。

 

 
２

 
投
資

額
の
算

定
 

 
局

ご
と

に
、

前
項

の
規

定
に

基
づ

き
算

定
し
た

鉄
塔

数
を

用
い
て

次
の

算
定

式
に

よ

り
、

局
ご

と
鉄

塔
投

資
額

を
算

定
し

、
全
て

の
局

の
局

ご
と

鉄
塔

投
資

額
を
合
算

し
、

無
線

鉄
塔

投
資
額

を
算
定

す
る

。
 

 
局

ご
と

鉄
塔

投
資

額
 

＝
屋

上
設

置
用
鉄

塔
数

 

×
屋

上
設

置
用
鉄

塔
単

価
 

＋
地

上
設

置
用
鉄

塔
数

 

×
地

上
設

置
用
鉄

塔
単

価
 

衛
星

通
信

設
備

 

１
 

設
備

量
の
算

定
 

区
間

設
備

と
し

て
衛

星
通
信

が
指

定
さ

れ
て
い

る
区

間
の

両
端
の

局
ご

と
に

、
衛

星
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通
信

設
備

設
備
量

を
以
下

の
手

順
で
算

定
す

る
。

 

 
⑴

 
当

該
局

間
の

通
信
量

を
勘

案
し

て
求
め

ら
れ

た
5
2
Ｍ
パ

ス
数

に
チ

ャ
ネ
ル
切

上
単

位
（

5
2
Ｍ

）
を

乗
じ

た
も
の

を
地

球
局

必
要

回
線

数
と

す
る

。
こ

の
地

球
局

必
要

回

線
数

の
総

和
を

１
ト

ラ
ン
ス

ポ
ン

ダ
当

た
り
最

大
接

続
可

能
回
線

数
で

除
し

て
２

を

乗
じ

た
も

の
を
、

ト
ラ
ン

ス
ポ

ン
ダ
数

と
す

る
。

 

 
⑵

 
地

球
局

必
要

回
線
数

を
Ｔ

Ｄ
Ｍ

Ａ
装
置

架
当

た
り

最
大

収
容

回
線

数
で
除
し

て
（

１
に

満
た

な
い

端
数

は
、
切

り
上

げ
る

も
の
と

す
る

。
）

２
を
乗

じ
た

も
の

を
、

Ｔ

Ｄ
Ｍ

Ａ
装

置
架
数

と
す
る

。
 

 
⑶

 
地

球
局

必
要

回
線
数

を
衛

星
送

受
信
装

置
架

当
た

り
最

大
収

容
回

線
数
で
除

し
て

（
１

に
満

た
な

い
端

数
は
、

切
り

上
げ

る
も
の

と
す

る
。

）
２
を

乗
じ

た
も

の
を

、

衛
星

送
受

信
装
置

架
数
と

す
る

。
 

 
⑷

 
地
球

局
１
局

ご
と
に

、
ア

ン
テ
ナ

数
は

２
と
す

る
。

 

 
⑸

 
本
土

側
地
球

局
１
局

ご
と

に
、
衛

星
回

線
制
御

装
置
架

数
は

１
組
と

す
る
。

 

 
２

 
投
資

額
の
算

定
 

 
局

ご
と

に
、

前
項

の
規

定
に

基
づ

き
算

定
し
た

ト
ラ

ン
ス

ポ
ン
ダ

数
等

を
用

い
て

次

の
算

定
式

に
よ

り
、

局
ご

と
衛

星
通

信
設
備

投
資

額
を

算
定

し
、

全
て

の
局
の
局

ご
と

衛
星

通
信

設
備
投

資
額
を

合
算

し
、
衛

星
通

信
設
備

投
資
額

を
算

定
す
る

。
 

 
局

ご
と

衛
星

通
信

設
備
投

資
額

 

＝
ト

ラ
ン

ス
ポ
ン

ダ
数
×

ト
ラ

ン
ス

ポ
ン

ダ
単

価
 

＋
Ｔ

Ｄ
Ｍ

Ａ
装
置

架
数
×

Ｔ
Ｄ

Ｍ
Ａ

装
置
架

単
価

 

＋
衛

星
送

受
信
装

置
架
数

×
衛

星
送

受
信
装

置
架
単

価
 

＋
衛

星
ア

ン
テ
ナ

数
×

衛
星
ア

ン
テ

ナ
単
価

 

＋
衛

星
回

線
制
御

装
置
架

数
×

衛
星

回
線
制

御
装
置

架
単

価
 

加
入

系
電

柱
 

１
 

設
備

量
の
算

定
 

局
ご

と
に

、
架

空
メ

タ
ル
ケ

ー
ブ

ル
及

び
架
空

光
ケ

ー
ブ

ル
の
敷

設
区

間
里

程
の

総

和
を

電
柱

間
隔
で

除
し
た

も
の

を
、
当

該
局

の
電
柱

本
数
と

す
る

。
 

 
２

 
投
資

額
の
算

定
 

 
次

の
算

定
式

に
よ

り
、

前
項

の
規

定
に

基
づ
き

算
定

し
た

本
数
を

用
い

局
ご

と
電

柱

投
資

額
を

求
め

、
全

て
の

局
の

局
ご

と
電
柱

投
資

額
を

合
算

し
、

電
柱

投
資
額
を

算
定

す
る

。
こ

の
場
合

、
局
が

属
す

る
都
道

府
県

の
単
価

及
び
共

架
率

を
使
用

す
る
。

 

 
局

ご
と

加
入

系
電

柱
投
資

額
 

＝
加

入
系

電
柱
本

数
×

加
入
系

電
柱

単
価

×
電
柱

共
架
率

 

中
継

系
電

柱
 

１
 

設
備

量
の
算

定
 

局
ご

と
に

、
中

継
系

管
路
亘

長
k
m
に

中
継

線
路

架
空

比
率

を
乗
じ

て
電

柱
間

隔
で

除
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し
た

も
の

を
、
当

該
局
に

帰
属

す
る
中

継
系

電
柱
本

数
と
す

る
。

 

 
２

 
投
資

額
の
算

定
 

 
次

の
算

定
式

に
よ

り
、

前
項

の
規

定
に

基
づ
き

算
定

し
た

本
数
を

用
い

局
ご

と
電

柱

投
資

額
を

求
め

、
全

て
の

局
の

局
ご

と
電
柱

投
資

額
を

合
算

し
、

電
柱

投
資
額
を

算
定

す
る

。
こ

の
場
合

、
局
が

属
す

る
都
道

府
県

の
電
柱

共
架
率

を
使

用
す
る

。
 

 
局

ご
と

中
継

系
電

柱
投
資

額
 

＝
中

継
系

電
柱
本

数
×

中
継
系

電
柱

単
価

×
電
柱

共
架
率

 

加
入

系
管

路
 

１
 

設
備

量
の
算

定
 

局
ご

と
に

、
地

下
メ

タ
ル
ケ

ー
ブ

ル
及

び
地
下

光
ケ

ー
ブ

ル
の
敷

設
区

間
里

程
の

総

和
を

当
該

局
の

管
路

亘
長

k
m
と

す
る

。
ま
た

、
当

該
敷

設
区

間
ご

と
に

、
敷
設
す

る
地

下
メ

タ
ル

ケ
ー

ブ
ル

及
び

地
下

光
ケ

ー
ブ
ル

の
設

備
量

及
び

多
条

敷
設

の
可
否
を

勘
案

し
て

、
管

路
の

敷
設

条
数

及
び

イ
ン

ナ
ー
パ

イ
プ

の
敷

設
条

数
を

算
定

す
る
。
地

下
メ

タ
ル

ケ
ー

ブ
ル

及
び

地
下

光
ケ

ー
ブ

ル
の
敷

設
区

間
ご

と
に

、
当

該
敷

設
区
間
の

里
程

に
管

路
の

敷
設

条
数

及
び

イ
ン

ナ
ー

パ
イ
プ

の
敷

設
条

数
を

乗
じ

た
も

の
を
、
そ

れ
ぞ

れ
当

該
敷

設
区

間
の

管
路

条
k
m
及

び
イ

ン
ナ

ー
パ

イ
プ

延
長

k
m
と

し
、

局
ご
と
に

合
算

し
た

も
の

を
当

該
局

の
管

路
条

k
m
及

び
イ
ン

ナ
ー

パ
イ

プ
延

長
k
m
と

す
る

。
な
お

、
管

路
亘

長
k
m
、

管
路

条
k
mか

ら
は

、
中

口
径
管

路
、

共
同

溝
、

と
う

道
、

電
線
共
同

溝
、

自
治

体
管

路
、
情

報
ボ
ッ

ク
ス

を
適
用

し
た

区
間
は

控
除
す

る
。

 

 
２

 
投
資

額
の
算

定
 

 
次

の
算

定
式

に
よ

り
、

前
項

の
規

定
に

基
づ
き

算
定

し
た

管
路
亘

長
k
m
及

び
管
路

条

k
m
を

用
い

局
ご

と
管

路
投

資
額

を
求

め
、
全

て
の

局
の

局
ご

と
管

路
投

資
額
を
合

算
し

、
管

路
投

資
額

を
算

定
す

る
。

こ
の

場
合
、

局
が

属
す

る
都

道
府

県
の

単
価
を
使

用
す

る
。

 

 
局

ご
と

管
路

投
資

額
 

＝
加

入
系

管
路
条

k
m×

加
入
系

管
路

条
k
m当

た
り
単

価
 

＋
加

入
系

管
路
亘

長
k
m×

加
入

系
管

路
亘
長

k
m
当
た

り
単

価
 

＋
イ

ン
ナ

ー
パ
イ

プ
延
長

k
m×

イ
ン

ナ
ー
パ

イ
プ
延

長
km

当
た
り

単
価
 

中
継

系
管

路
 

１
 

設
備

量
の
算

定
 

都
道

府
県

ご
と

に
、

中
継
系

地
下

光
ケ

ー
ブ
ル

の
敷

設
区

間
里
程

の
総

和
を

当
該

局

の
管

路
亘

長
k
m
と

す
る
。

ま
た

、
当

該
敷
設

区
間

ご
と

に
、

敷
設

す
る

中
継
系
地

下
光

ケ
ー

ブ
ル

の
設

備
量

を
勘

案
し

て
管

路
の
敷

設
条

数
を

算
定

す
る

。
中

継
系
地
下

光
ケ

ー
ブ

ル
の

敷
設

区
間

ご
と

に
、

当
該

敷
設
区

間
の

里
程

に
管

路
の

敷
設

条
数
を
乗

じ
た

も
の

を
当

該
敷

設
区

間
の

管
路

条
k
m
と

し
、

都
道

府
県

ご
と

に
合

算
し

た
も
の
を

当
該

局
の

管
路

条
k
m
と

す
る
。

な
お

、
管

路
亘
長

k
m
、

管
路

条
k
m
か

ら
は

、
中

口
径
管

路
、

共
同

溝
、

と
う

道
を

適
用

し
た

区
間

は
控
除

す
る

。
局

の
中

継
容

量
に

応
じ
て
、

局
ご
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と
の

管
路

亘
長

k
m
、

管
路

条
km

を
算
定

す
る

。
 

 
２

 
投
資

額
の
算

定
 

 
次

の
算

定
式

に
よ

り
、

前
項

の
規

定
に

基
づ
き

算
定

し
た

管
路
亘

長
k
m
及

び
管
路

条

k
m
を

用
い

局
ご

と
管

路
投

資
額

を
求

め
、
全

て
の

局
の

局
ご

と
管

路
投

資
額
を
合

算
し

、
管

路
投

資
額

を
算

定
す

る
。

こ
の

場
合
、

局
が

属
す

る
都

道
府

県
の

単
価
を
使

用
す

る
。

 

 
局

ご
と

管
路

投
資

額
 

＝
中

継
系

管
路
条

k
m×

中
継
系

管
路

条
k
m当

た
り
単

価
 

＋
中

継
系

管
路
亘

長
k
m×

中
継

系
管

路
亘
長

k
m
当
た

り
単

価
 

加
入

系
中

口
径

管
路

 

１
 

設
備

量
の
算

定
 

⑴
 

端
末

系
伝

送
路

の
う

ち
、

き
線

部
分
の

管
路

亘
長

k
mに

き
線

中
口

径
管
路
適

用
率

を
乗

じ
た

も
の
を

き
線
中

口
径

管
路
亘

長
km

と
す
る

。
 

 
⑵

 
端

末
系

伝
送

路
の
き

線
部

分
に

中
口
径

管
路

・
共

同
溝

・
と

う
道

を
適
用
し

た
後

、
管

路
条

数
が

中
口

径
管
路

適
用

管
路

数
を
超

え
る

区
間

が
残
っ

て
い

る
場

合
に

は

、
中

口
径

管
路
を

追
加
適

用
す

る
。

 

 
⑶

 
中

口
径

管
路

亘
長

k
m
か

ら
、

中
継

系
中

口
径

管
路

亘
長

k
m
を

控
除

し
て
、
加

入
系

中
口

径
管

路
亘
長

k
m
を
算

定
す

る
。

 

 
２

 
投
資

額
の
算

定
 

 
局

ご
と

に
、

前
項

の
規

定
に

基
づ

き
算

定
し
た

加
入

系
中

口
径
管

路
亘

長
k
m
を
用

い

、
次

の
算

定
式

に
よ

り
、

局
ご

と
加

入
系
中

口
径

管
路

投
資

額
を

算
定

し
、
全
て

の
局

の
局

ご
と

加
入

系
中

口
径

管
路

投
資

額
を
合

算
し

、
加

入
系

中
口

径
管

路
投
資
額

を
算

定
す

る
。

こ
の
場

合
、
局

が
属

す
る
都

道
府

県
の
単

価
を
使

用
す

る
。

 

 
局

ご
と

加
入

系
中

口
径
管

路
投

資
額

 

＝
加

入
系

中
口
径

管
路
亘

長
km 

×
中

口
径

管
路
亘

長
km

当
た
り

単
価
 

中
継

系
中

口
径

管
路

 

１
 

設
備

量
の
算

定
 

中
口

径
管

路
亘

長
k
m
に

、
中

継
系

管
路

条
数
比

率
を

乗
じ

て
、
中

継
系

中
口

径
管

路

亘
長

k
mを

算
定
す

る
。

 

 
２

 
投
資

額
の
算

定
 

 
局

ご
と

に
、

前
項

の
規

定
に

基
づ

き
算

定
し
た

中
継

系
中

口
径
管

路
亘

長
k
m
を
用

い

、
次

の
算

定
式

に
よ

り
、

局
ご

と
中

継
系
中

口
径

管
路

投
資

額
を

算
定

し
、
全
て

の
局

の
局

ご
と

中
継

系
中

口
径

管
路

投
資

額
を
合

算
し

、
中

継
系

中
口

径
管

路
投
資
額

を
算

定
す

る
。

こ
の
場

合
、
局

が
属

す
る
都

道
府

県
の
単

価
を
使

用
す

る
。

 

 
局

ご
と

中
継

系
中

口
径
管

路
投

資
額
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＝
中

継
系

中
口
径

管
路
亘

長
km 

×
中

口
径

管
路
亘

長
km

当
た
り

単
価
 

加
入

系
共

同
溝

 

１
 

設
備

量
の
算

定
 

⑴
 

端
末

系
伝

送
路

の
う

ち
、

き
線

部
分
の

管
路

亘
長

k
mに

き
線

共
同

溝
適
用
率

を
乗

じ
た

も
の

を
き
線

共
同
溝

亘
長

k
m
と
す

る
。
 

 
⑵

 
共

同
溝

亘
長

k
m
か
ら

、
中

継
系

共
同
溝

亘
長

k
m
を

控
除

し
て

、
加

入
系
共
同

溝
亘

長
k
m
を

算
定

す
る

。
 

 
２

 
投
資

額
の
算

定
 

 
局

ご
と

に
、

前
項

の
規

定
に

基
づ

き
算

定
し
た

加
入

系
共

同
溝
亘

長
k
m
を

用
い
、

次

の
算

定
式

に
よ

り
、

局
ご

と
加

入
系

共
同
溝

投
資

額
を

算
定

し
、

全
て

の
局
の
局

ご
と

加
入

系
共

同
溝

投
資

額
を

合
算

し
、

加
入
系

共
同

溝
投

資
額

を
算

定
す

る
。
こ
の

場
合

に
お

い
て

、
局
が

属
す
る

都
道

府
県
の

単
価

を
使
用

す
る
。

 

 
局

ご
と

加
入

系
共

同
溝
投

資
額

 

＝
加

入
系

共
同
溝

亘
長

k
m
×
共

同
溝

亘
長

km
当

た
り

単
価
 

中
継

系
共

同
溝

 

１
 

設
備

量
の
算

定
 

共
同

溝
亘

長
k
m
に

、
中

継
系

管
路

条
数

比
率
を

乗
じ

て
、

中
継
系

共
同

溝
亘

長
k
m
を

算
定

す
る

。
 

 
２

 
投
資

額
の
算

定
 

 
局

ご
と

に
、

前
項

の
規

定
に

基
づ

き
算

定
し
た

中
継

系
共

同
溝
亘

長
k
m
を

用
い
、

次

の
算

定
式

に
よ

り
、

局
ご

と
中

継
系

共
同
溝

投
資

額
を

算
定

し
、

全
て

の
局
の
局

ご
と

中
継

系
共

同
溝

投
資

額
を

合
算

し
、

中
継
系

共
同

溝
投

資
額

を
算

定
す

る
。
こ
の

場
合

、
局

が
属

す
る
都

道
府
県

の
単

価
を
使

用
す

る
。

 

 
局

ご
と

中
継

系
共

同
溝
投

資
額

 

＝
中

継
系

共
同
溝

亘
長

k
m
×
共

同
溝

亘
長

km
当

た
り

単
価
 

加
入

系
と

う
道

 

１
 

設
備

量
の
算

定
 

⑴
 

端
末

系
伝

送
路

の
う

ち
、

き
線

部
分
の

管
路

亘
長

k
mに

き
線

と
う

道
適
用
率

を
乗

じ
た

も
の

を
き
線

と
う
道

亘
長

k
m
と
す

る
。
 

 
⑵

 
と

う
道

亘
長

k
m
か
ら

、
中

継
系

と
う
道

亘
長

k
m
を

控
除

し
て

、
加

入
系
と
う

道
亘

長
k
m
を

算
定

す
る

。
 

 
２

 
投
資

額
の
算

定
 

 
局

ご
と

に
、

前
項

の
規

定
に

基
づ

き
算

定
し
た

加
入

系
と

う
道
亘

長
k
m
を

用
い
、

次

の
算

定
式

に
よ

り
、

局
ご

と
加

入
系

と
う
道

投
資

額
を

算
定

し
、

全
て

の
局
の
局

ご
と

加
入

系
と

う
道

投
資

額
を

合
算

し
、

加
入
系

と
う

道
投

資
額

を
算

定
す

る
。
こ
の

場
合

、
局

が
属

す
る
都

道
府
県

の
単

価
を
使

用
す

る
。
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局

ご
と
加

入
系
と

う
道
投

資
額

 

＝
加

入
系

と
う
道

亘
長

k
m
×
と

う
道

亘
長

km
当

た
り

単
価
 

中
継

系
と

う
道

 

１
 

設
備

量
の
算

定
 

と
う

道
亘

長
k
m
に

、
中

継
系

管
路

条
数

比
率
を

乗
じ

て
、

中
継
系

と
う

道
亘

長
k
m
を

算
定

す
る

。
 

 
２

 
投
資

額
の
算

定
 

 
局

ご
と

に
、

前
項

の
規

定
に

基
づ

き
算

定
し
た

中
継

系
と

う
道
亘

長
k
m
を

用
い
、

次

の
算

定
式

に
よ

り
、

局
ご

と
中

継
系

と
う
道

投
資

額
を

算
定

し
、

全
て

の
局
の
局

ご
と

中
継

系
と

う
道

投
資

額
を

合
算

し
、

中
継
系

と
う

道
投

資
額

を
算

定
す

る
。
こ
の

場
合

、
局

が
属

す
る
都

道
府
県

の
単

価
を
使

用
す

る
。

 

 
局

ご
と

中
継

系
と

う
道
投

資
額

 

＝
中

継
系

と
う
道

亘
長

k
m
×
と

う
道

亘
長

km
当

た
り

単
価
 

電
線

共
同

溝
 

１
 

設
備

量
の
算

定
 

⑴
 

端
末

系
伝

送
路

の
う

ち
、

き
線

部
分
の

管
路

延
長

k
mに

き
線

電
線

共
同
溝
適

用
率

を
乗

じ
た

も
の
を

き
線
電

線
共

同
溝
延

長
km

と
す
る

。
 

 
⑵

 
端

末
系

伝
送

路
の
う

ち
、

配
線

部
分
の

管
路

延
長

k
mに

配
線

電
線

共
同
溝
適

用
率

を
乗

じ
た

も
の
を

配
線
電

線
共

同
溝
延

長
km

と
す
る

。
 

 
２

 
投
資

額
の
算

定
 

 
局

ご
と

に
、

前
項

の
規

定
に

基
づ

き
算

定
し
た

き
線

電
線

共
同
溝

延
長

k
m
及

び
配

線

電
線

共
同

溝
延

長
k
m
を
合

算
し

た
も

の
を
当

該
局

の
電

線
共

同
溝

延
長

k
m
と
し
、

次
の

算
定

式
に

よ
り

、
局

別
電

線
共

同
溝

投
資
額

を
算

定
し

、
全

て
の

局
の

局
ご
と
電

線
共

同
溝

投
資

額
を

合
算

し
、

電
線

共
同

溝
投
資

額
を

算
定

す
る

。
こ

の
場

合
、
局
が

属
す

る
都

道
府

県
の
単

価
を
使

用
す

る
。

 

 
局

ご
と

電
線

共
同

溝
投
資

額
 

＝
電

線
共

同
溝
延

長
k
m×

電
線

共
同

溝
延
長

k
m
当
た

り
単

価
 

自
治

体
管

路
 

１
 

設
備

量
の
算

定
 

⑴
 

端
末

系
伝

送
路

の
う

ち
、

き
線

部
分
の

管
路

延
長

k
mに

き
線

自
治

体
管
路
適

用
率

を
乗

じ
た

も
の
を

き
線
自

治
体

管
路
延

長
km

と
す
る

。
 

 
⑵

 
端

末
系

伝
送

路
の
う

ち
、

配
線

部
分
の

管
路

延
長

k
mに

配
線

自
治

体
管
路
適

用
率

を
乗

じ
た

も
の
を

配
線
自

治
体

管
路
延

長
km

と
す
る

。
 

 
２

 
投
資

額
の
算

定
 

 
自

治
体
管

路
は
自

治
体
の

資
産

で
あ
り

、
投

資
額
は

算
定
し

な
い

。
 

情
報

ボ
ッ

１
 

設
備

量
の
算

定
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ク
ス

 
⑴

 
端

末
系

伝
送

路
の
う

ち
、

き
線

部
分
の

管
路

延
長

k
mに

き
線

情
報

ボ
ッ
ク
ス

適
用

率
を

乗
じ

た
も
の

を
き
線

情
報

ボ
ッ
ク

ス
延

長
k
mと

す
る
。

 

 
⑵

 
端

末
系

伝
送

路
の
う

ち
、

配
線

部
分
の

管
路

延
長

k
mに

配
線

情
報

ボ
ッ
ク
ス

適
用

率
を

乗
じ

た
も
の

を
配
線

情
報

ボ
ッ
ク

ス
延

長
k
mと

す
る
。

 

 
２

 
投
資

額
の
算

定
 

 
情

報
ボ
ッ

ク
ス
は

国
の
資

産
で

あ
り
、

投
資

額
は
算

定
し
な

い
。

 

総
合

デ
ジ

タ
ル

通
信

局
内

回
線

終
端

装
置

 

１
 

設
備

量
の
算

定
 

⑴
 

き
線

点
遠

隔
収

容
装

置
ご

と
に

、
当
該

装
置

が
収

容
す

る
第

一
種

総
合
デ
ジ

タ
ル

通
信

回
線

の
数

を
当

該
装
置

の
総

合
デ

ジ
タ
ル

通
信

局
内

回
線
終

端
装

置
数

と
す

る

。
 

 
⑵

 
局

設
置

簡
易

遠
隔
収

容
装

置
設

置
局
ご

と
に

、
当

該
局

に
設

置
さ

れ
て
い
る

局
設

置
簡

易
遠

隔
収

容
装

置
が
収

容
す

る
第

一
種
総

合
デ

ジ
タ

ル
通
信

回
線

の
数

を
当

該

局
の

総
合

デ
ジ
タ

ル
通
信

局
内

回
線
終

端
装

置
数
と

す
る
。

 

 
⑶

 
局

設
置

遠
隔

収
容
装

置
設

置
局

ご
と
に

、
当

該
局

に
設

置
さ

れ
て

い
る
局
設

置
遠

隔
収

容
装

置
が

収
容

す
る
第

一
種

総
合

デ
ジ
タ

ル
通

信
回

線
の
数

を
当

該
局

の
総

合

デ
ジ

タ
ル

通
信
局

内
回
線

終
端

装
置
数

と
す

る
。

 

 
⑷

 
加

入
者

交
換

機
設
置

局
ご

と
に

、
当
該

局
に

設
置

さ
れ

て
い

る
加

入
者
交
換

機
が

収
容

す
る

第
一

種
総

合
デ
ジ

タ
ル

通
信

回
線
の

数
を

当
該

局
の
総

合
デ

ジ
タ

ル
通

信

局
内

回
線

終
端
装

置
数
と

す
る

。
 

 
２

 
投
資

額
の
算

定
 

 
前

項
の

規
定

に
基

づ
き

算
定

し
た

き
線

点
遠
隔

収
容

装
置

の
総
合

デ
ジ

タ
ル

通
信

局

内
回

線
終

端
装

置
数

、
局

設
置

簡
易

遠
隔
収

容
装

置
の

総
合

デ
ジ

タ
ル

通
信
局
内

回
線

終
端

装
置

数
、

局
設

置
遠

隔
収

容
装

置
の
総

合
デ

ジ
タ

ル
通

信
局

内
回

線
終
端
装

置
数

又
は

加
入

者
交

換
機

の
総

合
デ

ジ
タ

ル
通
信

局
内

回
線

終
端

装
置

数
を

用
い
、
次

の
算

定
式

に
よ

り
、

局
ご

と
総

合
デ

ジ
タ

ル
通
信

局
内

回
線

終
端

装
置

投
資

額
を
算
定

し
、

全
て

の
局

の
局

ご
と

総
合

デ
ジ

タ
ル

通
信
局

内
回

線
終

端
装

置
投

資
額

を
合
算
し

、
総

合
デ

ジ
タ

ル
通

信
局

内
回

線
終

端
装

置
投
資

額
を

算
定

す
る

。
こ

の
場

合
、
き
線

点
遠

隔
収

容
装

置
の

総
合

デ
ジ

タ
ル

通
信

局
内
回

線
終

端
装

置
に

つ
い

て
は

、
局
が
属

す
る

都
道

府
県

の
単
価

を
使
用

す
る

。
 

 
局

ご
と

総
合

デ
ジ

タ
ル
通

信
局

内
回
線

終
端

装
置
投

資
額

 

＝
き

線
点

遠
隔
収

容
装
置

総
合

デ
ジ
タ

ル
通

信
局
内

回
線
終

端
装

置
数

 

×
き

線
点

遠
隔

収
容

装
置

総
合

デ
ジ

タ
ル

通
信

局
内

回
線

終
端

装
置

単

価
 

＋
局

設
置

簡
易

遠
隔

収
容

装
置

総
合

デ
ジ

タ
ル

通
信

局
内
回

線
終

端
装

置

数
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×
局

設
置

簡
易

遠
隔

収
容

装
置

総
合

デ
ジ

タ
ル

通
信

局
内

回
線

終
端

装

置
単

価
 

＋
局

設
置

遠
隔
収

容
装
置

総
合

デ
ジ
タ

ル
通

信
局
内

回
線
終

端
装

置
数

 

×
局

設
置

遠
隔

収
容

装
置

総
合

デ
ジ

タ
ル

通
信

局
内

回
線

終
端

装
置

単

価
 

＋
加

入
者

交
換
機

総
合
デ

ジ
タ

ル
通
信

局
内

回
線
終

端
装
置

数
 

×
加

入
者

交
換
機

総
合

デ
ジ
タ

ル
通

信
局

内
回

線
終

端
装

置
単
価

 

ア
ナ

ロ
グ

局
内

回
線

収
容

部
 

１
 

設
備

量
の
算

定
 

⑴
 

き
線

点
遠

隔
収

容
装

置
ご

と
に

、
当
該

装
置

が
収

容
す

る
ア

ナ
ロ

グ
加
入
者

回
線

の
数

を
当

該
装
置

の
ア
ナ

ロ
グ

局
内
回

線
収

容
部
数

と
す
る

。
 

 
⑵

 
局

設
置

簡
易

遠
隔
収

容
装

置
設

置
局
ご

と
に

、
当

該
局

に
設

置
さ

れ
て
い
る

局
設

置
簡

易
遠

隔
収

容
装

置
が
収

容
す

る
ア

ナ
ロ
グ

加
入

者
回

線
の
数

を
当

該
局

の
ア

ナ

ロ
グ

局
内

回
線
収

容
部
数

と
す

る
。

 

 
⑶

 
局

設
置

遠
隔

収
容
装

置
設

置
局

ご
と
に

、
当

該
局

に
設

置
さ

れ
て

い
る
局
設

置
遠

隔
収

容
装

置
が

収
容

す
る
ア

ナ
ロ

グ
加

入
者
回

線
の

数
を

当
該
局

の
ア

ナ
ロ

グ
局

内

回
線

収
容

部
数
と

す
る
。

 

 
⑷

 
加

入
者

交
換

機
設
置

局
ご

と
に

、
当
該

局
に

設
置

さ
れ

て
い

る
加

入
者
交
換

機
が

収
容

す
る

ア
ナ

ロ
グ

加
入
者

回
線

の
数

を
当
該

局
の

ア
ナ

ロ
グ
局

内
回

線
収

容
部

数

と
す

る
。

 

 
２

 
投
資

額
の
算

定
 

 
前

項
の

規
定

に
基

づ
き

算
定

し
た

き
線

点
遠
隔

収
容

装
置

の
ア
ナ

ロ
グ

局
内

回
線

収

容
部

数
、

局
設

置
簡

易
遠

隔
収

容
装

置
の
ア

ナ
ロ

グ
局

内
回

線
収

容
部

数
、
局
設

置
遠

隔
収

容
装

置
の

ア
ナ

ロ
グ

局
内

回
線

収
容
部

数
又

は
加

入
者

交
換

機
の

ア
ナ
ロ
グ

局
内

回
線

収
容

部
数

を
用

い
、

次
の

算
定

式
に
よ

り
、

局
ご

と
ア

ナ
ロ

グ
局

内
回
線
収

容
部

投
資

額
を

算
定

し
、

全
て

の
局

の
局

ご
と
ア

ナ
ロ

グ
局

内
回

線
収

容
部

投
資
額
を

合
算

し
、

ア
ナ

ロ
グ

局
内

回
線

収
容

部
投

資
額
を

算
定

す
る

。
こ

の
場

合
、

き
線
点
遠

隔
収

容
装

置
の

ア
ナ

ロ
グ

局
内

回
線

収
容

部
に
つ

い
て

は
局

が
属

す
る

都
道

府
県
の
単

価
を

使
用

す
る

。
 

 
局

ご
と

ア
ナ

ロ
グ

局
内
回

線
収

容
部
投

資
額

 

＝
き

線
点

遠
隔
収

容
装
置

ア
ナ

ロ
グ
局

内
回

線
収
容

部
数

 

×
き

線
点

遠
隔

収
容

装
置

ア
ナ

ロ
グ

局
内

回
線

収
容

部
単

価
 

＋
局

設
置

簡
易

遠
隔

収
容

装
置

ア
ナ

ロ
グ

局
内

回
線

収
容

部

数
 

×
局

設
置

簡
易

遠
隔

収
容

装
置

ア
ナ

ロ
グ

局
内

回
線

収
容

部
単

価
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＋
局

設
置

遠
隔
収

容
装
置

ア
ナ

ロ
グ
局

内
回

線
収
容

部
数

 

×
局

設
置

遠
隔

収
容

装
置

ア
ナ

ロ
グ

局
内

回
線

収
容

部
単

価
 

＋
加

入
者

交
換
機

ア
ナ
ロ

グ
局

内
回
線

収
容

部
数

 

×
加

入
者

交
換
機

ア
ナ

ロ
グ
局

内
回

線
収

容
部

単
価

 

ア
ナ

ロ
グ

・
デ

ジ
タ

ル
回

線
共

通
部

 

１
 

設
備

量
の
算

定
 

⑴
 

き
線

点
遠

隔
収

容
装

置
ご

と
に

、
当
該

装
置

が
収

容
す

る
ア

ナ
ロ

グ
・
デ
ジ

タ
ル

回
線

共
通

部
の
数

を
当
該

装
置

の
ア
ナ

ロ
グ

・
デ
ジ

タ
ル
回

線
共

通
部
数

と
す
る

。
 

⑵
 

局
設

置
簡

易
遠

隔
収

容
装

置
設

置
局
ご

と
に

、
当

該
局

に
設

置
さ

れ
て
い
る

局
設

置
簡

易
遠

隔
収

容
装

置
が
収

容
す

る
ア

ナ
ロ
グ

・
デ

ジ
タ

ル
回
線

共
通

部
の

数
を

当

該
局

の
ア

ナ
ロ
グ

・
デ
ジ

タ
ル

回
線
共

通
部

数
と
す

る
。

 

 
⑶

 
局

設
置

遠
隔

収
容
装

置
設

置
局

ご
と
に

、
当

該
局

に
設

置
さ

れ
て

い
る
局
設

置
遠

隔
収

容
装

置
が

収
容

す
る
ア

ナ
ロ

グ
・

デ
ジ
タ

ル
回

線
共

通
部
の

数
を

当
該

局
の

ア

ナ
ロ

グ
・

デ
ジ
タ

ル
回
線

共
通

部
数
と

す
る

。
 

 
⑷

 
加

入
者

交
換

機
設
置

局
ご

と
に

、
当
該

局
に

設
置

さ
れ

て
い

る
加

入
者
交
換

機
が

収
容

す
る

ア
ナ

ロ
グ

・
デ
ジ

タ
ル

回
線

共
通
部

の
数

を
当

該
局
の

ア
ナ

ロ
グ

・
デ

ジ

タ
ル

回
線

共
通
部

数
と
す

る
。

 

 
２

 
投
資

額
の
算

定
 

 
前

項
の

規
定

に
基

づ
き

算
定

し
た

き
線

点
遠
隔

収
容

装
置

の
ア
ナ

ロ
グ

・
デ

ジ
タ

ル

回
線

共
通

部
数

、
局

設
置

簡
易

遠
隔

収
容
装

置
の

ア
ナ

ロ
グ

・
デ

ジ
タ

ル
回
線
共

通
部

数
、

局
設

置
遠

隔
収

容
装

置
の

ア
ナ

ロ
グ
・

デ
ジ

タ
ル

回
線

共
通

部
数

又
は
加
入

者
交

換
機

の
ア

ナ
ロ

グ
・

デ
ジ

タ
ル

回
線

共
通
部

数
を

用
い

、
次

の
算

定
式

に
よ
り
、

局
ご

と
ア

ナ
ロ

グ
・

デ
ジ

タ
ル

回
線

共
通

部
投
資

額
を

算
定

し
、

全
て

の
局

の
局
ご
と

ア
ナ

ロ
グ

・
デ

ジ
タ

ル
回

線
共

通
部

投
資

額
を
合

算
し

、
ア

ナ
ロ

グ
・

デ
ジ

タ
ル
回
線

共
通

部
投

資
額

を
算

定
す

る
。

こ
の

場
合

、
き
線

点
遠

隔
収

容
装

置
の

ア
ナ

ロ
グ
・
デ

ジ
タ

ル
回

線
共

通
部
に

つ
い
て

は
局

が
属
す

る
都

道
府
県

の
単
価

を
使

用
す
る

。
 

 
局

ご
と

ア
ナ

ロ
グ

・
デ
ジ

タ
ル

回
線
共

通
部

投
資
額

 

＝
き

線
点

遠
隔
収

容
装
置

ア
ナ

ロ
グ
・

デ
ジ

タ
ル
回

線
共
通

部
数

 

×
き

線
点

遠
隔

収
容

装
置

ア
ナ

ロ
グ

・
デ

ジ
タ

ル
回

線
共

通
部

単

価
 

＋
局

設
置

簡
易

遠
隔

収
容

装
置

ア
ナ

ロ
グ
・

デ
ジ

タ
ル

回
線

共
通
部

数
 

×
局

設
置

簡
易

遠
隔

収
容

装
置

ア
ナ

ロ
グ

・
デ

ジ
タ

ル
回

線
共

通

部
単

価
 

＋
局

設
置

遠
隔
収

容
装
置

ア
ナ

ロ
グ
・

デ
ジ

タ
ル
回

線
共
通

部
数
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×
局

設
置

遠
隔

収
容

装
置

ア
ナ

ロ
グ

・
デ

ジ
タ

ル
回

線
共

通
部

単

価
 

＋
加

入
者

交
換
機

ア
ナ
ロ

グ
・

デ
ジ
タ

ル
回

線
共
通

部
数

 

×
加

入
者

交
換
機

ア
ナ

ロ
グ
・

デ
ジ

タ
ル

回
線

共
通

部
単

価
 

加
入

者
交

換
回

線
収

容
装

置
 

１
 

設
備

量
の
算

定
 

加
入

者
交

換
機

設
置

局
の
中

継
交

換
機

対
向
パ

ス
数

及
び

加
入
者

交
換

機
接

続
呼

中

継
パ

ス
数

の
合
計

を
当
該

局
の

加
入
者

交
換

機
中
継

イ
ン
タ

フ
ェ

ー
ス
数

と
す
る

。
 

 
２

 
投
資

額
の
算

定
 

 
次

の
算

定
式

に
よ

り
、

前
項

の
規

定
に

基
づ
き

算
定

し
た

局
ご
と

加
入

者
交

換
回

線

収
容

装
置

投
資

額
を

求
め

、
全

て
の

局
の
局

ご
と

加
入

者
交

換
回

線
収

容
装
置
投

資
額

を
合

算
し

、
加
入

者
交
換

回
線

収
容
装

置
投

資
額
を

算
定
す

る
。

 

 
局

ご
と

加
入

者
交

換
回
線

収
容

装
置
投

資
額

 

＝
加

入
者

交
換
機

中
継
イ

ン
タ

フ
ェ
ー

ス
数

 

×
加

入
者

交
換
機

中
継

イ
ン
タ

フ
ェ

ー
ス

単
価

 

＋
加

入
者

交
換

機
中

継
イ

ン
タ

フ
ェ

ー
ス

収
容

装
置

投
資

額
 

中
継

交
換

回
線

収
容

装
置

 

１
 

設
備

量
の
算

定
 

中
継

交
換

機
設

置
局

の
加
入

者
交

換
機

対
向
パ

ス
数

（
当

該
局
に

帰
属

す
る

加
入

者

交
換

機
設

置
局

の
中

継
交

換
機

向
け

パ
ス
数

を
合

計
し

た
も

の
）

、
他

中
継
交
換

機
設

置
局

の
中

継
交

換
機

対
向

パ
ス

数
（

他
中
継

交
換

機
設

置
局

の
中

継
交

換
機
対
向

パ
ス

数
を

合
計

し
た

も
の

）
及

び
中

継
交

換
機
接

続
呼

中
継

パ
ス

数
の

合
計

を
当
該
局

の
中

継
交

換
機

中
継
イ

ン
タ
フ

ェ
ー

ス
数
と

す
る

。
 

 
２

 
投
資

額
の
算

定
 

 
次

の
算

定
式

に
よ

り
、

前
項

の
規

定
に

基
づ
き

算
定

し
た

局
ご
と

中
継

交
換

回
線

収

容
装

置
投

資
額

を
求

め
、

全
て

の
局

の
局
ご

と
中

継
交

換
回

線
収

容
装

置
投
資
額

を
合

算
し

、
中

継
交
換

回
線
収

容
装

置
投
資

額
を

算
定
す

る
。

 

 
局

ご
と

中
継

交
換

回
線
収

容
装

置
投
資

額
 

＝
中

継
交

換
機
中

継
イ
ン

タ
フ

ェ
ー
ス

数
 

×
中

継
交

換
機
中

継
イ

ン
タ
フ

ェ
ー

ス
単

価
 

＋
中

継
交

換
機

中
継

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
収

容
装

置
投

資

額
 

中
継

交
換

機
 

１
 

設
備

量
の
算

定
 

中
継

交
換

機
設

置
局

ご
と
に

、
⑴

か
ら

⑷
ま
で

に
よ

り
求

め
た
中

継
交

換
機

の
ユ

ニ

ッ
ト

数
の

う
ち
最

大
の
も

の
を

当
該
局

の
中

継
交
換

機
ユ
ニ

ッ
ト

数
と
す

る
。
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⑴

 
県

間
最

繁
時

呼
量
（

当
該

局
に

帰
属
す

る
加

入
者

交
換

機
設

置
局

の
県
間
呼

量
の

合
計

を
２

で
除

し
た

も
の
を

い
う

。
）

、
県
内

最
繁

時
呼

量
（
当

該
局

に
帰

属
す

る

加
入

者
交

換
機

設
置

局
の
県

内
自

局
外

呼
量
の

合
計

を
４

で
除
し

た
も

の
を

い
う

。

）
、

中
継

交
換

機
渡

り
県
間

最
繁

時
呼

量
（
同

一
中

継
区

域
内
の

当
該

局
に

帰
属

し

な
い

加
入

者
交

換
機

設
置
局

の
県

間
呼

量
の
合

計
に

中
継

区
域
内

中
継

交
換

機
渡

り

回
線

透
過

率
を

乗
じ

て
２
で

除
し

た
も

の
を
い

う
。

）
、

中
継
交

換
機

渡
り

県
内

自

局
外

最
繁

時
呼

量
（

同
一
中

継
区

域
内

の
当
該

局
に

帰
属

し
な
い

加
入

者
交

換
機

設

置
局

の
県

間
呼

量
を

４
で
除

し
た

も
の

を
い
う

。
）

及
び

中
継
交

換
機

を
経

由
す

る

通
信

に
係

る
最

繁
時

呼
量
（

当
該

局
の

中
継
交

換
機

を
経

由
す
る

通
信

に
係

る
呼

量

の
う

ち
加

入
者

交
換

機
を
経

由
し

な
い

も
の
を

い
う

。
⑶

及
び
⑷

に
お

い
て

同
じ

。

）
の

合
計

を
当

該
局

の
最
繁

時
呼

量
と

し
、
最

繁
時

呼
量

を
中
継

交
換

機
の

最
大

処

理
最

繁
時

呼
量

で
除

し
た
も

の
（

１
に

満
た
な

い
端

数
は

、
切
り

上
げ

る
も

の
と

す

る
。

）
 

 
⑵

 
県

間
最

繁
時

総
呼
数

（
当

該
局

に
帰
属

す
る

加
入

者
交

換
機

設
置

局
の
県
間

呼
数

の
合

計
を

２
で

除
し

た
も
の

。
）

、
県

内
最
繁

時
総

呼
数

（
当
該

局
に

帰
属

す
る

加

入
者

交
換

機
設

置
局

の
県
内

自
局

外
呼

数
の
合

計
を

４
で

除
し
た

も
の

。
）

、
中

継

交
換

機
渡

り
県

間
最

繁
時
総

呼
数

（
同

一
中
継

区
域

内
の

当
該
局

に
帰

属
し

な
い

加

入
者

交
換

機
設

置
局

の
県
間

呼
数

の
合

計
に
中

継
区

域
内

中
継
交

換
機

渡
り

回
線

透

過
率

を
乗

じ
て

２
で

除
し
た

も
の

。
）

、
中
継

交
換

機
渡

り
県
内

自
局

外
最

繁
時

総

呼
数

（
同

一
中

継
区

域
内
の

当
該

局
に

帰
属
し

な
い

加
入

者
交
換

機
設

置
局

の
県

間

呼
数

の
合

計
を

４
で

除
し
た

も
の

。
）

及
び
中

継
交

換
機

を
経
由

す
る

通
信

に
係

る

最
繁

時
総

呼
数

（
当

該
局
の

中
継

交
換

機
を
経

由
す

る
通

信
に
係

る
呼

数
の

う
ち

加

入
者

交
換

機
を

経
由

し
な
い

も
の

を
い

う
。
）

の
合

計
を

当
該
局

の
最

繁
時

総
呼

数

と
し

、
最

繁
時

総
呼

数
を
中

継
交

換
機

の
最
大

処
理

最
繁

時
総
呼

数
で

除
し

た
も

の

（
１

に
満

た
な
い

端
数
は

、
切

り
上
げ

る
も

の
と
す

る
。
）

 

 
⑶

 
中

継
交

換
機

設
置

局
の

加
入

者
交

換
機

対
向

中
継

1
.
5
Ｍ

パ
ス

数
（

当
該

局
に

帰

属
す

る
加

入
者

交
換

機
設

置
局

の
中

継
交

換
機

向
け

1
.
5
Ｍ

パ
ス

数
を

合
計

し
た

も

の
）

、
他

中
継

交
換

機
設

置
局

の
中

継
交

換
機

対
向

1
.
5
Ｍ

パ
ス

数
（

他
中

継
交

換

機
設

置
局

の
中

継
交

換
機

向
け

1
.5

Ｍ
パ

ス
数

を
合

計
し

た
も

の
）

、
中

継
交

換
機

設
置

局
の

自
局

設
置

相
互

接
続

点
対

向
1
.
5
Ｍ

パ
ス

数
（

当
該

局
の

中
継

伝
送

機
能

利
用

事
業

者
相

互
接

続
点

対
向

1
.5

Ｍ
パ

ス
数

を
合

計
し

た
も

の
）

の
合

計
を

5
2
Ｍ

パ
ス

単
位

に
変

換
し

た
も
の

に
中

継
交

換
機
を

経
由

す
る

通
信
に

係
る

最
繁

時
呼

量

を
基

に
算

出
し

た
5
2
Ｍ

パ
ス

数
を

加
算

し
、
更

に
チ

ャ
ネ

ル
数
に

変
換

し
た

も
の

を

当
該

局
の

中
継

交
換

機
チ
ャ

ネ
ル

数
と

し
、
中

継
交

換
機

チ
ャ
ネ

ル
数

を
中

継
交

換

機
の

最
大

収
容

回
線

数
で
除

し
た

も
の

（
１
に

満
た

な
い

端
数
は

、
切

り
上

げ
る

も

の
と

す
る

。
）

 

 
⑷

 
中

継
交

換
機

設
置

局
の

加
入

者
交

換
機

対
向

中
継

1
.
5
Ｍ

パ
ス

数
（

当
該

局
に

帰
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属
す

る
加

入
者

交
換

機
設

置
局

の
中

継
交

換
機

向
け

1
.
5
Ｍ

パ
ス

数
を

合
計

し
た

も

の
）

、
他

中
継

交
換

機
設

置
局

の
中

継
交

換
機

対
向

1
.
5
Ｍ

パ
ス

数
（

他
中

継
交

換

機
設

置
局

の
中

継
交

換
機

向
け

1
.5

Ｍ
パ

ス
数

を
合

計
し

た
も

の
）

、
中

継
交

換
機

設
置

局
の

自
局

設
置

相
互

接
続

点
対

向
1
.
5
Ｍ

パ
ス

数
（

当
該

局
の

中
継

伝
送

機
能

利
用

事
業

者
相

互
接

続
点

対
向

1
.5

Ｍ
パ

ス
数

を
合

計
し

た
も

の
）

を
合

計
し

5
2
Ｍ

パ
ス

単
位

に
変

換
し

た
も
の

に
中

継
交

換
機
を

経
由

す
る

通
信
に

係
る

最
繁

時
呼

量

を
基

に
算

出
し

た
5
2
Ｍ

パ
ス

数
を

加
算

し
た
も

の
を

中
継

交
換
機

に
収

容
す

る
総

中

継
イ

ン
タ

フ
ェ

ー
ス

数
と
し

、
こ

の
総

中
継
イ

ン
タ

フ
ェ

ー
ス
数

を
中

継
交

換
機

の

最
大

搭
載

中
継

イ
ン

タ
フ
ェ

ー
ス

数
で

除
し
た

も
の

（
１

に
満
た

な
い

端
数

は
、

切

り
上

げ
る

も
の
と

す
る
。

）
 

 
２

 
投
資

額
の
算

定
 

 
次

の
算

定
式

に
よ

り
、

前
項

の
規

定
に

基
づ
き

算
定

し
た

ユ
ニ
ッ

ト
数

等
を

用
い

て

局
ご

と
中

継
交

換
機

投
資

額
を

求
め

、
全
て

の
中

継
交

換
機

設
置

局
の

局
ご
と
中

継
交

換
機

投
資

額
を
合

算
し
、

中
継

交
換
機

投
資

額
を
算

定
す
る

。
 

 
局

ご
と

中
継

交
換

機
投
資

額
 

＝
中

継
交

換
機
ユ

ニ
ッ
ト

数
×

中
継

交
換

機
ユ

ニ
ッ

ト
当

た
り
単

価
 

＋
中

継
交

換
機
低

速
パ
ス

数
×

中
継

交
換
機

低
速
パ

ス
単

価
 

＋
中

継
交

換
機

5
2
Ｍ

パ
ス

数
×

中
継

交
換
機

5
2
Ｍ
パ

ス
単

価
 

＋
最

繁
時

総
呼
数

×
最

繁
時
総

呼
数

単
価

 

＋
最

繁
時

呼
量
×

最
繁

時
呼
量

単
価

 

信
号

用
中

継
交

換
機

 

１
 

設
備

量
の
算

定
 

⑴
 

加
入

者
交

換
機

設
置

局
ご

と
に

、
自
ユ

ニ
ッ

ト
内

折
返

し
比

率
分

を
除
い
た

最
繁

時
総

呼
数

に
１

呼
当

た
り
信

号
数

を
乗

じ
た
も

の
を

当
該

局
の
信

号
数

と
し

、
信

号

数
を

リ
ン

ク
当

た
り

信
号
数

で
除

し
た

も
の
を

、
加

入
者

交
換
機

ユ
ニ

ッ
ト

数
で

除

し
、

さ
ら

に
3
,
60
0
で

除
し

た
も

の
（

１
に

満
た

な
い

端
数

は
、

切
り

上
げ

る
も

の

と
す

る
。

）
に

、
加

入
者
交

換
機

ユ
ニ

ッ
ト
数

を
乗

じ
た

も
の
を

当
該

局
の

信
号

リ

ン
ク

数
と

す
る
。

 

 
⑵

 
中

継
交

換
機

設
置
局

ご
と

に
、

県
間
、

中
継

交
換

機
渡

り
県

間
及

び
県
内
自

局
外

最
繁

時
総

呼
数

の
和

に
１
呼

当
た

り
信

号
数
を

乗
じ

た
も

の
を
当

該
局

の
信

号
数

と

し
、

信
号

数
を

リ
ン

ク
当
た

り
信

号
数

で
除
し

た
も

の
を

、
中
継

交
換

機
ユ

ニ
ッ

ト

数
で

除
し

、
さ

ら
に

3
,
6
00

で
除

し
た

も
の

（
１

に
満

た
な

い
端

数
は

、
切

り
上

げ

る
も

の
と

す
る

。
）

に
、
中

継
交

換
機

ユ
ニ
ッ

ト
数

を
乗

じ
た
も

の
を

当
該

局
の

信

号
リ

ン
ク

数
と
す

る
。

 

 
⑶

 
サ

ー
ビ

ス
制

御
局
装

置
設

置
局

ご
と
に

、
サ

ー
ビ

ス
制

御
局

装
置

の
最
繁
時

受
付

呼
数

に
１

呼
当

た
り

信
号
数

を
乗

じ
た

も
の
を

当
該

局
の

信
号
数

と
し

、
信

号
数

を

リ
ン

ク
当

た
り

信
号

数
で

除
し

た
も

の
を

、
3,
6
0
0
で

除
し

た
も

の
（

１
に

満
た

な
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い
端

数
は

、
切

り
上

げ
る
も

の
と

す
る

。
）
を

、
当

該
局

の
信
号

リ
ン

ク
数

と
す

る

。
 

 
⑷

 
信

号
区

域
ご

と
に
、

次
の

ア
及

び
イ
の

手
順

で
求

め
た

信
号

用
中

継
交
換
機

の
ユ

ニ
ッ

ト
数

の
う

ち
最

大
の
も

の
を

当
該

信
号
区

域
の

信
号

用
中
継

交
換

機
ユ

ニ
ッ

ト

数
と

す
る

。
 

 
ア

 
信

号
用

中
継

交
換
機

渡
り

以
外

リ
ン
ク

数
（

⑴
、

⑵
及
び

⑶
で

算
定

し
た
信

号

リ
ン

ク
数

の
合

計
に

信
号
区

域
間

リ
ン

ク
数
（

中
継

交
換

機
設

置
局

ご
と

の
県
間

最
繁

時
総

呼
数

に
１

呼
当
た

り
信

号
数

を
乗
じ

た
も

の
の

合
計

を
、

リ
ン

ク
当
た

り
信

号
数

で
除

し
た

も
の
を

、
信

号
区

域
間
リ

ン
ク

分
散

数
で

除
し

た
も

の
（
１

に
満

た
な

い
端

数
は

、
切
り

上
げ

る
も

の
と
す

る
。

）
に

、
信

号
区

域
間

リ
ン
ク

分
散

数
で

乗
じ

た
も

の
。
た

だ
し

、
信

号
区
域

間
リ

ン
ク

数
実

績
の

値
の

方
が
小

さ
い

場
合

に
は

、
信

号
区
域

間
リ

ン
ク

数
実
績

を
用

い
る

。
）

を
加

え
た

も
の
。

以
下

同
じ

。
）

を
、

信
号
用

中
継

交
換

機
当
た

り
最

大
リ

ン
ク

数
か

ら
信

号
用
中

継
交

換
機

対
当

た
り

渡
り
リ

ン
ク

数
を

減
じ
た

も
の

で
除

し
た

も
の

（
１

に
満
た

な
い

端
数

は
、
切

り
上
げ

る
も

の
と
す

る
。

）
 

 
イ

 
⑴

、
⑵

及
び

⑶
で
算

定
し

た
信

号
数
の

合
計

を
、

信
号
用

中
継

交
換

機
当
た

り

処
理

信
号

数
で

除
し

た
も

の
を

、
3
,
60
0
で

除
し

た
も

の
（

１
に

満
た

な
い

端
数

は
、

切
り

上
げ
る

も
の
と

す
る

。
）

 

 
⑸

 
信

号
用

渡
り

リ
ン
ク

数
（

⑷
で

算
定
し

た
信

号
用

中
継

交
換

機
ユ

ニ
ッ
ト
数

に
信

号
用

中
継

交
換

機
対

当
た
り

渡
り

リ
ン

ク
数
を

乗
じ

た
も

の
。
）

及
び

信
号

用
中

継

交
換

機
渡

り
以
外

リ
ン
ク

数
の

合
計
を

信
号

用
中
継

交
換
機

リ
ン

ク
数
と

す
る
。

 

 
⑹

 
⑴

、
⑵

及
び

⑶
で
算

定
し

た
信

号
リ
ン

ク
数

の
合

計
に

２
を

乗
じ

た
も
の
及

び
信

号
用

渡
り

リ
ン

ク
数

の
合
計

か
ら

、
信

号
用
中

継
交

換
機

を
設
置

す
る

局
の

信
号

リ

ン
ク

数
の

合
計

を
減

じ
た
も

の
を

、
信

号
用
中

継
交

換
機

伝
送
路

数
と

す
る

。
な

お

、
こ

の
数

値
は

別
表

第
４
の

１
第

１
表

に
お
け

る
通

信
設

備
使
用

料
の

算
定

に
用

い

る
。

 

 
２

 
投
資

額
の
算

定
 

 
信

号
区

域
ご

と
に

次
の

算
定

式
に

よ
り

、
前
項

の
規

定
に

基
づ
き

算
定

し
た

ユ
ニ

ッ

ト
数

及
び

リ
ン

ク
数

を
用

い
て

信
号

区
域
ご

と
信

号
用

中
継

交
換

機
投

資
額
を
求

め
、

全
て

の
信

号
区

域
の

信
号

区
域

ご
と

信
号
用

中
継

交
換

機
投

資
額

を
合

算
し
、
信

号
用

中
継

交
換

機
投
資

額
を
算

定
す

る
。

 

 
信

号
区

域
ご

と
信

号
用
中

継
交

換
機
投

資
額

 

＝
信

号
用

中
継
交

換
機
ユ

ニ
ッ

ト
数

 

×
信

号
用

中
継
交

換
機

ユ
ニ
ッ

ト
当

た
り

単
価

 

＋
信

号
用

中
継
交

換
機
リ

ン
ク

数
 

×
信

号
用

中
継
交

換
機

リ
ン
ク

当
た

り
単

価
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空
調

設
備

 
１

 
交
換

機
設
置

局
の
空

調
設

備
の
設

備
量

の
算
定

 

 
局

ご
と

に
次

の
⑴

か
ら

⑷
ま

で
に

よ
り

求
め
た

設
置

台
数

の
合
計

を
、

当
該

局
の

空

調
設

備
の

設
置

台
数

と
す

る
。

こ
の

場
合
に

お
い

て
、

各
項

ご
と

に
、

投
資
額
が

最
低

と
な

る
よ

う
に

空
調

設
備

の
種

別
を

選
択
し

、
種

別
ご

と
に

そ
れ

ぞ
れ

の
設
置
台

数
の

合
計

を
算

定
す
る

。
 

 
⑴

 
当

該
局

に
設

置
さ
れ

る
加

入
者

交
換
機

、
局

設
置

遠
隔

収
容

装
置

、
消
防
警

察
ト

ラ
ン

ク
、

警
察

消
防

用
回
線

集
約

装
置

、
ク
ロ

ッ
ク

供
給

装
置
及

び
加

入
者

系
半

固

定
パ

ス
伝

送
装

置
の

所
要
電

流
値

に
電

圧
を
乗

じ
た

電
力

容
量
の

合
計

に
、

発
熱

量

換
算

係
数

を
乗

じ
た

も
の
を

、
空

調
設

備
の
１

台
当

た
り

の
能
力

で
除

し
た

も
の

（

１
に

満
た

な
い
端

数
は
、

切
り

上
げ
る

も
の

と
す
る

。
）
に

１
を

加
え
た

も
の

 

 
⑵

 
当

該
局

に
設

置
さ
れ

る
伝

送
装

置
、
無

線
伝

送
装

置
、

衛
星

通
信

設
備
、
ク

ロ
ッ

ク
供

給
装

置
及

び
中

間
中
継

伝
送

装
置

の
所
要

電
流

値
に

電
圧
を

乗
じ

た
電

力
容

量

の
合

計
に

、
発

熱
量

換
算
係

数
を

乗
じ

た
も
の

を
、

空
調

設
備
の

１
台

当
た

り
の

能

力
で

除
し

た
も

の
（

１
に
満

た
な

い
端

数
は
、

切
り

上
げ

る
も
の

と
す

る
。

）
に

１

を
加

え
た

も
の

 

 
⑶

 
当

該
局

に
設

置
さ
れ

る
中

継
交

換
機
、

信
号

用
中

継
交

換
機

及
び

ク
ロ
ッ
ク

供
給

装
置

の
所

要
電

流
値

に
電
圧

を
乗

じ
た

電
力
容

量
の

合
計

に
、
発

熱
量

換
算

係
数

を

乗
じ

た
も

の
を

、
空

調
設
備

の
１

台
当

た
り
の

能
力

で
除

し
た
も

の
（

１
に

満
た

な

い
端

数
は

、
切
り

上
げ
る

も
の

と
す
る

。
）

に
１
を

加
え
た

も
の

 

 
⑷

 
当

該
局

に
設

置
さ
れ

る
総

合
監

視
及
び

試
験

受
付

の
所

要
電

流
値

に
電
圧
を

乗
じ

た
電

力
容

量
の

合
計

に
、
発

熱
量

換
算

係
数
を

乗
じ

た
も

の
を
、

空
調

設
備

の
１

台

当
た

り
の

能
力

で
除

し
た
も

の
（

１
に

満
た
な

い
端

数
は

、
切
り

上
げ

る
も

の
と

す

る
。

）
に

１
を
加

え
た
も

の
 

 
２

 
局

設
置

遠
隔

収
容
装

置
設

置
局

（
Ｒ

Ｔ
―

Ｂ
Ｏ

Ｘ
の

場
合

を
除

く
。

）
の
空

調
設

備

の
設

備
量

の
算
定

 

 
局

ご
と

に
、

当
該

局
に

設
置

さ
れ

る
設

備
の
所

要
電

流
値

に
電
圧

を
乗

じ
た

電
力

容

量
の

合
計

に
、

発
熱

量
換

算
係

数
を

乗
じ
た

も
の

を
、

空
調

設
備

の
１

台
当
た
り

の
能

力
で

除
し

た
も

の
（

１
に

満
た

な
い

端
数
は

、
切

り
上

げ
る

も
の

と
す

る
。
）
に

１
を

加
え

た
も

の
を

、
当

該
局

の
空

調
設

備
の
設

置
台

数
と

す
る

。
こ

の
場

合
に
お
い

て
、

投
資

額
が

最
低
と

な
る
よ

う
に

空
調
設

備
の

種
別
を

選
択
す

る
。

 

 
３

 
投
資

額
の
算

定
 

 
局

ご
と

に
次

の
算

定
式

に
よ

り
、

前
２

項
の
規

定
に

基
づ

き
算
定

し
た

台
数

を
用

い

種
別

ご
と

空
調

設
備

投
資

額
を

求
め

、
そ
の

合
計

を
当

該
局

の
空

調
設

備
投
資
額

と
し

、
全

て
の

局
の
空

調
設
備

投
資

額
を
合

算
し

、
空
調

設
備
投

資
額

を
算
定

す
る
。

 

 
種

別
ご

と
空

調
設

備
投
資

額
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＝
当

該
種

別
空
調

設
備
設

置
台

数
 

×
当

該
種

別
空
調

設
備

１
台
当

た
り

単
価

 

電
力

設
備

（
整

流
装

置
）

 

１
 

設
備

量
の
算

定
 

⑴
 

交
換

機
設

置
局

ご
と

に
、

当
該

局
に
設

置
さ

れ
る

整
流

装
置

を
要

す
る
設
備

の
所

要
電

流
値

の
合

計
を

、
整
流

装
置

１
系

統
当
た

り
最

大
電

流
で
除

し
た

も
の

（
１

に

満
た

な
い

端
数

は
、

切
り
上

げ
る

も
の

と
す
る

。
）

を
、

当
該
局

の
整

流
装

置
系

統

数
と

す
る

。
こ

の
場

合
に
お

い
て

、
中

継
交
換

機
が

設
置

さ
れ
る

局
に

つ
い

て
は

、

当
該

局
に

設
置

さ
れ

る
中
継

交
換

機
関

連
設
備

（
中

継
交

換
機
、

信
号

用
中

継
交

換

機
、

伝
送

装
置

（
加

入
者
交

換
機

～
中

継
交
換

機
間

伝
送

及
び
中

継
交

換
機

間
伝

送

に
係

る
も

の
）

、
無

線
伝
送

装
置

（
加

入
者
交

換
機

～
中

継
交
換

機
間

伝
送

及
び

中

継
交

換
機

間
伝

送
に

係
る
も

の
）

、
衛

星
通
信

設
備

（
加

入
者
交

換
機

～
中

継
交

換

機
間

伝
送

及
び

中
継

交
換
機

間
伝

送
に

係
る
も

の
）

、
中

間
中
継

伝
送

装
置

（
加

入

者
交

換
機

～
中

継
交

換
機
間

伝
送

及
び

中
継
交

換
機

間
伝

送
に
係

る
も

の
）

及
び

ク

ロ
ッ

ク
供

給
装

置
（

中
継
交

換
機

、
加

入
者
交

換
機

～
中

継
交
換

機
間

伝
送

及
び

中

継
交

換
機

間
伝

送
に

係
る
も

の
）

）
の

所
要
電

流
値

の
合

計
及
び

加
入

者
交

換
機

関

連
設

備
（

整
流

装
置

を
要
す

る
設

備
よ

り
中
継

交
換

機
関

連
設
備

を
除

い
た

も
の

）

の
所

要
電

流
値

の
合

計
を
算

定
し

、
そ

れ
ぞ
れ

の
所

要
電

流
値
の

合
計

を
、

整
流

装

置
１

系
統

当
た

り
最

大
電
流

で
除

し
た

も
の
（

１
に

満
た

な
い
端

数
は

、
切

り
上

げ

る
も

の
と

す
る
。

）
を
当

該
局

の
そ
れ

ぞ
れ

の
整
流

装
置
系

統
数

と
す
る

。
 

 
⑵

 
交

換
機

設
置

局
ご
と

に
、

当
該

局
に
設

置
さ

れ
る

整
流

装
置

を
要

す
る
設
備

の
所

要
電

流
値

の
合

計
を

、
⑴
で

算
定

し
た

整
流
装

置
系

統
数

で
除
し

た
も

の
を

、
整

流

器
１

ユ
ニ

ッ
ト

当
た

り
最
大

電
流

値
で

除
し
た

も
の

（
１

に
満
た

な
い

端
数

は
、

切

り
上

げ
る

も
の

と
す

る
。
）

に
１

を
加

え
た
も

の
を

、
当

該
局
の

整
流

器
１

系
統

当

た
り

ユ
ニ

ッ
ト

数
と

す
る
。

こ
の

場
合

に
お
い

て
、

中
継

交
換
機

が
設

置
さ

れ
る

加

入
者

交
換

機
設

置
局

に
つ
い

て
は

、
当

該
局
に

設
置

さ
れ

る
加
入

者
交

換
機

関
連

設

備
用

、
中

継
交

換
機

関
連
設

備
用

そ
れ

ぞ
れ
の

整
流

器
１

系
統
当

た
り

ユ
ニ

ッ
ト

数

を
上

記
の

方
法
に

よ
り
算

定
す

る
。

 

 
⑶

 
⑵

で
算

定
し

た
整
流

装
置

１
系

統
当

た
り

ユ
ニ

ッ
ト
数

か
ら

整
流

装
置
基
本

部
収

容
可

能
整

流
器

数
を

減
じ
た

も
の

を
、

整
流
装

置
増

設
架

収
容
可

能
整

流
器

数
で

除

し
た

も
の

（
１

に
満

た
な
い

端
数

は
、

切
り
上

げ
る

も
の

と
す
る

。
）

を
、

当
該

局

の
整

流
装

置
１

系
統

当
た
り

増
設

架
数

と
す
る

。
こ

の
場

合
に
お

い
て

、
中

継
交

換

機
が

設
置

さ
れ

る
加

入
者
交

換
機

設
置

局
に
つ

い
て

は
、

当
該
局

に
設

置
さ

れ
る

加

入
者

交
換

機
関

連
設

備
用
、

中
継

交
換

機
関
連

設
備

用
そ

れ
ぞ
れ

の
整

流
装

置
１

系

統
当

た
り

増
設
架

数
を
上

記
の

方
法
に

よ
り

算
定
す

る
。

 

 
⑷

 
⑴

で
算

定
し

た
整
流

装
置

系
統

数
を

当
該

局
の

整
流
装

置
基

本
部

数
と
し
、

⑵
で

算
定

し
た

整
流

装
置

１
系
統

当
た

り
ユ

ニ
ッ
ト

数
に

⑴
で

算
定
し

た
整

流
装

置
系

統
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数
を

乗
じ

た
も

の
を

、
当
該

局
の

整
流

装
置
ユ

ニ
ッ

ト
数

と
し
、

⑶
で

算
定

し
た

整

流
装

置
１

系
統

当
た

り
増
設

架
数

に
⑴

で
算
定

し
た

整
流

装
置
系

統
数

を
乗

じ
た

も

の
を

、
当

該
局

の
整

流
装
置

増
設

架
数

と
す
る

。
こ

の
場

合
に
お

い
て

、
中

継
交

換

機
が

設
置

さ
れ

る
加

入
者
交

換
機

設
置

局
に
つ

い
て

は
、

当
該
局

に
設

置
さ

れ
る

加

入
者

交
換

機
関

連
設

備
用
、

中
継

交
換

機
関
連

設
備

用
そ

れ
ぞ
れ

の
整

流
装

置
に

つ

い
て

上
記

の
方
法

に
て
算

定
す

る
。

 

 
２

 
投
資

額
の
算

定
 

 
局

ご
と

に
次

の
算

定
式

に
よ

り
、

前
項

の
規
定

に
基

づ
き

算
定
し

た
基

本
部

数
、

増

設
架

数
及

び
ユ

ニ
ッ

ト
数

を
用

い
局

ご
と
整

流
装

置
投

資
額

を
求

め
、

全
て
の
局

の
局

ご
と

整
流

装
置
投

資
額
を

合
算

し
、
整

流
装

置
投
資

額
を
算

定
す

る
。

 

 
局

ご
と

整
流

装
置

投
資
額

 

＝
整

流
装

置
基
本

部
数
×

整
流

装
置

基
本

部
単

価
 

＋
整

流
装

置
増
設

架
数
×

整
流

装
置

増
設
架

単
価

 

＋
整

流
器

ユ
ニ
ッ

ト
数
×

整
流

器
ユ

ニ
ッ
ト

単
価

 

電
力

設
備

（
直

流
変

換
電

源
装

置
）

 

１
 

設
備

量
の
算

定
 

⑴
 

加
入

者
交

換
機

設
置

局
ご

と
に

消
防
警

察
ト

ラ
ン

ク
数

に
警

察
消

防
用
回
線

１
回

線
当

た
り

の
消

費
電

流
を
乗

じ
た

も
の

及
び
警

察
消

防
用

回
線
共

通
部

の
電

流
の

合

計
を

、
当

該
局
の

警
察
消

防
用

回
線
所

要
電

流
と
す

る
。

 

 
⑵

 
⑴

で
算

定
し

た
警
察

消
防

用
回

線
所

要
電

流
を

直
流
変

換
電

源
装

置
１
架
最

大
電

流
で

除
し

た
も

の
（

１
に
満

た
な

い
端

数
は
、

切
り

上
げ

る
も
の

と
す

る
。

）
を

、

当
該

局
の

直
流
変

換
電
源

装
置

架
数
と

す
る

。
 

 
２

 
投
資

額
の
算

定
 

 
局

ご
と

に
次

の
算

定
式

に
よ

り
、

前
項

の
規
定

に
基

づ
き

算
定
し

た
架

数
を

用
い

局

ご
と

直
流

変
換

電
源

装
置

投
資

額
を

求
め
、

全
て

の
局

の
局

ご
と

直
流

変
換
電
源

装
置

投
資

額
を

合
算
し

、
直
流

変
換

電
源
装

置
投

資
額
を

算
定
す

る
。

 

 
局

ご
と

直
流

変
換

電
源
装

置
投

資
額

 

＝
直

流
変

換
電
源

装
置
架

数
 

×
直

流
変

換
電
源

装
置

架
当
た

り
単

価
 

電
力

設
備

（
交

流
無

停
電

電
源

装
置

）
 

１
 

設
備

量
の
算

定
 

⑴
 

交
換

機
設

置
局

ご
と

に
、

当
該

局
に

設
置

さ
れ

る
、

交
流

1
0
0
Ｖ

を
要

す
る

設
備

（
加

入
者

交
換

機
、

中
継
交

換
機

、
信

号
用
中

継
交

換
機

及
び
警

察
消

防
用

回
線

集

約
装

置
）

の
交

流
1
0
0
Ｖ
所

要
電

流
の

合
計

に
交

流
無

停
電

電
源
装

置
出

力
電
圧

0
.
1

ｋ
Ｖ

を
乗

じ
た
も

の
を
、

当
該

局
の
交

流
10

0
Ｖ
所

要
容
量

と
す
る

。
 

 
⑵

 
交

換
機

設
置

局
ご

と
に

、
当

該
局

に
設

置
さ

れ
る

交
流

2
00

Ｖ
を

要
す

る
設

備
（

監
視

設
備

（
総

合
監

視
）

）
の

交
流

2
00

Ｖ
所

要
電

流
の

合
計

に
３

の
平

方
根

及
び
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交
流

無
停

電
電

源
装

置
出

力
電

圧
0
.
2
ｋ

Ｖ
を
乗

じ
た

も
の

を
、
当

該
局

の
交
流

2
0
0

Ｖ
所

要
容

量
と
す

る
。

 

 
⑶

 
⑴

及
び

⑵
で

算
定
し

た
所

要
容

量
か
ら

、
そ

れ
ぞ

れ
の

種
別

ご
と

の
交
流
無

停
電

電
源

装
置

規
定

容
量

で
除
し

た
も

の
（

１
に
満

た
な

い
端

数
は
、

切
り

上
げ

る
も

の

と
す

る
。

）
を

交
流

無
停

電
電

源
装

置
（

10
0
Ｖ

）
台

数
及

び
交

流
無

停
電

電
源

装

置
（

20
0
Ｖ

）
台

数
と

す
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、

投
資

額
が

最
低

と
な

る
よ

う

に
交

流
無

停
電
電

源
装
置

の
種

別
を
選

択
す

る
。

 

 
２

 
投
資

額
の
算

定
 

 
局

ご
と

に
次

の
算

定
式

に
よ

り
、

前
項

の
規
定

に
基

づ
き

算
定
し

た
台

数
を

用
い

、

種
別

ご
と

交
流

無
停

電
電

源
装

置
投

資
額
を

求
め

、
そ

の
合

計
を

当
該

局
の
交
流

無
停

電
電

源
装

置
投

資
額

と
し

、
全

て
の

局
の
交

流
無

停
電

電
源

装
置

投
資

額
を
合
算

し
、

交
流

無
停

電
電
源

装
置
投

資
額

を
算
定

す
る

。
 

 
種

別
ご

と
交

流
無

停
電
電

源
装

置
投
資

額
 

＝
当

該
種

別
交
流

無
停
電

電
源

装
置
台

数
 

×
当

該
種

別
交
流

無
停

電
電
源

装
置

単
価

 

電
力

設
備

（
蓄

電
池

）
 

１
 

交
換

機
設
置

局
の
蓄

電
池

の
設
備

量
の

算
定

 

⑴
 

局
ご

と
に

、
当

該
局

に
設

置
さ

れ
る
整

流
装

置
の

所
要

電
流

値
の

合
計
に
、

交
換

機
設

置
局

整
流

装
置

用
蓄
電

池
容

量
算

出
係
数

を
乗

じ
た

も
の
を

、
当

該
局

の
整

流

装
置

用
蓄

電
池

容
量

と
す
る

。
こ

の
場

合
に
お

い
て

、
中

継
交
換

機
が

設
置

さ
れ

る

局
に

つ
い

て
は

、
加

入
者
交

換
機

関
連

設
備
用

整
流

装
置

及
び
中

継
交

換
機

関
連

設

備
用

整
流

装
置
の

別
に
整

流
装

置
用
蓄

電
池

容
量
を

算
定
す

る
。

 

 
⑵

 
局

ご
と

に
、

当
該

局
に

設
置

さ
れ

る
交

流
無

停
電

電
源

装
置

（
1
0
0
Ｖ

）
の

所
要

電
流

値
の

合
計

に
、

交
換
機

設
置

局
交

流
無
停

電
電

源
装

置
用
蓄

電
池

容
量

算
出

係

数
を

乗
じ

た
も

の
を

、
当

該
局

の
交

流
無

停
電

電
源

装
置

（
10

0
Ｖ

）
用

蓄
電

池
容

量
と

し
、

当
該

局
に

設
置

さ
れ

る
交

流
無

停
電

電
源

装
置

（
20

0
Ｖ

）
の

所
要

電
流

値
の

合
計

に
、

交
換

機
設
置

局
交

流
無

停
電
電

源
装

置
用

蓄
電
池

容
量

算
出

係
数

を

乗
じ

た
も

の
を

、
当

該
局

の
交

流
無

停
電

電
源

装
置

（
2
00

Ｖ
）

用
蓄

電
池

容
量

と

す
る

。
 

 
⑶

 
⑴

及
び

⑵
で

算
定
し

た
蓄

電
池

容
量
を

蓄
電

池
規

定
容

量
で

除
し

た
も
の
（

１
に

満
た

な
い

端
数

は
、

切
り
上

げ
る

も
の

と
す
る

。
）

の
合

計
を
当

該
局

に
設

置
す

る

蓄
電

池
の

組
数

と
す

る
。
こ

の
場

合
に

お
い
て

、
投

資
額

が
最
低

と
な

る
よ

う
に

蓄

電
池

の
種

別
を
選

択
す
る

。
 

 
２

 
局
設

置
遠
隔

収
容
装

置
設

置
局
の

蓄
電

池
の
設

備
量
の

算
定

 

 
局

ご
と

に
、

当
該

局
に

設
置

さ
れ

る
小

規
模
局

用
電

源
装

置
の
所

要
電

流
値

に
、

局

設
置

遠
隔

収
容

装
置

設
置

局
用

蓄
電

池
容
量

算
出

係
数

を
乗

じ
た

も
の

を
、
当
該

局
の
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整
流

装
置

用
蓄

電
池

容
量

と
し

、
蓄

電
池
容

量
を

蓄
電

池
規

定
容

量
で

除
し
た
も

の
（

１
に

満
た

な
い

端
数

は
、

切
り

上
げ

る
も
の

と
す

る
。

）
を

当
該

局
の

蓄
電
池
の

組
数

と
す

る
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
投

資
額
が

最
低

と
な

る
よ

う
に

蓄
電

池
の
種
別

を
選

択
す

る
。

 

 
３

 
局
設

置
簡
易

遠
隔
収

容
装

置
設
置

局
の

蓄
電
池

の
設
備

量
の

算
定

 

 
局

ご
と

に
、

当
該

局
に

設
置

さ
れ

る
小

規
模
局

用
電

源
装

置
の
所

要
電

流
値

に
局

設

置
簡

易
遠

隔
収

容
装

置
設

置
局

用
蓄

電
池
容

量
算

出
係

数
を

乗
じ

た
も

の
に
、
局

設
置

簡
易

遠
隔

収
容

装
置

の
所

要
電

流
値

に
局
設

置
簡

易
遠

隔
収

容
装

置
用

蓄
電
池
容

量
算

出
係

数
を

乗
じ

た
も

の
を

加
え

た
値

を
当
該

局
の

整
流

装
置

用
蓄

電
池

容
量
と
し

、
蓄

電
池

容
量

を
蓄

電
池

規
定

容
量

で
除

し
た
も

の
（

１
に

満
た

な
い

端
数

は
、
切
り

上
げ

る
も

の
と

す
る

。
）

を
当

該
局

の
蓄

電
池
の

組
数

と
す

る
。

こ
の

場
合

に
お
い
て

、
投

資
額

が
最

低
と
な

る
よ
う

に
蓄

電
池
の

種
別

を
選
択

す
る
。

 

 
４

 
投
資

額
の
算

定
 

 
局

ご
と

に
次

の
算

定
式

に
よ

り
、

前
３

項
の
規

定
に

基
づ

き
算
定

し
た

組
数

を
用

い

種
別

ご
と

蓄
電

池
投

資
額

を
求

め
、

そ
の
合

計
を

当
該

局
の

蓄
電

池
投

資
額
と
し

、
全

て
の

局
の

蓄
電
池

投
資
額

を
合

算
し
、

蓄
電

池
投
資

額
を
算

定
す

る
。

 

 
種

別
ご

と
蓄

電
池

投
資
額

 

＝
当

該
種

別
蓄
電

池
組
数

×
当

該
種

別
蓄

電
池

取
得

単
価

 

電
力

設
備

（
受

電
装

置
）

 

１
 

設
備

量
の
算

定
 

⑴
 

交
換

機
設

置
局

ご
と

に
、

当
該

局
に
設

置
さ

れ
る

整
流

装
置

の
所

要
電
流
値

の
合

計
に

、
整

流
装

置
電

圧
を
乗

じ
、

整
流

装
置
総

合
効

率
で

除
し
た

も
の

を
、

当
該

局

の
整

流
装

置
受
電

容
量
と

す
る

。
 

 
⑵

 
交

換
機

設
置

局
ご

と
に

、
当

該
局

に
設

置
さ

れ
る

交
流

無
停

電
電

源
装

置
（

10
0

Ｖ
）

の
所

要
容

量
及

び
交

流
無

停
電

電
源

装
置

（
2
00

Ｖ
）

の
所

要
容

量
の

合
計

を

、
交

流
無

停
電

電
源

装
置
総

合
効

率
で

除
し
た

も
の

を
、

当
該
局

の
交

流
無

停
電

電

源
装

置
容

量
と
す

る
。

 

 
⑶

 
交

換
機

設
置

局
ご
と

に
、

当
該

局
に
設

置
さ

れ
る

空
調

設
備

の
種

別
ご
と
電

力
容

量
の

合
計

を
、
当

該
局
の

空
調

設
備
容

量
と

す
る
。

 

 
⑷

 
交

換
機

設
置

局
ご
と

に
、

当
該

局
の
建

物
付

帯
設

備
面

積
に

、
単

位
面
積
当

た
り

建
物

付
帯

設
備

受
電

容
量
を

乗
じ

た
も

の
を
、

当
該

局
の

建
物
付

帯
設

備
受

電
容

量

と
す

る
。

 

 
⑸

 
⑴

、
⑵

、
⑶

及
び
④

で
算

定
し

た
容
量

の
合

計
を

、
種

別
ご

と
の

受
電
装
置

規
格

容
量

で
除

し
た

も
の

（
１
に

満
た

な
い

端
数
は

、
切

り
上

げ
る
も

の
と

す
る

。
）

を

受
電

装
置

数
と

す
る

。
こ
の

場
合

に
お

い
て
、

投
資

額
が

最
低
と

な
る

よ
う

に
受

電

装
置

の
種

別
を

選
択

す
る
。

選
択

し
た

受
電
装

置
規

格
容

量
の
合

計
を

、
当

該
局

の
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受
電

装
置

所
要
容

量
と
す

る
。

 

 
２

 
投
資

額
の
算

定
 

 
局

ご
と

に
次

の
算

定
式

に
よ

り
、

前
項

の
規
定

に
基

づ
き

算
定
し

た
所

要
容

量
を

用

い
受

電
装

置
投

資
額

を
求

め
、

そ
の

合
計
を

当
該

局
の

受
電

装
置

投
資

額
と
し
、

全
て

の
局

の
受

電
装
置

投
資
額

を
合

算
し
、

受
電

装
置
投

資
額
を

算
定

す
る
。

 

 
局

ご
と

受
電

装
置

投
資
額

 

＝
受

電
装

置
所
要

容
量

 

×
受

電
装

置
単
位

容
量

当
た
り

取
得

単
価

 

電
力

設
備

（
発

電
装

置
）

 

１
 

設
備

量
の
算

定
 

⑴
 

交
換

機
設

置
局

ご
と

に
、

当
該

局
に
設

置
さ

れ
る

整
流

装
置

の
ユ

ニ
ッ
ト
数

の
合

計
に

、
整

流
器

１
ユ

ニ
ッ
ト

当
た

り
最

大
電
流

及
び

整
流

装
置
電

圧
を

乗
じ

、
整

流

装
置

総
合

効
率
で

除
し
た

も
の

を
、
当

該
局

の
整
流

装
置
発

電
容

量
と
す

る
。

 

 
⑵

 
交

換
機

設
置

局
ご

と
に

、
当

該
局

に
設

置
さ

れ
る

交
流

無
停

電
電

源
装

置
（

10
0

Ｖ
）

の
所

要
容

量
及

び
交

流
無

停
電

電
源

装
置

（
2
00

Ｖ
）

の
所

要
容

量
の

合
計

を

、
交

流
無

停
電

電
源

装
置
総

合
効

率
で

除
し
た

も
の

を
、

当
該
局

の
交

流
無

停
電

電

源
装

置
容

量
と
す

る
。

 

 
⑶

 
交

換
機

設
置

局
ご
と

に
、

当
該

局
に
設

置
さ

れ
る

空
調

設
備

の
種

別
ご
と
電

力
容

量
の

合
計

を
、
当

該
局
の

空
調

設
備
容

量
と

す
る
。

 

 
⑷

 
交

換
機

設
置

局
ご
と

に
、

当
該

局
の
建

物
付

帯
設

備
面

積
に

、
単

位
面
積
当

た
り

の
建

物
付

帯
設

備
発

電
電
力

容
量

を
乗

じ
た
も

の
を

、
当

該
局
の

建
物

付
帯

設
備

発

電
容

量
と

す
る
。

 

 
⑸

 
⑴

、
⑵

、
⑶

及
び

⑷
で

算
定

し
た

容
量

の
合

計
を

、
種

別
ご

と
の

発
電
装
置

規
格

容
量

で
除

し
た

も
の

（
１
に

満
た

な
い

端
数
は

、
切

り
上

げ
る
も

の
と

す
る

。
）

を

発
電

装
置

数
と

す
る

。
こ
の

場
合

に
お

い
て
、

投
資

額
が

最
低
と

な
る

よ
う

に
発

電

装
置

の
種

別
を

選
択

す
る
。

選
択

し
た

発
電
装

置
規

格
容

量
の
合

計
を

当
該

局
の

発

電
装

置
所

要
容
量

と
す
る

。
 

 
２

 
投
資

額
の
算

定
 

 
局

ご
と

に
次

の
算

定
式

に
よ

り
、

前
項

の
規
定

に
基

づ
き

算
定
し

た
所

要
容

量
を

用

い
局

ご
と

発
電

装
置

投
資

額
を

求
め

、
そ
の

合
計

を
当

該
局

の
発

電
装

置
投
資
額

と
し

、
全

て
の

局
の

局
ご

と
発

電
装

置
投

資
額
を

合
算

し
、

発
電

装
置

投
資

額
を
算
定

す
る

。
 

 
局

ご
と

発
電

装
置

投
資
額

 

＝
発

電
装

置
所
要

容
量

 

×
発

電
装

置
単
位

容
量

当
た
り

取
得

単
価

 

電
力

設
備

１
 

Ｒ
Ｔ

―
Ｂ
Ｏ

Ｘ
以
外

の
局

に
設
置

す
る

場
合
の

設
備
量

の
算

定
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（
小

規
模

局
用

電
源

装
置

）
 

局
ご

と
に

、
当

該
局

に
設
置

さ
れ

る
設

備
の
所

要
電

流
値

の
合
計

を
、

小
規

模
局

用

電
源

装
置

１
台

当
た

り
の

最
大

電
流

で
除
し

た
も

の
（

１
に

満
た

な
い

端
数
は
、

切
り

上
げ

る
も

の
と
す

る
。
）

を
、

当
該
局

の
小

規
模
局

用
電
源

装
置

台
数
と

す
る
。

 

 
２

 
Ｒ
Ｔ

―
Ｂ
Ｏ

Ｘ
に
設

置
す

る
場
合

の
設

備
量
の

算
定

 

 
局

ご
と

に
、

当
該

局
に

設
置

さ
れ

る
設

備
（
局

設
置

簡
易

遠
隔
収

容
装

置
を

除
く

。

）
の

所
要

電
流

値
の

合
計

を
、

小
規

模
局
用

電
源

装
置

（
Ｒ

Ｔ
―

Ｂ
Ｏ

Ｘ
用
最
大

規
格

）
の

１
台

当
た

り
の

最
大

電
流

で
除

し
た
も

の
（

１
に

満
た

な
い

端
数

は
、
切
り

捨
て

る
も

の
と

す
る

。
）

を
当

該
局

の
小

規
模
局

用
電

源
装

置
台

数
と

す
る

。
ま
た
、

そ
れ

に
よ

っ
て

生
じ

た
所

要
電

流
値

の
余

り
か
ら

選
定

さ
れ

る
小

規
模

局
用

電
源
装
置

（
Ｒ

Ｔ
―

Ｂ
Ｏ

Ｘ
用
直

近
上
位

規
格

）
台
数

を
小

規
模
局

用
電
源

装
置

台
数
に

加
え
る

。
 

 
３

 
投
資

額
の
算

定
 

 
局

ご
と

に
次

の
算

定
式

に
よ

り
、

前
二

項
の
規

定
に

基
づ

き
算
定

し
た

台
数

を
用

い

局
ご

と
小

規
模

局
用

電
源

装
置

投
資

額
を
求

め
、

全
て

の
局

の
局

ご
と

小
規
模
局

用
電

源
装

置
投

資
額
を

合
算
し

、
小

規
模
局

用
電

源
装
置

投
資
額

を
算

定
す
る

。
 

 
局

ご
と

小
規

模
局

用
電
源

装
置

投
資
額

 

＝
小

規
模

局
用
電

源
装
置

台
数

×
小

規
模

局
用

電
源

装
置

単
価

 

電
力

設
備

（
可

搬
型

発
動

発
電

機
）

 

１
 

設
備

量
の
算

定
 

全
て

の
局

設
置

遠
隔

収
容
装

置
設

置
局

及
び
局

設
置

簡
易

遠
隔
収

容
装

置
設

置
局

を

所
要

電
流

値
ご

と
に

分
類

し
た

局
数

を
全
て

の
局

設
置

遠
隔

収
容

装
置

設
置
局
及

び
局

設
置

簡
易

遠
隔

収
容

装
置

設
置

局
数

で
そ
れ

ぞ
れ

除
し

た
値

を
可

搬
型

発
動
発
電

機
の

所
要

電
流

別
配

置
比

率
と

し
て

、
そ

の
比
率

に
応

じ
て

総
設

置
数

を
割

り
当
て
る

こ
と

に
よ

り
、

所
要
電

流
別
可

搬
型

発
動
発

電
機

設
置
台

数
を
算

出
す

る
。

 

 
２

 
投
資

額
の
算

定
 

 
⑴

 
所

要
電

流
別

可
搬
型

発
動

発
電

機
設
置

台
数

に
、

可
搬

型
発

動
発

電
機
規
定

容
量

を
乗

じ
、

所
要
電

流
別
可

搬
型

発
動
発

電
機

容
量
を

算
出
す

る
。

 

 
⑵

 
⑴

で
求

め
た

値
に
、

所
要

電
流

に
応

じ
た

可
搬

型
発
動

発
電

機
単

価
を
乗
じ

た
値

を
算

出
し

、
こ
れ

ら
を
合

算
し

た
値
を

投
資

額
と
す

る
。

 

機
械

室
建

物
 

１
 

Ｒ
Ｔ

―
Ｂ
Ｏ

Ｘ
以
外

の
局

の
機
械

室
建

物
の
設

備
量
の

算
定

 

⑴
 

局
ご

と
に

、
次

の
ア

か
ら

ツ
の

手
順
で

求
め

た
面

積
の

合
計

を
、

当
該
局
の

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

設
備
面

積
と
す

る
。

 

 
ア

 
局

設
置

遠
隔

収
容
装

置
基

本
部

面
積
に

、
局

設
置

遠
隔
収

容
装

置
１

台
当
た

り

収
容

回
線

数
を

局
設

置
遠
隔

収
容

装
置

単
位
面

積
当

た
り

最
大

収
容

回
線

数
で
除

し
た

も
の

（
１

に
満

た
な
い

端
数

は
、

切
り
上

げ
る

も
の

と
す

る
。

）
に

局
設
置

遠
隔

収
容

装
置

単
位

面
積
を

乗
じ

た
も

の
を
加

え
、

局
設

置
遠

隔
収

容
装

置
台
数
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を
乗

じ
た

も
の

 

 
イ

 
加

入
者

交
換

機
基
本

部
面

積
に

、
加
入

者
交

換
機

１
台
当

た
り

収
容

回
線
数

を

加
入

者
交

換
機

収
容

架
単
位

面
積

当
た

り
最
大

収
容

回
線

数
で

除
し

た
も

の
（
１

に
満

た
な

い
端

数
は

、
切
り

上
げ

る
も

の
と
す

る
。

）
に

加
入

者
交

換
機

収
容
架

単
位

面
積

を
乗

じ
た

も
の
を

加
え

た
も

の
に
、

加
入

者
交

換
機

台
数

を
乗

じ
た
も

の
 

 
ウ

 
中

継
交

換
機

基
本
部

面
積

に
、

中
継
交

換
機

１
台

当
た
り

収
容

回
線

数
を
中

継

交
換

機
収

容
架

単
位

面
積
当

た
り

最
大

収
容
回

線
数

で
除

し
た

も
の

（
１

に
満
た

な
い

端
数

は
、

切
り

上
げ
る

も
の

と
す

る
。
）

に
中

継
交

換
機

収
容

架
単

位
面
積

を
乗

じ
た

も
の
を

加
え
、

中
継

交
換
機

台
数

を
乗
じ

た
も
の

 

 
エ

 
伝

送
装

置
の

種
別
ご

と
に

当
該

装
置
の

架
数

に
当

該
装
置

の
架

当
た

り
面
積

を

乗
じ

た
も

の
を
算

定
し
、

全
種

別
の
面

積
を

合
計
し

た
も
の

 

 
オ

 
無

線
伝

送
装

置
の
変

復
調

回
線

切
替
装

置
の

架
数

に
当
該

装
置

の
架

当
た
り

面

積
を

乗
じ

た
も

の
に

、
無
線

送
受

信
装

置
の
架

数
に

当
該

装
置

の
架

当
た

り
面
積

を
乗

じ
た

も
の
を

加
え
た

も
の

 

 
カ

 
衛

星
通

信
設

備
の
Ｔ

Ｄ
Ｍ

Ａ
装

置
、
衛

星
送

受
信

装
置
及

び
衛

星
回

線
制
御

装

置
の

そ
れ

ぞ
れ
の

架
数
に

当
該

装
置
の

架
当

た
り
面

積
を
乗

じ
て

合
算
し

た
も
の

 

 
キ

 
ク

ロ
ッ

ク
供

給
装
置

の
架

数
に

ク
ロ
ッ

ク
供

給
装

置
の
架

当
た

り
面

積
を
乗

じ

た
も

の
 

 
ク

 
中

間
中

継
伝

送
装
置

の
架

数
に

中
間
中

継
伝

送
装

置
の
架

当
た

り
面

積
を
乗

じ

た
も

の
 

 
ケ

 
海

底
中

間
中

継
伝
送

装
置

給
電

装
置
数

に
海

底
中

間
中
継

伝
送

装
置

給
電
装

置

の
装

置
当

た
り
面

積
を
乗

じ
た

も
の

 

 
コ

 
信

号
用

中
継

交
換
機

基
本

部
面

積
に
、

信
号

用
中

継
交
換

機
１

台
当

た
り
収

容

リ
ン

ク
数

を
信

号
用

中
継
交

換
機

収
容

架
単
位

面
積

当
た

り
最

大
収

容
リ

ン
ク
数

で
除

し
た

も
の

（
１

に
満
た

な
い

端
数

は
、
切

り
上

げ
る

も
の

と
す

る
。

）
に
信

号
用

中
継

交
換

機
収

容
架
単

位
面

積
を

乗
じ
た

も
の

を
加

え
た

も
の

に
、

信
号
用

中
継

交
換

機
台
数

を
乗
じ

た
も

の
 

 
サ

 
主

配
線

盤
収

容
回

線
数
に

き
線

回
線

予
備
率

分
を

加
算

し
た

も
の

を
、

1
0,
0
0
0

で
除

し
た

も
の

（
１

に
満

た
な

い
端

数
は

、
切

り
上

げ
る

も
の

と
す

る
。

）
に

1
0
,
0
0
0
端

子
当

た
り

必
要

主
配

線
盤

長
を
乗

じ
た

も
の

に
、

作
業

ス
ペ

ー
ス

込
み

の
主

配
線

盤
幅
を

乗
じ
た

も
の

 

 
シ

 
当

該
局

に
帰

属
す
る

き
線

点
遠

隔
収
容

装
置

数
（

当
該
局

に
帰

属
す

る
局
設

置

遠
隔

収
容

装
置

設
置

局
に
帰

属
す

る
き

線
点
遠

隔
収

容
装

置
数

を
含

む
。

）
に
き

線
点

遠
隔

収
容

装
置

当
た
り

心
線

数
を

乗
じ
た

も
の

を
加

入
者

系
半

固
定

パ
ス
伝
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送
装

置
単

位
面

積
当

た
り
最

大
収

容
端

子
数
で

除
し

た
も

の
（

１
に

満
た

な
い
端

数
は

、
切

り
上

げ
る

も
の
と

す
る

。
）

に
加
入

者
系

半
固

定
パ

ス
伝

送
装

置
単
位

面
積

を
乗

じ
た
も

の
 

 
ス

 
光

ケ
ー

ブ
ル

成
端
架

収
容

端
子

数
を
光

ケ
ー

ブ
ル

成
端
架

単
位

面
積

当
た
り

最

大
収

容
端

子
数

で
除

し
た
も

の
（

１
に

満
た
な

い
端

数
は

、
切

り
上

げ
る

も
の
と

す
る

。
）

に
光
ケ

ー
ブ
ル

成
端

架
単
位

面
積

を
乗
じ

た
も
の

 

 
セ

 
消

防
警

察
ト

ラ
ン
ク

の
架

数
に
、

当
該

設
備
の

架
当
た

り
面

積
を
乗

じ
た
も

の
 

 
ソ

 
警

察
消

防
用

回
線
集

約
装

置
の

架
数
に

、
当

該
設

備
の
架

当
た

り
面

積
を
乗

じ

た
も

の
 

 
タ

 
総

合
監

視
面

積
及
び

試
験

受
付
面

積
の

合
計

 

 
チ

 
次

の
(ア)か

ら
(エ)ま

で
の
中

で
最

大
の
も

の
（

更
改

の
た

め
の

面
積

を
確
保

）
 

 
(ア) 

局
設
置

遠
隔
収

容
装
置

１
台

当
た
り

所
要

面
積

 

 
(イ) 

加
入
者

交
換
機

１
台
当

た
り

所
要
面

積
 

 
(ウ) 

中
継
交

換
機
１

台
当
た

り
所

要
面
積

 

 
(エ) 

信
号
用

中
継
交

換
機
１

台
当

た
り
所

要
面

積
 

 
ツ

 
伝

送
装

置
の

種
類
別

の
１

ア
イ
ラ

ン
ド

当
た
り

所
要
面

積
の

中
で
最

大
の
も

の
 

 
⑵

 
局

ご
と

に
、

次
の
ア

か
ら

ク
ま

で
の
手

順
で

求
め

た
面

積
の

合
計

を
、
当
該

局
の

電
力

設
備

面
積
と

す
る
。

 

 
ア

 
整

流
装

置
系

統
数
に

整
流

装
置

基
本
部

面
積

を
乗

じ
た
も

の
及

び
整

流
装
置

増

設
架

数
に

整
流
装

置
増
設

架
面

積
を
乗

じ
た

も
の
の

合
計

 

 
イ

 
直

流
変

換
電

源
装
置

架
数

に
直

流
変
換

電
源

装
置

架
当
た

り
単

位
面

積
を
乗

じ

た
も

の
 

 
ウ

 
交

流
無

停
電

電
源
装

置
種

別
ご

と
に
、

交
流

無
停

電
電
源

装
置

台
数

に
交
流

無

停
電

電
源

装
置
所

要
面
積

を
乗

じ
た
も

の
の

合
計

 

 
エ

 
蓄

電
池

種
別

ご
と
に

、
蓄

電
池
組

数
に

蓄
電
池

面
積
を

乗
じ

た
も
の

の
合
計

 

 
オ

 
受

電
装

置
種

別
ご
と

に
、

受
電

装
置
数

に
受

電
装

置
所
要

面
積

を
乗

じ
た
も

の

の
合

計
 

 
カ

 
発

電
装

置
種

別
ご
と

に
、

発
電

装
置
数

に
発

電
装

置
所
要

面
積

を
乗

じ
た
も

の

の
合

計
 

 
キ

 
小

規
模

局
用

電
源
装

置
台

数
に

小
規
模

局
用

電
源

装
置
所

要
面

積
を

乗
じ
た

も

の
の

合
計

 

 
ク

 
整

流
装

置
１

台
分
の

面
積

、
局

内
の
最

大
容

量
の

交
流
無

停
電

電
源

装
置
１

台

分
の

面
積

、
１

系
統

に
蓄
電

池
が

１
組

だ
け
設

置
さ

れ
て

い
る

場
合

の
整

流
装
置

及
び

交
流

無
停

電
電

源
装
置

の
蓄

電
池

１
組
分

の
面

積
、

受
電

装
置

種
別

ご
と
の
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受
電

装
置

数
に

受
電

装
置
更

改
面

積
を

乗
じ
た

も
の

の
合

計
又

は
小

規
模

局
用
電

源
装

置
１

台
分
の

面
積
の

合
計

（
更
改

の
た

め
の
面

積
を
確

保
）

 

 
⑶

 
局

ご
と

に
、

種
別
ご

と
の

空
調

設
備
台

数
に

空
調

設
備

単
位

面
積

を
乗
じ
た

も
の

の
合

計
を

、
当
該

局
の
空

調
設

備
面
積

と
す

る
。

 

 
⑷

 
局

ご
と

に
、

⑴
サ
で

算
定

し
た
面

積
を

、
当
該

局
の
ケ

ー
ブ

ル
室
面

積
と
す

る
。

 

 
⑸

 
局

ご
と

に
、

ネ
ッ
ト

ワ
ー

ク
設

備
面
積

、
電

力
設

備
面

積
、

空
調

設
備
面
積

及
び

ケ
ー

ブ
ル

室
面

積
の

合
計
に

、
１

か
ら

建
物
付

帯
設

備
面

積
付
加

係
数

を
減

じ
た

も

の
を

建
物

付
帯

設
備

面
積
付

加
係

数
で

除
し
た

も
の

を
乗

じ
て
、

当
該

局
の

建
物

付

帯
設

備
面

積
と
す

る
。

 

 
⑹

 
⑴

か
ら

⑸
ま

で
で
算

定
し

た
ネ

ッ
ト
ワ

ー
ク

設
備

面
積

、
電

力
設

備
面
積
、

空
調

設
備

面
積

、
ケ

ー
ブ

ル
室
面

積
及

び
建

物
付
帯

設
備

面
積

の
合
計

を
、

当
該

局
の

機

械
室

建
物

面
積
と

す
る
。

 

 
２

 
Ｒ
Ｔ

―
Ｂ
Ｏ

Ｘ
の
機

械
室

建
物
の

設
備

量
の
算

定
 

 
Ｒ

Ｔ
―

Ｂ
Ｏ

Ｘ
数

を
１
と

す
る

。
 

 
３

 
投
資

額
の
算

定
 

 
局

ご
と

に
次

の
算

定
式

に
よ

り
、

前
２

項
の
規

定
に

基
づ

き
算
定

し
た

面
積

又
は

Ｒ

Ｔ
―

Ｂ
Ｏ

Ｘ
単

価
を

用
い

局
ご

と
機

械
室
建

物
投

資
額

を
求

め
、

全
て

の
局
の
局

ご
と

機
械

室
建

物
投
資

額
を
合

算
し

、
機
械

室
建

物
投
資

額
を
算

定
す

る
。

 

 
局

ご
と

機
械

室
建

物
投
資

額
 

＝
機

械
室

建
物
面

積
×

機
械
室

建
物

建
設

単
価

 

又
は
 

局
ご

と
機

械
室
建

物
投
資

額
＝

Ｒ
Ｔ
―

Ｂ
Ｏ

Ｘ
単
価

 

機
械

室
土

地
 

１
 

交
換

機
設
置

局
の
機

械
室

土
地
の

設
備

量
の
算

定
 

局
ご

と
に

、
機

械
室

建
物
面

積
を

当
該

局
の
容

積
率

で
除

し
た
も

の
を

、
当

該
局

の

機
械

室
土

地
面

積
と

す
る

。
た

だ
し

、
当
該

局
の

容
積

率
の

指
定

が
な

い
場
合
に

は
、

機
械

室
建

物
面

積
を

複
数

階
局

容
積

率
で
除

し
た

も
の

を
、

当
該

局
の

機
械
室
土

地
面

積
と

す
る

。
 

 
２

 
局

設
置

遠
隔

収
容
装

置
設

置
局

及
び

局
設

置
簡

易
遠

隔
収

容
装

置
設

置
局
の

機
械

室

土
地

の
設

備
量
の

算
定

 

 
局

ご
と

に
、

次
の

手
順
で

算
定

を
行
う

。
 

 
⑴

 
当

該
局

が
Ｒ

Ｔ
―
Ｂ

Ｏ
Ｘ

、
無

線
併
設

局
、

無
線

単
独

局
及

び
衛

星
通
信
地

球
局

以
外

の
場

合
、

次
の

手
順
で

算
定

を
行

う
。
こ

の
場

合
に

お
い
て

、
当

該
局

が
複

数

階
局

で
あ

る
か

平
屋

局
で
あ

る
か

に
つ

い
て
は

、
空

調
設

備
、
機

械
室

建
物

及
び

機

械
室

土
地

の
資

本
コ

ス
ト
（

減
価

償
却

費
、
自

己
資

本
費

用
、
他

人
資

本
費

用
、

利
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益
対

応
税

、
通

信
設

備
使
用

料
、

固
定

資
産
税

）
及

び
保

守
コ
ス

ト
（

施
設

保
全

費

、
道

路
占

用
料
、

撤
去
費

用
）

の
合
計

を
比

較
し
決

定
す
る

。
 

 
ア

 
当

該
局

が
複

数
階
局

の
場

合
、

機
械
室

建
物

面
積

を
当
該

局
の

容
積

率
で
除

し

た
も

の
を

、
当

該
局

の
機
械

室
土

地
面

積
と
す

る
。

た
だ

し
、

当
該

局
の

容
積
率

の
指

定
が

な
い

場
合

に
は
、

機
械

室
建

物
面
積

を
複

数
階

局
容

積
率

で
除

し
た
も

の
を

、
当

該
局
の

機
械
室

土
地

面
積
と

す
る

。
 

 
イ

 
当

該
局

が
平

屋
局
の

場
合

、
機

械
室
建

物
面

積
を

平
屋
局

容
積

率
で

除
し
た

も

の
、

地
上

鉄
塔

土
地

面
積
及

び
駐

車
ス

ペ
ー
ス

等
土

地
面

積
の

合
計

か
ら

駐
車
ス

ペ
ー

ス
面

積
の

う
ち

デ
ー
タ

系
に

係
る

も
の
（

回
線

数
比

に
よ

り
算

定
す

る
も
の

と
す

る
。

）
を
控

除
し
た

も
の

を
、
当

該
局

の
機
械

室
土
地

面
積

と
す
る

。
 

 
⑵

 
当

該
局

が
Ｒ

Ｔ
―
Ｂ

Ｏ
Ｘ

の
場

合
、
Ｒ

Ｔ
―

Ｂ
Ｏ

Ｘ
土

地
面

積
及

び
地
上
鉄

塔
土

地
面

積
の

合
計

か
ら

駐
車
ス

ペ
ー

ス
面

積
の
う

ち
デ

ー
タ

系
に
係

る
も

の
（

回
線

数

比
に

よ
り

算
定

す
る

も
の
と

す
る

。
）

を
控
除

し
た

も
の

を
、
当

該
局

の
機

械
室

土

地
面

積
と

す
る
。

 

 
３

 
投
資

額
の
算

定
 

 
局

ご
と

に
次

の
算

定
式

に
よ

り
、

前
２

項
の
規

定
に

基
づ

き
算
定

し
た

面
積

を
用

い

局
ご

と
機

械
室

土
地

投
資

額
を

求
め

、
全
て

の
局

の
局

ご
と

機
械

室
土

地
投
資
額

を
合

算
し

、
機

械
室
土

地
投
資

額
を

算
定
す

る
。

 

 
局

ご
と

機
械

室
土

地
投
資

額
 

＝
機

械
室

土
地

面
積

×
（

固
定

資
産

評
価

額
÷

土
地

単
価

時
価

補
正

係
数
）

×
土

地
単

価
時
点

補
正

係
数

 

監
視

設
備

（
総

合
監

視
）

 

監
視

設
備

（
総
合

監
視
）

投
資

額
 

＝
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
設

備
投

資
額
合

計
×

監
視

設
備
（

総
合

監
視

）
対

投
資
額

比
率
 

注
 

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

設
備

と
は

、
別

表
第

１
の

１
第

１
表

に
規

定
す

る
設

備
区
分

に
係

る

設
備

及
び

別
表

第
１

の
２

第
１

表
に

規
定
す

る
附

属
設

備
等

の
う

ち
、

空
調
設
備

、
電

力
設

備
、

機
械

室
建

物
及

び
機

械
室

土
地
の

設
備

等
区

分
に

係
る

設
備

等
を
い
う

。
以

下
こ

の
表

に
お
い

て
同
じ

。
 

監
視

設
備

（
加

入
者

交
換

機
）

 

監
視

設
備

（
加
入

者
交
換

機
）

投
資
額

 

＝
（

加
入

者
交

換
機

投
資

額
＋
消

防
警

察
ト

ラ
ン

ク
投

資
額

＋
警

察
消

防
用

回
線

集
約

装
置

投
資

額
）

×
監

視
設

備
（

加
入

者
交

換
機
）

対
投

資
額

比

率
 

監
視

設
備

（
中

継
交

換
機

）
 

監
視

設
備

（
中
継

交
換
機

）
投

資
額

 

＝
中

継
交

換
機
投

資
額

×
監
視

設
備

（
中
継

交
換
機

）
対

投
資
額

比
率
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監
視

設
備

（
伝

送
無

線
機

械
）

 

監
視

設
備

（
伝
送

無
線
機

械
）

投
資
額

 

＝
（

伝
送

装
置

投
資

額
＋

中
間
中

継
伝

送
装

置
投

資
額

＋
無

線
伝

送
装

置
投

資
額

＋
無

線
ア

ン
テ

ナ
投

資
額

＋
無

線
鉄

塔
投

資
額

＋
衛
星

通
信

設
備

投

資
額

）
×

監
視
設

備
（

伝
送
無

線
機

械
）

対
投

資
額

比
率

 

監
視

設
備

（
市

外
線

路
）

 

監
視

設
備

（
市
外

線
路
）

投
資

額
 

＝
市

外
線

路
投

資
額

（
中

継
系
光

ケ
ー

ブ
ル

、
海

底
光

ケ
ー

ブ
ル

、
海

底
中

間
中

継
伝

送
装

置
及

び
中

継
系

電
柱
の

投
資

額
の

合
計

）
×

監
視

設
備

（

市
外

線
路

）
対
投

資
額
比

率
 

監
視

設
備

（
市

内
線

路
）

 

監
視

設
備

（
市
内

線
路
）

投
資

額
 

＝
市

内
線

路
投

資
額

（
加

入
系
光

ケ
ー

ブ
ル

、
メ

タ
ル

ケ
ー

ブ
ル

及
び

加
入

系
電

柱
の

投
資
額

の
合
計

）
×

監
視

設
備
（

市
内
線

路
）

対
投

資
額
比

率
 

共
通

用
建

物
 

共
通

用
建

物
投
資

額
 

＝
機

械
室

建
物
投

資
額
×

共
通

用
建

物
対

投
資

額
比

率
 

共
通

用
土

地
 

共
通

用
土

地
投
資

額
 

＝
機

械
室

土
地
投

資
額
×

共
通

用
土

地
対

投
資

額
比

率
 

構
築

物
 

構
築

物
投

資
額

 

＝
（

機
械

室
建

物
投

資
額

＋
共
通

用
建

物
投

資
額

）
×

構
築

物
対

投
資

額
比

率
 

機
械

及
び

装
置

 

機
械

及
び

装
置
投

資
額

 

＝
ネ

ッ
ト

ワ
ー
ク

設
備
投

資
額

合
計
×

機
械

及
び
装

置
対

投
資
額

比
率

 

車
両

 
車

両
投
資

額
 

＝
ネ

ッ
ト

ワ
ー
ク

設
備
投

資
額

合
計
×

車
両

対
投
資

額
比

率
 

工
具

、
器

具
及

び
備

品
 

工
具

、
器

具
及
び

備
品
投

資
額

 

＝
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
設

備
投

資
額
合

計
×

工
具

、
器
具

及
び

備
品

対
投

資
額
比

率
 

無
形

固
定

資
産

（
交

換
機

ソ
フ

ト
ウ

ェ
ア

）
 

無
形

固
定

資
産
（

交
換
機

ソ
フ

ト
ウ
ェ

ア
）

投
資
額

 

＝
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
設

備
投

資
額
合

計
×

無
形

固
定
資

産
（

交
換

機
ソ

フ
ト
ウ

ェ
ア

）
対

投
資
額

比
率

 

無
形

固
定

資
産

（
そ

の
他

の
無

形
固

定
資

産
）

 

無
形

固
定

資
産
（

そ
の
他

の
無

形
固
定

資
産

）
投
資

額
 

＝
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
設

備
投

資
額
合

計
×

無
形

固
定
資

産
（

そ
の

他
の

無
形
固

定
資

産
）

対
投
資

額
比
率
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第

２
表

 

定
額

法
正

味
固
定

資
産
価

額
＝

Σ
ｎ
＝
１
～

経
済
的
耐
用
年
数
（

定
額

法
正

味
固
定

資
産
価

額
（
ｎ

）
）

÷
経
済

的
耐

用
年

数
 

定
額

法
正

味
固
定

資
産
価

額
（

ｎ
）
＝

（
期

首
定
額

法
正
味

固
定

資
産
価

額
（
ｎ

）
＋
期

末
定
額

法
正
味

固
定

資
産

価
額
（

ｎ
）
）

÷
２

 

期
首

定
額

法
正
味

固
定
資

産
価

額
（
ｎ

）
＝

Ｍ
Ａ
Ｘ

｛
投
資

額
－

（
（
投

資
額
－

最
低
残

存
価
額

）
÷

法
定

耐
用

年
数
）

×
（

ｎ
－
１

）
、

最
低

残
存

価
額

｝
 

期
末

定
額

法
正
味

固
定
資

産
価

額
（
ｎ

）
＝

Ｍ
Ａ
Ｘ

｛
投
資

額
－

（
（
投

資
額
－

最
低
残

存
価
額

）
÷

法
定

耐
用

年
数
）

×
ｎ

、
最
低

残
存

価
額

｝
 

定
率

法
正

味
固
定

資
産
価

額
＝

Σ
ｎ
＝
１
～

経
済
的
耐
用
年
数
（

定
率

法
正

味
固
定

資
産
価

額
（
ｎ

）
）

÷
経
済

的
耐

用
年

数
 

定
率

法
正

味
固
定

資
産
価

額
（

ｎ
）
＝

（
期

首
定
率

法
正
味

固
定

資
産
価

額
（
ｎ

）
＋
期

末
定
率

法
正
味

固
定

資
産

価
額
（

ｎ
）
）

÷
２

 

期
首

定
率

法
正
味

固
定
資

産
価

額
（
ｎ

）
＝

Ｍ
Ａ
Ｘ

｛
投
資

額
×

（
１

－
償
却
率

）
ｎ

－
１
、

投
資

額
×

最
低

残
存

率
｝

 

期
末

定
率

法
正
味

固
定
資

産
価

額
（
ｎ

）
＝

Ｍ
Ａ
Ｘ

｛
投
資

額
×

（
１

－
償
却
率

）
ｎ
、

投
資

額
×

最

低
残

存
率

｝
 

償
却

率
＝

１
－
（

残
存
率

）
１
÷
法
定
耐
用
年

数
 

残
存

率
＝

0
.
1と

す
る
。

 

定
額

法
正

味
固
定

資
産
価

額
＝

Σ
ｎ
＝
１
～

経
済
的
耐
用
年
数
（

定
額

法
正

味
固
定

資
産
価

額
（
ｎ

）
）

÷
経
済

的
耐
用

年
数
 

定
額

法
正

味
固
定

資
産
価

額
（

ｎ
）
＝

（
期

首
定
額

法
正
味

固
定

資
産
価

額
（
ｎ

）
＋
期

末
定
額

法
正
味

固

定
資

産
価

額
（
ｎ

）
）
÷

２
 

期
首

定
額

法
正
味

固
定
資

産
価

額
（
ｎ

）
＝

Ｍ
Ａ
Ｘ

｛
投
資

額
－

（
（
投

資
額
－

最
低
残

存
価
額

）
÷

法

定
耐

用
年

数
）
×

（
ｎ

－
１
）

、
最

低
残

存
価

額
｝

 

期
末

定
額

法
正
味

固
定
資

産
価

額
（
ｎ

）
＝

Ｍ
Ａ
Ｘ

｛
投
資

額
－

（
（
投

資
額
－

最
低
残

存
価
額

）
÷

法

定
耐

用
年

数
）
×

ｎ
、

最
低
残

存
価

額
｝

 

定
率

法
正

味
固
定

資
産
価

額
＝

Σ
ｎ
＝
１
～

経
済
的
耐
用
年
数
（

定
率

法
正

味
固
定

資
産
価

額
（
ｎ

）
）

÷
経
済

的
耐
用

年
数
 

定
率

法
正

味
固
定

資
産
価

額
（

ｎ
）
＝

（
期

首
定
率

法
正
味

固
定

資
産
価

額
（
ｎ

）
＋
期

末
定
率

法
正
味

固

定
資

産
価

額
（
ｎ

）
）
÷

２
 

期
首

定
率

法
正
味

固
定
資

産
価

額
（
ｎ

）
＝

Ｍ
Ａ
Ｘ

｛
投
資

額
×

（
１

－
償
却
率

）
ｎ
－

１
、

投
資

額
×
最

低
残

存
率

｝
 

期
末

定
率

法
正
味

固
定
資

産
価

額
（
ｎ

）
＝

Ｍ
Ａ
Ｘ

｛
投
資

額
×

（
１

－
償
却
率

）
ｎ
、

投
資

額
×

最
低

残
存

率
｝

 

償
却

率
＝

１
－
（

残
存
率

）
１
÷
法
定
耐
用
年

数
 

残
存

率
＝

0
.
1と

す
る
。

 

［
略

］
 

［
同

左
］

 

設
備

区
分

 
算

 
 
 

定
 
 

 
方

 
 

 
法

 

［
略

］
 

 

監
視

設
備

（
総

合
監

視
）
 

監
視

設
備

（
総
合

監
視
）

投
資

額
 

＝
ネ

ッ
ト

ワ
ー
ク

設
備
投

資
額

合
計
×

監
視

設
備
（

総
合

監
視
）

対
投

資
額
比
率

 

 
注

 
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
設
備

と
は

、
別
表

第
１

の
１

に
規

定
す

る
設

備
区
分

に
係
る

設
備
を

い
う

。
以

下
こ
の

表
に
お

い
て

同
じ
。

 

［
略

］
 

 
 

設
備

区
分

 
算

 
 
 

 
 
 

定
 
 

 
 

 
 
方

 
 

 
 
 

 
法
 

［
同

左
］

 
 

監
視

設
備

（
総

合
監

視
）

 

監
視

設
備

（
総
合

監
視
）

投
資

額
 

＝
ネ

ッ
ト

ワ
ー
ク

設
備
投

資
額

合
計
×

監
視

設
備
（

総
合

監
視
）

対
投

資
額
比
率

 

 
注

 
ネ
ッ

ト
ワ
ー

ク
設
備

と
は

、
別
表

第
１

の
１
第

２
表

に
規
定

す
る
設

備
区
分

に
係
る

設
備

を
い

う
。
以

下
こ
の

表
に

お
い
て

同
じ

。
 

［
同

左
］

 
 

 

別
表

第
２

の
２
（

第
６

条
関
係

）
 

正
味
固

定
資
産

価
額
算

定
に

用
い
る

数
値

 
別

表
第
２

の
２
（

第
６
条

関
係

）
 

正
味
固

定
資
産

価
額
算

定
に

用
い
る

数
値

 

［
削

る
］

 
第

１
表

 

 
項

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
目
 

数
 

 
値
 

単
 

 
 

 
位
 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ
ル

（
小
）

規
格

対
数

⑴
 

5
 

対
 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ
ル

（
小
）

規
格

対
数

⑵
 

1
0
 

対
 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ
ル

（
小
）

規
格

対
数
⑶
 

2
0
 

対
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メ
タ

ル
ケ

ー
ブ
ル

（
小
）

規
格

対
数
⑷
 

3
0
 

対
 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ
ル

（
小
）

規
格

対
数
⑸
 

5
0
 

対
 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ
ル

（
小
）

規
格

対
数
⑹
 

1
0
0 

対
 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ
ル

（
小
）

規
格

対
数
⑺
 

2
0
0 

対
 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ
ル

（
小
）

規
格

対
数
⑻
 

4
0
0 

対
 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ
ル

（
小
）

規
格

対
数
⑼
 

6
0
0 

対
 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ
ル

（
小
）

規
格

対
数
⑽
 

8
0
0 

対
 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ
ル

（
小
）

規
格

対
数
⑾
 

1
,
0
0
0 

対
 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ
ル

（
小
）

規
格

対
数
⑿
 

1
,
2
0
0 

対
 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ
ル

（
小
）

規
格

対
数
⒀
 

1
,
4
0
0 

対
 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ
ル

（
小
）

規
格

対
数
⒁
 

1
,
6
0
0 

対
 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ
ル

（
小
）

規
格

対
数
⒂
 

1
,
8
0
0 

対
 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ
ル

（
小
）

規
格

対
数
⒃
 

2
,
0
0
0 

対
 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ
ル

（
小
）

規
格

対
数
⒄
 

2
,
4
0
0 

対
 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ
ル

（
小
）

規
格

対
数
⒅
 

3
,
0
0
0 

対
 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ
ル

（
中
）

規
格

対
数
⑴
 

5
 

対
 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ
ル

（
中
）

規
格

対
数
⑵
 

1
0
 

対
 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ
ル

（
中
）

規
格

対
数
⑶
 

2
0
 

対
 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ
ル

（
中
）

規
格

対
数
⑷
 

3
0
 

対
 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ
ル

（
中
）

規
格

対
数
⑸
 

5
0
 

対
 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ
ル

（
中
）

規
格

対
数
⑹
 

1
0
0 

対
 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ
ル

（
中
）

規
格

対
数
⑺
 

2
0
0 

対
 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ
ル

（
中
）

規
格

対
数
⑻
 

4
0
0 

対
 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ
ル

（
中
）

規
格

対
数
⑼
 

6
0
0 

対
 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ
ル

（
中
）

規
格

対
数
⑽
 

8
0
0 

対
 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ
ル

（
中
）

規
格

対
数
⑾
 

1
,
0
0
0 

対
 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ
ル

（
中
）

規
格

対
数
⑿
 

1
,
2
0
0 

対
 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ
ル

（
大
）

規
格

対
数
⑴
 

5
 

対
 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ
ル

（
大
）

規
格

対
数
⑵
 

1
0
 

対
 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ
ル

（
大
）

規
格

対
数
⑶
 

2
0
 

対
 

112



メ
タ

ル
ケ

ー
ブ
ル

（
大
）

規
格

対
数
⑷
 

3
0
 

対
 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ
ル

（
大
）

規
格

対
数
⑸
 

5
0
 

対
 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ
ル

（
大
）

規
格

対
数
⑹
 

1
0
0 

対
 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ
ル

（
大
）

規
格

対
数
⑺
 

2
0
0 

対
 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ
ル

（
大
）

規
格

対
数
⑻
 

4
0
0 

対
 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ
ル

（
大
）

規
格

対
数
⑼
 

6
0
0 

対
 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ
ル

（
小
）

最
大

規
格
対

数
 

3
,
0
0
0 

対
 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ
ル

（
中
）

最
大

規
格
対

数
 

1
,
2
0
0 

対
 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ
ル

（
大
）

最
大

規
格
対

数
 

6
0
0 

対
 

加
入

系
光

ケ
ー
ブ

ル
規
格

心
数

⑴
 

8
 

心
 

加
入

系
光

ケ
ー
ブ

ル
規
格

心
数

⑵
 

1
6
 

心
 

加
入

系
光

ケ
ー
ブ

ル
規
格

心
数

⑶
 

2
4
 

心
 

加
入

系
光

ケ
ー
ブ

ル
規
格

心
数

⑷
 

3
2
 

心
 

加
入

系
光

ケ
ー
ブ

ル
規
格

心
数

⑸
 

4
0
 

心
 

加
入

系
光

ケ
ー
ブ

ル
規
格

心
数

⑹
 

6
0
 

心
 

加
入

系
光

ケ
ー
ブ

ル
規
格

心
数

⑺
 

8
0
 

心
 

加
入

系
光

ケ
ー
ブ

ル
規
格

心
数

⑻
 

1
0
0 

心
 

加
入

系
光

ケ
ー
ブ

ル
規
格

心
数

⑼
 

1
2
0 

心
 

加
入

系
光

ケ
ー
ブ

ル
規
格

心
数

⑽
 

1
6
0 

心
 

加
入

系
光

ケ
ー
ブ

ル
規
格

心
数

⑾
 

2
0
0 

心
 

加
入

系
光

ケ
ー
ブ

ル
規
格

心
数

⑿
 

3
0
0 

心
 

加
入

系
光

ケ
ー
ブ

ル
規
格

心
数

⒀
 

4
0
0 

心
 

加
入

系
光

ケ
ー
ブ

ル
規
格

心
数

⒁
 

5
0
0 

心
 

加
入

系
光

ケ
ー
ブ

ル
規
格

心
数

⒂
 

6
0
0 

心
 

加
入

系
光

ケ
ー
ブ

ル
規
格

心
数

⒃
 

8
0
0 

心
 

加
入

系
光

ケ
ー
ブ

ル
規
格

心
数

⒄
 

1
,
0
0
0 

心
 

加
入

系
電

柱
間
隔

 
0
.
0
3
5 

k
m
 

配
線

回
線

予
備
率

 
0
.
0
2
6 

―
 

加
入

系
光

予
備
心

数
 

4
 

心
 

区
画

戸
建

最
大
回

線
数

 
3
1
.
2
5 

―
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メ
タ

ル
ケ

ー
ブ
ル

（
小
）

最
大

伝
送
距

離
 

2
 

k
m
 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ
ル

（
中
）

最
大

伝
送
距

離
 

4
 

k
m
 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ
ル

（
大
）

最
大

伝
送
距

離
 

7
 

k
m
 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ
ル

（
小
）

最
大

規
格
対

数
（

架
空
）

 
4
0
0 

対
 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ
ル

（
中
）

最
大

規
格
対

数
（

架
空
）

 
4
0
0 

対
 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ
ル

（
大
）

最
大

規
格
対

数
（

架
空
）

 
2
0
0 

対
 

加
入

系
光

ケ
ー
ブ

ル
最
大

規
格

心
数

 
1
,
0
0
0 

心
 

加
入

系
光

ケ
ー
ブ

ル
最
大

規
格

心
数
（

架
空

）
 

2
0
0 

心
 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ
ル

（
小
）

径
⑴
 

1
1
 

m
m
 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ
ル

（
小
）

径
⑵
 

1
1
 

m
m
 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ
ル

（
小
）

径
⑶
 

1
2
 

m
m
 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ
ル

（
小
）

径
⑷
 

1
4
 

m
m
 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ
ル

（
小
）

径
⑸
 

1
6
 

m
m
 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ
ル

（
小
）

径
⑹
 

1
9
 

m
m
 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ
ル

（
小
）

径
⑺
 

2
3
 

m
m
 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ
ル

（
小
）

径
⑻
 

3
0
 

m
m
 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ
ル

（
小
）

径
⑼
 

3
5
 

m
m
 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ
ル

（
小
）

径
⑽
 

3
9
 

m
m
 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ
ル

（
小
）

径
⑾
 

4
3
 

m
m
 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ
ル

（
小
）

径
⑿
 

4
7
 

m
m
 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ
ル

（
小
）

径
⒀
 

5
0
 

m
m
 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ
ル

（
小
）

径
⒁
 

5
3
 

m
m
 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ
ル

（
小
）

径
⒂
 

5
6
 

m
m
 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ
ル

（
小
）

径
⒃
 

5
9
 

m
m
 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ
ル

（
小
）

径
⒄
 

6
3
 

m
m
 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ
ル

（
小
）

径
⒅
 

7
0
 

m
m
 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ
ル

（
中
）

径
⑴
 

1
3
 

m
m
 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ
ル

（
中
）

径
⑵
 

1
4
 

m
m
 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ
ル

（
中
）

径
⑶
 

1
6
 

m
m
 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ
ル

（
中
）

径
⑷
 

1
8
 

m
m
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メ
タ

ル
ケ

ー
ブ
ル

（
中
）

径
⑸
 

2
1
 

m
m
 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ
ル

（
中
）

径
⑹
 

2
8
 

m
m
 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ
ル

（
中
）

径
⑺
 

3
3
 

m
m
 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ
ル

（
中
）

径
⑻
 

4
4
 

m
m
 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ
ル

（
中
）

径
⑼
 

5
3
 

m
m
 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ
ル

（
中
）

径
⑽
 

6
0
 

m
m
 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ
ル

（
中
）

径
⑾
 

6
7
 

m
m
 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ
ル

（
中
）

径
⑿
 

7
0
 

m
m
 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ
ル

（
大
）

径
⑴
 

1
4
 

m
m
 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ
ル

（
大
）

径
⑵
 

1
8
 

m
m
 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ
ル

（
大
）

径
⑶
 

2
3
 

m
m
 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ
ル

（
大
）

径
⑷
 

2
7
 

m
m
 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ
ル

（
大
）

径
⑸
 

3
4
 

m
m
 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ
ル

（
大
）

径
⑹
 

3
8
 

m
m
 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ
ル

（
大
）

径
⑺
 

4
3
 

m
m
 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ
ル

（
大
）

径
⑻
 

5
9
 

m
m
 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ
ル

（
大
）

径
⑼
 

7
0
 

m
m
 

加
入

系
光

フ
ァ
イ

バ
ケ
ー

ブ
ル

径
⑴

 
1
1
 

m
m
 

加
入

系
光

フ
ァ
イ

バ
ケ
ー

ブ
ル

径
⑵

 
1
1
 

m
m
 

加
入

系
光

フ
ァ
イ

バ
ケ
ー

ブ
ル

径
⑶

 
1
1
 

m
m
 

加
入

系
光

フ
ァ
イ

バ
ケ
ー

ブ
ル

径
⑷

 
1
1
 

m
m
 

加
入

系
光

フ
ァ
イ

バ
ケ
ー

ブ
ル

径
⑸

 
1
1
 

m
m
 

加
入

系
光

フ
ァ
イ

バ
ケ
ー

ブ
ル

径
⑹

 
1
1
 

m
m
 

加
入

系
光

フ
ァ
イ

バ
ケ
ー

ブ
ル

径
⑺

 
1
3
 

m
m
 

加
入

系
光

フ
ァ
イ

バ
ケ
ー

ブ
ル

径
⑻

 
1
3
 

m
m
 

加
入

系
光

フ
ァ
イ

バ
ケ
ー

ブ
ル

径
⑼

 
1
5
 

m
m
 

加
入

系
光

フ
ァ
イ

バ
ケ
ー

ブ
ル

径
⑽

 
1
5
 

m
m
 

加
入

系
光

フ
ァ
イ

バ
ケ
ー

ブ
ル

径
⑾

 
1
7
 

m
m
 

加
入

系
光

フ
ァ
イ

バ
ケ
ー

ブ
ル

径
⑿

 
1
9
 

m
m
 

加
入

系
光

フ
ァ
イ

バ
ケ
ー

ブ
ル

径
⒀

 
1
9
 

m
m
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加
入

系
光

フ
ァ
イ

バ
ケ
ー

ブ
ル

径
⒁

 
2
3
 

m
m
 

加
入

系
光

フ
ァ
イ

バ
ケ
ー

ブ
ル

径
⒂

 
2
3
 

m
m
 

加
入

系
光

フ
ァ
イ

バ
ケ
ー

ブ
ル

径
⒃

 
2
3
 

m
m
 

加
入

系
光

フ
ァ
イ

バ
ケ
ー

ブ
ル

径
⒄

 
3
0
 

m
m
 

イ
ン

ナ
ー

パ
イ
プ

径
（
外

径
）

⑴
 

2
7
 

m
m
 

イ
ン

ナ
ー

パ
イ
プ

径
（
外

径
）

⑵
 

3
6
 

m
m
 

イ
ン

ナ
ー

パ
イ
プ

径
（
外

径
）

⑶
 

4
7
 

m
m
 

イ
ン

ナ
ー

パ
イ
プ

径
（
外

径
）

⑷
 

5
6
 

m
m
 

イ
ン

ナ
ー

パ
イ
プ

径
（
内

径
）

⑴
 

1
4
 

m
m
 

イ
ン

ナ
ー

パ
イ
プ

径
（
内

径
）

⑵
 

2
3
 

m
m
 

イ
ン

ナ
ー

パ
イ
プ

径
（
内

径
）

⑶
 

3
2
 

m
m
 

イ
ン

ナ
ー

パ
イ
プ

径
（
内

径
）

⑷
 

4
0
 

m
m
 

イ
ン

ナ
ー

パ
イ
プ

径
（
空

き
径

）
⑴
 

4
2
 

m
m
 

イ
ン

ナ
ー

パ
イ
プ

径
（
空

き
径

）
⑵
 

3
3
 

m
m
 

イ
ン

ナ
ー

パ
イ
プ

径
（
空

き
径

）
⑶
 

2
2
 

m
m
 

イ
ン

ナ
ー

パ
イ
プ

径
（
空

き
径

）
⑷
 

1
3
 

m
m
 

予
備

管
路

あ
た
り

最
大
管

路
数

 
1
5
 

条
 

き
線

点
遠

隔
収
容

装
置
最

大
収

容
電
話

回
線

数
 

5
1
2 

回
線
 

き
線

点
遠

隔
収
容

装
置
最

大
収

容
低
速

専
用

回
線
数

 
2
3
 

回
線
 

き
線

点
遠

隔
収
容

装
置
最

大
収

容
高
速

メ
タ

ル
専
用

回
線
数

 
3
 

回
線
 

き
線

点
遠

隔
収
容

装
置
当

た
り

必
要
心

数
 

4
 

心
 

き
線

点
遠

隔
収
容

装
置
収

容
配

線
最
大

長
 

7
 

k
m
 

き
線

点
遠

隔
収
容

装
置
設

置
最

小
回
線

数
 

4
0
0 

回
線
 

き
線

点
遠

隔
収
容

装
置
収

容
率

 
0
.
9
6
5 

―
 

き
線

回
線

予
備
率

 
0
.
1
1
6 

―
 

配
線

光
予

備
心
線

数
 

2
 

心
 

引
込

ビ
ル

数
算
定

式
二
次

係
数

 
-
0
.
0
0
0
00
0
7 

―
 

引
込

ビ
ル

数
算
定

式
一
次

係
数

 
0
.
0
3
1
9 

―
 

引
込

ビ
ル

数
算
定

式
定
数

 
0
 

―
 

き
線

点
遠

隔
収
容

装
置
～

加
入

者
交
換

機
間

中
継
伝

送
路
年

経
費

 
1
0
,
0
0
0
,0
0
0 

円
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き
線

管
路

総
延
長

 
1
2
0
,
4
7
4 

k
m
 

自
治

体
管

路
総
延

長
 

3
9
 

k
m
 

電
線

共
同

溝
総
延

長
 

1
,
5
5
8 

k
m
 

情
報

ボ
ッ

ク
ス
総

延
長

 
8
,
3
3
5 

k
m
 

配
線

自
治

体
管
路

適
用
率

 
0
.
0
2
2
7
5 

―
 

配
線

電
線

共
同
溝

適
用
率

 
0
.
1
0
7
2
5 

―
 

配
線

情
報

ボ
ッ
ク

ス
適
用

率
 

0
 

―
 

き
線

点
遠

隔
収
容

装
置
帰

属
先

局
舎
種

別
判

別
値

 
1
5
,
0
0
0 

回
線
 

第
二

種
総

合
デ
ジ

タ
ル
通

信
サ

ー
ビ
ス

換
算

係
数

 
1
0
 

―
 

時
間

帯
パ

ラ
メ
ー

タ
（
ア

ナ
ロ

グ
電
話

）
 

1
 

―
 

時
間

帯
パ

ラ
メ
ー

タ
（
総

合
デ

ジ
タ
ル

通
信

サ
ー
ビ

ス
）

 
1
 

―
 

呼
完

了
率

（
ア
ナ

ロ
グ
電

話
）

 
0
.
7 

―
 

呼
完

了
率

（
総
合

デ
ジ
タ

ル
通

信
サ
ー

ビ
ス

）
 

0
.
7 

―
 

加
入

者
交

換
機
最

大
収
容

回
線

数
 

9
6
,
5
0
0 

回
線
 

加
入

者
交

換
機
最

大
処
理

最
繁

時
呼
量

 
5
3
,
6
0
0 

Ｂ
Ｈ

Ｅ
 

加
入

者
交

換
機
最

大
処
理

最
繁

時
総
呼

数
 

8
0
0
,
0
0
0 

Ｂ
Ｈ

Ｃ
Ａ

 

加
入

者
交

換
機
低

速
パ
ス

 
1
.
5
M 

―
 

リ
ン

ク
当

た
り
信

号
数

 
2
4
0 

信
号

数
／

リ
ンク

 

中
継

区
域

内
中
継

交
換
機

渡
り

回
線
通

過
率

 
0
.
5 

―
 

信
号

区
域

間
リ
ン

ク
分
散

数
 

2
 

数
 

信
号

用
中

継
交
換

機
当
た

り
最

大
リ
ン

ク
数

 
1
,
0
5
6 

リ
ン

ク
／

Ｓ
ＴＰ

 

信
号

用
中

継
交
換

機
対
当

た
り

渡
り
リ

ン
ク

数
 

8
 

リ
ン

ク
／

Ｓ
Ｔ

Ｐ
対
 

信
号

用
中

継
交
換

機
当
た

り
処

理
信
号

数
 

5
6
,
3
2
0 

信
号

数
／

Ｓ
ＴＰ

 

加
入

者
交

換
機
／

局
設
置

遠
隔

収
容
装

置
判

別
値

 
1
2
,
0
0
0 

回
線
 

同
一

単
位

料
金

区
域

当
た

り
電

話
遠

隔
収

容
装

置
収

容
最

大
回

線

数
 

1
2
,
0
0
0 

回
線
 

局
設

置
簡

易
遠
隔

収
容
装

置
最

大
収
容

回
線

数
 

5
1
2 

回
線

／
台
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局
設

置
簡

易
遠
隔

収
容
装

置
最

大
収
容

低
速

専
用
回

線
数

 
2
3
 

回
線

／
台

 

局
設

置
簡

易
遠
隔

収
容
装

置
最

大
収
容

高
速

メ
タ
ル

専
用
回

線
数

 
3
 

回
線

／
台

 

局
設

置
遠

隔
収
容

装
置
最

大
収

容
回
線

数
 

2
,
9
0
0 

回
線

／
台

 

局
設

置
簡

易
遠
隔

収
容
装

置
使

用
最
大

回
線

数
 

5
1
2 

回
線
 

専
用

６
Ｍ

パ
ス
収

容
回
線

数
（

低
速
）

 
9
6
 

回
線

／
６

Ｍ
パス

 

専
用

６
Ｍ

パ
ス
収

容
回
線

数
（

高
速
メ

タ
ル

）
 

4
8
 

回
線

／
６

Ｍ
パス

 

専
用

６
Ｍ

パ
ス
収

容
回
線

数
（

高
速
光

）
 

4
 

回
線

／
６

Ｍ
パス

 

総
合

デ
ジ

タ
ル
通

信
サ
ー

ビ
ス

６
Ｍ
パ

ス
収

容
回
線

数
 

4
8
 

回
線

／
６

Ｍ
パス

 

ク
ロ

ッ
ク

供
給
装

置
―
１

Ｓ
架

当
た
り

最
大

ク
ロ
ッ

ク
分
配

数
 

1
2
0 

ク
ロ

ッ
ク

数
／架

 

ク
ロ

ッ
ク

供
給

装
置

―
１

Ｇ
基

本
架

当
た

り
最

大
ク

ロ
ッ

ク
分

配

数
 

4
0
0 

ク
ロ

ッ
ク

数
／架

 

ク
ロ

ッ
ク

供
給

装
置

―
１

Ｓ
架

収
容

率
（

遠
隔

収
容

装
置

設
置

局
）

 

0
.
8 

―
 

ク
ロ

ッ
ク

供
給

装
置

―
１

Ｇ
架

収
容

率
（

加
入

者
交

換
機

設
置

局
）

 

0
.
8 

―
 

ク
ロ

ッ
ク

供
給
装

置
―
１

Ｇ
架

収
容
率

（
中

継
交
換

機
設
置

局
）

 
0
.
8 

―
 

中
間

中
継

伝
送
装

置
平
均

距
離

（
5
2Ｍ

）
 

3
0
 

k
m
 

中
間

中
継

伝
送
装

置
平
均

距
離

（
1
56

Ｍ
）
 

3
0
 

k
m
 

中
間

中
継

伝
送
装

置
平
均

距
離

（
6
00

Ｍ
）
 

3
0
 

k
m
 

中
間

中
継

伝
送
装

置
平
均

距
離

（
2
.4

Ｇ
）
 

3
0
 

k
m
 

中
間

中
継

伝
送
装

置
平
均

距
離

（
1
0Ｇ

）
 

3
0
 

k
m
 

加
入

者
系

半
固

定
パ

ス
伝

送
装

置
局

外
側

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
装

置

最
大

搭
載

数
 

6
 

Ｉ
Ｆ

／
台

 

加
入

者
系

半
固

定
パ

ス
伝

送
装

置
局

外
側

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
装

置

最
大

収
容

シ
ス
テ

ム
数

 

1
6
 

s
y
s
（

Ｒ
Ｓ

Ｂ
Ｍ

―
Ｆ

）
／

Ｉ
Ｆ

 

加
入

者
系

半
固

定
パ

ス
伝

送
装

置
イ

ン
タ

フ
ェ

ー
ス

装
置

当
た

り

電
話

最
大

収
容
回

線
数

 

1
,
7
9
2 

回
線

／
Ｉ

Ｆ
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加
入

者
系

半
固

定
パ

ス
伝

送
装

置
局

内
イ

ン
タ

フ
ェ

ー
ス

装
置

最

大
搭

載
数

 

2
 

Ｉ
Ｆ

／
台

 

加
入

者
系

半
固

定
パ

ス
伝

送
装

置
局

内
イ

ン
タ

フ
ェ

ー
ス

装
置

最

大
収

容
シ

ス
テ
ム

数
 

8
 

s
y
s
（

Ａ
／

Ｉ
／

Ｌ
）

／
Ｉ

Ｆ
 

加
入

者
系

半
固

定
パ

ス
伝

送
装

置
総

合
デ

ジ
タ

ル
通

信
サ

ー
ビ

ス
・

専
用

線
装
置

最
大
収

容
シ

ス
テ
ム

数
 

1
6
 

s
y
s
／

装
置
 

加
入

者
系

半
固

定
パ

ス
伝

送
装

置
総

合
デ

ジ
タ

ル
通

信
サ

ー
ビ

ス
・

専
用

線
装
置

最
大
搭

載
数

 

4
 

装
置

／
台

 

加
入

者
系

半
固

定
パ

ス
伝

送
装

置
１

シ
ス

テ
ム

当
た

り
総

合
デ

ジ

タ
ル

通
信

サ
ー
ビ

ス
最
大

収
容

回
線
数

 

6
0
 

回
線
 

加
入

者
系

半
固

定
パ

ス
伝

送
装

置
１

シ
ス

テ
ム

当
た

り
低

速
専

用

線
最

大
収

容
回
線

数
 

9
6
 

回
線
 

加
入

者
系

半
固

定
パ

ス
伝

送
装

置
１

シ
ス

テ
ム

当
た

り
高

速
専

用

線
最

大
収

容
回
線

数
 

4
8
 

回
線
 

中
継

交
換

機
最
大

収
容
回

線
数

 
1
0
4
,
0
0
0 

6
4
ｋ

チ
ャ

ネ
ル

／
ユ

ニ
ッ

ト
 

中
継

交
換

機
最
大

処
理
最

繁
時

呼
量

 
5
3
,
6
0
0 

Ｂ
Ｈ

Ｅ
／

ユ
ニ

ッ
ト
 

中
継

交
換

機
最
大

処
理
最

繁
時

総
呼
数

 
8
0
0
,
0
0
0 

Ｂ
Ｈ

Ｃ
Ａ

／
ユ

ニ
ッ

ト
 

中
継

交
換

機
低
速

パ
ス

 
8
M
 

―
 

中
継

系
電

柱
距
離

 
0
.
0
3
5 

k
m
 

中
継

系
管

路
当
た

り
最
大

ケ
ー

ブ
ル
条

数
 

2
 

ケ
ー

ブ
ル

条
数

／
管

路
 

チ
ャ

ネ
ル

切
上
単

位
（

1
.
5
Ｍ
）
 

2
4
 

―
 

チ
ャ

ネ
ル

切
上
単

位
（
２

Ｍ
）

 
3
0
 

―
 

チ
ャ

ネ
ル

切
上
単

位
（
６

Ｍ
）

 
9
6
 

―
 

チ
ャ

ネ
ル

切
上
単

位
（
８

Ｍ
）

 
1
2
0 

―
 

チ
ャ

ネ
ル

切
上
単

位
（

5
2
Ｍ
）
 

6
7
2 

―
 

収
容

5
2Ｍ

パ
ス
数

（
1
56

Ｍ
）
 

3
 

―
 

収
容

5
2Ｍ

パ
ス
数

（
6
00

Ｍ
）
 

1
2
 

―
 

収
容

5
2Ｍ

パ
ス
数

（
2
.4

Ｇ
）
 

4
8
 

―
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収
容

5
2Ｍ

パ
ス
数

（
1
0Ｇ

）
 

1
9
2 

―
 

イ
ン

タ
フ

ェ
ー
ス

当
た
り

ハ
イ

ウ
ェ
イ

数
（

1
.
5Ｍ

）
 

4
 

Ｈ
Ｗ

／
Ｉ

Ｆ
 

イ
ン

タ
フ

ェ
ー
ス

当
た
り

ハ
イ

ウ
ェ
イ

数
（

６
Ｍ
）

 
2
 

Ｈ
Ｗ

／
Ｉ

Ｆ
 

イ
ン

タ
フ

ェ
ー
ス

当
た
り

ハ
イ

ウ
ェ
イ

数
（

２
Ｍ
）

 
8
 

Ｈ
Ｗ

／
Ｉ

Ｆ
 

イ
ン

タ
フ

ェ
ー
ス

当
た
り

ハ
イ

ウ
ェ
イ

数
（

８
Ｍ
）

 
2
 

Ｈ
Ｗ

／
Ｉ

Ｆ
 

ユ
ニ

ッ
ト

当
た

り
局

間
イ

ン
タ

フ
ェ

ー
ス

数
（

多
重

変
換

装
置

5
2

Ｍ
）

 

3
 

シ
ス

テ
ム

／
ユ

ニ
ッ

ト
 

ユ
ニ

ッ
ト

当
た

り
局

間
イ

ン
タ

フ
ェ

ー
ス

数
（

多
重

変
換

装
置

1
5
6
Ｍ

）
 

1
 

シ
ス

テ
ム

／
ユ

ニ
ッ

ト
 

ユ
ニ

ッ
ト

当
た

り
局

間
イ

ン
タ

フ
ェ

ー
ス

数
（

高
速

終
端

中
継

伝

送
装

置
15

6
Ｍ

）
 

4
 

シ
ス

テ
ム

／
ユ

ニ
ッ

ト
 

ユ
ニ

ッ
ト

当
た

り
局

間
イ

ン
タ

フ
ェ

ー
ス

数
（

高
速

終
端

中
継

伝

送
装

置
60

0
Ｍ

）
 

1
 

シ
ス

テ
ム

／
ユ

ニ
ッ

ト
 

ユ
ニ

ッ
ト

当
た

り
局

間
イ

ン
タ

フ
ェ

ー
ス

数
（

高
速

終
端

中
継

伝

送
装

置
2.

4
Ｇ

）
 

1
 

シ
ス

テ
ム

／
ユ

ニ
ッ

ト
 

ク
ロ

ス
コ

ネ
ク
ト

装
置
ユ

ニ
ッ

ト
当
た

り
52

Ｍ
パ
ス

数
 

1
8
 

5
2
Ｍ

パ
ス

／
ユ

ニ
ッ

ト
 

ク
ロ

ス
コ

ネ
ク

ト
装

置
基

本
架

当
た

り
ユ

ニ
ッ

ト
数

（
１

架
構

成
）

 

1
 

ユ
ニ

ッ
ト

／
架

 

ク
ロ

ス
コ

ネ
ク

ト
装

置
基

本
架

当
た

り
ユ

ニ
ッ

ト
数

（
複

数
架

構

成
）

 

2
 

ユ
ニ

ッ
ト

／
架

 

ク
ロ

ス
コ

ネ
ク
ト

装
置
接

続
架

当
た
り

基
本

架
数

 
4
 

基
本

架
／

接
続架

 

ク
ロ

ス
コ

ネ
ク
ト

装
置
最

大
接

続
架
数

 
2
 

架
 

ク
ロ

ス
コ

ネ
ク
ト

装
置
ユ

ニ
ッ

ト
当
た

り
増

設
リ
ン

ク
数

 
6
 

Ｊ
Ｉ

Ｆ
／

ユ
ニ

ッ
ト
 

ク
ロ

ス
コ

ネ
ク
ト

装
置
冗

長
構

成
係
数

 
2
 

Ｊ
Ｉ

Ｆ
／

ユ
ニ

ッ
ト
 

ク
ロ

ス
コ

ネ
ク

ト
装

置
ス

イ
ッ

チ
ユ

ニ
ッ

ト
当

た
り

増
設

リ
ン

ク

イ
ン

タ
フ

ェ
ー
ス

数
 

1
6
 

Ｊ
Ｉ

Ｆ
／

Ｓ
Ｓ

Ｗ
U
n
i
t 

架
当

た
り

回
線
数

（
主
配

線
盤

）
 

1
5
0
,
0
0
0 

回
線

／
架

 

架
当

た
り

心
線
数

（
光
ケ

ー
ブ

ル
成
端

架
大

）
 

2
,
0
0
0 

心
線

／
架
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架
当

た
り

心
線
数

（
光
ケ

ー
ブ

ル
成
端

架
小

１
）

 
1
2
8 

心
線

／
架

 

架
当

た
り

心
線
数

（
光
ケ

ー
ブ

ル
成
端

架
小

２
）

 
2
5
6 

心
線

／
架

 

架
当

た
り

心
線
数

（
光
ケ

ー
ブ

ル
成
端

架
中

）
 

3
8
9 

心
線

／
架

 

架
当

た
り

台
数
（

電
話
遠

隔
収

容
装
置

小
）

 
1
 

台
／

架
 

架
当

た
り

台
数
（

電
話
遠

隔
収

容
装
置

大
）

 
0
.
5 

台
／

架
 

架
当

た
り

台
数
（

中
間
中

継
伝

送
装
置

5
2Ｍ

）
 

3
0
 

台
／

架
 

架
当

た
り

台
数
（

中
間
中

継
伝

送
装
置

1
5
6Ｍ

）
 

1
6
 

台
／

架
 

架
当

た
り

台
数
（

中
間
中

継
伝

送
装
置

6
0
0Ｍ

）
 

8
 

台
／

架
 

架
当

た
り

台
数
（

中
間
中

継
伝

送
装
置

2
.
4Ｇ

）
 

4
 

台
／

架
 

架
当

た
り

ユ
ニ
ッ

ト
数
（

多
重

変
換
装

置
）

 
5
 

ユ
ニ

ッ
ト

／
架

 

架
当

た
り

ユ
ニ
ッ

ト
数
（

高
速

終
端
中

継
伝

送
装
置

1
5
6Ｍ

）
 

2
 

ユ
ニ

ッ
ト

／
架

 

架
当

た
り

ユ
ニ
ッ

ト
数
（

高
速

終
端
中

継
伝

送
装
置

6
0
0Ｍ

）
 

3
 

ユ
ニ

ッ
ト

／
架

 

架
当

た
り

ユ
ニ
ッ

ト
数
（

高
速

終
端
中

継
伝

送
装
置

2
.
4Ｇ

）
 

1
 

ユ
ニ

ッ
ト

／
架

 

架
当

た
り

ユ
ニ
ッ

ト
数
（

分
岐

挿
入
伝

送
装

置
6
00

Ｍ
）
 

4
 

ユ
ニ

ッ
ト

／
架

 

架
当

た
り

ユ
ニ
ッ

ト
数
（

分
岐

挿
入
伝

送
装

置
2
.4

Ｇ
）
 

7
.
5 

ユ
ニ

ッ
ト

／
架

 

架
当

た
り

ユ
ニ
ッ

ト
数
（

分
岐

挿
入
伝

送
装

置
1
0Ｇ

）
 

4
.
5 

ユ
ニ

ッ
ト

／
架

 

架
当

た
り

52
Ｍ

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
数

（
高

速
終

端
中

継
伝

送
装

置

1
5
6
Ｍ

）
 

2
4
 

5
2
Ｍ

Ｉ
Ｆ

／
架

 

架
当

た
り

52
Ｍ

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
数

（
高

速
終

端
中

継
伝

送
装

置

6
0
0
Ｍ

）
 

3
6
 

5
2
Ｍ

Ｉ
Ｆ

／
架

 

架
当

た
り

52
Ｍ

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
数

（
高

速
終

端
中

継
伝

送
装

置

2
.
4
Ｇ

）
 

4
8
 

5
2
Ｍ

Ｉ
Ｆ

／
架

 

架
当

た
り

1
56
Ｍ

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
数

（
分

岐
挿

入
伝

送
装

置
2
.
4

Ｇ
）

 

4
8
 

1
5
6
Ｍ

Ｉ
Ｆ

／
架
 

架
当

た
り

1
5
6
Ｍ

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
数

（
分

岐
挿

入
伝

送
装

置
1
0

Ｇ
）

 

1
4
4 

1
5
6
Ｍ

Ｉ
Ｆ

／
架
 

局
間

イ
ン

タ
フ
ェ

ー
ス
当

た
り

心
線
数

（
多

重
変
換

装
置

5
2
Ｍ
）
 

4
 

心
線

／
Ｉ

Ｆ
 

局
間

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
当

た
り

心
線

数
（

多
重

変
換

装
置

1
5
6

Ｍ
）

 

4
 

心
線

／
Ｉ

Ｆ
 

局
間

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
当

た
り

心
線

数
（

高
速

終
端

中
継

伝
送

装

置
1
5
6
Ｍ

）
 

4
 

心
線

／
Ｉ

Ｆ
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局
間

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
当

た
り

心
線

数
（

高
速

終
端

中
継

伝
送

装

置
6
0
0
Ｍ

）
 

4
 

心
線

／
Ｉ

Ｆ
 

局
間

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
当

た
り

心
線

数
（

高
速

終
端

中
継

伝
送

装

置
2
.
4
Ｇ

）
 

4
 

心
線

／
Ｉ

Ｆ
 

ユ
ニ

ッ
ト

当
た
り

心
線
数

（
電

話
遠
隔

収
容

装
置
小

）
 

4
 

心
線

／
ユ

ニ
ット

 

ユ
ニ

ッ
ト

当
た
り

心
線
数

（
電

話
遠
隔

収
容

装
置
大

）
 

4
 

心
線

／
ユ

ニ
ット

 

き
線

点
遠

隔
収
容

装
置
当

た
り

心
線
数

 
4
 

心
線

／
き

線
点

遠
隔

収
容

装
置

 

回
線

当
た

り
心
線

数
（
第

二
種

総
合
デ

ジ
タ

ル
通
信

サ
ー
ビ

ス
）

 
2
 

心
線

／
回

線
 

回
線

当
た

り
心
線

数
（
高

速
光

専
用
線

）
 

2
 

心
線

／
回

線
 

局
間

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
当

た
り

心
線

数
（

分
岐

挿
入

伝
送

装
置

6
0
0
Ｍ

）
 

4
 

心
線

／
Ｉ

Ｆ
 

局
間

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
当

た
り

心
線

数
（

分
岐

挿
入

伝
送

装
置

2
.
4
Ｇ

）
 

4
 

心
線

／
Ｉ

Ｆ
 

局
間

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
当

た
り

心
線

数
（

分
岐

挿
入

伝
送

装
置

1
0

Ｇ
）

 

4
 

心
線

／
Ｉ

Ｆ
 

主
配

線
盤

回
線
収

容
率

 
0
.
9
6
5 

―
 

光
ケ

ー
ブ

ル
成
端

架
収
容

率
 

0
.
9
6
5 

―
 

電
話

遠
隔

収
容
装

置
回
線

収
容

率
 

0
.
9
6
5 

―
 

加
入

者
交

換
機
回

線
収
容

率
 

0
.
9
6
5 

―
 

電
話

遠
隔

収
容
装

置
集
線

率
 

8
 

―
 

伝
送

装
置

収
容
率

 
0
.
8 

―
 

伝
送

装
置

共
用
比

率
（
Ａ

Ｔ
Ｍ

系
、
Ａ

Ｄ
Ｓ

Ｌ
地
域

Ｉ
Ｐ
）

 
1
 

―
 

伝
送

装
置

共
用
比

率
（
光

地
域

Ｉ
Ｐ
）

 
0
 

―
 

中
継

交
換

機
側
架

収
容
率

多
重

変
換
装

置
52

Ｍ
パ
ス

単
位

 
0
.
8 

―
 

中
継

交
換

機
側
架

収
容
率

シ
ス

テ
ム
単

位
（

1
5
6Ｍ

）
 

0
.
8 

―
 

中
継

交
換

機
側
架

収
容
率

シ
ス

テ
ム
単

位
（

6
0
0Ｍ

）
 

0
.
8 

―
 

中
継

交
換

機
側
架

収
容
率

シ
ス

テ
ム
単

位
（

2
.
4Ｇ

）
 

0
.
8 

―
 

中
間

中
継

伝
送
装

置
架
収

容
率

（
5
2Ｍ

）
 

0
.
8 

―
 

中
間

中
継

伝
送
装

置
架
収

容
率

（
1
56

Ｍ
）
 

0
.
8 

―
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中
間

中
継

伝
送
装

置
架
収

容
率

（
6
00

Ｍ
）
 

0
.
8 

―
 

中
間

中
継

伝
送
装

置
架
収

容
率

（
2
.4

Ｇ
）
 

0
.
8 

―
 

中
継

系
光

ケ
ー
ブ

ル
規
格

心
数

⑴
 

8
 

心
 

中
継

系
光

ケ
ー
ブ

ル
規
格

心
数

⑵
 

1
6
 

心
 

中
継

系
光

ケ
ー
ブ

ル
規
格

心
数

⑶
 

2
4
 

心
 

中
継

系
光

ケ
ー
ブ

ル
規
格

心
数

⑷
 

3
2
 

心
 

中
継

系
光

ケ
ー
ブ

ル
規
格

心
数

⑸
 

4
0
 

心
 

中
継

系
光

ケ
ー
ブ

ル
規
格

心
数

⑹
 

6
0
 

心
 

中
継

系
光

ケ
ー
ブ

ル
規
格

心
数

⑺
 

8
0
 

心
 

中
継

系
光

ケ
ー
ブ

ル
規
格

心
数

⑻
 

1
0
0 

心
 

中
継

系
光

ケ
ー
ブ

ル
規
格

心
数

⑼
 

1
2
0 

心
 

中
継

系
光

ケ
ー
ブ

ル
規
格

心
数

⑽
 

1
6
0 

心
 

中
継

系
光

ケ
ー
ブ

ル
規
格

心
数

⑾
 

2
0
0 

心
 

中
継

系
光

ケ
ー
ブ

ル
規
格

心
数

⑿
 

3
0
0 

心
 

中
継

系
予

備
心
線

数
 

4
 

心
 

海
底

用
中

間
中
継

伝
送
装

置
最

大
中
継

距
離

 
1
3
0 

k
m
 

海
底

用
中

間
中
継

伝
送
装

置
収

容
心
数

 
8
 

心
 

有
中

継
光

ケ
ー
ブ

ル
規
格

心
線

数
 

8
 

心
 

有
中

継
光

ケ
ー
ブ

ル
最
大

規
格

心
線
数

 
8
 

心
 

無
中

継
光

ケ
ー
ブ

ル
最
大

規
格

心
線
数

 
1
0
0 

心
 

無
中

継
光

ケ
ー
ブ

ル
規
格

心
線

数
⑴

 
1
6
 

心
 

無
中

継
光

ケ
ー
ブ

ル
規
格

心
線

数
⑵

 
2
4
 

心
 

無
中

継
光

ケ
ー
ブ

ル
規
格

心
線

数
⑶

 
3
2
 

心
 

無
中

継
光

ケ
ー
ブ

ル
規
格

心
線

数
⑷

 
4
0
 

心
 

無
中

継
光

ケ
ー
ブ

ル
規
格

心
線

数
⑸

 
6
0
 

心
 

無
中

継
光

ケ
ー
ブ

ル
規
格

心
線

数
⑹

 
8
0
 

心
 

無
中

継
光

ケ
ー
ブ

ル
規
格

心
線

数
⑺

 
1
0
0 

心
 

変
復

調
回

線
切
替

装
置
ユ

ニ
ッ

ト
当
た

り
最

大
収
容

5
2
Ｍ
パ

ス
数
 

1
 

5
2
Ｍ

パ
ス

／
ユ

ニ
ッ

ト
 

架
当

た
り

ユ
ニ
ッ

ト
数
（

変
復

調
回
線

切
替

装
置
）

 
4
 

ユ
ニ

ッ
ト

／
架
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無
線

送
受

信
装
置

ユ
ニ
ッ

ト
当

た
り
最

大
収

容
5
2Ｍ

パ
ス
数
 

1
 

5
2
Ｍ

パ
ス

／
ユ

ニ
ッ

ト
 

架
当

た
り

ユ
ニ
ッ

ト
数
（

無
線

送
受
信

装
置

）
 

5
 

ユ
ニ

ッ
ト

／
架

 

ク
ロ

ッ
ク

供
給
装

置
―
１

Ｓ
架

収
容
率

（
無

線
単
独

局
）

 
0
.
8 

―
 

ル
ー

ト
当

た
り
ア

ン
テ
ナ

数
 

3
 

個
 

最
大

ア
ン

テ
ナ
搭

載
数

 
1
2
 

個
 

中
継

系
最

大
規
格

心
線
数

 
3
0
0 

心
 

混
在

収
容

時
効
率

低
下
係

数
（

遠
隔
収

容
装

置
）

 
1
 

―
 

混
在

収
容

時
効
率

低
下
係

数
（

加
入
者

交
換

機
）

 
1
 

―
 

海
底

用
中

間
中
継

伝
送
装

置
最

大
規
格

収
容

シ
ス
テ

ム
数

 
4
 

シ
ス

テ
ム

 

海
底

用
中

間
中
継

伝
送
装

置
規

格
収
容

シ
ス

テ
ム
数

 
4
 

シ
ス

テ
ム

 

ト
ラ

ン
ス

ポ
ン
ダ

当
た
り

最
大

接
続
可

能
回

線
数

 
1
4
9 

回
線

／
ト

ラ
ン

ス
ポ

ン
ダ

 

時
分

割
多

元
接
続

装
置
架

当
た

り
最
大

収
容

回
線
数

 
2
9
8 

回
線

／
架

 

衛
星

送
受

信
装
置

架
当
た

り
最

大
収
容

回
線

数
 

2
9
8 

回
線

／
架

 

加
入

者
交

換
機
最

大
搭
載

中
継

イ
ン
タ

フ
ェ

ー
ス
数

 
5
4
 

―
 

中
継

交
換

機
最
大

搭
載
中

継
イ

ン
タ
フ

ェ
ー

ス
数

 
1
6
5 

―
 

電
話

遠
隔

収
容
装

置
単
位

電
流

 
2
8
 

Ａ
 

電
話

遠
隔

収
容
装

置
単
位

電
流

最
大
収

容
回

線
数

 
2
,
5
6
0 

回
線
 

電
話

遠
隔

収
容
装

置
基
本

部
面

積
 

4
.
6
8 

㎡
 

電
話

遠
隔

収
容
装

置
単
位

面
積

 
4
.
6
8 

㎡
 

電
話

遠
隔

収
容
装

置
単
位

面
積

最
大
収

容
回

線
数

 
2
,
5
6
0 

回
線
 

加
入

者
交

換
機
基

本
部
電

流
 

4
4
 

Ａ
 

加
入

者
交

換
機
収

容
架
回

線
単

位
電
流

 
1
7
.
6 

Ａ
 

加
入

者
交

換
機
収

容
架
単

位
電

流
最
大

収
容

回
線
数

 
1
,
2
2
5 

回
線
 

加
入

者
交

換
機
収

容
架
最

繁
時

総
呼
数

単
位

電
流

 
3
8
.
7 

Ａ
 

加
入

者
交

換
機
収

容
架
単

位
電

流
最
大

最
繁

時
総
呼

数
 

1
6
7 

Ｋ
Ｂ

Ｈ
Ｃ

Ａ
 

加
入

者
交

換
機
Ａ

Ｃ
電
流

 
3
 

Ａ
／

台
 

加
入

者
交

換
機
基

本
部
面

積
 

2
1
.
0
8 

㎡
 

加
入

者
交

換
機
収

容
架
単

位
面

積
 

2
.
0
8 

㎡
 

加
入

者
交

換
機
収

容
架
単

位
面

積
最
大

収
容

回
線
数

 
1
,
1
9
4 

回
線
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中
継

交
換

機
基
本

部
電
流

 
4
2
.
5 

Ａ
／

台
 

中
継

交
換

機
収
容

架
単
位

電
流

 
3
1
.
2 

Ａ
 

中
継

交
換

機
収
容

架
単
位

電
流

最
大
収

容
チ

ャ
ネ
ル

数
 

3
,
2
5
0 

チ
ャ

ネ
ル

 

中
継

交
換

機
Ａ
Ｃ

電
流

 
3
 

Ａ
／

台
 

中
継

交
換

機
基
本

部
面
積

 
1
4
.
3
3 

㎡
 

中
継

交
換

機
収
容

架
単
位

面
積

 
1
.
6
2 

㎡
／

架
 

中
継

交
換

機
収
容

架
単
位

面
積

最
大
収

容
チ

ャ
ネ
ル

数
 

3
,
2
5
0 

チ
ャ

ネ
ル

 

多
重

変
換

装
置
基

本
部
電

流
 

6
1
.
4 

Ａ
／

架
 

多
重

変
換

装
置
ユ

ニ
ッ
ト

電
流

 
0
 

Ａ
／

ユ
ニ

ッ
ト

 

多
重

変
換

装
置
架

面
積

 
1
.
9
2 

㎡
／

架
 

多
重

変
換

装
置
１

ア
イ
ラ

ン
ド

最
大
架

数
 

1
 

架
 

ク
ロ

ス
コ

ネ
ク
ト

装
置
基

本
架

電
流

 
4
0
.
3 

Ａ
／

架
 

ク
ロ

ス
コ

ネ
ク
ト

装
置
増

設
架

基
本
部

電
流

 
3
8
.
2 

Ａ
／

架
 

ク
ロ

ス
コ

ネ
ク
ト

装
置
ユ

ニ
ッ

ト
電
流

 
7
.
9 

Ａ
／

ユ
ニ

ッ
ト

 

ク
ロ

ス
コ

ネ
ク
ト

装
置
架

面
積

 
1
.
4
4 

㎡
／

架
 

ク
ロ

ス
コ

ネ
ク
ト

装
置
１

ア
イ

ラ
ン
ド

最
大

架
数

 
1
0
 

架
 

高
速

終
端

中
継
伝

送
装
置

1
5
6Ｍ

基
本

部
電
流
 

4
0
.
5 

Ａ
／

架
 

高
速

終
端

中
継
伝

送
装
置

1
5
6Ｍ

ユ
ニ

ッ
ト
電

流
 

0
 

Ａ
／

ユ
ニ

ッ
ト

 

高
速

終
端

中
継
伝

送
装
置

1
5
6Ｍ

架
面

積
 

1
.
9
2 

㎡
／

架
 

高
速

終
端

中
継
伝

送
装
置

1
5
6Ｍ

１
ア

イ
ラ
ン

ド
最

大
架
数

 
1
 

架
 

高
速

終
端

中
継
伝

送
装
置

6
0
0Ｍ

基
本

部
電
流
 

4
7
.
9 

Ａ
／

架
 

高
速

終
端

中
継
伝

送
装
置

6
0
0Ｍ

ユ
ニ

ッ
ト
電

流
 

0
 

Ａ
／

ユ
ニ

ッ
ト

 

高
速

終
端

中
継
伝

送
装
置

6
0
0Ｍ

架
面

積
 

1
.
9
2 

㎡
／

架
 

高
速

終
端

中
継
伝

送
装
置

6
0
0Ｍ

１
ア

イ
ラ
ン

ド
最

大
架
数

 
1
 

架
 

高
速

終
端

中
継
伝

送
装
置

2
.
4Ｇ

基
本

部
電
流
 

2
4
.
1 

Ａ
／

台
 

高
速

終
端

中
継
伝

送
装
置

2
.
4Ｇ

ユ
ニ

ッ
ト
電

流
 

0
 

Ａ
／

ユ
ニ

ッ
ト

 

高
速

終
端

中
継
伝

送
装
置

2
.
4Ｇ

架
面

積
 

1
.
9
2 

㎡
／

架
 

高
速

終
端

中
継
伝

送
装
置

2
.
4Ｇ

１
ア

イ
ラ
ン

ド
最

大
架
数

 
1
 

架
 

分
岐

挿
入

伝
送
装

置
6
00

Ｍ
基
本

部
電

流
 

1
 

Ａ
／

台
 

分
岐

挿
入

伝
送
装

置
6
00

Ｍ
ユ
ニ

ッ
ト

電
流

 
6
.
1 

Ａ
／

ユ
ニ

ッ
ト
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分
岐

挿
入

伝
送
装

置
6
00

Ｍ
架
面

積
 

2
.
5 

㎡
／

架
 

分
岐

挿
入

伝
送
装

置
6
00

Ｍ
１
ア

イ
ラ

ン
ド
最

大
架

数
 

1
 

架
 

分
岐

挿
入

伝
送
装

置
2
.4

Ｇ
基
本

部
電

流
 

0
 

Ａ
／

台
 

分
岐

挿
入

伝
送
装

置
2
.4

Ｇ
ユ
ニ

ッ
ト

電
流

 
3
.
2 

Ａ
／

ユ
ニ

ッ
ト

 

分
岐

挿
入

伝
送
装

置
2
.4

Ｇ
架
面

積
 

2
 

㎡
／

架
 

分
岐

挿
入

伝
送
装

置
2
.4

Ｇ
１
ア

イ
ラ

ン
ド
最

大
架

数
 

1
 

架
 

分
岐

挿
入

伝
送
装

置
1
0Ｇ

基
本

部
電
流
 

0
 

Ａ
／

台
 

分
岐

挿
入

伝
送
装

置
1
0Ｇ

ユ
ニ

ッ
ト
電

流
 

5
.
5 

Ａ
／

ユ
ニ

ッ
ト

 

分
岐

挿
入

伝
送
装

置
1
0Ｇ

架
面

積
 

2
 

㎡
／

架
 

分
岐

挿
入

伝
送
装

置
1
0Ｇ

１
ア

イ
ラ
ン

ド
最

大
架
数

 
1
 

架
 

ク
ロ

ッ
ク

供
給
装

置
１
Ｓ

架
単

位
電
流

 
2
 

Ａ
／

架
 

ク
ロ

ッ
ク

供
給
装

置
１
Ｓ

架
面

積
 

1
.
4
4 

㎡
／

架
 

ク
ロ

ッ
ク

供
給
装

置
１
Ｇ

架
単

位
電
流

 
4
 

Ａ
／

架
 

ク
ロ

ッ
ク

供
給
装

置
１
Ｇ

架
面

積
 

1
.
4
4 

㎡
／

架
 

中
間

中
継

伝
送
装

置
（

5
2
Ｍ
）

基
本
部

電
流

 
7
.
1 

Ａ
／

架
 

中
間

中
継

伝
送
装

置
（

1
5
6
Ｍ
）

基
本

部
電
流

 
1
9
.
6 

Ａ
／

架
 

中
間

中
継

伝
送
装

置
（

6
0
0
Ｍ
）

基
本

部
電
流

 
3
0
.
7 

Ａ
／

架
 

中
間

中
継

伝
送
装

置
（

2
.
4
Ｇ
）

基
本

部
電
流

 
2
0
 

Ａ
／

架
 

中
間

中
継

伝
送
装

置
架
面

積
 

1
.
6 

㎡
／

架
 

信
号

用
中

継
交
換

機
基
本

部
電

流
 

1
2
.
7 

Ａ
／

台
 

信
号

用
中

継
交
換

機
収
容

架
単

位
電
流

 
6
7
 

Ａ
 

信
号

用
中

継
交

換
機

収
容

架
単

位
電

流
最

大
収

容
リ

ン
ク

数
（

4
8

Ｋ
換

算
）

 

4
8
0 

リ
ン

ク
 

信
号

用
中

継
交
換

機
Ａ
Ｃ

電
流

 
0
.
1
6 

Ａ
／

台
 

信
号

用
中

継
交
換

機
基
本

部
面

積
 

0
 

㎡
／

台
 

信
号

用
中

継
交
換

機
収
容

架
単

位
面
積

 
1
.
5 

㎡
 

信
号

用
中

継
交

換
機

収
容

架
単

位
面

積
最

大
収

容
リ

ン
ク

数
（

4
8

Ｋ
換

算
）

 

4
8
0 

リ
ン

ク
 

交
換

機
の

端
子
収

容
率

 
0
.
9
6
5 

―
 

１
万

端
子

当
た
り

の
必
要

主
配

線
盤
長

 
2
.
5
2 

ｍ
 

作
業

ス
ペ

ー
ス
込

み
の
主

配
線

盤
幅

 
3
.
9 

ｍ
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加
入

者
系

半
固
定

パ
ス
伝

送
装

置
単
位

電
流

 
2
7
.
1
2 

Ａ
 

加
入

者
系

半
固
定

パ
ス
伝

送
装

置
単
位

電
流

最
大
収

容
端
子

数
 

1
4
,
3
3
6 

端
子
 

加
入

者
系

半
固
定

パ
ス
伝

送
装

置
単
位

面
積

 
1
.
6 

㎡
 

加
入

者
系

半
固
定

パ
ス
伝

送
装

置
単
位

面
積

最
大
収

容
端
子

数
 

1
4
,
3
3
6 

端
子
 

光
ケ

ー
ブ

ル
成
端

架
単
位

面
積

（
大
）

 
1
2
 

㎡
 

光
ケ

ー
ブ

ル
成
端

架
単
位

面
積

最
大
収

容
端

子
数
（

大
）

 
2
,
0
0
0 

端
子
 

光
ケ

ー
ブ

ル
成
端

架
単
位

面
積

（
小
１

）
 

1
 

㎡
 

光
ケ

ー
ブ

ル
成
端

架
単
位

面
積

最
大
収

容
端

子
数
（

小
１
）

 
1
2
8 

端
子
 

光
ケ

ー
ブ

ル
成
端

架
単
位

面
積

（
小
２

）
 

2
 

㎡
 

光
ケ

ー
ブ

ル
成
端

架
単
位

面
積

最
大
収

容
端

子
数
（

小
２
）

 
2
5
6 

端
子
 

光
ケ

ー
ブ

ル
成
端

架
単
位

面
積

（
中
）

 
2
 

㎡
 

光
ケ

ー
ブ

ル
成
端

架
単
位

面
積

最
大
収

容
端

子
数
（

中
）

 
3
8
9 

端
子
 

オ
ペ

レ
ー

シ
ョ
ン

設
備
（

総
合

監
視
）

設
置

局
数

 
1
1
 

局
 

オ
ペ

レ
ー

シ
ョ
ン

設
備
（

試
験

受
付
）

設
置

局
数

 
4
7
 

局
 

オ
ペ

レ
ー

シ
ョ

ン
設

備
（

総
合

監
視

）
単

位
面

積
当

た
り

Ａ
Ｃ

電

流
 

0
.
8 

Ａ
／

㎡
 

オ
ペ

レ
ー

シ
ョ

ン
設

備
（

試
験

受
付

）
単

位
面

積
当

た
り

Ａ
Ｃ

電

流
 

0
.
8 

Ａ
／

㎡
 

オ
ペ

レ
ー

シ
ョ
ン

設
備
（

総
合

監
視
）

面
積

 
5
0
5 

㎡
 

オ
ペ

レ
ー

シ
ョ
ン

設
備
（

試
験

受
付
）

面
積

 
4
3
2 

㎡
 

海
底

中
間

中
継
伝

送
装
置

用
給

電
装
置

単
位

電
流

 
0
.
9
2 

Ａ
／

台
 

海
底

中
間

中
継
伝

送
装
置

用
給

電
装
置

単
位

面
積

 
1
.
4
4 

㎡
 

変
復

調
回

線
切
替

装
置
単

位
電

流
 

1
.
7 

Ａ
／

台
 

変
復

調
回

線
切
替

装
置
架

面
積

 
1
.
9
2 

㎡
／

架
 

無
線

送
受

信
装
置

単
位
電

流
 

0
.
5 

Ａ
／

台
 

無
線

送
受

信
装
置

架
面
積

 
1
.
4
4 

㎡
／

架
 

地
上

鉄
塔

土
地
面

積
 

1
4
4 

㎡
 

発
熱

量
換

算
係
数

 
8
6
0 

k
c
a
l
／
ｋ

Ｖ
Ａ

 

空
調

設
備

１
台
当

た
り
の

能
力

⑴
 

4
8
,
1
5
1 

k
c
a
l
／
台
 

空
調

設
備

１
台
当

た
り
の

能
力

⑵
 

1
9
,
2
6
1 

k
c
a
l
／
台
 

空
調

設
備

１
台
当

た
り
の

電
力

容
量

⑴
 

1
8
.
5
4 

ｋ
Ｖ

Ａ
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空
調

設
備

１
台
当

た
り
の

電
力

容
量

⑵
 

5
.
6 

ｋ
Ｖ

Ａ
 

空
調

設
備

単
位
面

積
⑴

 
3
.
4
3 

㎡
 

空
調

設
備

単
位
面

積
⑵

 
0
.
6
7 

㎡
 

整
流

器
１

ユ
ニ
ッ

ト
当
た

り
最

大
電
流

 
1
0
0 

Ａ
／

ユ
ニ

ッ
ト

 

整
流

装
置

１
系
統

当
た
り

最
大

電
流

 
8
0
0 

Ａ
／

系
統

 

整
流

装
置

基
本
部

収
容
可

能
整

流
器
数

 
4
 

個
／

架
 

整
流

装
置

増
設
架

収
容
可

能
整

流
器
数

 
4
 

個
／

架
 

整
流

装
置

総
合
効

率
 

0
.
8
7 

―
 

整
流

装
置

基
本
部

面
積

 
1
0
 

㎡
／

架
 

整
流

装
置

増
設
架

面
積

 
2
 

㎡
／

架
 

直
流

電
圧

値
 

4
8
 

Ｖ
 

警
察

消
防

用
回
線

１
回
線

当
た

り
の
消

費
電

流
 

0
.
4
8
4
3
75 

Ａ
／

回
線

 

直
流

変
換

電
源
装

置
１
架

最
大

電
流

 
8
0
 

Ａ
／

架
 

直
流

変
換

電
源
装

置
架
単

位
面

積
 

5
 

㎡
／

架
 

入
力

変
換

効
率

 
0
.
8
5 

―
 

交
流

無
停

電
電
源

装
置
規

定
出

力
容
量

⑴
 

1
 

ｋ
Ｖ

Ａ
 

交
流

無
停

電
電
源

装
置
規

定
出

力
容
量

⑵
 

3
 

ｋ
Ｖ

Ａ
 

交
流

無
停

電
電
源

装
置
規

定
出

力
容
量

⑶
 

5
 

ｋ
Ｖ

Ａ
 

交
流

無
停

電
電
源

装
置
規

定
出

力
容

量
⑷

 
7
 

ｋ
Ｖ

Ａ
 

交
流

無
停

電
電
源

装
置
規

定
出

力
容

量
⑸

 
1
0
 

ｋ
Ｖ

Ａ
 

交
流

無
停

電
電
源

装
置
規

定
出

力
容

量
⑹

 
1
5
 

ｋ
Ｖ

Ａ
 

交
流

無
停

電
電
源

装
置
規

定
出

力
容

量
⑺

 
2
0
 

ｋ
Ｖ

Ａ
 

交
流

無
停

電
電
源

装
置
規

定
出

力
容

量
⑻

 
3
0
 

ｋ
Ｖ

Ａ
 

交
流

無
停

電
電
源

装
置
規

定
出

力
容

量
⑼

 
5
0
 

ｋ
Ｖ

Ａ
 

交
流

無
停

電
電
源

装
置
規

定
出

力
容

量
⑽

 
7
5
 

ｋ
Ｖ

Ａ
 

交
流

無
停

電
電
源

装
置
規

定
出

力
容

量
⑾

 
1
0
0 

ｋ
Ｖ

Ａ
 

交
流

無
停

電
電
源

装
置
規

定
出

力
容

量
⑿

 
2
0
0 

ｋ
Ｖ

Ａ
 

交
流

無
停

電
電
源

装
置
規

定
出

力
容

量
⒀

 
2
5
0 

ｋ
Ｖ

Ａ
 

交
流

無
停

電
電
源

装
置
規

定
出

力
容

量
⒁

 
3
0
0 

ｋ
Ｖ

Ａ
 

交
流

無
停

電
電
源

装
置
規

定
出

力
容

量
⒂

 
4
0
0 

ｋ
Ｖ

Ａ
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交
流

無
停

電
電
源

装
置
規

定
出

力
容

量
⒃

 
5
0
0 

ｋ
Ｖ

Ａ
 

交
流

無
停

電
電
源

装
置
規

定
出

力
容

量
⒄

 
6
0
0 

ｋ
Ｖ

Ａ
 

交
流

無
停

電
電
源

装
置
規

定
出

力
容

量
⒅

 
8
0
0 

ｋ
Ｖ

Ａ
 

交
流

無
停

電
電
源

装
置
規

定
出

力
容

量
⒆

 
1
,
0
0
0 

ｋ
Ｖ

Ａ
 

交
流

無
停

電
電
源

装
置
規

定
出

力
容

量
⒇

 
1
,
2
0
0 

ｋ
Ｖ

Ａ
 

交
流

無
停

電
電
源

装
置
規

定
出

力
容
量

(21) 
1
,
5
0
0 

ｋ
Ｖ

Ａ
 

交
流

無
停

電
電
源

装
置
所

要
面

積
⑴

 
4
 

㎡
 

交
流

無
停

電
電
源

装
置
所

要
面

積
⑵

 
4
 

㎡
 

交
流

無
停

電
電
源

装
置
所

要
面

積
⑶

 
4
 

㎡
 

交
流

無
停

電
電
源

装
置
所

要
面

積
⑷

 
4
 

㎡
 

交
流

無
停

電
電
源

装
置
所

要
面

積
⑸

 
7
 

㎡
 

交
流

無
停

電
電
源

装
置
所

要
面

積
⑹

 
7
 

㎡
 

交
流

無
停

電
電
源

装
置
所

要
面

積
⑺

 
8
 

㎡
 

交
流

無
停

電
電
源

装
置
所

要
面

積
⑻

 
8
 

㎡
 

交
流

無
停

電
電
源

装
置
所

要
面

積
⑼

 
8
 

㎡
 

交
流

無
停

電
電
源

装
置
所

要
面

積
⑽

 
1
0
 

㎡
 

交
流

無
停

電
電
源

装
置
所

要
面

積
⑾

 
1
0
 

㎡
 

交
流

無
停

電
電
源

装
置
所

要
面

積
⑿

 
1
0
 

㎡
 

交
流

無
停

電
電
源

装
置
所

要
面

積
⒀

 
1
0
 

㎡
 

交
流

無
停

電
電
源

装
置
所

要
面

積
⒁

 
1
0
 

㎡
 

交
流

無
停

電
電
源

装
置
所

要
面

積
⒂

 
3
0
 

㎡
 

交
流

無
停

電
電
源

装
置
所

要
面

積
⒃

 
3
0
 

㎡
 

交
流

無
停

電
電
源

装
置
所

要
面

積
⒄

 
2
0
 

㎡
 

交
流

無
停

電
電
源

装
置
所

要
面

積
⒅

 
3
0
 

㎡
 

交
流

無
停

電
電
源

装
置
所

要
面

積
⒆

 
5
0
 

㎡
 

交
流

無
停

電
電
源

装
置
所

要
面

積
⒇

 
4
0
 

㎡
 

交
流

無
停

電
電
源

装
置
所

要
面

積
(21) 

5
0
 

㎡
 

交
流

無
停

電
電
源

装
置
総

合
効

率
 

0
.
8
8 

―
 

交
流

無
停

電
電
源

装
置
（

1
0
0Ｖ

）
直

流
部
電

圧
 

0
.
0
8
7 

ｋ
Ｖ
 

交
流

無
停

電
電
源

装
置
（

2
0
0Ｖ

）
直

流
部
電

圧
 

0
.
1
7
6 

ｋ
Ｖ
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蓄
電

池
容

量
算

出
係

数
（

交
換

機
設

置
局

、
整

流
装

置
用

、
保

持

時
間

：
３

時
間
）

 

5
.
8 

Ａ
Ｈ

／
Ａ

 

蓄
電

池
容

量
算

出
係

数
（

交
換

機
設

置
局

、
交

流
無

停
電

電
源

装

置
用

、
保

持
時
間

：
３
時

間
）

 

4
.
2 

Ａ
Ｈ

／
Ａ

 

蓄
電

池
容

量
算

出
係

数
（

遠
隔

収
容

装
置

設
置

局
及

び
Ｒ

Ｔ
―

Ｂ

Ｏ
Ｘ

（
局

設
置

簡
易

遠
隔

収
容

装
置

設
置

局
を

除
く

。
）

（
作

業

員
の

到
着

に
1
.
5
時

間
以

上
を

要
す

る
も

の
及

び
災

害
対

策
の

強

化
を

目
的

と
す
る

も
の
を

除
く

。
）
、

保
持

時
間
：

1
0
時
間

）
 

1
2
.
6 

Ａ
Ｈ

／
Ａ

 

蓄
電

池
容

量
算

出
係

数
（

遠
隔

収
容

装
置

設
置

局
及

び
Ｒ

Ｔ
―

Ｂ

Ｏ
Ｘ

（
局

設
置

簡
易

遠
隔

収
容

装
置

設
置

局
を

除
く

。
）

（
作

業

員
の

到
着

に
1
.
5
時

間
以

上
を

要
す

る
も

の
に

限
る

。
）

、
保

持

時
間

：
18

時
間

）
 

2
1
.
7 

Ａ
Ｈ

／
Ａ

 

蓄
電

池
容

量
算

出
係

数
（

遠
隔

収
容

装
置

設
置

局
及

び
Ｒ

Ｔ
―

Ｂ

Ｏ
Ｘ

（
局

設
置

簡
易

遠
隔

収
容

装
置

設
置

局
を

除
く

。
）

（
災

害

対
策

の
強

化
を

目
的

と
す

る
も

の
に

限
る

。
）

、
保

持
時

間
：

3
6

時
間

）
 

3
9
.
7 

Ａ
Ｈ

／
Ａ

 

蓄
電

池
容

量
算

出
係

数
（

局
設

置
簡

易
遠

隔
収

容
装

置
設

置
局

（
作

業
員

の
到

着
に

1
.
5
時

間
以

上
を

要
す

る
も

の
及

び
災

害
対

策
の

強
化

を
目

的
と

す
る

も
の

を
除

く
。

）
、

保
持

時
間

：
２

時

間
）

 

5
 

Ａ
Ｈ

／
Ａ

 

蓄
電

池
容

量
算

出
係

数
（

局
設

置
簡

易
遠

隔
収

容
装

置
設

置
局

（
作

業
員

の
到

着
に

1.
5
時

間
以

上
を

要
す

る
も

の
に

限

る
。

）
、

保
持
時

間
：

1
0
時
間

）
 

1
5
.
3 

Ａ
Ｈ

／
Ａ

 

蓄
電

池
容

量
算

出
係

数
（

局
設

置
簡

易
遠

隔
収

容
装

置
設

置
局

（
災

害
対

策
の

強
化

を
目

的
と

す
る

も
の

に
限

る
。

）
、

保
持

時

間
：

2
8時

間
）

 

3
3
.
3 

Ａ
Ｈ

／
Ａ

 

整
流

装
置

用
蓄
電

池
規
定

容
量

⑴
 

2
0
0 

Ａ
Ｈ
 

整
流

装
置

用
蓄
電

池
規
定

容
量

⑵
 

3
0
0 

Ａ
Ｈ
 

整
流

装
置

用
蓄
電

池
規
定

容
量

⑶
 

5
0
0 

Ａ
Ｈ
 

整
流

装
置

用
蓄
電

池
規
定

容
量

⑷
 

1
,
0
0
0 

Ａ
Ｈ
 

整
流

装
置

用
蓄
電

池
規
定

容
量

⑸
 

1
,
5
0
0 

Ａ
Ｈ
 

整
流

装
置

用
蓄
電

池
規
定

容
量

⑹
 

2
,
0
0
0 

Ａ
Ｈ
 

整
流

装
置

用
蓄
電

池
規
定

容
量

⑺
 

3
,
0
0
0 

Ａ
Ｈ
 

整
流

装
置

用
蓄
電

池
規
定

容
量

⑻
 

4
,
0
0
0 

Ａ
Ｈ
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整
流

装
置

用
蓄
電

池
規
定

容
量

⑼
 

5
,
0
0
0 

Ａ
Ｈ
 

整
流

装
置

用
蓄
電

池
規
定

容
量

⑽
 

6
,
0
0
0 

Ａ
Ｈ
 

整
流

装
置

用
蓄
電

池
所
要

面
積

⑴
 

5
 

㎡
 

整
流

装
置

用
蓄
電

池
所
要

面
積

⑵
 

6
 

㎡
 

整
流

装
置

用
蓄
電

池
所
要

面
積

⑶
 

5
 

㎡
 

整
流

装
置

用
蓄
電

池
所
要

面
積

⑷
 

8
 

㎡
 

整
流

装
置

用
蓄
電

池
所
要

面
積

⑸
 

1
1
 

㎡
 

整
流

装
置

用
蓄
電

池
所
要

面
積

⑹
 

1
3
 

㎡
 

整
流

装
置

用
蓄
電

池
所
要

面
積

⑺
 

1
5
 

㎡
 

整
流

装
置

用
蓄
電

池
所
要

面
積

⑻
 

1
8
 

㎡
 

整
流

装
置

用
蓄
電

池
所
要

面
積

⑼
 

2
2
 

㎡
 

整
流

装
置

用
蓄
電

池
所
要

面
積

⑽
 

2
3
 

㎡
 

交
流

無
停

電
電
源

装
置
（

1
0
0Ｖ

）
用

蓄
電
池

規
定

容
量
⑴
 

5
0
 

Ａ
Ｈ
 

交
流

無
停

電
電
源

装
置
（

1
0
0Ｖ

）
用

蓄
電
池

規
定

容
量
⑵
 

1
0
0 

Ａ
Ｈ
 

交
流

無
停

電
電
源

装
置
（

1
0
0Ｖ

）
用

蓄
電
池

規
定

容
量
⑶
 

2
0
0 

Ａ
Ｈ
 

交
流

無
停

電
電
源

装
置
（

1
0
0Ｖ

）
用

蓄
電
池

規
定

容
量
⑷
 

3
0
0 

Ａ
Ｈ
 

交
流

無
停

電
電
源

装
置
（

1
0
0Ｖ

）
用

蓄
電
池

規
定

容
量
⑸
 

5
0
0 

Ａ
Ｈ
 

交
流

無
停

電
電
源

装
置
（

1
0
0Ｖ

）
用

蓄
電
池

規
定

容
量
⑹
 

1
,
0
0
0 

Ａ
Ｈ
 

交
流

無
停

電
電
源

装
置
（

1
0
0Ｖ

）
用

蓄
電
池

規
定

容
量
⑺
 

1
,
5
0
0 

Ａ
Ｈ
 

交
流

無
停

電
電
源

装
置
（

1
0
0Ｖ

）
用

蓄
電
池

規
定

容
量
⑻
 

2
,
0
0
0 

Ａ
Ｈ
 

交
流

無
停

電
電
源

装
置
（

1
0
0Ｖ

）
用

蓄
電
池

規
定

容
量
⑼
 

3
,
0
0
0 

Ａ
Ｈ
 

交
流

無
停

電
電
源

装
置
（

1
0
0Ｖ

）
用

蓄
電
池

所
要

面
積
⑴
 

8
 

㎡
 

交
流

無
停

電
電
源

装
置
（

1
0
0Ｖ

）
用

蓄
電
池

所
要

面
積
⑵
 

8
 

㎡
 

交
流

無
停

電
電
源

装
置
（

1
0
0Ｖ

）
用

蓄
電
池

所
要

面
積
⑶
 

8
 

㎡
 

交
流

無
停

電
電
源

装
置
（

1
0
0Ｖ

）
用

蓄
電
池

所
要

面
積
⑷
 

9
 

㎡
 

交
流

無
停

電
電
源

装
置
（

1
0
0Ｖ

）
用

蓄
電
池

所
要

面
積
⑸
 

8
 

㎡
 

交
流

無
停

電
電
源

装
置
（

1
0
0Ｖ

）
用

蓄
電
池

所
要

面
積
⑹
 

1
3
 

㎡
 

交
流

無
停

電
電
源

装
置
（

1
0
0Ｖ

）
用

蓄
電
池

所
要

面
積
⑺
 

1
8
 

㎡
 

交
流

無
停

電
電
源

装
置
（

1
0
0Ｖ

）
用

蓄
電
池

所
要

面
積
⑻
 

2
1
 

㎡
 

交
流

無
停

電
電
源

装
置
（

1
0
0Ｖ

）
用

蓄
電
池

所
要

面
積
⑼
 

2
7
 

㎡
 

131



交
流

無
停

電
電
源

装
置
（

2
0
0Ｖ

）
用

蓄
電
池

規
定

容
量
⑴
 

2
0
0 

Ａ
Ｈ
 

交
流

無
停

電
電
源

装
置
（

2
0
0Ｖ

）
用

蓄
電
池

規
定

容
量
⑵
 

3
0
0 

Ａ
Ｈ
 

交
流

無
停

電
電
源

装
置
（

2
0
0Ｖ

）
用

蓄
電
池

規
定

容
量
⑶
 

5
0
0 

Ａ
Ｈ
 

交
流

無
停

電
電
源

装
置
（

2
0
0Ｖ

）
用

蓄
電
池

規
定

容
量
⑷
 

1
,
0
0
0 

Ａ
Ｈ
 

交
流

無
停

電
電
源

装
置
（

2
0
0Ｖ

）
用

蓄
電
池

規
定

容
量
⑸
 

1
,
5
0
0 

Ａ
Ｈ
 

交
流

無
停

電
電
源

装
置
（

2
0
0Ｖ

）
用

蓄
電
池

規
定

容
量
⑹
 

2
,
0
0
0 

Ａ
Ｈ
 

交
流

無
停

電
電
源

装
置
（

2
0
0Ｖ

）
用

蓄
電
池

規
定

容
量
⑺
 

3
,
0
0
0 

Ａ
Ｈ
 

交
流

無
停

電
電
源

装
置
（

2
0
0Ｖ

）
用

蓄
電
池

所
要

面
積
⑴
 

1
3
 

㎡
 

交
流

無
停

電
電
源

装
置
（

2
0
0Ｖ

）
用

蓄
電
池

所
要

面
積
⑵
 

1
6
 

㎡
 

交
流

無
停

電
電
源

装
置
（

2
0
0Ｖ

）
用

蓄
電
池

所
要

面
積
⑶
 

2
2
 

㎡
 

交
流

無
停

電
電
源

装
置
（

2
0
0Ｖ

）
用

蓄
電
池

所
要

面
積
⑷
 

2
2
 

㎡
 

交
流

無
停

電
電
源

装
置
（

2
0
0Ｖ

）
用

蓄
電
池

所
要

面
積
⑸
 

3
1
 

㎡
 

交
流

無
停

電
電
源

装
置
（

2
0
0Ｖ

）
用

蓄
電
池

所
要

面
積
⑹
 

3
8
 

㎡
 

交
流

無
停

電
電
源

装
置
（

2
0
0Ｖ

）
用

蓄
電
池

所
要

面
積
⑺
 

4
9
 

㎡
 

建
物

付
帯

設
備

面
積

付
加

係
数

（
複

数
階

局
舎

、
オ

ペ
レ

ー
シ

ョ

ン
設

備
あ

り
）

 

0
.
7 

―
 

建
物

付
帯

設
備

面
積

付
加

係
数

（
複

数
階

局
舎

、
オ

ペ
レ

ー
シ

ョ

ン
設

備
な

し
）

 

0
.
8 

―
 

建
物

付
帯

設
備
面

積
付
加

係
数

（
平
屋

局
舎

）
 

0
.
9 

―
 

単
位

面
積

当
た
り

の
建
物

付
帯

設
備
受

電
容

量
（
複

数
階
局

舎
）

 
0
.
0
1 

ｋ
Ｖ

Ａ
／

㎡
 

単
位

面
積

当
た
り

の
建
物

付
帯

設
備
受

電
容

量
（
平

屋
局
舎

）
 

0
.
0
1 

ｋ
Ｖ

Ａ
／

㎡
 

単
位

面
積

当
た

り
の

建
物

付
帯

設
備

発
電

電
力

容
量

（
交

換
機

設

置
局

）
 

0
.
0
1 

ｋ
Ｖ

Ａ
／

㎡
 

受
電

装
置

規
定
容

量
⑴

 
1
0
0 

ｋ
Ｖ

Ａ
 

受
電

装
置

規
定
容

量
⑵

 
2
0
0 

ｋ
Ｖ

Ａ
 

受
電

装
置

規
定
容

量
⑶

 
3
0
0 

ｋ
Ｖ

Ａ
 

受
電

装
置

規
定
容

量
⑷

 
5
0
0 

ｋ
Ｖ

Ａ
 

受
電

装
置

規
定
容

量
⑸

 
7
5
0 

ｋ
Ｖ

Ａ
 

受
電

装
置

規
定
容

量
⑹

 
1
,
0
0
0 

ｋ
Ｖ

Ａ
 

受
電

装
置

規
定
容

量
⑺

 
1
,
5
0
0 

ｋ
Ｖ

Ａ
 

受
電

装
置

規
定
容

量
⑻

 
2
,
0
0
0 

ｋ
Ｖ

Ａ
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受
電

装
置

規
定
容

量
⑼

 
4
,
0
0
0 

ｋ
Ｖ

Ａ
 

受
電

装
置

所
要
面

積
⑴

 
3
0
 

㎡
 

受
電

装
置

所
要
面

積
⑵

 
4
5
 

㎡
 

受
電

装
置

所
要
面

積
⑶

 
4
5
 

㎡
 

受
電

装
置

所
要
面

積
⑷

 
5
0
 

㎡
 

受
電

装
置

所
要
面

積
⑸

 
5
0
 

㎡
 

受
電

装
置

所
要
面

積
⑹

 
5
0
 

㎡
 

受
電

装
置

所
要
面

積
⑺

 
5
0
 

㎡
 

受
電

装
置

所
要
面

積
⑻

 
6
0
 

㎡
 

受
電

装
置

所
要
面

積
⑼

 
1
6
2 

㎡
 

受
電

装
置

更
改
面

積
⑴

 
1
5
 

㎡
 

受
電

装
置

更
改
面

積
⑵

 
2
5
 

㎡
 

受
電

装
置

更
改
面

積
⑶

 
2
5
 

㎡
 

受
電

装
置

更
改
面

積
⑷

 
3
2
 

㎡
 

受
電

装
置

更
改
面

積
⑸

 
3
5
 

㎡
 

受
電

装
置

更
改
面

積
⑹

 
3
7
 

㎡
 

受
電

装
置

更
改
面

積
⑺

 
5
2
 

㎡
 

受
電

装
置

更
改
面

積
⑻

 
5
4
 

㎡
 

受
電

装
置

更
改
面

積
⑼

 
2
1
2 

㎡
 

発
電

装
置

規
定
容

量
⑴

 
1
0
 

ｋ
Ｖ

Ａ
 

発
電

装
置

規
定
容

量
⑵

 
2
0
 

ｋ
Ｖ

Ａ
 

発
電

装
置

規
定
容

量
⑶

 
3
7
.
5 

ｋ
Ｖ

Ａ
 

発
電

装
置

規
定
容

量
⑷

 
5
0
 

ｋ
Ｖ

Ａ
 

発
電

装
置

規
定
容

量
⑸

 
7
5
 

ｋ
Ｖ

Ａ
 

発
電

装
置

規
定
容

量
⑹

 
1
0
0 

ｋ
Ｖ

Ａ
 

発
電

装
置

規
定
容

量
⑺

 
1
5
0 

ｋ
Ｖ

Ａ
 

発
電

装
置

規
定
容

量
⑻

 
2
0
0 

ｋ
Ｖ

Ａ
 

発
電

装
置

規
定
容

量
⑼

 
2
5
0 

ｋ
Ｖ

Ａ
 

発
電

装
置

規
定
容

量
⑽

 
3
0
0 

ｋ
Ｖ

Ａ
 

発
電

装
置

規
定
容

量
⑾

 
3
7
5 

ｋ
Ｖ

Ａ
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発
電

装
置

規
定
容

量
⑿

 
5
0
0 

ｋ
Ｖ

Ａ
 

発
電

装
置

規
定
容

量
⒀

 
6
2
5 

ｋ
Ｖ

Ａ
 

発
電

装
置

規
定
容

量
⒁

 
7
5
0 

ｋ
Ｖ

Ａ
 

発
電

装
置

規
定
容

量
⒂

 
1
,
0
0
0 

ｋ
Ｖ

Ａ
 

発
電

装
置

規
定
容

量
⒃

 
1
,
5
0
0 

ｋ
Ｖ

Ａ
 

発
電

装
置

規
定
容

量
⒄

 
1
,
7
5
0 

ｋ
Ｖ

Ａ
 

発
電

装
置

規
定
容

量
⒅

 
2
,
0
0
0 

ｋ
Ｖ

Ａ
 

発
電

装
置

規
定
容

量
⒆

 
3
,
1
2
5 

ｋ
Ｖ

Ａ
 

発
電

装
置

所
要
面

積
⑴

 
3
6
 

㎡
 

発
電

装
置

所
要
面

積
⑵

 
3
6
 

㎡
 

発
電

装
置

所
要
面

積
⑶

 
3
6
 

㎡
 

発
電

装
置

所
要
面

積
⑷

 
3
6
 

㎡
 

発
電

装
置

所
要
面

積
⑸

 
3
6
 

㎡
 

発
電

装
置

所
要
面

積
⑹

 
3
6
 

㎡
 

発
電

装
置

所
要
面

積
⑺

 
5
4
 

㎡
 

発
電

装
置

所
要
面

積
⑻

 
5
4
 

㎡
 

発
電

装
置

所
要
面

積
⑼

 
5
4
 

㎡
 

発
電

装
置

所
要
面

積
⑽

 
7
2
 

㎡
 

発
電

装
置

所
要
面

積
⑾

 
7
2
 

㎡
 

発
電

装
置

所
要
面

積
⑿

 
7
2
 

㎡
 

発
電

装
置

所
要
面

積
⒀

 
7
2
 

㎡
 

発
電

装
置

所
要
面

積
⒁

 
7
2
 

㎡
 

発
電

装
置

所
要
面

積
⒂

 
1
0
8 

㎡
 

発
電

装
置

所
要
面

積
⒃

 
1
0
8 

㎡
 

発
電

装
置

所
要
面

積
⒄

 
1
0
8 

㎡
 

発
電

装
置

所
要
面

積
⒅

 
1
0
8 

㎡
 

発
電

装
置

所
要
面

積
⒆

 
1
0
8 

㎡
 

小
規

模
局

用
電

源
装

置
１

台
当

た
り

の
最

大
電

流
（

遠
隔

収
容

装

置
設

置
局

）
 

1
5
0 

Ａ
 

小
規

模
局

用
電

源
装

置
１

台
当

た
り

の
最

大
電

流
（

Ｒ
Ｔ

―
Ｂ

Ｏ

Ｘ
）

⑴
 

3
7
.
5 

Ａ
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小
規

模
局

用
電

源
装

置
１

台
当

た
り

の
最

大
電

流
（

Ｒ
Ｔ

―
Ｂ

Ｏ

Ｘ
）

⑵
 

5
0
 

Ａ
 

小
規

模
局

用
電

源
装

置
１

台
当

た
り

の
最

大
電

流
（

Ｒ
Ｔ

―
Ｂ

Ｏ

Ｘ
）

⑶
 

1
0
0 

Ａ
 

小
規

模
局

用
電

源
装

置
１

台
当

た
り

の
所

要
面

積
（

遠
隔

収
容

装

置
設

置
局

）
 

7
 

㎡
 

小
規

模
局

用
電

源
装

置
１

台
当

た
り

の
所

要
面

積
（

Ｒ
Ｔ

―
Ｂ

Ｏ

Ｘ
）

⑴
 

9
 

㎡
 

小
規

模
局

用
電

源
装

置
１

台
当

た
り

の
所

要
面

積
（

Ｒ
Ｔ

―
Ｂ

Ｏ

Ｘ
）

⑵
 

9
 

㎡
 

小
規

模
局

用
電

源
装

置
１

台
当

た
り

の
所

要
面

積
（

Ｒ
Ｔ

―
Ｂ

Ｏ

Ｘ
）

⑶
 

9
 

㎡
 

可
搬

型
発

動
発
電

機
規
定

容
量

⑴
 

1
 

ｋ
Ｖ

Ａ
 

可
搬

型
発

動
発
電

機
規
定

容
量

⑵
 

2
 

ｋ
Ｖ

Ａ
 

可
搬

型
発

動
発
電

機
規
定

容
量

⑶
 

3
 

ｋ
Ｖ

Ａ
 

可
搬

型
発

動
発
電

機
規
定

容
量

⑷
 

4
 

ｋ
Ｖ

Ａ
 

可
搬

型
発

動
発
電

機
規
定

容
量

⑸
 

5
 

ｋ
Ｖ

Ａ
 

可
搬

型
発

動
発
電

機
規
定

容
量

⑹
 

6
 

ｋ
Ｖ

Ａ
 

可
搬

型
発

動
発
電

機
規
定

容
量

⑺
 

7
 

ｋ
Ｖ

Ａ
 

可
搬

型
発

動
発
電

機
規
定

容
量

⑻
 

8
 

ｋ
Ｖ

Ａ
 

可
搬

型
発

動
発
電

機
規
定

容
量

⑼
 

9
 

ｋ
Ｖ

Ａ
 

可
搬

型
発

動
発
電

機
規
定

容
量

⑽
 

1
0
 

ｋ
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可
搬

型
発

動
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電
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⑾
 

1
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可
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発
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設
置

台
数
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台
 

可
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型
発

動
発
電

機
設
置

台
数

⑵
 

2
9
 

台
 

可
搬

型
発

動
発
電

機
設
置
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数

⑶
 

6
 

台
 

可
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型
発

動
発
電

機
設
置

台
数

⑷
 

0
 

台
 

可
搬

型
発

動
発
電

機
設
置

台
数

⑸
 

2
 

台
 

可
搬

型
発

動
発
電

機
設
置

台
数

⑹
 

2
 

台
 

可
搬

型
発

動
発
電

機
設
置

台
数

⑺
 

0
 

台
 

可
搬

型
発

動
発
電

機
設
置

台
数

⑻
 

0
 

台
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可
搬

型
発

動
発
電

機
設
置

台
数

⑼
 

0
 

台
 

可
搬

型
発

動
発
電

機
設
置

台
数

⑽
 

0
 

台
 

可
搬

型
発

動
発
電

機
設
置

台
数

⑾
 

1
 

台
 

複
数

階
局

舎
容
積

率
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％
 

平
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舎

容
積
率

 
1
0
0 

％
 

駐
車
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㎡
 

Ｒ
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Ｏ
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面
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㎡
 

駐
車

ス
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2
1
 

㎡
 

時
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割
多
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装
置
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単
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流
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Ａ
／

架
 

時
分

割
多

元
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続

装
置
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単
位

面
積

 
1
.
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4 

㎡
／

架
 

衛
星

送
受

信
装
置

架
単
位

電
流

 
3
6
.
7 

Ａ
／

架
 

衛
星

送
受
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装
置
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単
位

面
積
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.
4
4 

㎡
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架
 

衛
星
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制
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電

流
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架
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面

積
 

1
6
.
3
8 

㎡
／

架
 

土
地

単
価

時
価
補

正
係
数

 
0
.
7 

―
 

土
地

単
価

時
点
補

正
係
数

（
北

海
道
）

 
0
.
9
3
7
2 

―
 

土
地

単
価

時
点
補

正
係
数

（
青

森
県
）

 
0
.
6
7
2
3 

―
 

土
地

単
価

時
点
補

正
係
数

（
岩

手
県
）

 
0
.
7
1
2
5 

―
 

土
地

単
価

時
点
補

正
係
数

（
宮

城
県
）

 
1
.
1
3
0
5 

―
 

土
地

単
価

時
点
補

正
係
数

（
秋

田
県
）

 
0
.
6
2
6
9 

―
 

土
地

単
価

時
点
補

正
係
数

（
山

形
県
）

 
0
.
7
5
6
1 

―
 

土
地

単
価

時
点
補

正
係
数

（
福

島
県
）

 
0
.
8
2
3
2 

―
 

土
地

単
価

時
点
補

正
係
数

（
茨

城
県
）

 
0
.
7
1
5
7 

―
 

土
地

単
価

時
点
補

正
係
数

（
栃

木
県
）

 
0
.
7
2
3
6 

―
 

土
地

単
価

時
点
補

正
係
数

（
群

馬
県
）

 
0
.
7
2
7
6 

―
 

土
地

単
価

時
点
補

正
係
数

（
埼

玉
県
）

 
0
.
9
0
3
1 

―
 

土
地

単
価

時
点
補

正
係
数

（
千

葉
県
）

 
0
.
9
4
4
1 

―
 

土
地

単
価

時
点
補

正
係
数

（
東

京
都
）

 
1
.
1
0
4
1 

―
 

土
地

単
価

時
点
補

正
係
数

（
神

奈
川
県

）
 

0
.
9
5
1
7 

―
 

土
地

単
価

時
点
補

正
係
数

（
新

潟
県
）

 
0
.
7
5
1
9 

―
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土
地

単
価

時
点
補

正
係
数

（
富

山
県
）

 
0
.
8
2
6
1 

―
 

土
地

単
価

時
点
補

正
係
数

（
石

川
県
）

 
0
.
8
0
8
1 

―
 

土
地

単
価

時
点
補

正
係
数

（
福

井
県
）

 
0
.
7
0
3
7 

―
 

土
地

単
価

時
点
補

正
係
数

（
山

梨
県
）

 
0
.
7
4
6
4 

―
 

土
地

単
価

時
点
補

正
係
数

（
長

野
県
）

 
0
.
7
5
7
7 

―
 

土
地

単
価

時
点
補

正
係
数

（
岐

阜
県
）

 
0
.
7
9
2
0 

―
 

土
地

単
価

時
点
補

正
係
数

（
静

岡
県
）

 
0
.
8
2
0
6 

―
 

土
地

単
価

時
点
補

正
係
数

（
愛

知
県
）

 
1
.
0
3
6
8 

―
 

土
地

単
価

時
点
補

正
係
数

（
三

重
県
）

 
0
.
7
7
9
8 

―
 

土
地

単
価

時
点
補

正
係
数

（
滋

賀
県
）

 
0
.
8
5
7
2 

―
 

土
地

単
価

時
点
補

正
係
数

（
京

都
府
）

 
0
.
9
7
1
3 

―
 

土
地

単
価

時
点
補

正
係
数

（
大

阪
府
）

 
0
.
9
4
2
9 

―
 

土
地

単
価

時
点
補

正
係
数

（
兵

庫
県
）

 
0
.
8
9
5
2 

―
 

土
地

単
価

時
点
補

正
係
数

（
奈

良
県
）

 
0
.
8
3
2
3 

―
 

土
地

単
価

時
点
補

正
係
数

（
和

歌
山
県

）
 

0
.
6
7
5
5 

―
 

土
地

単
価

時
点
補

正
係
数

（
鳥

取
県
）

 
0
.
6
7
0
3 

―
 

土
地

単
価

時
点
補

正
係
数

（
島

根
県
）

 
0
.
7
2
5
9 

―
 

土
地

単
価

時
点
補

正
係
数

（
岡

山
県
）

 
0
.
8
3
3
1 

―
 

土
地

単
価

時
点
補

正
係
数

（
広

島
県
）

 
0
.
8
6
2
3 

―
 

土
地

単
価

時
点
補

正
係
数

（
山

口
県
）

 
0
.
7
2
3
6 

―
 

土
地

単
価

時
点
補

正
係
数

（
徳

島
県
）

 
0
.
6
3
2
9 

―
 

土
地

単
価

時
点
補

正
係
数

（
香

川
県
）

 
0
.
6
9
2
7 

―
 

土
地

単
価

時
点
補

正
係
数

（
愛

媛
県
）

 
0
.
7
4
0
1 

―
 

土
地

単
価

時
点
補

正
係
数

（
高

知
県
）

 
0
.
6
0
3
7 

―
 

土
地

単
価

時
点
補

正
係
数

（
福

岡
県
）

 
1
.
0
6
3
6 

―
 

土
地

単
価

時
点
補

正
係
数

（
佐

賀
県
）

 
0
.
7
5
6
7 

―
 

土
地

単
価

時
点
補

正
係
数

（
長

崎
県
）

 
0
.
7
9
4
6 

―
 

土
地

単
価

時
点
補

正
係
数

（
熊

本
県
）

 
0
.
9
0
6
2 

―
 

土
地

単
価

時
点
補

正
係
数

（
大

分
県
）

 
0
.
8
1
5
9 

―
 

土
地

単
価

時
点
補

正
係
数

（
宮

崎
県
）

 
0
.
7
9
2
8 

―
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土
地

単
価

時
点
補

正
係
数

（
鹿

児
島
県

）
 

0
.
6
9
3
1 

―
 

土
地

単
価

時
点
補

正
係
数

（
沖

縄
県
）

 
1
.
3
0
3
2 

―
 

監
視

設
備

（
総
合

監
視
）

 
対

投
資
額

比
率

 
0
.
0
0
1
5
01 

―
 

監
視

設
備

（
加
入

者
交
換

機
）

 
対
投

資
額

比
率

 
0
.
0
5
6
4
3 

―
 

監
視

設
備

（
中
継

交
換
機

）
 

対
投
資

額
比

率
 

0
.
0
7
8
1
1 

―
 

監
視

設
備

（
市
外

線
路
）

 
対

投
資
額

比
率

 
0
.
0
3
6
5
9 

―
 

監
視

設
備

（
市
内

線
路
）

 
対

投
資
額

比
率

 
0
.
0
1
0
9
9 

―
 

監
視

設
備

（
伝
送

無
線
機

械
）

 
対
投

資
額

比
率

 
0
.
0
9
9
7
2 

―
 

共
通

用
建

物
 

対
投

資
額

比
率

 
0
.
0
1
0
7
7 

―
 

共
通

用
土

地
 

対
投

資
額

比
率

 
0
.
0
0
6
7
79 

―
 

共
通

用
土

地
単
価

補
正
係

数
 

1
 

―
 

構
築

物
 

対
投
資

額
比
率

 
0
.
0
6
6
7
5 

―
 

機
械

及
び

装
置

 
対

投
資

額
比

率
 

0
.
0
0
0
6
72
8 

―
 

車
両

 
対

投
資
額

比
率

 
0
.
0
0
0
1
27
5 

―
 

工
具

、
器

具
及
び

備
品

 
対
投

資
額
比

率
 

0
.
0
0
6
6
21 

―
 

無
形

固
定

資
産
（

交
換
機

ソ
フ

ト
ウ
ェ

ア
）

 
対
投

資
額
比

率
 

0
.
0
2
3
5
6 

―
 

無
形

固
定

資
産
（

そ
の
他

の
無

形
固
定

資
産

）
 

対
投

資
額

比
率

 
0
.
0
0
4
2
36 

―
 

 

 
第

２
表

 

項
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
目
 

数
 

 
値

 
単

 
 

 
 

位
 

［
略

］
 

 
 

 

項
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
目
 

数
 

 
値
 

単
 

 
 

 
位
 

［
同

左
］

 
 

 
 

別
表

第
３

（
第
６

条
・
第

1
1条

関
係

）
 

別
表

第
３

（
第

６
条

・
第

1
1条

関
係

）
 

様
式

第
１
 

様
式

第
１

 
固

定
資

産
明

細
表
 

［
削

る
］

 
第

１
表
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き線点遠隔収容装置 

局設置遠隔収容装置 

局設置簡易遠隔収容装置 

加入者交換機 

主配線盤 

加入者系半固定パス伝送装置 

光ケーブル成端架 

消防警察トランク 

警察消防用回線集約装置 

中継交換機 

伝送装置 

中間中継伝送装置 

海底中間中継伝送装置 

無線伝送装置 

無線アンテナ 

無線鉄塔 

衛星通信設備 

クロック供給装置 

メタルケーブル 

加入系光ケーブル 

正味固定資産価額 

定額法 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

定率法 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
中継系光ケーブル 

海底光ケーブル 

加入系電柱 

中継系電柱 

加入系管路 

中継系管路 
加入系中口径管路 

中継系中口径管路 

加入系共同溝 

中継系共同溝 

加入系とう道 

中継系とう道 

電線共同溝 

総合デジタル通信局内回線終端装置 

アナログ局内回線収容部 

アナログ・デジタル回線共通部 

加入者交換回線収容装置 

中継交換回線収容装置 

信号用中継交換機 

空調設備 

電力設備（整流装置） 

電力設備（直流変換電源装置） 

139



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
電力設備（交流無停電電源装置） 

電力設備（蓄電池） 

電力設備（受電装置） 

電力設備（発電装置） 

電力設備（小規模局用電源装置） 

電力設備（可搬型発動発電機） 

機械室建物 

機械室土地 

監視設備（総合監視） 

監視設備（加入者交換機） 

監視設備（中継交換機） 

監視設備（市外線路） 

監視設備（市内線路） 

監視設備（伝送無線機械） 

共通用建物 

共通用土地 

構築物 
機械及び装置 

車両 

工具、器具及び備品 

無形固定資産（交換機ソフトウェア） 

無形固定資産（その他の無形固定資産） 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

固
 

 
定

 
 

資
 

 
産

 
 

明
 

 
細

 
 

表
 

第
２

表
 

［
表

略
］

 
［

表
同
左

］
 

様
式

第
２
 

様
式

第
２

 
固
定

資
産
帰

属
明

細
表

 

［
削

る
］

 
第

１
表
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き線点遠隔収容装置 

局設置遠隔収容装置 

局設置簡易遠隔収容装置 

加入者交換機 

主配線盤 

加入者系半固定パス伝送装置 

光ケーブル成端架 

消防警察トランク 

警察消防用回線集約装置 

中継交換機 

伝送装置 

中間中継伝送装置 

海底中間中継伝送装置 

無線伝送装置 

無線アンテナ 

無線鉄塔 

第
一

種
指

定
端
末

系
伝
送

路
設

備
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

第
一

種
指

定
加
入

者
交
換

機
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
第

一
種
指

定
加
入

者
交

換
機

に
係

る
設

備
区
分

の
う

ち
、

回
線

数
の

増
減
に

応
じ

て
当

該
設

備
に

係
る
費

用
が

増
減

す
る

も
の

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

第
一

種
指

定
中
継

交
換
機

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

第
一

種
指

定
中
継

系
伝
送

路
設

備
等

で
あ

っ
て
、

第
一
種

指
定

加
入

者
交

換
機
と

第
一
種

指
定

中
継

交
換

機
と
の

間
に
設

置
さ

れ
る

も
の

及
び
第

一
種
指

定
加

入
者

交
換

機
又
は

第
一
種

指
定

中
継

交
換

機
と
他

の
電
気

通
信

事
業

者
の

電
気
通

信
設
備

と
の

間
に

設
置

さ
れ
る

も
の

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

信
号

用
伝

送
路
設

備
及
び

信
号

用
中

継
交

換
機
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衛星通信設備 

クロック供給装置 

メタルケーブル 

加入系光ケーブル 

中継系光ケーブル 

海底光ケーブル 

加入系電柱 

中継系電柱 

加入系管路 

中継系管路 

加入系中口径管路 

中継系中口径管路 

加入系共同溝 

中継系共同溝 

加入系とう道 

中継系とう道 

電線共同溝 

総合デジタル通信局内回線終端装置 

アナログ局内回線収容部 

アナログ・デジタル回線共通部 

加入者交換回線収容装置 

中継交換回線収容装置 

信号用中継交換機 

空調設備 
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電力設備（整流装置） 

電力設備（直流変換電源装置） 

電力設備（交流無停電電源装置） 

電力設備（蓄電池） 

電力設備（受電装置） 

電力設備（発電装置） 

電力設備（小規模局用電源装置） 

電力設備（可搬型発動発電機） 

機械室建物 

機械室土地 

監視設備（総合監視） 

監視設備（加入者交換機） 

監視設備（中継交換機） 

監視設備（市外線路） 

監視設備（市内線路） 

監視設備（伝送無線機械） 

共通用建物 

共通用土地 

構築物 

機械及び装置 

車両 

工具、器具及び備品 

無形固定資産（交換機ソフトウェア） 

無形固定資産（その他の無形固定資産） 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

     

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

         

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
（

記
載
上

の
注
意

）
 

各
欄

に
は

、
定
額

法
及
び

定
率

法
に
よ

る
も

の
の
別

に
正
味

固
定

資
産
価

額
を
記

載
す
る

こ
と
。

 

固
 

定
 

資
 
産

 
帰
 

属
 

明
 

細
 

表
 

第
２

表
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［
表

略
］

 
［

表
同
左

］
 

別
表

第
４

の
１
（

第
６

条
関
係

）
 

費
用
算

定
方
式

 
別

表
第
４

の
１
（

第
６
条

関
係

）
 

費
用
算

定
方
式

 

［
削

る
］

 
第

１
表

 

 
費

 
用

 
区

 
分

 
算

 
 
 

 
 

定
 

 
 

 
 

方
 
 

 
 

 
式
 

減
価

償
却

費
 

（
（

（
投

資
額
－

最
低
残

存
価

額
）
÷

法
定

耐
用
年

数
）

×
法

定
耐
用

年
数
＋

除
去

損
）

÷
経
済

的
耐

用
年
数

 

 
土

地
は
減

価
償
却

し
な
い

。
除

去
損
＝

最
低

残
存
価

額
と
す

る
。

 

通
信

設
備

使
用
料

 
伊

豆
大
島

と
本
土

中
継
交

換
機

間
及
び

犬
石

と
中
継

交
換
局

間
の

伝
送
路

に
係

る
も

の
 

 
伝

送
路
数

×
専
用

線
料

金
単
価

 

 
信

号
用
中

継
交
換

機
に
係

る
も

の
 

 
信

号
用
中

継
交
換

機
伝
送

路
数

×
信

号
用

中
継

交
換

機
専

用
線
料

金
単

価
 

固
定

資
産

税
 

定
率

法
正

味
固
定

資
産
価

額
×

固
定

資
産

税
率

 

 
定

率
法
正

味
固
定

資
産
価

額
は

、
別
表

第
２

の
１
第

１
表
に

定
め

る
算
出

式

に
よ

り
算

定
す
る

。
 

施
設

保
全

費
 

加
入

者
交

換
機
に

係
る
も

の
 

 
投

資
額
×

投
資
額

×
施

設
保

全
費
対

投
資

額
比
率

（
二
次

係
数

）
＋
投

資
額

×
施

設
保

全
費
対

投
資

額
比
率

（
一

次
係

数
）

＋
加

入
者

数
×

１
加
入

者
当

た
り

の
施

設
保
全

費
＋
都

道
府

県
別
施

設
保

全
費

 

 
加

入
系
線

路
に
係

る
も
の

 

 
設

備
延
長

k
m
×
１

k
m当

た
り
の

施
設

保
全
費

＋
加
入

者
数

×
１

加
入
者

当
た

り
施

設
保

全
費

 

 
中

継
系
架

空
光
フ

ァ
イ
バ

、
中

継
系
地

下
光

フ
ァ
イ

バ
、
海

底
光

ケ
ー
ブ

ル
、

管
路

、
自

治
体
管

路
及
び

電
線

共
同
溝

に
係

る
も
の

 

 
設

備
延
長

k
m
×
１

k
m当

た
り
の

施
設

保
全
費

 

 
中

口
径
管

路
、
と

う
道
及

び
共

同
溝
に

係
る

も
の

 

 
設

備
亘
長

k
m
×
１

k
m当

た
り
の

施
設

保
全
費

 

 
監

視
設
備

（
加
入

者
交
換

機
）

に
係
る

も
の

 

 
投

資
額
×

投
資
額

×
施

設
保

全
費
対

投
資

額
比
率

（
二
次

係
数

）
＋
投

資
額

×
施

設
保

全
費
対

投
資

額
比
率

（
一

次
係

数
）

 

 
そ

の
他
の

も
の

 

 
投

資
額
×

施
設
保

全
費

対
投
資

額
比

率
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道
路

占
用

料
 

電
柱

に
係

る
も
の

 

 
電

柱
本
数

×
電
柱

１
本

当
た
り

道
路

占
用

料
 

 
管

路
等
（

管
路
、

中
口
径

管
路

、
と
う

道
、

電
線
共

同
溝
、

自
治

体
管
路

、
情

報
ボ

ッ
ク

ス
）
に

係
る
も

の
 

 
管

路
等
延

長
k
m×

管
路

等
１

k
m
当
た

り
道
路

占
用
料

 

 
き

線
点
遠

隔
収
容

装
置
に

係
る

も
の

 

 
き

線
点
遠

隔
収
容

装
置
台

数
×

き
線

点
遠

隔
収

容
装

置
１

台
当
た

り
道

路
占

用
料
 

撤
去

費
用

 
投

資
額
×

撤
去
費

用
対

投
資
額

比
率

 

試
験

研
究

費
 

直
接

費
×

対
直
接

費
比

率
 

 
直

接
費
＝

減
価
償

却
費
＋

通
信

設
備
使

用
料

＋
固
定

資
産
税

＋
施

設
保
全

費

＋
道

路
占

用
料
＋

撤
去
費

用
 

接
続

関
連

事
務
費

 
加

入
者
回

線
に
係

る
も
の

 

 
加

入
者
回

線
数
×

１
回

線
当
た

り
接

続
関

連
事

務
費

 

 
中

継
伝
送

専
用
機

能
に
係

る
も

の
 

 
中

継
伝
送

専
用
型

回
線
数

×
１

回
線

当
た

り
専

用
型

接
続

関
連
事

務
費

 

 
専

用
回
線

管
理
運

営
費
に

係
る

も
の

 

 
中

継
伝
送

専
用
型

回
線
数

×
１

回
線

当
た

り
専

用
回

線
管

理
運
営

費
 

管
理

共
通

費
 

（
施

設
保

全
費
＋

試
験
研

究
費

＋
接
続

関
連

事
務
費

）
×

管
理
共

通
費

比
率

 
 

 
第

２
表

 

費
 

用
 

区
 
分
 

算
 

 
 

 
 

定
 

 
 

 
 

方
 

 
 

 
 

式
 

［
略

］
 

 
 

費
 

用
 

区
 

分
 

算
 

 
 

 
 

定
 

 
 

 
 

方
 
 

 
 

 
式
 

［
同

左
］

 
 

 

別
表

第
４

の
２
（

第
６

条
関
係

）
 

共
通
費

等
の
配

賦
基
準

 
別

表
第
４

の
２
（

第
６
条

関
係

）
 

共
通
費

等
の
配

賦
基
準

 

［
削

る
］

 
第

１
表

 

 
区

 
 

分
 

帰
 

属
 

対
 
象

 
設
 

備
 

配
 

 
賦

 
 
基

 
 
準
 

試
験

研
究

費
 

別
表

第
１

の
１

第
１

表
の

設
備

区
分
に

定
め

る
各

設
備

 

直
接

費
比

 

接
続

関
連

事
務
費

 
別

表
第
１

の
１
第

１
表
の

設
備

区
分
に

定
め

る
各

設
備

 

投
資

額
比

 

管
理

共
通

費
 

別
表

第
１

の
１
第

１
表
の

設
備

区
分
に

定
め

る
各

設
備

 

施
設

保
全

費
＋
試

験
研
究

費
＋

接
続

関
連

事
務
費

の
合
計

額
比
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監視設備 

総
合

監
視

 
加

入
者
交

換
機
階

梯
以
上

の
各

設
備

 
資

本
コ
ス

ト
＋
保

守
コ
ス

ト
の

合
計

額
比

 

加
入

者
交

換
機

 
加

入
者
交

換
機
、

消
防
警

察
ト

ラ
ン
ク

、
警

察
消

防
用
回

線
集
約

装
置

 

資
本

コ
ス

ト
＋
保

守
コ
ス

ト
の

合
計

額
比

 

 

中
継

交
換

機
 

中
継

交
換

機
、
信

号
用
中

継
交

換
機

 
資

本
コ
ス

ト
＋
保

守
コ
ス

ト
の

合
計

額
比

 

 

伝
送

無
線

機
械

 
伝

送
装
置

、
中
間

中
継
伝

送
装

置
、
無

線
伝

送
装

置
、
無

線
鉄
塔

、
無

線
ア
ン

テ
ナ

、
衛

星
通
信

設
備

 

（
き

線
点

遠
隔
収

容
装
置

～
加

入
者
交

換
機

間
伝

送
の
う

ち
局
設

置
簡

易
遠
隔

収
容

装
置

設
置
局

又
は
局

設
置

遠
隔
収

容
装

置
設

置
局
～

加
入
者

交
換

機
設
置

局
間

伝
送

、
局
設

置
簡
易

遠
隔

収
容
装

置
～

加
入

者
交
換

機
間
伝

送
、

局
設
置

遠
隔

収
容

装
置
～

加
入
者

交
換

機
間
伝

送
、

加
入

者
交
換

機
～
中

継
交

換
機
間

伝
送

、
中

継
交
換

機
間
及

び
中

継
交
換

機
～

相
互

接
続
点

間
伝
送

）
 

資
本

コ
ス

ト
＋
保

守
コ
ス

ト
の

合
計

額
比

 

 

市
外

線
路

 
光

ケ
ー
ブ

ル
、
海

底
光
ケ

ー
ブ

ル
、
海

底
中

間
中

継
伝
送

装
置

 

（
き

線
点

遠
隔
収

容
装
置

～
加

入
者
交

換
機

間
伝

送
の
う

ち
局
設

置
簡

易
遠
隔

収
容

装
置

設
置
局

又
は
局

設
置

遠
隔
収

容
装

置
設

置
局
～

加
入
者

交
換

機
設
置

局
間

伝
送

、
局
設

置
簡
易

遠
隔

収
容
装

置
～

加
入

者
交
換

機
間
伝

送
、

局
設
置

遠
隔

収
容

装
置
～

加
入
者

交
換

機
間
伝

送
、

加
入

者
交
換

機
～
中

継
交

換
機
間

伝
送

及
び

中
継
交

換
機
間

伝
送

）
 

資
本

コ
ス

ト
＋
保

守
コ
ス

ト
の

合
計

額
比

 

 

市
内

線
路

 
メ

タ
ル
ケ

ー
ブ
ル

、
光
ケ

ー
ブ

ル
 

資
本

コ
ス

ト
＋
保

守
コ
ス

ト
の

合
計

額
比

 

共
通

用
建

物
 

別
表

第
１

の
１
第

１
表
の

設
備

区
分
に

定
め

る
各

設
備

 

施
設

保
全

費
＋
試

験
研
究

費
＋

接
続

関
連

事
務
費

の
合
計

額
比

 

共
通

用
土

地
 

別
表

第
１

の
１
第

１
表
の

設
備

区
分
に

定
め

る
各

設
備

 

施
設

保
全

費
＋
試

験
研
究

費
＋

接
続

関
連

事
務
費

の
合
計

額
比
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構
築

物
 

別
表

第
１

の
１
第

１
表
の

設
備

区
分
に

定
め

る
各

設
備

 

機
械

室
土

地
建
物

、
共
通

用
土

地
建

物
の

資
本
コ

ス
ト
＋

保
守

コ
ス

ト
の

合
計
額

比
 

機
械

及
び

装
置

 
別

表
第
１

の
１
第

１
表
の

設
備

区
分
に

定
め

る
各

設
備

 

施
設

保
全

費
＋
試

験
研
究

費
＋

接
続

関
連

事
務
費

の
合
計

額
比

 

車
両

 
別

表
第
１

の
１
第

１
表
の

設
備

区
分
に

定
め

る
各

設
備

 

施
設

保
全

費
比

 

工
具

、
器

具
及
び

備
品

 
別

表
第
１

の
１
第

１
表
の

設
備

区
分
に

定
め

る
各

設
備

 

施
設

保
全

費
＋
試

験
研
究

費
＋

接
続

関
連

事
務
費

の
合
計

額
比

 

無形固定資産 

交
換

機
ソ

フ
ト
ウ

ェ
ア

 

加
入

者
交

換
機
、

中
継
交

換
機

、
信
号

用
中

継
交

換
機
、

消
防
警

察
ト

ラ
ン
ク

、
警

察
消

防
用
回

線
集
約

装
置

 

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク
設

備
投
資

額
 

そ
の

他
の

無
形
固

定
資

産
 

別
表

第
１

の
１
第

１
表
の

設
備

区
分
に

定
め

る
各

設
備

 

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク
設

備
投
資

額
 

空
調

設
備

 
局

設
置
遠

隔
収
容

装
置
、

加
入

者
交
換

機
、

加
入

者
系
半

固
定
パ

ス
伝

送
装
置

、
消

防
警

察
ト
ラ

ン
ク
、

警
察

消
防
用

回
線

集
約

装
置
、

中
継
交

換
機

、
伝
送

装
置

、
中

間
中
継

伝
送
装

置
、

ク
ロ
ッ

ク
供

給
装

置
、
無

線
伝
送

装
置

、
衛
星

通
信

設
備

及
び
信

号
用
中

継
交

換
機

 

電
力

容
量

比
 

電力設備 

整
流

装
置

 
加

入
者
交

換
機
、

加
入
者

系
半

固
定
パ

ス
伝

送
装

置
、
消

防
警
察

ト
ラ

ン
ク
、

警
察

消
防

用
回
線

集
約
装

置
、

中
継
交

換
機

、
伝

送
装
置

、
中
間

中
継

伝
送
装

置
、

ク
ロ

ッ
ク
供

給
装
置

、
無

線
伝
送

装
置

、
衛

星
通
信

設
備
及

び
信

号
用
中

継
交

換
機

 

電
流

比
 

 

蓄
電

池
 

加
入

者
交

換
機
、

加
入
者

系
半

固
定
パ

ス
伝

送
装

置
、
消

防
警
察

ト
ラ

ン
ク
、

警
察

消
防

用
回
線

集
約
装

置
、

中
継
交

換
機

、
伝

送
装
置

、
中
間

中
継

伝
送
装

置
、

ク
ロ

ッ
ク
供

給
装
置

、
無

線
伝
送

装
置

、
衛

星
通
信

設
備
及

び
信

号
用
中

継
交

換
機

 

電
流

比
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交
流

無
停

電
電
源

装
置

 

加
入

者
交

換
機
、

消
防
警

察
用

回
線
集

約
装

置
、

中
継
交

換
機
、

衛
星

通
信
設

備
及

び
信

号
用
中

継
交
換

機
 

電
流

比
 

 

受
電

装
置

 
加

入
者
交

換
機
、

加
入
者

系
半

固
定
パ

ス
伝

送
装

置
、
消

防
警
察

ト
ラ

ン
ク
、

警
察

消
防

用
回
線

集
約
装

置
、

中
継
交

換
機

、
伝

送
装
置

、
中
間

中
継

伝
送
装

置
、

ク
ロ

ッ
ク
供

給
装
置

、
無

線
伝
送

装
置

、
衛

星
通
信

設
備
及

び
信

号
用
中

継
交

換
機

 

電
力

容
量

比
 

 

発
電

装
置

 
加

入
者
交

換
機
、

加
入
者

系
半

固
定
パ

ス
伝

送
装

置
、
消

防
警
察

ト
ラ

ン
ク
、

警
察

消
防

用
回
線

集
約
装

置
、

中
継
交

換
機

、
伝

送
装
置

、
中
間

中
継

伝
送
装

置
、

ク
ロ

ッ
ク
供

給
装
置

、
無

線
伝
送

装
置

、
衛

星
通
信

設
備
及

び
信

号
用
中

継
交

換
機

 

電
力

容
量

比
 

 

小
規

模
局

舎
用
電

源
装

置
 

局
設

置
遠

隔
収
容

装
置
、

伝
送

装
置
、

中
間

中
継

伝
送
装

置
、
海

底
中

間
中
継

伝
送

装
置

、
ク
ロ

ッ
ク
供

給
装

置
、
無

線
伝

送
装

置
及
び

衛
星
通

信
設

備
 

電
流

比
 

 

小
規

模
局

舎
用
蓄

電
池

 

局
設

置
簡

易
遠
隔

収
容
装

置
、

局
設
置

遠
隔

収
容

装
置
、

伝
送
装

置
、

中
間
中

継
伝

送
装

置
、
海

底
中
間

中
継

伝
送
装

置
、

ク
ロ

ッ
ク
供

給
装
置

、
無

線
伝
送

装
置

及
び

衛
星
通

信
設
備

 

電
流

比
 

 
可

搬
型
発

動
発
電

機
 

局
設

置
簡

易
遠
隔

収
容
装

置
、

局
設
置

遠
隔

収
容

装
置
、

伝
送
装

置
、

中
間
中

継
伝

送
装

置
、
海

底
中
間

中
継

伝
送
装

置
、

ク
ロ

ッ
ク
供

給
装
置

、
無

線
伝
送

装
置

及
び

衛
星
通

信
設
備

 

電
流

比
 

 

直
流

変
換

電
源
装

置
 

消
防

警
察

ト
ラ
ン

ク
、
警

察
消

防
用
回

線
集

約
装

置
 

電
流

比
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機
械

室
建

物
 

局
設

置
簡

易
遠
隔

収
容
装

置
、

局
設
置

遠
隔

収
容

装
置
、

加
入
者

交
換

機
、
主

配
線

盤
、

加
入
者

系
半
固

定
パ

ス
伝
送

装
置

、
光

ケ
ー
ブ

ル
成
端

架
、

消
防
警

察
ト

ラ
ン

ク
、
警

察
消
防

用
回

線
集
約

装
置

、
中

継
交
換

機
、
伝

送
装

置
、
中

間
中

継
伝

送
装
置

、
海
底

中
間

中
継
伝

送
装

置
、

ク
ロ
ッ

ク
供
給

装
置

、
無
線

伝
送

装
置

、
衛
星

通
信
設

備
及

び
信
号

用
中

継
交

換
機

 

面
積

比
 

機
械

室
土

地
 

局
設

置
簡

易
遠
隔

収
容
装

置
、

局
設
置

遠
隔

収
容

装
置
、

加
入
者

交
換

機
、
主

配
線

盤
、

加
入
者

系
半
固

定
パ

ス
伝
送

装
置

、
光

ケ
ー
ブ

ル
成
端

架
、

消
防
警

察
ト

ラ
ン

ク
、
警

察
消
防

用
回

線
集
約

装
置

、
中

継
交
換

機
、
伝

送
装

置
、
中

間
中

継
伝

送
装
置

、
海
底

中
間

中
継
伝

送
装

置
、

ク
ロ
ッ

ク
供
給

装
置

、
無
線

伝
送

装
置

、
無
線

鉄
塔
、

衛
星

通
信
設

備
及

び
信

号
用
中

継
交
換

機
 

面
積

比
 

 

 
注

 
資
本

コ
ス
ト

＝
減
価

償
却

費
＋
自

己
資

本
費
用

＋
他
人

資
本

費
用
＋

利
益
対

応
税
＋

通
信
設

備
使
用

料
＋

固

定
資

産
税

 

保
守

コ
ス

ト
＝
施

設
保

全
費
＋

道
路
占

用
料

＋
撤
去

費
用

 

 
第

２
表

 

区
 

 
 

 
 

分
 

帰
 

属
 

対
 
象

 
設
 

備
 

配
 

 
賦

 
 

基
 

 
準

 

試
験

研
究

費
 

別
表

第
１

の
１

の
設

備
区

分
に

定
め
る

各
設

備
 

直
接

費
比

 

管
理

共
通

費
 

別
表

第
１

の
１

の
設

備
区

分
に

定
め
る

各
設

備
 

施
設

保
全

費
＋
試

験
研
究

費
の

合
計

額
比

 

［
略

］
 

 
 

共
通

用
建

物
 

別
表

第
１

の
１

の
設

備
区

分
に

定
め
る

各
設

備
 

施
設

保
全

費
＋
試

験
研
究

費
の

合
計

額
比

 

共
通

用
土

地
 

別
表

第
１

の
１

の
設

備
区

分
に

定
め
る

各
設

備
 

施
設

保
全

費
＋
試

験
研
究

費
の

合
計

額
比

 

構
築

物
 

別
表

第
１

の
１

の
設

備
区

分
に

定
め
る

機
械

室
土

地
建
物

及
び
共

通
用

区
 

 
 

 
 

分
 

帰
 

属
 

対
 
象

 
設
 

備
 

配
 

 
賦

 
 
基

 
 
準
 

試
験

研
究

費
 

別
表

第
１

の
１
第

２
表

の
設
備

区
分
に

定
め

る
各

設
備

 

直
接

費
比

 

管
理

共
通

費
 

別
表

第
１

の
１
第

２
表

の
設
備

区
分
に

定
め

る
各

設
備

 

施
設

保
全

費
＋
試

験
研
究

費
の

合
計

額
比

 

［
同

左
］

 
 

 

共
通

用
建

物
 

別
表

第
１

の
１
第

２
表

の
設
備

区
分
に

定
め

る
各

設
備

 

施
設

保
全

費
＋
試

験
研
究

費
の

合
計

額
比

 

共
通

用
土

地
 

別
表

第
１

の
１
第

２
表

の
設
備

区
分
に

定
め

る
各

設
備

 

施
設

保
全

費
＋
試

験
研
究

費
の

合
計

額
比

 

構
築

物
 

別
表

第
１

の
１
第

２
表

の
設
備

区
分
に

機
械

室
土

地
建
物

及
び
共

通
用
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各
設

備
 

土
地

建
物

の
資
本

コ
ス
ト

＋
保

守
コ

ス
ト

の
合
計

額
比

 

機
械

及
び

装
置

 
別

表
第
１

の
１

の
設

備
区

分
に

定
め
る

各
設

備
 

施
設

保
全

費
＋
試

験
研
究

費
の

合
計

額
比

 

車
両
 

別
表

第
１

の
１

の
設

備
区

分
に

定
め
る

各
設

備
 

施
設

保
全

費
比

 

工
具

、
器

具
及
び

備
品

 
別

表
第
１

の
１

の
設

備
区

分
に

定
め
る

各
設

備
 

施
設

保
全

費
＋
試

験
研
究

費
の

合
計

額
比

 

無
形

固
定

資
産

 
別

表
第
１

の
１

の
設

備
区

分
に

定
め
る

各
設

備
 

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク
設

備
投
資

額
比

 

［
略

］
 

 
 

 

定
め

る
各

設
備

 
土

地
建
物

の
資
本

コ
ス
ト

＋
保

守
コ

ス
ト

の
合
計

額
比

 

機
械

及
び

装
置

 
別

表
第
１

の
１
第

２
表

の
設
備

区
分
に

定
め

る
各

設
備

 

施
設

保
全

費
＋
試

験
研
究

費
の

合
計

額
比

 

車
両

 
別

表
第
１

の
１
第

２
表

の
設
備

区
分
に

定
め

る
各

設
備

 

施
設

保
全

費
比

 

工
具

、
器

具
及
び

備
品

 
別

表
第
１

の
１
第

２
表

の
設
備

区
分
に

定
め

る
各

設
備

 

施
設

保
全

費
＋
試

験
研
究

費
の

合
計

額
比

 

無
形

固
定

資
産

 
別

表
第
１

の
１
第

２
表

の
設
備

区
分
に

定
め

る
各

設
備

 

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク
設

備
投
資

額
比

 

［
同

左
］

 
 

 
 

［
注

 
略

］
 

［
注

 
同

左
］

 

別
表

第
４

の
３
（

第
６

条
関
係

）
 

費
用
算

定
に
用

い
る
数

値
 

別
表

第
４

の
３
（

第
６
条

関
係

）
 

費
用
算

定
に
用

い
る
数

値
 

［
削

る
］

 
第

１
表

 

 
項

 
 
 

 
 
 

目
 

数
 

 
値
 

単
 

位
 

加
入

者
交

換
機
施

設
保
全

費
対

投
資
額

比
率

（
二
次

係
数
）

 
-
4
6
.
0
8
1
フ
ェ

ム
ト

 

―
 

加
入

者
交

換
機
施

設
保
全

費
対

投
資
額

比
率

（
一
次

係
数
）

 
0
.
0
5
0
3
1 

―
 

加
入

者
交

換
機
加

入
者
回

線
当

た
り
施

設
保

全
費

 
5
1
2 

円
／

回
線

 

加
入

者
交

換
機
都

道
府
県

別
施

設
保
全

費
（

北
海
道

）
 

2
0
0
,
3
2
8,
2
7
6 

円
 

加
入

者
交

換
機
都

道
府
県

別
施

設
保
全

費
（

青
森
県

）
 

1
8
8
,
6
0
4,
4
1
9 

円
 

加
入

者
交

換
機
都

道
府
県

別
施

設
保
全

費
（

岩
手
県

）
 

1
9
5
,
6
3
8,
7
3
3 

円
 

加
入

者
交

換
機
都

道
府
県

別
施

設
保
全

費
（

宮
城
県

）
 

2
0
5
,
0
1
7,
8
1
8 

円
 

加
入

者
交

換
機
都

道
府
県

別
施

設
保
全

費
（

秋
田
県

）
 

1
9
3
,
2
9
3,
9
6
2 

円
 

加
入

者
交

換
機
都

道
府
県

別
施

設
保
全

費
（

山
形
県

）
 

1
9
8
,
5
6
9,
6
9
7 

円
 

加
入

者
交

換
機
都

道
府
県

別
施

設
保
全

費
（

福
島
県

）
 

2
0
2
,
0
8
6,
8
5
4 

円
 

加
入

者
交

換
機
都

道
府
県

別
施

設
保
全

費
（

茨
城
県

）
 

2
0
2
,
0
8
6,
8
5
4 

円
 

加
入

者
交

換
機
都

道
府
県

別
施

設
保
全

費
（

栃
木
県

）
 

1
9
9
,
7
4
2,
0
8
3 

円
 

加
入

者
交

換
機
都

道
府
県

別
施

設
保
全

費
（

群
馬
県

）
 

1
9
7
,
3
9
7,
3
1
1 

円
 

加
入

者
交

換
機
都

道
府
県

別
施

設
保
全

費
（

埼
玉
県

）
 

2
1
1
,
4
6
5,
9
3
9 

円
 

加
入

者
交

換
機
都

道
府
県

別
施

設
保
全

費
（

千
葉
県

）
 

2
1
2
,
6
3
8,
3
2
5 

円
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加
入

者
交

換
機
都

道
府
県

別
施

設
保
全

費
（

東
京
都

）
 

2
2
6
,
7
0
6,
9
5
2 

円
 

加
入

者
交

換
機
都

道
府
県

別
施

設
保
全

費
（

神
奈
川

県
）

 
2
1
3
,
2
2
4,
5
1
7 

円
 

加
入

者
交

換
機
都

道
府
県

別
施

設
保
全

費
（

新
潟
県

）
 

1
9
5
,
6
3
8,
7
3
3 

円
 

加
入

者
交

換
機
都

道
府
県

別
施

設
保
全

費
（

富
山
県

）
 

2
0
2
,
0
8
6,
8
5
4 

円
 

加
入

者
交

換
機
都

道
府
県

別
施

設
保
全

費
（

石
川
県

）
 

2
0
2
,
6
7
3,
0
4
7 

円
 

加
入

者
交

換
機
都

道
府
県

別
施

設
保
全

費
（

福
井
県

）
 

1
8
0
,
9
8
3,
9
1
3 

円
 

加
入

者
交

換
機
都

道
府
県

別
施

設
保
全

費
（

山
梨
県

）
 

2
0
9
,
7
0
7,
3
6
1 

円
 

加
入

者
交

換
機
都

道
府
県

別
施

設
保
全

費
（

長
野
県

）
 

2
0
0
,
9
1
4,
4
6
8 

円
 

加
入

者
交

換
機
都

道
府
県

別
施

設
保
全

費
（

岐
阜
県

）
 

1
9
0
,
9
4
9,
1
9
0 

円
 

加
入

者
交

換
機
都

道
府
県

別
施

設
保
全

費
（

静
岡
県

）
 

1
9
8
,
5
6
9,
6
9
7 

円
 

加
入

者
交

換
機
都

道
府
県

別
施

設
保
全

費
（

愛
知
県

）
 

1
9
1
,
5
3
5,
3
8
3 

円
 

加
入

者
交

換
機
都

道
府
県

別
施

設
保
全

費
（

三
重
県

）
 

1
9
2
,
1
2
1,
5
7
6 

円
 

加
入

者
交

換
機
都

道
府
県

別
施

設
保
全

費
（

滋
賀
県

）
 

1
8
9
,
1
9
0,
6
1
2 

円
 

加
入

者
交

換
機
都

道
府
県

別
施

設
保
全

費
（

京
都
府

）
 

1
8
6
,
2
5
9,
6
4
8 

円
 

加
入

者
交

換
機
都

道
府
県

別
施

設
保
全

費
（

大
阪
府

）
 

1
9
0
,
9
4
9,
1
9
0 

円
 

加
入

者
交

換
機
都

道
府
県

別
施

設
保
全

費
（

兵
庫
県

）
 

1
8
3
,
9
1
4,
8
7
7 

円
 

加
入

者
交

換
機
都

道
府
県

別
施

設
保
全

費
（

奈
良
県

）
 

1
8
9
,
1
9
0,
6
1
2 

円
 

加
入

者
交

換
機
都

道
府
県

別
施

設
保
全

費
（

和
歌
山

県
）

 
1
8
9
,
7
7
6,
8
0
5 

円
 

加
入

者
交

換
機
都

道
府
県

別
施

設
保
全

費
（

鳥
取
県

）
 

1
7
7
,
4
6
6,
7
5
6 

円
 

加
入

者
交

換
機
都

道
府
県

別
施

設
保
全

費
（

島
根
県

）
 

1
7
7
,
4
6
6,
7
5
6 

円
 

加
入

者
交

換
機
都

道
府
県

別
施

設
保
全

費
（

岡
山
県

）
 

1
8
0
,
9
8
3,
9
1
3 

円
 

加
入

者
交

換
機
都

道
府
県

別
施

設
保
全

費
（

広
島
県

）
 

1
8
5
,
6
7
3,
4
5
5 

円
 

加
入

者
交

換
機
都

道
府
県

別
施

設
保
全

費
（

山
口
県

）
 

1
8
2
,
1
5
6,
2
9
8 

円
 

加
入

者
交

換
機
都

道
府
県

別
施

設
保
全

費
（

徳
島
県

）
 

1
8
6
,
2
5
9,
6
4
8 

円
 

加
入

者
交

換
機
都

道
府
県

別
施

設
保
全

費
（

香
川
県

）
 

1
8
9
,
1
9
0,
6
1
2 

円
 

加
入

者
交

換
機
都

道
府
県

別
施

設
保
全

費
（

愛
媛
県

）
 

1
8
3
,
3
2
8,
6
8
4 

円
 

加
入

者
交

換
機
都

道
府
県

別
施

設
保
全

費
（

高
知
県

）
 

1
8
3
,
3
2
8,
6
8
4 

円
 

加
入

者
交

換
機
都

道
府
県

別
施

設
保
全

費
（

福
岡
県

）
 

1
9
5
,
0
5
2,
5
4
0 

円
 

加
入

者
交

換
機
都

道
府
県

別
施

設
保
全

費
（

佐
賀
県

）
 

1
9
2
,
1
2
1,
5
7
6 

円
 

加
入

者
交

換
機
都

道
府
県

別
施

設
保
全

費
（

長
崎
県

）
 

1
8
6
,
2
5
9,
6
4
8 

円
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加
入

者
交

換
機
都

道
府
県

別
施

設
保
全

費
（

熊
本
県

）
 

1
8
3
,
9
1
4,
8
7
7 

円
 

加
入

者
交

換
機
都

道
府
県

別
施

設
保
全

費
（

大
分
県

）
 

1
8
5
,
6
7
3,
4
5
5 

円
 

加
入

者
交

換
機
都

道
府
県

別
施

設
保
全

費
（

宮
崎
県

）
 

1
8
2
,
7
4
2,
4
9
1 

円
 

加
入

者
交

換
機
都

道
府
県

別
施

設
保
全

費
（

鹿
児
島

県
）

 
1
8
6
,
2
5
9,
6
4
8 

円
 

加
入

者
交

換
機
都

道
府
県

別
施

設
保
全

費
（

沖
縄
県

）
 

1
6
9
,
2
6
0,
0
5
6 

円
 

中
継

交
換

機
施
設

保
全
費

対
投

資
額
比

率
 

0
.
0
3
4
3
1 

―
 

伝
送

装
置

施
設
保

全
費
対

投
資

額
比
率

 
0
.
0
2
6
8
8 

―
 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ
ル

延
長
１

k
m
当
た

り
施
設

保
全

費
（
北

海
道
）

 
9
5
,
3
0
7 

円
／

k
m 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ
ル

延
長
１

k
m
当
た

り
施
設

保
全

費
（
青

森
県
）

 
8
9
,
7
9
4 

円
／

k
m 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ
ル

延
長
１

k
m
当
た

り
施
設

保
全

費
（
岩

手
県
）

 
9
3
,
1
0
1 

円
／

k
m 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ
ル

延
長
１

k
m
当
た

り
施
設

保
全

費
（
宮

城
県
）

 
9
7
,
5
1
2 

円
／

k
m 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ
ル

延
長
１

k
m
当
た

り
施
設

保
全

費
（
秋

田
県
）

 
9
1
,
9
9
9 

円
／

k
m 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ
ル

延
長
１

k
m
当
た

り
施
設

保
全

費
（
山

形
県
）

 
9
4
,
4
8
0 

円
／

k
m 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ
ル

延
長
１

k
m
当
た

り
施
設

保
全

費
（
福

島
県
）

 
9
6
,
1
3
4 

円
／

k
m 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ
ル

延
長
１

k
m
当
た

り
施
設

保
全

費
（
茨

城
県
）

 
9
6
,
1
3
4 

円
／

k
m 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ
ル

延
長
１

k
m
当
た

り
施
設

保
全

費
（
栃

木
県
）

 
9
5
,
0
3
1 

円
／

k
m 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ
ル

延
長
１

k
m
当
た

り
施
設

保
全

費
（
群

馬
県
）

 
9
3
,
9
2
8 

円
／

k
m 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ
ル

延
長
１

k
m
当
た

り
施
設

保
全

費
（
埼

玉
県
）

 
1
0
0
,
5
4
4 

円
／

k
m 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ
ル

延
長
１

k
m
当
た

り
施
設

保
全

費
（
千

葉
県
）

 
1
0
1
,
0
9
5 

円
／

k
m 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ
ル

延
長
１

k
m
当
た

り
施
設

保
全

費
（
東

京
都
）

 
1
0
7
,
7
1
1 

円
／

k
m 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ
ル

延
長
１

k
m
当
た

り
施
設

保
全

費
（
神

奈
川
県

）
 

1
0
1
,
3
7
1 

円
／

k
m 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ
ル

延
長
１

k
m
当
た

り
施
設

保
全

費
（
新

潟
県
）

 
9
3
,
1
0
1 

円
／

k
m 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ
ル

延
長
１

k
m
当
た

り
施
設

保
全

費
（
富

山
県
）

 
9
6
,
1
3
4 

円
／

k
m 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ
ル

延
長
１

k
m
当
た

り
施
設

保
全

費
（
石

川
県
）

 
9
6
,
4
0
9 

円
／

k
m 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ
ル

延
長
１

k
m
当
た

り
施
設

保
全

費
（
福

井
県
）

 
8
6
,
2
1
0 

円
／

k
m 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ
ル

延
長
１

k
m
当
た

り
施
設

保
全

費
（
山

梨
県
）

 
9
9
,
7
1
7 

円
／

k
m 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ
ル

延
長
１

k
m
当
た

り
施
設

保
全

費
（
長

野
県
）

 
9
5
,
5
8
2 

円
／

k
m 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ
ル

延
長
１

k
m
当
た

り
施
設

保
全

費
（
岐

阜
県
）

 
9
0
,
8
9
6 

円
／

k
m 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ
ル

延
長
１

k
m
当
た

り
施
設

保
全

費
（
静

岡
県
）

 
9
4
,
4
8
0 

円
／

k
m 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ
ル

延
長
１

k
m
当
た

り
施
設

保
全

費
（
愛

知
県
）

 
9
1
,
1
7
2 

円
／

k
m 
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メ
タ

ル
ケ

ー
ブ
ル

延
長
１

k
m
当
た

り
施
設

保
全

費
（
三

重
県
）

 
9
1
,
4
4
7 

円
／

k
m 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ
ル

延
長
１

k
m
当
た

り
施
設

保
全

費
（
滋

賀
県
）

 
9
0
,
0
6
9 

円
／

k
m 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ
ル

延
長
１

k
m
当
た

り
施
設

保
全

費
（
京

都
府
）

 
8
8
,
6
9
1 

円
／

k
m 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ
ル

延
長
１

k
m
当
た

り
施
設

保
全

費
（
大

阪
府
）

 
9
0
,
8
9
6 

円
／

k
m 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ
ル

延
長
１

k
m
当
た

り
施
設

保
全

費
（
兵

庫
県
）

 
8
7
,
5
8
8 

円
／

k
m 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ
ル

延
長
１

k
m
当
た

り
施
設

保
全

費
（
奈

良
県
）

 
9
0
,
0
6
9 

円
／

k
m 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ
ル

延
長
１

k
m
当
た

り
施
設

保
全

費
（
和

歌
山
県

）
 

9
0
,
3
4
5 

円
／

k
m 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ
ル

延
長
１

k
m
当
た

り
施
設

保
全

費
（
鳥

取
県
）

 
8
4
,
5
5
6 

円
／

k
m 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ
ル

延
長
１

k
m
当
た

り
施
設

保
全

費
（
島

根
県
）

 
8
4
,
5
5
6 

円
／

k
m 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ
ル

延
長
１

k
m
当
た

り
施
設

保
全

費
（
岡

山
県
）

 
8
6
,
2
1
0 

円
／

k
m 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ
ル

延
長
１

k
m
当
た

り
施
設

保
全

費
（
広

島
県
）

 
8
8
,
4
1
5 

円
／

k
m 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ
ル

延
長
１

k
m
当
た

り
施
設

保
全

費
（
山

口
県
）

 
8
6
,
7
6
1 

円
／

k
m 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ
ル

延
長
１

k
m
当
た

り
施
設

保
全

費
（
徳

島
県
）

 
8
8
,
6
9
1 

円
／

k
m 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ
ル

延
長
１

k
m
当
た

り
施
設

保
全

費
（
香

川
県
）

 
9
0
,
0
6
9 

円
／

k
m 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ
ル

延
長
１

k
m
当
た

り
施
設

保
全

費
（
愛

媛
県
）

 
8
7
,
3
1
3 

円
／

k
m 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ
ル

延
長
１

k
m
当
た

り
施
設

保
全

費
（
高

知
県
）

 
8
7
,
3
1
3 

円
／

k
m 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ
ル

延
長
１

k
m
当
た

り
施
設

保
全

費
（
福

岡
県
）

 
9
2
,
8
2
6 

円
／

k
m 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ
ル

延
長
１

k
m
当
た

り
施
設

保
全

費
（
佐

賀
県
）

 
9
1
,
4
4
7 

円
／

k
m 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ
ル

延
長
１

k
m
当
た

り
施
設

保
全

費
（
長

崎
県
）

 
8
8
,
6
9
1 

円
／

k
m 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ
ル

延
長
１

k
m
当
た

り
施
設

保
全

費
（
熊

本
県
）

 
8
7
,
5
8
8 

円
／

k
m 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ
ル

延
長
１

k
m
当
た

り
施
設

保
全

費
（
大

分
県
）

 
8
8
,
4
1
5 

円
／

k
m 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ
ル

延
長
１

k
m
当
た

り
施
設

保
全

費
（
宮

崎
県
）

 
8
7
,
0
3
7 

円
／

k
m 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ
ル

延
長
１

k
m
当
た

り
施
設

保
全

費
（
鹿

児
島
県

）
 

8
8
,
6
9
1 

円
／

k
m 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ
ル

延
長
１

k
m
当
た

り
施
設

保
全

費
（
沖

縄
県
）

 
8
0
,
6
9
7 

円
／

k
m 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ
ル

加
入
者

回
線

当
た
り

施
設

保
全
費

 
1
2
0 

円
／

回
線

 

加
入

系
光

ケ
ー
ブ

ル
延
長

１
k
m
当

た
り
施

設
保

全
費
（

北
海
道

）
 

1
5
,
7
4
5 

円
／

k
m 

加
入

系
光

ケ
ー
ブ

ル
延
長

１
k
m
当

た
り
施

設
保

全
費
（

青
森
県

）
 

1
4
,
8
3
4 

円
／

k
m 

加
入

系
光

ケ
ー
ブ

ル
延
長

１
k
m
当

た
り
施

設
保

全
費
（

岩
手
県

）
 

1
5
,
3
8
1 

円
／

k
m 

加
入

系
光

ケ
ー
ブ

ル
延
長

１
k
m
当

た
り
施

設
保

全
費
（

宮
城
県

）
 

1
6
,
1
1
0 

円
／

k
m 

加
入

系
光

ケ
ー
ブ

ル
延
長

１
k
m
当

た
り
施

設
保

全
費
（

秋
田
県

）
 

1
5
,
1
9
9 

円
／

k
m 

153



加
入

系
光

ケ
ー
ブ

ル
延
長

１
k
m
当

た
り
施

設
保

全
費
（

山
形
県

）
 

1
5
,
6
0
9 

円
／

k
m 

加
入

系
光

ケ
ー
ブ

ル
延
長

１
k
m
当

た
り
施

設
保

全
費
（

福
島
県

）
 

1
5
,
8
8
2 

円
／

k
m 

加
入

系
光

ケ
ー
ブ

ル
延
長

１
k
m
当

た
り
施

設
保

全
費
（

茨
城
県

）
 

1
5
,
8
8
2 

円
／

k
m 

加
入

系
光

ケ
ー
ブ

ル
延
長

１
k
m
当

た
り
施

設
保

全
費
（

栃
木
県

）
 

1
5
,
7
0
0 

円
／

k
m 

加
入

系
光

ケ
ー
ブ

ル
延
長

１
k
m
当

た
り
施

設
保

全
費
（

群
馬
県

）
 

1
5
,
5
1
8 

円
／

k
m 

加
入

系
光

ケ
ー
ブ

ル
延
長

１
k
m
当

た
り
施

設
保

全
費
（

埼
玉
県

）
 

1
6
,
6
1
0 

円
／

k
m 

加
入

系
光

ケ
ー
ブ

ル
延
長

１
k
m
当

た
り
施

設
保

全
費
（

千
葉
県

）
 

1
6
,
7
0
2 

円
／

k
m 

加
入

系
光

ケ
ー
ブ

ル
延
長

１
k
m
当

た
り
施

設
保

全
費
（

東
京
都

）
 

1
7
,
7
9
5 

円
／

k
m 

加
入

系
光

ケ
ー
ブ

ル
延
長

１
k
m
当

た
り
施

設
保

全
費
（

神
奈
川

県
）

 
1
6
,
7
4
7 

円
／

k
m 

加
入

系
光

ケ
ー
ブ

ル
延
長

１
k
m
当

た
り
施

設
保

全
費
（

新
潟
県

）
 

1
5
,
3
8
1 

円
／

k
m 

加
入

系
光

ケ
ー
ブ

ル
延
長

１
k
m
当

た
り
施

設
保

全
費
（

富
山
県

）
 

1
5
,
8
8
2 

円
／

k
m 

加
入

系
光

ケ
ー
ブ

ル
延
長

１
k
m
当

た
り
施

設
保

全
費
（

石
川
県

）
 

1
5
,
9
2
7 

円
／

k
m 

加
入

系
光

ケ
ー
ブ

ル
延
長

１
k
m
当

た
り
施

設
保

全
費
（

福
井
県

）
 

1
4
,
2
4
2 

円
／

k
m 

加
入

系
光

ケ
ー
ブ

ル
延
長

１
k
m
当

た
り
施

設
保

全
費
（

山
梨
県

）
 

1
6
,
4
7
4 

円
／

k
m 

加
入

系
光

ケ
ー
ブ

ル
延
長

１
k
m
当

た
り
施

設
保

全
費
（

長
野
県

）
 

1
5
,
7
9
1 

円
／

k
m 

加
入

系
光

ケ
ー
ブ

ル
延
長

１
k
m
当

た
り
施

設
保

全
費
（

岐
阜
県

）
 

1
5
,
0
1
7 

円
／

k
m 

加
入

系
光

ケ
ー
ブ

ル
延
長

１
k
m
当

た
り
施

設
保

全
費
（

静
岡
県

）
 

1
5
,
6
0
9 

円
／

k
m 

加
入

系
光

ケ
ー
ブ

ル
延
長

１
k
m
当

た
り
施

設
保

全
費
（

愛
知
県

）
 

1
5
,
0
6
2 

円
／

k
m 

加
入

系
光

ケ
ー
ブ

ル
延
長

１
k
m
当

た
り
施

設
保

全
費
（

三
重
県

）
 

1
5
,
1
0
8 

円
／

k
m 

加
入

系
光

ケ
ー
ブ

ル
延
長

１
k
m
当

た
り
施

設
保

全
費
（

滋
賀
県

）
 

1
4
,
8
8
0 

円
／

k
m 

加
入

系
光

ケ
ー
ブ

ル
延
長

１
k
m
当

た
り
施

設
保

全
費
（

京
都
府

）
 

1
4
,
6
5
2 

円
／

k
m 

加
入

系
光

ケ
ー
ブ

ル
延
長

１
k
m
当

た
り
施

設
保

全
費
（

大
阪
府

）
 

1
5
,
0
1
7 

円
／

k
m 

加
入

系
光

ケ
ー
ブ

ル
延
長

１
k
m
当

た
り
施

設
保

全
費
（

兵
庫
県

）
 

1
4
,
4
7
0 

円
／

k
m 

加
入

系
光

ケ
ー
ブ

ル
延
長

１
k
m
当

た
り
施

設
保

全
費
（

奈
良
県

）
 

1
4
,
8
8
0 

円
／

k
m 

加
入

系
光

ケ
ー
ブ

ル
延
長

１
k
m
当

た
り
施

設
保

全
費
（

和
歌
山

県
）

 
1
4
,
9
2
5 

円
／

k
m 

加
入

系
光

ケ
ー
ブ

ル
延
長

１
k
m
当

た
り
施

設
保

全
費
（

鳥
取
県

）
 

1
3
,
9
6
9 

円
／

k
m 

加
入

系
光

ケ
ー
ブ

ル
延
長

１
k
m
当

た
り
施

設
保

全
費
（

島
根
県

）
 

1
3
,
9
6
9 

円
／

k
m 

加
入

系
光

ケ
ー
ブ

ル
延
長

１
k
m
当

た
り
施

設
保

全
費
（

岡
山
県

）
 

1
4
,
2
4
2 

円
／

k
m 

加
入

系
光

ケ
ー
ブ

ル
延
長

１
k
m
当

た
り
施

設
保

全
費
（

広
島
県

）
 

1
4
,
6
0
7 

円
／

k
m 

加
入

系
光

ケ
ー
ブ

ル
延
長

１
k
m
当

た
り
施

設
保

全
費
（

山
口
県

）
 

1
4
,
3
3
3 

円
／

k
m 
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加
入

系
光

ケ
ー
ブ

ル
延
長

１
k
m
当

た
り
施

設
保

全
費
（

徳
島
県

）
 

1
4
,
6
5
2 

円
／

k
m 

加
入

系
光

ケ
ー
ブ

ル
延
長

１
k
m
当

た
り
施

設
保

全
費
（

香
川
県

）
 

1
4
,
8
8
0 

円
／

k
m 

加
入

系
光

ケ
ー
ブ

ル
延
長

１
k
m
当

た
り
施

設
保

全
費
（

愛
媛
県

）
 

1
4
,
4
2
5 

円
／

k
m 

加
入

系
光

ケ
ー
ブ

ル
延
長

１
k
m
当

た
り
施

設
保

全
費
（

高
知
県

）
 

1
4
,
4
2
5 

円
／

k
m 

加
入

系
光

ケ
ー
ブ

ル
延
長

１
k
m
当

た
り
施

設
保

全
費
（

福
岡
県

）
 

1
5
,
3
3
5 

円
／

k
m 

加
入

系
光

ケ
ー
ブ

ル
延
長

１
k
m
当

た
り
施

設
保

全
費
（

佐
賀
県

）
 

1
5
,
1
0
8 

円
／

k
m 

加
入

系
光

ケ
ー
ブ

ル
延
長

１
k
m
当

た
り
施

設
保

全
費
（

長
崎
県

）
 

1
4
,
6
5
2 

円
／

k
m 

加
入

系
光

ケ
ー
ブ

ル
延
長

１
k
m
当

た
り
施

設
保

全
費
（

熊
本
県

）
 

1
4
,
4
7
0 

円
／

k
m 

加
入

系
光

ケ
ー
ブ

ル
延
長

１
k
m
当

た
り
施

設
保

全
費
（

大
分
県

）
 

1
4
,
6
0
7 

円
／

k
m 

加
入

系
光

ケ
ー
ブ

ル
延
長

１
k
m
当

た
り
施

設
保

全
費
（

宮
崎
県

）
 

1
4
,
3
7
9 

円
／

k
m 

加
入

系
光

ケ
ー
ブ

ル
延
長

１
k
m
当

た
り
施

設
保

全
費
（

鹿
児
島

県
）

 
1
4
,
6
5
2 

円
／

k
m 

加
入

系
光

ケ
ー
ブ

ル
延
長

１
k
m
当

た
り
施

設
保

全
費
（

沖
縄
県

）
 

1
3
,
3
3
2 

円
／

k
m 

加
入

系
光

ケ
ー
ブ

ル
加
入

者
回

線
当
た

り
施

設
保
全

費
 

1
2
0 

円
／

回
線

 

中
継

系
光

ケ
ー
ブ

ル
延
長

１
k
m
当

た
り
施

設
保

全
費
（

北
海
道

）
 

9
5
,
2
3
2 

円
／

k
m 

中
継

系
光

ケ
ー
ブ

ル
延
長

１
k
m
当

た
り
施

設
保

全
費
（

青
森
県

）
 

8
9
,
6
8
5 

円
／

k
m 

中
継

系
光

ケ
ー
ブ

ル
延
長

１
k
m
当

た
り
施

設
保

全
費
（

岩
手
県

）
 

9
3
,
0
1
3 

円
／

k
m 

中
継

系
光

ケ
ー
ブ

ル
延
長

１
k
m
当

た
り
施

設
保

全
費
（

宮
城
県

）
 

9
7
,
4
5
0 

円
／

k
m 

中
継

系
光

ケ
ー
ブ

ル
延
長

１
k
m
当

た
り
施

設
保

全
費
（

秋
田
県

）
 

9
1
,
9
0
4 

円
／

k
m 

中
継

系
光

ケ
ー
ブ

ル
延
長

１
k
m
当

た
り
施

設
保

全
費
（

山
形
県

）
 

9
4
,
4
0
0 

円
／

k
m 

中
継

系
光

ケ
ー
ブ

ル
延
長

１
k
m
当

た
り
施

設
保

全
費
（

福
島
県

）
 

9
6
,
0
6
4 

円
／

k
m 

中
継

系
光

ケ
ー
ブ

ル
延
長

１
k
m
当

た
り
施

設
保

全
費
（

茨
城
県

）
 

9
6
,
0
6
4 

円
／

k
m 

中
継

系
光

ケ
ー
ブ

ル
延
長

１
k
m
当

た
り
施

設
保

全
費
（

栃
木
県

）
 

9
4
,
9
5
4 

円
／

k
m 

中
継

系
光

ケ
ー
ブ

ル
延
長

１
k
m
当

た
り
施

設
保

全
費
（

群
馬
県

）
 

9
3
,
8
4
5 

円
／

k
m 

中
継

系
光

ケ
ー
ブ

ル
延
長

１
k
m
当

た
り
施

設
保

全
費
（

埼
玉
県

）
 

1
0
0
,
5
0
1 

円
／

k
m 

中
継

系
光

ケ
ー
ブ

ル
延
長

１
k
m
当

た
り
施

設
保

全
費
（

千
葉
県

）
 

1
0
1
,
0
5
6 

円
／

k
m 

中
継

系
光

ケ
ー
ブ

ル
延
長

１
k
m
当

た
り
施

設
保

全
費
（

東
京
都

）
 

1
0
7
,
7
1
1 

円
／

k
m 

中
継

系
光

ケ
ー
ブ

ル
延
長

１
k
m
当

た
り
施

設
保

全
費
（

神
奈
川

県
）

 
1
0
1
,
3
3
3 

円
／

k
m 

中
継

系
光

ケ
ー
ブ

ル
延
長

１
k
m
当

た
り
施

設
保

全
費
（

新
潟
県

）
 

9
3
,
0
1
3 

円
／

k
m 

中
継

系
光

ケ
ー
ブ

ル
延
長

１
k
m
当

た
り
施

設
保

全
費
（

富
山
県

）
 

9
6
,
0
6
4 

円
／

k
m 

中
継

系
光

ケ
ー
ブ

ル
延
長

１
k
m
当

た
り
施

設
保

全
費
（

石
川
県

）
 

9
6
,
3
4
1 

円
／

k
m 
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中
継

系
光

ケ
ー
ブ

ル
延
長

１
k
m
当

た
り
施

設
保

全
費
（

福
井
県

）
 

8
6
,
0
8
0 

円
／

k
m 

中
継

系
光

ケ
ー
ブ

ル
延
長

１
k
m
当

た
り
施

設
保

全
費
（

山
梨
県

）
 

9
9
,
6
6
9 

円
／

k
m 

中
継

系
光

ケ
ー
ブ

ル
延
長

１
k
m
当

た
り
施

設
保

全
費
（

長
野
県

）
 

9
5
,
5
0
9 

円
／

k
m 

中
継

系
光

ケ
ー
ブ

ル
延
長

１
k
m
当

た
り
施

設
保

全
費
（

岐
阜
県

）
 

9
0
,
7
9
4 

円
／

k
m 

中
継

系
光

ケ
ー
ブ

ル
延
長

１
k
m
当

た
り
施

設
保

全
費
（

静
岡
県

）
 

9
4
,
4
0
0 

円
／

k
m 

中
継

系
光

ケ
ー
ブ

ル
延
長

１
k
m
当

た
り
施

設
保

全
費
（

愛
知
県

）
 

9
1
,
0
7
2 

円
／

k
m 

中
継

系
光

ケ
ー
ブ

ル
延
長

１
k
m
当

た
り
施

設
保

全
費
（

三
重
県

）
 

9
1
,
3
4
9 

円
／

k
m 

中
継

系
光

ケ
ー
ブ

ル
延
長

１
k
m
当

た
り
施

設
保

全
費
（

滋
賀
県

）
 

8
9
,
9
6
2 

円
／

k
m 

中
継

系
光

ケ
ー
ブ

ル
延
長

１
k
m
当

た
り
施

設
保

全
費
（

京
都
府

）
 

8
8
,
5
7
6 

円
／

k
m 

中
継

系
光

ケ
ー
ブ

ル
延
長

１
k
m
当

た
り
施

設
保

全
費
（

大
阪
府

）
 

9
0
,
7
9
4 

円
／

k
m 

中
継

系
光

ケ
ー
ブ

ル
延
長

１
k
m
当

た
り
施

設
保

全
費
（

兵
庫
県

）
 

8
7
,
4
6
7 

円
／

k
m 

中
継

系
光

ケ
ー
ブ

ル
延
長

１
k
m
当

た
り
施

設
保

全
費
（

奈
良
県

）
 

8
9
,
9
6
2 

円
／

k
m 

中
継

系
光

ケ
ー
ブ

ル
延
長

１
k
m
当

た
り
施

設
保

全
費
（

和
歌
山

県
）

 
9
0
,
2
4
0 

円
／

k
m 

中
継

系
光

ケ
ー
ブ

ル
延
長

１
k
m
当

た
り
施

設
保

全
費
（

鳥
取
県

）
 

8
4
,
4
1
6 

円
／

k
m 

中
継

系
光

ケ
ー
ブ

ル
延
長

１
k
m
当

た
り
施

設
保

全
費
（

島
根
県

）
 

8
4
,
4
1
6 

円
／

k
m 

中
継

系
光

ケ
ー
ブ

ル
延
長

１
k
m
当

た
り
施

設
保

全
費
（

岡
山
県

）
 

8
6
,
0
8
0 

円
／

k
m 

中
継

系
光

ケ
ー
ブ

ル
延
長

１
k
m
当

た
り
施

設
保

全
費
（

広
島
県

）
 

8
8
,
2
9
8 

円
／

k
m 

中
継

系
光

ケ
ー
ブ

ル
延
長

１
k
m
当

た
り
施

設
保

全
費
（

山
口
県

）
 

8
6
,
6
3
5 

円
／

k
m 

中
継

系
光

ケ
ー
ブ

ル
延
長

１
k
m
当

た
り
施

設
保

全
費
（

徳
島
県

）
 

8
8
,
5
7
6 

円
／

k
m 

中
継

系
光

ケ
ー
ブ

ル
延
長

１
k
m
当

た
り
施

設
保

全
費
（

香
川
県

）
 

8
9
,
9
6
2 

円
／

k
m 

中
継

系
光

ケ
ー
ブ

ル
延
長

１
k
m
当

た
り
施

設
保

全
費
（

愛
媛
県

）
 

8
7
,
1
8
9 

円
／

k
m 

中
継

系
光

ケ
ー
ブ

ル
延
長

１
k
m
当

た
り
施

設
保

全
費
（

高
知
県

）
 

8
7
,
1
8
9 

円
／

k
m 

中
継

系
光

ケ
ー
ブ

ル
延
長

１
k
m
当

た
り
施

設
保

全
費
（

福
岡
県

）
 

9
2
,
7
3
6 

円
／

k
m 

中
継

系
光

ケ
ー
ブ

ル
延
長

１
k
m
当

た
り
施

設
保

全
費
（

佐
賀
県

）
 

9
1
,
3
4
9 

円
／

k
m 

中
継

系
光

ケ
ー
ブ

ル
延
長

１
k
m
当

た
り
施

設
保

全
費
（

長
崎
県

）
 

8
8
,
5
7
6 

円
／

k
m 

中
継

系
光

ケ
ー
ブ

ル
延
長

１
k
m
当

た
り
施

設
保

全
費
（

熊
本
県

）
 

8
7
,
4
6
7 

円
／

k
m 

中
継

系
光

ケ
ー
ブ

ル
延
長

１
k
m
当

た
り
施

設
保

全
費
（

大
分
県

）
 

8
8
,
2
9
8 

円
／

k
m 

中
継

系
光

ケ
ー
ブ

ル
延
長

１
k
m
当

た
り
施

設
保

全
費
（

宮
崎
県

）
 

8
6
,
9
1
2 

円
／

k
m 

中
継

系
光

ケ
ー
ブ

ル
延
長

１
k
m
当

た
り
施

設
保

全
費
（

鹿
児
島

県
）

 
8
8
,
5
7
6 

円
／

k
m 

中
継

系
光

ケ
ー
ブ

ル
延
長

１
k
m
当

た
り
施

設
保

全
費
（

沖
縄
県

）
 

8
0
,
5
3
3 

円
／

k
m 
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海
底

光
ケ

ー
ブ
ル

延
長
１

k
m
当
た

り
施
設

保
全

費
（
北

海
道
）

 
3
2
1
,
3
0
2 

円
／

k
m 

海
底

光
ケ

ー
ブ
ル

延
長
１

k
m
当
た

り
施
設

保
全

費
（
青

森
県
）

 
3
0
2
,
2
6
6 

円
／

k
m 

海
底

光
ケ

ー
ブ
ル

延
長
１

k
m
当
た

り
施
設

保
全

費
（
岩

手
県
）

 
3
1
3
,
6
8
8 

円
／

k
m 

海
底

光
ケ

ー
ブ
ル

延
長
１

k
m
当
た

り
施
設

保
全

費
（
宮

城
県
）

 
3
2
8
,
9
1
7 

円
／

k
m 

海
底

光
ケ

ー
ブ
ル

延
長
１

k
m
当
た

り
施
設

保
全

費
（
秋

田
県
）

 
3
0
9
,
8
8
0 

円
／

k
m 

海
底

光
ケ

ー
ブ
ル

延
長
１

k
m
当
た

り
施
設

保
全

費
（
山

形
県
）

 
3
1
8
,
4
4
7 

円
／

k
m 

海
底

光
ケ

ー
ブ
ル

延
長
１

k
m
当
た

り
施
設

保
全

費
（
福

島
県
）

 
3
2
4
,
1
5
8 

円
／

k
m 

海
底

光
ケ

ー
ブ
ル

延
長
１

k
m
当
た

り
施
設

保
全

費
（
茨

城
県
）

 
3
2
4
,
1
5
8 

円
／

k
m 

海
底

光
ケ

ー
ブ
ル

延
長
１

k
m
当
た

り
施
設

保
全

費
（
栃

木
県
）

 
3
2
0
,
3
5
0 

円
／

k
m 

海
底

光
ケ

ー
ブ
ル

延
長
１

k
m
当
た

り
施
設

保
全

費
（
群

馬
県
）

 
3
1
6
,
5
4
3 

円
／

k
m 

海
底

光
ケ

ー
ブ
ル

延
長
１

k
m
当
た

り
施
設

保
全

費
（
埼

玉
県
）

 
3
3
9
,
3
8
7 

円
／

k
m 

海
底

光
ケ

ー
ブ
ル

延
長
１

k
m
当
た

り
施
設

保
全

費
（
千

葉
県
）

 
3
4
1
,
2
9
0 

円
／

k
m 

海
底

光
ケ

ー
ブ
ル

延
長
１

k
m
当
た

り
施
設

保
全

費
（
東

京
都
）

 
3
6
4
,
1
3
4 

円
／

k
m 

海
底

光
ケ

ー
ブ
ル

延
長
１

k
m
当
た

り
施
設

保
全

費
（
神

奈
川
県

）
 

3
4
2
,
2
4
2 

円
／

k
m 

海
底

光
ケ

ー
ブ
ル

延
長
１

k
m
当
た

り
施
設

保
全

費
（
新

潟
県
）

 
3
1
3
,
6
8
8 

円
／

k
m 

海
底

光
ケ

ー
ブ
ル

延
長
１

k
m
当
た

り
施
設

保
全

費
（
富

山
県
）

 
3
2
4
,
1
5
8 

円
／

k
m 

海
底

光
ケ

ー
ブ
ル

延
長
１

k
m
当
た

り
施
設

保
全

費
（
石

川
県
）

 
3
2
5
,
1
1
0 

円
／

k
m 

海
底

光
ケ

ー
ブ
ル

延
長
１

k
m
当
た

り
施
設

保
全

費
（
福

井
県
）

 
2
8
9
,
8
9
2 

円
／

k
m 

海
底

光
ケ

ー
ブ
ル

延
長
１

k
m
当
た

り
施
設

保
全

費
（
山

梨
県
）

 
3
3
6
,
5
3
1 

円
／

k
m 

海
底

光
ケ

ー
ブ
ル

延
長
１

k
m
当
た

り
施
設

保
全

費
（
長

野
県
）

 
3
2
2
,
2
5
4 

円
／

k
m 

海
底

光
ケ

ー
ブ
ル

延
長
１

k
m
当
た

り
施
設

保
全

費
（
岐

阜
県
）

 
3
0
6
,
0
7
3 

円
／

k
m 

海
底

光
ケ

ー
ブ
ル

延
長
１

k
m
当
た

り
施
設

保
全

費
（
静

岡
県
）

 
3
1
8
,
4
4
7 

円
／

k
m 

海
底

光
ケ

ー
ブ
ル

延
長
１

k
m
当
た

り
施
設

保
全

費
（
愛

知
県
）

 
3
0
7
,
0
2
5 

円
／

k
m 

海
底

光
ケ

ー
ブ
ル

延
長
１

k
m
当
た

り
施
設

保
全

費
（
三

重
県
）

 
3
0
7
,
9
7
7 

円
／

k
m 

海
底

光
ケ

ー
ブ
ル

延
長
１

k
m
当
た

り
施
設

保
全

費
（
滋

賀
県
）

 
3
0
3
,
2
1
8 

円
／

k
m 

海
底

光
ケ

ー
ブ
ル

延
長
１

k
m
当
た

り
施
設

保
全

費
（
京

都
府
）

 
2
9
8
,
4
5
8 

円
／

k
m 

海
底

光
ケ

ー
ブ
ル

延
長
１

k
m
当
た

り
施
設

保
全

費
（
大

阪
府
）

 
3
0
6
,
0
7
3 

円
／

k
m 

海
底

光
ケ

ー
ブ
ル

延
長
１

k
m
当
た

り
施
設

保
全

費
（
兵

庫
県
）

 
2
9
4
,
6
5
1 

円
／

k
m 

海
底

光
ケ

ー
ブ
ル

延
長
１

k
m
当
た

り
施
設

保
全

費
（
奈

良
県
）

 
3
0
3
,
2
1
8 

円
／

k
m 

海
底

光
ケ

ー
ブ
ル

延
長
１

k
m
当
た

り
施
設

保
全

費
（
和

歌
山
県

）
 

3
0
4
,
1
6
9 

円
／

k
m 
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海
底

光
ケ

ー
ブ
ル

延
長
１

k
m
当
た

り
施
設

保
全

費
（
鳥

取
県
）

 
2
8
4
,
1
8
1 

円
／

k
m 

海
底

光
ケ

ー
ブ
ル

延
長
１

k
m
当
た

り
施
設

保
全

費
（
島

根
県
）

 
2
8
4
,
1
8
1 

円
／

k
m 

海
底

光
ケ

ー
ブ
ル

延
長
１

k
m
当
た

り
施
設

保
全

費
（
岡

山
県
）

 
2
8
9
,
8
9
2 

円
／

k
m 

海
底

光
ケ

ー
ブ
ル

延
長
１

k
m
当
た

り
施
設

保
全

費
（
広

島
県
）

 
2
9
7
,
5
0
7 

円
／

k
m 

海
底

光
ケ

ー
ブ
ル

延
長
１

k
m
当
た

り
施
設

保
全

費
（
山

口
県
）

 
2
9
1
,
7
9
6 

円
／

k
m 

海
底

光
ケ

ー
ブ
ル

延
長
１

k
m
当
た

り
施
設

保
全

費
（
徳

島
県
）

 
2
9
8
,
4
5
8 

円
／

k
m 

海
底

光
ケ

ー
ブ
ル

延
長
１

k
m
当
た

り
施
設

保
全

費
（
香

川
県
）

 
3
0
3
,
2
1
8 

円
／

k
m 

海
底

光
ケ

ー
ブ
ル

延
長
１

k
m
当
た

り
施
設

保
全

費
（
愛

媛
県
）

 
2
9
3
,
6
9
9 

円
／

k
m 

海
底

光
ケ

ー
ブ
ル

延
長
１

k
m
当
た

り
施
設

保
全

費
（
高

知
県
）

 
2
9
3
,
6
9
9 

円
／

k
m 

海
底

光
ケ

ー
ブ
ル

延
長
１

k
m
当
た

り
施
設

保
全

費
（
福

岡
県
）

 
3
1
2
,
7
3
6 

円
／

k
m 

海
底

光
ケ

ー
ブ
ル

延
長
１

k
m
当
た

り
施
設

保
全

費
（
佐

賀
県
）

 
3
0
7
,
9
7
7 

円
／

k
m 

海
底

光
ケ

ー
ブ
ル

延
長
１

k
m
当
た

り
施
設

保
全

費
（
長

崎
県
）

 
2
9
8
,
4
5
8 

円
／

k
m 

海
底

光
ケ

ー
ブ
ル

延
長
１

k
m
当
た

り
施
設

保
全

費
（
熊

本
県
）

 
2
9
4
,
6
5
1 

円
／

k
m 

海
底

光
ケ

ー
ブ
ル

延
長
１

k
m
当
た

り
施
設

保
全

費
（
大

分
県
）

 
2
9
7
,
5
0
7 

円
／

k
m 

海
底

光
ケ

ー
ブ
ル

延
長
１

k
m
当
た

り
施
設

保
全

費
（
宮

崎
県
）

 
2
9
2
,
7
4
8 

円
／

k
m 

海
底

光
ケ

ー
ブ
ル

延
長
１

k
m
当
た

り
施
設

保
全

費
（
鹿

児
島
県

）
 

2
9
8
,
4
5
8 

円
／

k
m 

海
底

光
ケ

ー
ブ
ル

延
長
１

k
m
当
た

り
施
設

保
全

費
（
沖

縄
県
）

 
2
7
0
,
8
5
6 

円
／

k
m 

管
路

延
長

１
k
m
当
た

り
施
設

保
全

費
 

4
6
,
4
8
9 

円
／

k
m 

中
口

径
管

路
亘
長

１
k
m
当

た
り
施

設
保
全

費
 

4
6
,
4
8
9 

円
／

k
m 

と
う

道
亘

長
１

k
m
当

た
り
施

設
保

全
費

 
4
6
,
4
8
9 

円
／

k
m 

共
同

溝
亘

長
１

k
m
当

た
り
施

設
保

全
費

 
4
6
,
4
8
9 

円
／

k
m 

自
治

体
管

路
延
長

１
k
m
当

た
り
施

設
保
全

費
 

4
6
,
4
8
9 

円
／

k
m 

電
線

共
同

溝
延
長

１
k
m
当

た
り
施

設
保
全

費
 

4
6
,
4
8
9 

円
／

k
m 

電
力

設
備

施
設
保

全
費
対

投
資

額
比
率

 
0
.
0
3
4
2
8 

―
 

可
搬

型
発

動
発
電

機
施
設

保
全

費
対
投

資
額

比
率

 
0
.
0
3
4
2
8 

―
 

機
械

室
建

物
施
設

保
全
費

対
投

資
額
比

率
 

0
.
0
1
3
6
4 

―
 

監
視

設
備

（
総
合

監
視
）

施
設

保
全
費

対
投

資
額
比

率
 

0
.
0
6
9
5
2 

―
 

監
視

設
備

（
加

入
者

交
換

機
）

施
設

保
全

費
対

投
資

額
比

率
（

二
次

係
数

）
 

-
4
6
.
0
8
1
フ
ェ

ム
ト
 

―
 

監
視

設
備

（
加

入
者

交
換

機
）

施
設

保
全

費
対

投
資

額
比

率
（

一
次

係
数

）
 

0
.
0
5
0
3
1 

―
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監
視

設
備

（
中
継

交
換
機

）
施

設
保
全

費
対

投
資
額

比
率

 
0
.
0
3
4
3
1 

―
 

監
視

設
備

（
市
外

線
路
）

市
外

線
路
延

長
１

k
m
当

た
り

施
設
保

全
費

 
3
,
9
6
0 

円
／

k
m 

監
視

設
備

（
市
内

線
路
）

市
内

線
路
延

長
１

k
m
当

た
り

施
設
保

全
費

 
1
,
1
0
6 

円
／

k
m 

監
視

設
備

（
伝
送

無
線
機

械
）

施
設
保

全
費

対
投
資

額
比
率

 
0
.
0
2
6
8
8 

―
 

共
通

用
建

物
施
設

保
全
費

対
投

資
額
比

率
 

0
.
0
1
3
6
4 

―
 

構
築

物
施

設
保
全

費
対
投

資
額

比
率

 
0
 

―
 

機
械

及
び

装
置
施

設
保
全

費
対

投
資
額

比
率

 
0
 

―
 

車
両

施
設

保
全
費

対
投
資

額
比

率
 

0
.
0
3
1
0
1 

―
 

工
具

、
器

具
及
び

備
品
施

設
保

全
費
対

投
資

額
比
率

 
0
.
0
0
1
6
65 

―
 

無
形

固
定

資
産

（
交

換
機

ソ
フ

ト
ウ

ェ
ア

）
施

設
保

全
費

対
投

資
額

比
率

 

0
 

―
 

無
形

固
定

資
産

（
そ

の
他

の
無

形
固

定
資

産
）

施
設

保
全

費
対

投
資

額
比

率
 

0
 

―
 

電
柱

１
本

当
た
り

道
路
占

用
料

 
2
4
8 

円
／

本
 

管
路

１
k
m
当

た
り
道

路
占
用

料
 

2
9
,
2
2
5 

円
／

k
m 

中
口

径
管

路
１

k
m
当

た
り
道

路
占

用
料

 
2
9
2
,
0
2
7 

円
／

k
m 

と
う

道
１

k
m
当

た
り

道
路
占

用
料

 
6
1
5
,
3
3
6 

円
／

k
m 

情
報

ボ
ッ

ク
ス
１

k
m
当

た
り

道
路

占
用
料

 
3
,
2
3
9 

円
／

k
m 

自
治

体
管

路
１

k
m
当

た
り
道

路
占

用
料

 
3
,
2
3
9 

円
／

k
m 

電
線

共
同

溝
１

k
m
当

た
り
道

路
占

用
料

 
3
,
2
3
9 

円
／

k
m 

き
線

点
遠

隔
収
容

装
置
１

台
当

た
り
道

路
占

用
料

 
5
2
 

円
／

台
 

主
配

線
盤

端
末
回

線
側
比

率
 

0
.
5 

―
 

光
ケ

ー
ブ

ル
成
端

架
端
末

回
線

側
比
率

 
0
.
5 

―
 

機
械

設
備

撤
去
費

用
対
投

資
額

比
率

 
0
.
0
0
2
7
97 

―
 

市
外

線
路

撤
去
費

用
対
投

資
額

比
率

 
0
.
0
0
1
8
66 

―
 

市
内

線
路

撤
去
費

用
対
投

資
額

比
率

 
0
.
0
0
1
9
81 

―
 

土
木

設
備

撤
去
費

用
対
投

資
額

比
率

 
0
.
0
0
0
8
59
8 

―
 

可
搬

型
発

動
発
電

機
撤
去

費
用

対
投
資

額
比

率
 

0
.
0
0
2
7
97 

―
 

建
物

撤
去

費
用
対

投
資
額

比
率

 
0
.
0
0
2
4
64 

―
 

構
築

物
撤

去
費
用

対
投
資

額
比

率
 

0
.
0
0
6
2
74 

―
 

機
械

及
び

装
置
撤

去
費
用

対
投

資
額
比

率
 

0
.
0
0
1
0
48 

―
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車
両

撤
去

費
用
対

投
資
額

比
率

 
0
 

―
 

工
具

、
器

具
及
び

備
品
撤

去
費

用
対
投

資
額

比
率

 
0
.
0
0
1
0
72 

―
 

試
験

研
究

費
対
直

接
費
比

率
 

0
.
0
2
5
2
2 

―
 

１
回

線
当

た
り
接

続
関
連

事
務

費
 

0
 

円
／

回
線

 

１
回

線
当

た
り
専

用
型
接

続
関

連
事
務

費
 

0
 

円
／

回
線

 

１
回

線
当

た
り
専

用
回
線

管
理

運
営
費

 
5
,
7
4
7 

円
／

回
線

 

管
理

共
通

費
比
率

 
0
.
1
1
3
6 

―
 

専
用

型
速

度
換
算

係
数

 
2
2
3 

―
 

専
用

型
5
2Ｍ

収
容
回

線
数

 
6
7
2 

回
線
 

端
末

系
交

換
回
数

比
例
比

率
 

0
.
1
4
1
0 

―
 

中
継

系
交

換
回
数

比
例
比

率
 

0
.
3
1
3
5 

―
 

経
済

的
耐

用
年
数

 
 

 

 
交

換
機

 
2
9
.
3 

年
 

 
局

設
置
遠

隔
収
容

装
置

 
3
0
.
1 

年
 

 
局

設
置
簡

易
遠
隔

収
容
装

置
 

1
3
.
5 

年
 

 
伝

送
装
置

 
3
1
.
0 

年
 

 
き

線
点
遠

隔
収
容

装
置

 
1
3
.
5 

年
 

 
無

線
伝
送

装
置

 
9
 

年
 

 
通

信
衛
星

設
備

 
9
 

年
 

 
架

空
メ
タ

ル
ケ
ー

ブ
ル

 
3
5
.
5 

年
 

 
地

下
メ
タ

ル
ケ
ー

ブ
ル

 
4
4
.
5 

年
 

 
陸

上
架
空

光
ケ
ー

ブ
ル

 
2
5
 

年
 

 
陸

上
地
下

光
ケ
ー

ブ
ル

 
3
0
 

年
 

 
海

底
光
ケ

ー
ブ
ル

 
2
6
.
5 

年
 

 
電

柱
 

2
1
.
2 

年
 

 
管

路
 

6
5
.
6 

年
 

 
中

口
径
管

路
 

6
5
.
6 

年
 

 
と

う
道

 
7
5
 

年
 

 
共

同
溝

 
7
5
 

年
 

 
電

線
共
同

溝
 

6
5
.
6 

年
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無

線
ア

ン
テ

ナ
 

2
4
.
3 

年
 

 
無

線
鉄
塔

 
2
4
.
3 

年
 

 
空

調
設
備

 
2
2
.
8 

年
 

 
電

力
設
備

（
整
流

装
置
）

 
1
5
.
7 

年
 

 
電

力
設
備

（
整
流

装
置
用

蓄
電

池
）

 
9
.
9 

年
 

 
電

力
設
備

（
直
流

変
換
電

源
装

置
）

 
2
0
.
4 

年
 

 
電

力
設
備

（
交
流

無
停
電

電
源

装
置
）

 
1
2
.
9 

年
 

 
電

力
設
備

（
交
流

無
停
電

電
源

装
置
用

蓄
電

池
）

 
9
.
4 

年
 

 
電

力
設
備

（
小
規

模
局
用

電
源

装
置
）

 
1
7
.
6 

年
 

 
電

力
設
備

（
小
規

模
局
用

電
源

装
置
用

蓄
電

池
）

 
9
.
9 

年
 

 
電

力
設
備

（
発
電

装
置
）

 
1
8
.
2 

年
 

 
電

力
設
備

（
受
電

装
置
）

 
2
0
.
9 

年
 

 
電

力
設
備

（
可
搬

型
発
動

発
電

機
）

 
2
2
.
5 

年
 

 
機

械
室
建

物
 

2
4
.
1 

年
 

 
監

視
設
備

（
総
合

監
視
）

 
9
 

年
 

 
監

視
設
備

（
加
入

者
交
換

機
）

 
1
0
.
6 

年
 

 
監

視
設
備

（
中
継

交
換
機

）
 

1
0
.
5 

年
 

 
監

視
設
備

（
伝
送

無
線
機

械
）

 
1
0
.
8 

年
 

 
監

視
設
備

（
市
外

線
路
）

 
1
4
.
1 

年
 

 
監

視
設
備

（
市
内

線
路
）

 
1
7
.
4 

年
 

 
共

通
用
建

物
 

2
3
.
1 

年
 

 
構

築
物

 
1
5
.
8 

年
 

 
機

械
及
び

装
置

 
1
0
.
7 

年
 

 
車

両
 

5
 

年
 

 
工

具
、
器

具
及
び

備
品

 
5
.
5 

年
 

 
無

形
固
定

資
産
（

交
換
機

ソ
フ

ト
ウ
ェ

ア
）

 
2
3
.
1 

年
 

 
無

形
固
定

資
産
（

そ
の
他

の
無

形
固
定

資
産

）
 

5
.
2 

年
 

 

 
第

２
表

 

項
 

 
 

 
 
 

目
 

数
 

 
値

 
単

 
位

 

［
略

］
 

 
 

 

項
 

 
 

 
 
 

目
 

数
 

 
値
 

単
 

位
 

［
同

左
］
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別
表

第
５

（
第
６

条
・
第

９
条

関
係
）

 
設

備
区
分

別
費
用

明
細

表
 

別
表

第
５

（
第
６

条
・
第

９
条

関
係
）

 
設

備
区
分

別
費
用

明
細

表
 

［
削

る
］

 
第

１
表

 

 

 

 

設 備 区 分 

 

 

 

 

 

 

 

 

費 用 区 分 

き線点遠隔収容装置 

局設置遠隔収容装置 

局設置簡易遠隔収容装置 

加入者交換機 

主配線盤 

加入者系半固定パス伝送装置 

光ケーブル成端架 

消防警察トランク 

警察消防用回線集約装置 

中継交換機 
伝送装置 

設
備

区
分

直
接
の

減
価
償

却
費

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

設
備

区
分

直
接
の

通
信
設

備
使

用
料

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

設
備

区
分

直
接
の

固
定
資

産
税

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

設
備

区
分

直
接
の

施
設
保

全
費

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

設
備

区
分

直
接
の

道
路
占

用
料

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

設
備

区
分

直
接
の

撤
去
費

用
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

附
属

設
備

の
減
価

償
却
費

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

附
属

設
備

の
固
定

資
産
税

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

附
属

設
備

の
施
設

保
全
費

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

附
属

設
備

の
撤
去

費
用

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

試
験

研
究

費
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

接
続

関
連

事
務
費

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

管
理

共
通

費
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

設
備

区
分

ご
と
の

費
用
合

計
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中間中継伝送装置 

海底中間中継伝送装置 

無線伝送装置 

無線アンテナ 

無線鉄塔 

衛星通信設備 

クロック供給装置 

メタルケーブル 

加入系光ケーブル 

中継系光ケーブル 

海底光ケーブル 

加入系電柱 

中継系電柱 

加入系管路 

中継系管路 

加入系中口径管路 

中継系中口径管路 

加入系共同溝 

中継系共同溝 

加入系とう道 

中継系とう道 

電線共同溝 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

163



 
自治体管路 

情報ボックス 

総合デジタル通信局内回線終端装置 

アナログ局内回線収容部 

アナログ・デジタル回線共通部 

加入者交換回線収容装置 

中継交換回線収容装置 

信号用中継交換機 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

設 備 区 分 

 

 

 

 

 

 

 

 

費 用 区 分 

［略］ 

［
略

］
 

 

第
２

表
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［同左］ 

［
同

左
］

 
 

164



別
表

第
６

（
第
１

９
条
関

係
）

 
別

表
第
６

（
第
１

９
条
関

係
）

 

様
式

第
１

 
様

式
第

１
 

［
削

る
］

 
第

１
表

 

 
通

信
量
記

録
 

都
道

府
県

別
通
信

量
 

年
度

分
 

都
道

府
県

 
同

一
単
位

料

金
区

域
内

通

信
回

数
 

同
一

中
継

区

域
内

単
位

料

金
区

域
間

通

信
回

数
 

加
入

者
交

換
機

接
続

通
信

回
数

 

中
継

交
換

機
接

続
通

信
回

数
（

加
入

者
交

換
機

を
経

由
す

る
も

の
）
 

中
継

交
換

機
接

続
通

信
回

数
（

加
入

者
交

換
機

を
経

由
し

な
い

も
の

）
 

 
 

 
 

 
 

 
同

一
単
位

料

金
区

域
内

通

信
時

間
 

同
一

中
継

区

域
内

単
位

料

金
区

域
間

通

信
時

間
 

加
入

者
交

換
機

接
続

通
信

時
間

 

中
継

交
換

機
接

続
通

信
時

間
（

加
入

者
交

換
機

を
経

由
す

る
も

の
）
 

中
継

交
換

機
接

続
通

信
時

間
（

加
入

者
交

換
機

を
経

由
し

な
い

も
の

）
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
注

１
 

ア
ナ

ロ
グ

電
話
用

設
備

(
メ
タ

ル
イ
ン

タ
ー

ネ
ッ
ト

プ
ロ
ト

コ
ル

電
話
用

設
備
を

除
く
。

)
又
は

総
合
デ

ジ
タ

ル
通

信
用
設

備
(イ

ン
タ
ー

ネ
ッ

ト
プ
ロ

ト
コ

ル
を

用
い

た
総

合
デ

ジ
タ
ル

通
信
用

設
備
を

除
く
。

)

を
用

い
て

提
供
さ

れ
る

音
声
伝

送
役
務

に
つ

い
て
記

録
す
る

こ
と

。
 

 
注

２
 

各
欄

に
は

、
通
信

回
数

は
1
,0
0
0
回
、

通
信

時
間
は

1
,
0
00
時

間
を

単
位
と

し
て
記

録
す
る

こ
と
。

 

 
注

３
 

同
一

単
位

料
金
区

域
内

通
信
回

数
の

欄
に

は
発

信
回

数
を

、
同
一

単
位
料

金
区
域

内
通
信

時
間
の

欄
に

は
発

信
時

間
を
記

録
す
る

こ
と

と
し
、

そ
の

他
の
欄

に
は
発

着
信

回
数
又

は
発
着

信
時
間

を
記
録

す
る
こ

と
。

 

第
１

表
 

第
２

表
 

［
表

略
］

 
［

表
同
左

］
 

［
削

る
］

 
第

３
表

 

 
通

信
量
記

録
 

単
位

料
金

区
域
別

通
信
量

 

年
度

分
 

単
位

料
金

 
同

一
単
位

料
同

一
中
継

区
加

入
者
交

換
機

中
継

交
換

機
接

中
継

交
換

機
接
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区
域

 
金

区
域
内

通

信
回

数
 

域
内

単
位

料

金
区

域
間

通

信
回

数
 

接
続

通
信

回
数

 
続

通
信
回

数
（

加
入

者
交

換
機

を
経

由
す

る
も

の
）
 

続
通

信
回

数
（

加
入

者
交

換
機

を
経

由
し

な
い

も
の

）
 

 
 

 
 

 
 

 
同

一
単
位

料

金
区

域
内

通

信
時

間
 

同
一

中
継

区

域
内

単
位

料

金
区

域
間

通

信
時

間
 

加
入

者
交

換
機

接
続

通
信

時
間

 

中
継

交
換

機
接

続
通

信
時

間
（

加
入

者
交

換
機

を
経

由
す

る
も

の
）
 

中
継

交
換

機
接

続
通

信
時

間
（

加
入

者
交

換
機

を
経

由
し

な
い

も
の

）
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
注

１
 

ア
ナ

ロ
グ

電
話

用
設

備
(
メ

タ
ル

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
プ

ロ
ト

コ
ル

電
話
用

設
備

を
除

く
。

)
又

は
総

合
デ

ジ
タ

ル
通

信
用

設
備

(
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

プ
ロ

ト
コ

ル
を

用
い

た
総

合
デ

ジ
タ
ル

通
信

用
設

備
を

除
く

。
)

を
用

い
て

提
供
さ

れ
る
音

声
伝

送
役
務

に
つ

い
て
記

録
す
る

こ
と

。
 

注
２

 
各

欄
に
は

、
通
信

回
数

は
1
,0
0
0
回
、

通
信

時
間
は

1
,
0
00
時

間
を

単
位
と

し
て
記

録
す
る

こ
と
。

 

注
３

 
同

一
単

位
料

金
区

域
内

通
信

回
数

の
欄

に
は

発
信

回
数

を
、

同
一

単
位
料

金
区

域
内

通
信

時
間

の
欄

に

は
発

信
時

間
を

記
録

す
る

こ
と

と
し

、
そ

の
他

の
欄

に
は

発
着

信
回

数
又

は
発
着

信
時

間
を

記
録

す
る

こ

と
。

 

第
２

表
 

第
４

表
 

通
信

量
記

録
 

単
位

料
金

区
域
別

通
信
量

 

年
度

分
 

単
位

料
金

 

区
域
 

ア
ナ

ロ
グ

電

話
呼

率
 

総
合

デ
ジ

タ

ル
通

信
サ

ー

ビ
ス

呼
率

 

光
I
P
電
話

呼
率

 
 

 
 

 
 

 
 

 

通
信

量
記

録
 

単
位

料
金

区
域
別

通
信
量

 

年
度

分
 

単
位

料
金

 

区
域

 

ア
ナ

ロ
グ

電

話
呼

率
 

総
合

デ
ジ

タ

ル
通

信
サ

ー

ビ
ス

呼
率

 

光
I
P
電
話

呼
率

 
自

ユ
ニ
ッ

ト
折

返
し

比
率
 

 
 

 
 

 
 

 

第
３

表
 

第
５

表
 

通
信

量
記

録
 

年
度

分
 

項
目

名
 

数
値

 
単

位
 

［
略

］
 

 
 

通
信

量
記

録
 

年
度

分
 

項
目

名
 

数
値
 

単
位
 

［
同

左
］
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平
均

保
留

時
間
（

ワ
イ
ヤ

レ
ス

固
定
電

話
）

 
 

秒
 

 
 

 

 
 

 
 

 

平
均

保
留

時
間
（

ワ
イ
ヤ

レ
ス

固
定
電

話
）

 
 

秒
 

１
呼

当
た

り
信
号

数
（
ア

ナ
ロ

グ
電
話

）
 

 
信

号
／
呼

 

１
呼

当
た

り
信
号

数
（

総
合
デ

ジ
タ
ル

通
信

サ
ー
ビ

ス
）
 

 
信

号
／
呼
 

 

 

第
４

表
 

第
６

表
 

［
表

略
］

 
［

表
同
左

］
 

様
式

第
２

 
様

式
第
２

 

第
１

表
 

第
１

表
 

回
線

数
記

録
 

都
道

府
県

別
回
線

数
 

年
度

末
現

在
 

都
道

府
県
 

［
略

］
 

高
速

光
専

用
線
回

線
数

 

  

［
略

］
 

 
 

 
 

 

 

回
線

数
記

録
 

都
道

府
県

別
回
線

数
 

年
度

末
現

在
 

都
道

府
県
 

［
同

左
］
 

高
速

光
専

用
線

回
線

数
 

Ａ
Ｔ

Ｍ
デ

ー
タ

伝
送

回
線

数
 

Ａ
Ｔ

Ｍ
一

心
式

専
用

線
回

線
数

 

Ａ
Ｔ

Ｍ
二

心
式

専
用

線
回

線
数

 

［
同

左
］

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

［
注

１
 

略
］
 

［
注

１
 

同
左

］
 

［
削

る
］

 
注

２
 
A
TM
デ

ー
タ

伝
送
回

線
数

の
欄
に

は
第

一
種
指

定
中
継

系
伝

送
路
設

備
に
接

続
し

AT
M
方
式

に
よ
り

符
号

 

の
伝

送
交

換
を
行

う
デ
ー

タ
伝

送
サ
ー

ビ
ス

の
回
線

数
を
記

録
す

る
こ
と

と
し
、

A
T
M
一

心
式
専

用
線
回

線
数

 

の
欄

に
は

第
一
種

指
定

中
継
系

伝
送
路

設
備

に
接
続

し
A
TM

方
式
に

よ
り

符
号
の

伝
送
交

換
を
行

う
専

用
線

 

サ
ー

ビ
ス

で
あ
っ

て
一
心

式
の

も
の
に

つ
き

回
線
数

を
記
録

す
る

こ
と
と

し
、

A
T
M
二

心
式

専
用

線
回
線

数
の

 

欄
に

は
第

一
種
指

定
中

継
系
伝

送
路
設

備
に

接
続
し

A
T
M方

式
に
よ

り
符

号
の
伝

送
交
換

を
行
う

専
用
線

 
サ

ー
ビ

ス
で

あ
っ
て

二
心
式

の
も

の
に
つ

き
回

線
数
を

記
録
す

る
こ

と
。

 

［
注

２
 

略
］

 
［

注
３

 
同

左
］

 

第
２

表
 

第
２

表
 

回
線

数
記

録
 

単
位

料
金

区
域
別

回
線
数

等
 

年
度

末
現

在
 

単位料金区域 

［同左］ 

ス回線数 

タル通信サービ 

第二種総合デジ 

回
線

数
記

録
 

単
位

料
金

区
域
別

回
線
数

等
 

年
度

末
現

在
 

単位料金区域 

［同左］ 

ス回線数 

タル通信サービ 

第二種総合デジ 

し比率 

者交換機折り返 

低速専用線加入 

し比率 

者交換機折り返 

高速専用線加入 

折り返し比率 

送加入者交換機 

ＡＴＭデータ伝 

機折り返し比率 

用線加入者交換 

ＡＴＭデータ専 

167



 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

［
注

１
～

４
 

略
］

 
［

注
１

～
４

 
同

左
］

 

［
第

３
表

・
第
４

表
 

略
］

 
［

第
３

表
・

第
４

表
 

同
左
］
 

［
削

る
］

 
第

５
表

 

 
回

 
 
 

 
線
 

 
 
 

数
 

 
 
 

記
 

 
 
 

録
 

中
継

伝
送

専
用
機

能
に
係

る
回

線
数

 

年
度

末
現

在
 

相
互

接
続

点
の
帰

属
す
る

中
継

交
換

機
等
設

置
局

 

加
入

者
交

換
機
設

置
局
 

接
続

事
業

者
 

回
線

数
 

 
 

 
 

 

 

［
削

る
］

 
第

６
表

 

 
回

 
 
 

 
線
 

 
 
 

数
 

 
 
 

記
 

 
 
 

録
 

中
継

伝
送

共
用
機

能
に
係

る
回

線
数

 

年
度

末
現

在
 

相
互

接
続

点
の
帰

属
す
る

中
継

交
換

機
等
設

置
局

 
接

続
事

業
者
 

回
線

数
 

 
 

 
 

 

［
削

る
］

 
別

表
第
７

（
第

1
9
条

関
係

）
 

法
第
3
3
条
第

1
2
項
の

総
務
省

令
で

定
め
る

事
項

 

 
１

呼
当
た

り
信
号

数
 

総
信

号
数

 

リ
ル

ー
テ

ィ
ン
グ

指
示
に

係
る

網
保
留

時
間

 

リ
ダ

イ
レ

ク
シ
ョ

ン
網
使

用
機

能
（
網

内
型

）
接
続

処
理
時

間
 

リ
ダ

イ
レ

ク
シ
ョ

ン
網
使

用
機

能
（
中

継
交

換
機
接

続
型
）

接
続

処
理
時

間
 

リ
ダ

イ
レ

ク
シ
ョ

ン
網
使

用
機

能
（
加

入
者

交
換
機

接
続
型

）
接

続
処
理

時
間

 
 

［
削

る
］

 
別

表
第
８

（
第

1
9
条

関
係

）
 

法
第
3
3
条
第

1
2
項
の

総
務
省

令
で

定
め
る

事
項
の

記
録

 

 
機

能
の
利

用
回
数

等
 

年
度

分
 

項
目

名
 

数
値
 

単
位
 

１
呼

当
た

り
信
号

数
 

 
信

号
／
通

信
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総
信

号
数

 
 

億
信

号
／

年
 

リ
ル

ー
テ

ィ
ン
グ

指
示
に

係
る

網
保
留

時
間

 
 

秒
／

通
信

 

リ
ダ

イ
レ

ク
シ
ョ

ン
網
使

用
機

能
（
網

内
型

）
接
続

処
理
時

間
 

 
秒

／
通
信

 

リ
ダ

イ
レ

ク
シ
ョ

ン
網
使

用
機

能
（

中
継
交

換
機
接

続
型

）
接
続

処
理
時

間
 

 
秒

／
通
信

 

リ
ダ

イ
レ

ク
シ
ョ

ン
網
使

用
機

能
（

加
入
者

交
換
機

接
続
型

）
接

続
処
理

時
間

 

 
秒

／
通
信

 

 

 

備
考

 
表

中
の
［

 
］

の
記
載

及
び
対

象
規

定
の
二

重
傍
線

を
付

し
た
標

記
部
分

を
除
く

全
体
に

付
し
た

傍
線

は
注
記

で
あ

る
。
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（
第
一
号
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
係
る
第
一
種
交
付
金
及
び
第
一
種
負
担
金
算
定
等
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
四
条 
第
一
号
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
係
る
第
一
種
交
付
金
及
び
第
一
種
負
担
金
算
定
等
規
則
（
平
成
十

四
年
総
務
省
令
第
六
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
は
、

こ
れ
を
加
え
る
。
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改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 

（
通
信
量
等
の
記
録
） 

（
通
信
量
等
の
記
録
） 

第
十
三
条 

第
一
種
適
格
電
気
通
信
事
業
者
は
、
第
一
号
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
原
価
を
算
定
す
る
た
め
、
前
条

第
二
項
に
規
定
す
る
電
気
通
信
役
務
及
び
施
行
規
則
第
十
四
条
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
四
号
に
規
定
す
る
第

一
号
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
に
係
る
通
信
量
、
回
線
数
及
び
信
号
伝
送
機
能
（
信
号
の
伝
送
を
行
う
設
備
（
以

下
「
信
号
用
伝
送
路
設
備
」
と
い
う
。
）
及
び
電
気
通
信
役
務
の
制
御
又
は
端
末
の
認
証
等
を
行
う
た
め
の
信

号
の
交
換
を
行
う
設
備
（
以
下
「
信
号
用
中
継
交
換
機
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
信
号
を
伝
送
交
換
す
る
機
能
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
利
用
回
数
（
以
下
「
通
信
量
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
別
表
第
四
に
よ
り
記
録

し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
十
三
条 

第
一
種
適
格
電
気
通
信
事
業
者
は
、
第
一
号
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
原
価
を
算
定
す
る
た
め
、
前
条

第
二
項
に
規
定
す
る
電
気
通
信
役
務
及
び
施
行
規
則
第
十
四
条
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
四
号
に
規
定
す
る
第

一
号
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
に
係
る
通
信
量
、
回
線
数
及
び
信
号
伝
送
機
能
の
利
用
回
数
（
以
下
「
通
信
量
等

」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
別
表
第
四
に
よ
り
記
録
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

   

［
２ 

略
］ 

［
２ 

同
上
］ 

別
表

第
４

（
第
1
3
条
関

係
）
 

別
表

第
４

（
第

1
3
条

関
係

) 

［
第

１
 

略
］
 

［
第

１
 

同
左

］
 

第
２
 

第
２

 

［
第

１
表

～
第

５
表
 

略
］

 
［

第
１

表
～

第
５

表
 

同
左
］
 

第
６

表
 
 

［
表

略
］
 

注
 

中
継

伝
送
専

用
機

能
と
は

、
加
入

者
交

換
機
と

中
継

交
換
機

と
の

間
に
設
置

さ
れ
る

第
一
種

指
定

中
継
系

伝
送

路
設

備
等
（

第
一

種
指
定

中
継
系

伝
送

路
設
備

等
の

両
端
に

対
向

し
て
設
置

さ
れ
る

伝
送
装

置
等

を
含

む
。

）
に

よ
り
通

信
を

伝
送
す

る
機
能

と
同

等
の
も

の
で

、
特
定

の
電

気
通
信
事

業
者
に

係
る
通

信
を

専
ら

伝
送

す
る

機
能
を

い
う

。
 

第
６

表
 

［
表

同
左

］
 

［
新

設
］

 

第
７

表
 
 

［
表

略
］

 

注
 

中
継

伝
送
共

用
機

能
と
は

、
加
入

者
交

換
機
と

中
継

交
換
機

と
の

間
に
設
置

さ
れ
る

第
一
種

指
定

中
継
系

伝
送

路
設

備
等
（

第
一

種
指
定

中
継
系

伝
送

路
設
備

等
の

両
端
に

対
向

し
て
設
置

さ
れ
る

伝
送
装

置
等

を
含

む
。

）
に

よ
り
通

信
を

伝
送
す

る
機
能

（
特

定
の
電

気
通

信
事
業

者
に

係
る
通
信

を
専
ら

伝
送
す

る
機

能
を

除
く

。
）

を
い
う

。
 

第
７

表
 
 

［
表

同
左

］
 

［
新

設
］

 

［
第

３
 

略
］
 

［
第

３
 

同
左

］
 

備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。 
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（
東
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
の
西
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
に
対
す
る
金
銭
の
交
付
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
） 

第
五
条 
東
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
の
西
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
に
対
す
る
金
銭
の
交
付
に
関
す
る
省
令
（
平
成

十
五
年
総
務
省
令
第
百
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。 
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改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 
（
期
間
） 

（
期
間
） 

第
二
条 
法
附
則
第
十
六
条
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
期
間
は
、
平
成
十
五
年
四
月
十
一
日
か
ら
令
和
十
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
期
間
と
す
る
。 

第
二
条 

法
附
則
第
十
六
条
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
期
間
は
、
平
成
十
五
年
四
月
十
一
日
か
ら
令
和
六
年

十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
期
間
と
す
る
。 

（
特
定
接
続
料
） 

（
特
定
接
続
料
） 

第
三
条 

法
附
則
第
十
六
条
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
接
続
料
は
、
接
続
料
規
則
第
四
条
の
表
二
の
項
の
機

能
（
メ
タ
ル
回
線
収
容
機
能
に
限
る
。
）
及
び
六
の
二
の
項
の
機
能
（
一
般
中
継
系
ル
ー
タ
接
続
伝
送
機
能
に

限
る
。）
に
係
る
接
続
料
と
す
る
。 

第
三
条 

法
附
則
第
十
六
条
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
接
続
料
は
、
接
続
料
規
則
第
四
条
の
表
二
の
項
の
機

能
（
加
入
者
交
換
機
能
、
信
号
制
御
交
換
機
能
、
番
号
ポ
ー
タ
ビ
リ
テ
ィ
機
能
、
加
入
者
交
換
機
専
用
ト
ラ
ン

ク
ポ
ー
ト
機
能
及
び
加
入
者
交
換
機
共
用
ト
ラ
ン
ク
ポ
ー
ト
機
能
に
限
る
。
）
、
四
の
項
の
機
能
、
五
の
項
の

機
能
（
中
継
交
換
機
能
、
中
継
交
換
機
専
用
ト
ラ
ン
ク
ポ
ー
ト
機
能
及
び
中
継
交
換
機
共
用
ト
ラ
ン
ク
ポ
ー
ト

機
能
に
限
る
。
）
、
六
の
項
の
機
能
（
中
継
伝
送
共
用
機
能
、
中
継
伝
送
専
用
機
能
及
び
中
継
交
換
機
接
続
伝

送
専
用
機
能
に
限
る
。
）
及
び
八
の
項
の
機
能
に
係
る
接
続
料
と
す
る
。 
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（
接
続
料
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
一
部
改
正
） 

第
六
条 
接
続
料
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
十
七
年
総
務
省
令
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。 
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改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 

附 

則 

附 

則 

［
１
～
11 

略
］ 

［
１
～
11 

同
上
］ 

12 

事
業
者
は
、
法
第
三
十
三
条
第
五
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
機
能
に
係
る
接
続
料
の
変
更
に
際
し
、
当
該

機
能
に
係
る
通
信
量
等
に
つ
い
て
は
、
令
和
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
規
則
第
十
九
条
の
規
定
に
よ

り
記
録
さ
れ
た
通
信
量
等
に
代
え
て
、
当
該
変
更
が
適
用
さ
れ
る
年
度
の
前
年
度
の
下
半
期
と
当
該
変
更
が

適
用
さ
れ
る
年
度
の
上
半
期
の
通
信
量
等
の
合
算
値
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
。 

12 

事
業
者
は
、
法
第
三
十
三
条
第
五
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
機
能
に
係
る
接
続
料
の
変
更
に
際
し
、
当
該

機
能
に
係
る
通
信
量
等
に
つ
い
て
は
、
令
和
六
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
規
則
第
十
九
条
の
規
定
に

よ
り
記
録
さ
れ
た
通
信
量
等
に
代
え
て
、
当
該
変
更
が
適
用
さ
れ
る
年
度
の
前
年
度
の
下
半
期
と
当
該
変
更

が
適
用
さ
れ
る
年
度
の
上
半
期
の
通
信
量
等
の
合
算
値
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
。 

［
13
・
14 

略
］ 

［
13
・
14 

同
上
］ 

15 

令
和
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
事
業
者
は
、
そ
の
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
都
道

府
県
の
区
域
（
当
該
事
業
者
が
固
定
端
末
系
伝
送
路
設
備
（
そ
の
一
端
が
特
定
の
場
所
に
設
置
さ
れ
る
利
用

者
の
電
気
通
信
設
備
に
接
続
さ
れ
る
伝
送
路
設
備
を
い
う
。
）
を
設
置
す
る
都
道
府
県
の
区
域
に
限
る
。
）

以
外
の
都
道
府
県
の
区
域
に
お
い
て
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
他
の
事
業
者
が
存
在
す
る
場

合
は
、
規
則
第
四
条
の
表
二
の
項
の
機
能
（
メ
タ
ル
回
線
収
容
機
能
に
限
る
。
）
及
び
六
の
二
の
項
の
機
能

（
一
般
中
継
系
ル
ー
タ
接
続
伝
送
機
能
に
限
る
。
）
に
係
る
接
続
料
が
、
当
該
機
能
と
同
等
の
機
能
に
つ
い

て
当
該
他
の
事
業
者
が
取
得
す
べ
き
接
続
料
と
同
額
と
な
る
よ
う
、
当
該
機
能
に
係
る
接
続
料
の
原
価
及
び

利
潤
並
び
に
通
信
量
等
を
当
該
他
の
事
業
者
の
も
の
と
合
算
し
て
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

15 

令
和
六
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
事
業
者
は
、
そ
の
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
都

道
府
県
の
区
域
（
当
該
事
業
者
が
固
定
端
末
系
伝
送
路
設
備
（
そ
の
一
端
が
特
定
の
場
所
に
設
置
さ
れ
る
利

用
者
の
電
気
通
信
設
備
に
接
続
さ
れ
る
伝
送
路
設
備
を
い
う
。
）
を
設
置
す
る
都
道
府
県
の
区
域
に
限
る
。

）
以
外
の
都
道
府
県
の
区
域
に
お
い
て
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
他
の
事
業
者
が
存
在
す
る

場
合
は
、
規
則
第
四
条
の
表
二
の
項
の
機
能
（
加
入
者
交
換
機
能
、
信
号
制
御
交
換
機
能
、
番
号
ポ
ー
タ
ビ

リ
テ
ィ
機
能
、
加
入
者
交
換
機
専
用
ト
ラ
ン
ク
ポ
ー
ト
機
能
及
び
加
入
者
交
換
機
共
用
ト
ラ
ン
ク
ポ
ー
ト
機

能
に
限
る
。
）
、
四
の
項
の
機
能
、
五
の
項
の
機
能
（
中
継
交
換
機
能
、
中
継
交
換
機
専
用
ト
ラ
ン
ク
ポ
ー

ト
機
能
及
び
中
継
交
換
機
共
用
ト
ラ
ン
ク
ポ
ー
ト
機
能
に
限
る
。
）
、
六
の
項
の
機
能
（
中
継
伝
送
共
用
機

能
、
中
継
伝
送
専
用
機
能
及
び
中
継
交
換
機
接
続
伝
送
専
用
機
能
に
限
る
。
）
及
び
八
の
項
の
機
能
に
係
る

接
続
料
が
、
当
該
機
能
と
同
等
の
機
能
に
つ
い
て
当
該
他
の
事
業
者
が
取
得
す
べ
き
接
続
料
と
同
額
と
な
る

よ
う
、
当
該
機
能
に
係
る
接
続
料
の
原
価
及
び
利
潤
並
び
に
通
信
量
等
を
当
該
他
の
事
業
者
の
も
の
と
合
算

し
て
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。 

［
16
・
17 

略
］ 

［
16
・
17 

同
上
］ 

備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。 
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附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
省
令
は
、
令
和
七
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す

る
。 

 

（
準
備
行
為
） 

第
二
条 

総
務
大
臣
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
に
お
い
て
も
、
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
第
一
種
指
定
電

気
通
信
設
備
接
続
料
規
則
（
以
下
「
新
接
続
料
規
則
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
手
順
を
定
め
る
通

知
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
（
以
下
「
事
業
者
」
と
い
う
。
）
は
、
こ
の
省
令
の

施
行
の
際
現
に
電
気
通
信
事
業
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
認
可
を
受
け
て

い
る
接
続
約
款
に
つ
い
て
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
、
新
接
続
料
規
則
、
第

四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
第
一
号
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
係
る
第
一
種
交
付
金
及
び
第
一
種
負
担
金

算
定
等
規
則
、
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
東
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
の
西
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
に
対

す
る
金
銭
の
交
付
に
関
す
る
省
令
及
び
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
接
続
料
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（

以
下
こ
れ
ら
を
「
新
規
則
」
と
総
称
す
る
。
）
の
規
定
に
適
合
さ
せ
る
た
め
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
に
お
い
て

も
同
項
の
規
定
に
基
づ
く
変
更
に
係
る
申
請
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 
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３ 
総
務
大
臣
は
、
前
項
の
申
請
が
新
規
則
に
適
合
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
に
お
い

て
も
、
当
該
申
請
に
係
る
接
続
約
款
の
変
更
を
認
可
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
経
過
措
置
） 

第
三
条 

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
法
第
三
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
受
け
て
い
る
接
続
約
款
は
、
こ

の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
新
規
則
に
適
合
し
て
い
る
も
の
と
み
な
す
。 

第
四
条 

こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
令
和
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
新
接
続
料
規
則
第
十
八
条
の
三
の
二
第

三
項
に
規
定
す
る
メ
タ
ル
Ｉ
Ｐ
電
話
接
続
機
能
の
接
続
料
の
算
定
に
お
い
て
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
算

定
対
象
端
末
設
備
（
同
項
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
数
及
び
当
該
算
定
対
象

端
末
設
備
か
ら
発
信
す
る
通
信
又
は
当
該
算
定
対
象
端
末
設
備
に
着
信
す
る
通
信
の
通
信
量
等
を
当
該
機
能
に
係
る

算
定
対
象
端
末
設
備
の
数
及
び
通
信
量
等
に
合
算
し
た
値
を
用
い
る
も
の
と
し
、
か
つ
、
同
項
に
規
定
す
る
ワ
イ
ヤ

レ
ス
固
定
電
話
接
続
機
能
を
加
重
平
均
の
対
象
と
し
な
い
も
の
と
す
る
。 

 

（
新
接
続
料
規
則
第
五
条
に
規
定
す
る
機
能
に
適
用
す
る
接
続
料
の
特
例
） 

第
五
条 

第
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
接
続
料
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
事
業
者

は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
新
接
続
料
規
則
第
五
条
に
規
定
す
る
機
能

に
係
る
接
続
料
の
変
更
に
際
し
、
当
該
機
能
に
係
る
通
信
量
等
に
つ
い
て
は
、
法
第
三
十
三
条
第
十
二
項
の
規
定
に

よ
り
記
録
さ
れ
た
通
信
量
等
に
代
え
て
、
令
和
六
年
度
の
下
半
期
と
令
和
七
年
度
の
上
半
期
の
通
信
量
等
の
合
算
値
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を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
。 

178


	E【確定版】資料146-1（電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令の改正）
	あ【確定版】資料146-1（電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令の改正）
	00 表紙様式_r
	02 【案の１】諮問書_r3（案とれ）
	05 【別紙１】電気通信事業法施行規則等の一部改正についてv9.5


	06 【別紙２】改正省令★v6.2（溶け込み、コメント削除）



